
 

  

  

 

 

 

千葉県石油コンビナート等防災計画 
 

 

付 属 資 料 編 

 

 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度修正 

千葉県石油コンビナート等防災本部 

 

 

t.hshgch
資料５

t.hshgch
－２





目   次 

 

 

第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 

   １   特別防災区域の地名・地番一覧表 ……………………………………………………    １ 

   ２   地勢地質等 ………………………………………………………………………………    ３ 

   ３   港湾の現況 ………………………………………………………………………………  １５ 

   ４   石油精製等及び石油類屋外貯蔵タンク等の現況 ……………………………………  ３４ 

   ５   防災関係機関等の消防力の現況 ………………………………………………………  ３５ 

   ６   石油コンビナート等特定事業所異常現象 ……………………………………………  ４１ 

   ７   石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所一覧 ………………………………  ４９ 

 

第２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例等 

   １   千葉県石油コンビナート等防災本部条例 ……………………………………………  ５５ 

   ２   千葉県石油コンビナート等防災本部条例の施行期日を定める規則 ………………  ５６ 

   ３   千葉県石油コンビナート等防災本部運営規則 ………………………………………  ５７ 

   ４   千葉県石油コンビナート等防災本部の権限に属する事項のうち 

                      本部長において処理できる事項 ………………  ５８ 

   ５   災害時等における千葉県石油コンビナート等防災本部運営要領 …………………  ５９ 

   ６   千葉県石油コンビナート等防災本部幹事会運営要領 ………………………………  ６３ 

   ７   千葉県石油コンビナート等防災本部本部員・幹事名簿 ……………………………  ６５ 

 

第３ 協定関係 

   １   応援協定 …………………………………………………………………………………  ６７ 

   ２   その他の協定 ……………………………………………………………………………  ７０ 

   ３   参考 ………………………………………………………………………………………  ７１ 

   （１）  九都県市災害時相互応援に関する協定 ……………………………………………  ７１ 

   （２）  震災時等の相互応援に関する協定 …………………………………………………  ７３ 

   （３）  千葉県広域消防相互応援協定 ………………………………………………………  ７６ 

   （４）  東京湾消防相互応援協定 ……………………………………………………………  ８１ 

   （５）  千葉海上保安部と消防機関との業務協定 …………………………………………  ８３ 

   （６）  消火薬剤の共同備蓄に関する協定書 ………………………………………………  ８５ 

   （７）  千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備の管理運営 

                             に関する協定書 ………………  ９２ 

   （８）  石油連盟製油所等災害相互応援規程 ………………………………………………  ９３ 

   （９）  油流出事故時における千葉県と特定事業所等との資機材等 

                             の相互応援協定 ………………  ９６ 

 

第４ 協議会、規程等 

   １   京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 ………………… １０３ 

   ２   京葉臨海中部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 ………………… １０５ 

   ３   京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 ………………… １０７ 

   ４   東京湾排出油等防除協議会会則 ……………………………………………………… １０９ 

   ５   千葉管内排出油等防除協議会会則 …………………………………………………… １１３ 

   ６   木更津管内排出油等防除協議会会則 ………………………………………………… １１８ 

   ７   館山管内排出油等防除協議会会則 …………………………………………………… １２２ 

   ８   千葉県高圧ガス地域防災協議会規約 ………………………………………………… １２５ 



   ９   海水油濁処理協力機構千葉支部規程 ………………………………………………… １２９ 

   10   港湾区域内における流出油処理要領 ………………………………………………… １３２ 

   11   千葉県石油コンビナート関係防災情報受伝達要領 ………………………………… １３７ 

 

第５ その他資料 

   １   異常現象の範囲について（通知）（昭和59年７月13日 消防地第158号）  … １４７ 

   ２   防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について 

                      （平成19年３月20日 消防特第34号） …… １４８ 

   ３   石油コンビナート地帯における航空機事故による産業災害の防止について 

                      （昭和56年９月18日 消防地第255号）  … １９１ 

   ４   気象庁震度階級関連解説表 …………………………………………………………… １９７ 

   ５   千葉県石油コンビナート等防災アセスメント調査結果報告書（概要版） 

                              （平成22年10月） ……… １９８ 

   ６   東海地震に係る警戒宣言発令時の特定事業所の対応について …………………… ２３９ 

   ７   東海地震に係る地震防災対策強化地域  …………………………………･･･……… ２４１ 

   ８   特定事業所等における地震・津波発生時の初動体制の手引き 

                              （平成23年11月） ……… ２４２ 

   ９   東北地方太平洋沖地震での石油タンク被害に係る調査結果について 

                           （消防庁消防研究センター）……… ２６０ 

   10   千葉県石油コンビナート等防災本部主唱訓練の沿革 ……………………………… ２６６ 

   11   石油コンビナート防災体制に係る自衛防災組織及び共同防災組織の現況 ……… ２６８ 

   12   防災関係機関一覧表 …………………………………………………………………… ２８０ 

   13   石油コンビナート等特別防災区域協議会 …………………………………………… ２８５ 

   14   共同防災組織 …………………………………………………………………………… ２８６ 

   15   その他 …………………………………………………………………………………… ２８６ 

 

  



第１ 石油コンビナート等特別防災区域の現況 
 

 １ 特別防災区域の地名・地番一覧表 ………………………………………………………………   １ 

 

 ２ 地勢地質等 …………………………………………………………………………………………   ３ 

 

 ３ 港湾の現況 …………………………………………………………………………………………  １５ 

 

 ４ 石油精製等及び石油類屋外貯蔵タンク等の現況 ………………………………………………  ３４ 

 

 ５ 防災関係機関等の消防力の現況 …………………………………………………………………  ３５ 

 

 ６ 石油コンビナート等特定事業所異常現象 ………………………………………………………  ４１ 

 

 ７ 石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所一覧 …………………………………………  ４９ 

 





 

- 1 - 

１ 特別防災区域の地名・地番一覧表 

平成２３年８月３０日現在 

区
域
名 

市 

名 

指   定   区   域 

市
川
市 

 

二俣新町及び高谷新町の区域 

 

高浜町１番、２番、３番１～３番３、４番１～４番３、４番５～４番９、５番、   

６番１、６番２、７番、１２番及び１３番、 

本行徳２５５４番１、２５５４番１３、２５５４番１６、２５５４番１７、     

２５５４番４０～２５５４番６３、２５５４番６８～２５５４番７２及び      

２５５４番８１～２５５４番８８並びに当該区域に介在する道路の区域、 

田尻１０２６番１、１０２６番３～１０２６番５、１０２７番１、１０２７番４、  

１０２７番５、１０２７番８～１０２７番１１並びに 

上妙典１６０１番、１６０１番２、１６０２番１、１６０２番３、１６０２番４、  

１６０３番１、１６０３番３、１６０３番４、１６０６番１、１６０６番２及び   

１６０６番１５の区域 

 

京
葉
臨
海
北
部
地
区 

船
橋
市 

 

日の出２丁目９番１～９番７、１０番及び１１番、 

栄町２丁目４番及び４番２～４番５、 

西浦２丁目４番１～４番３、４番９、４番１０、５番１、５番２、６番１～６番４、 

２３番、２６番１～２６番６及び２７番並びに 

西浦３丁目１０番３、１０番１０、１０番１１、１０番１５～１０番１９、     

１０番２５、１０番２６、２１番２、２１番３、２２番１、２２番９、２２番１２～ 

２２番１４、２２番１６～２２番２０、２２番２２～２２番２６、２８番２、２８番３

及び２８番５の区域並びに 

当該区域に介在する道路の区域 
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区
域
名 

市 

名 

指   定   区   域 

千
葉
市 

 

美浜区新港４番９、４番１１、２３０番～２３４番、２３５番１及び２３５番２の区域

並びに 

当該区域に介在する道路の区域 

 

中央区川崎町１番１８、１番２８、２番１～２番５、２番１０、３番１、３番４、  

４番１、４番６、４番７、４番９、５番１～５番３、６番１、６番３、６番４、   

７番１、７番２、７番２２、７番２３、８番７、８番１４、８番１７、８番２０、  

１０番１～１０番８、１０番１２、１１番、１２番１、１２番２、１３番、１４番１、

１４番２、１５番～２１番、５７番１～５７番７、５８番１～５８番３、５９番１～ 

５９番４、６１番１（市道川崎町４号線と市道川崎町南北線との交差点より南側の  

区域）、６３番１～６３番３、６６番１及び７１番の区域 

 

中央区新浜町及び村田町の区域のうち京葉臨海鉄道用地及びこれと海岸線との間の区域 

 

中央区蘇我町２丁目９３４番２、９３４番３、９３４番７、９５６番３、９６６番１、

９６６番４、９６６番１１、９６６番４８、９６６番５２、９６６番５５、１３６４番

～１３６８番２、１３６９番１、１３６９番６～１３６９番９、１３７０番、    

１３７１番１、１３７１番２、１３７２番１～１３７２番２２、１３７６番１、   

１３７６番２、１３７７番、１３７８番１及び１３７８番２の区域 

 

市
原
市 

 

一般国道１６号線と海岸線との間の区域（一般国道１６号線、村田川及び京葉臨海鉄道

に囲まれた区域を除く。） 

 

五井南海岸１９番、３７番１～４７番１及び４７番３～４７番５並びに 

千種海岸７番１～７番１１、８番１～８番６、８番９～８番１１及び２１番の区域  

並びに 

当該区域に介在する道路の区域 

 

京
葉
臨
海
中
部
地
区 

袖
ケ
浦
市 

 

北袖の区域のうち一般国道１６号線と海岸線との間の区域 

 

長浦字拓１号のうち一般国道１６号線の北側の区域並びに 

長浦字拓２号のうち一般国道１６号線の西側の区域（５８０番１５３及び      

５８０番１５６並びに水路の部分を除く。）並びに 

中袖の区域（水路の部分を除く。） 

 

木
更
津
市 

新港の区域 

 

築地のうち一般国道１６号線の西側の区域 

京
葉
臨
海
南
部
地
区 

君
津
市 

君津１番地、２番地の２、３番地、６番地及び９番地～２１番地の区域 
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２ 地勢地質等 

 

（１）京葉臨海北部地区 

京葉臨海北部地区は千葉県の西北部に位置しており船橋市、市川市の北は鎌ヶ谷市、白井市及び 

松戸市、東は習志野市、八千代市、西は江戸川を隔てて東京都に接し、南は浦安市及び東京湾に 

面している。 

土地はおおむね平坦であるが北部にかけて小丘起伏して台地となり関東ローム層と呼ばれる赤土で

占められ臨海部は粘土質及び砂質でおおわれている。 

気象は、東京湾に面しており海洋性の気象で関東平野中心部の気象区に属し、温暖な気候である。 

この地区は京葉臨海中部地区と異なり、重化学工業の立地はなく、石油油槽所を主に形成して 

いる。 

（２）京葉臨海中部地区 

京葉臨海中部地区は京葉臨海工業地帯の中央部に位置し東京湾沿岸に全長約 28km に及び帯状に 

形成しており、発電所、製鉄所、石油精製工場及び石油化学工場等が集中し本県石油コンビナート

の中心をなしている。また、これに沿って臨海鉄道及び一般国道16号線が並行している。 

地質は低地が沖積層、洪積層、台地では洪積砂層、泥層で上を関東ローム層でおおわれ丘陵に  

あっては洪積層の一部である泥質砂又は砂礫層、山地は第三紀層等で占められている。 

気象は年間を通じて温暖、湿潤でありこの地区は降雨量が多く、雨量の大部分は梅雨期と台風時期

に占められる。 

（３）京葉臨海南部地区 

京葉臨海南部地区は千葉県の西南部に位置し、北は袖ケ浦市、南は富津市、西は東京湾に面し、 

東は夷隅郡に接している。 

地質は洪積層に属し、東部に低い丘陵がありながらもおおむね平坦である。 

海岸は一帯に遠浅で港内及び航路は浚渫によりおおよそ－３～－１９ｍの水深がある。 

気象は年間を通じて温暖な気候に恵まれている。 

この地区は新日本製鐵㈱君津製鐵所と関連発電所並びに関連工業等で形成されている。 

（風配図は図－１、２、潮流図は図－３、４） 

地震時の被害は、その地盤を構成している地質の形成された履歴と分布によって異なる。この  

ような観点から地震の地盤特性に関する地質情報が非常に重要である。コンビナート地域の地盤 

地質についての詳細は、県環境研究センター水質地質部の調査によると次のとおりである。 

コンビナート地域は、関東構造盆地の一部で、かつ東京湾東岸に立地しているので、主に東京湾 

東岸の地質層序について見ると、関東構造盆地を形成している基盤岩は船橋市の地下で 2,139ｍ、 

鎌ヶ谷市地下で 1,500ｍの各深度に存在することが知らされている。いずれの岩種も三波川系の結晶

片岩である。さらに、基盤岩の岩種は不明であるが、千葉・市原にかけて深度を増す。しかし、 

その深度は不明である。（表－１） 

船橋市の地下では、前述の基盤の上に中新統である三浦層群が不整合の層序関係で発達し、その 

層厚は 219ｍである。本層序は、南部の清澄山系付近で地表に露出し、最大層序を示す。一方、三浦

層群とは黒滝不整合を挟んで上位に発達する上総層群は、船橋市の地下で 1,920ｍから 454ｍまでの

深度に達し、その層相は砂層とシルト層の互層からなる。本層群は南部の夷隅川・養老川・小櫃

川・小糸川の中流から上流で地表に露出し、この地域で最大層厚を示す。 

上総層群の上位には、不整合の層序関係で下総層群が発達する。そして、下総層群は下半部と  

上半部よりなる。下総層下半部は、船橋市の地下で 454ｍから 215ｍ付近の深度に達し、層厚は 

239ｍである。層相は巨視的にみると、下位の船橋礫層と上位のシルト層からなる。下位の船橋礫層

は南部で君津市長浜・浅間山付近に発達する長浜層に、船橋Ｄシルト層は佐貫町などに露出する 

佐貫層・周南層・そして長南町周辺に発達する笠森層にそれぞれ対比される。一方、船橋礫層は、

北部では東京の山の手から地下にかけて発達する城北砂礫層に対比される。 

下総層群の基底の構造は盆状構造を示し、最深部は東京湾東岸の市原市千種海岸付近（最深部：
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650ｍ前後）である。最深部の北側ではＮＷ－ＳＥ方向、南東側ではＮＥ－ＳＷ方向、西側では  

Ｎ－ＳからＮＮＥ－ＳＳＷ方向の等深線で示される。また前述した最深部の北西方向の市川市付近

から、埼玉県側に向ってＥ－ＷからＮＷＷ－ＳＥＥの伸長方向をもつ盆状構造が認められ、市川市

付近が二つの堆積盆の鞍部になっている。従って全体の形態は、Ｎ－ＳないしＮＷ－ＳＥに伸びる

盆状構造と、ほぼこれと直交するＥ－ＷないしＮＷ－ＳＥに伸びる盆状構造とが組合わされた形態

をもっている。この盆状構造の最深部が東京湾の中心部でなく、東岸付近にあることから、東京湾

を横断する断面図を推定すると東京湾の西側部分に対して、東岸以東の部分の傾斜が相対的に  

大きくなっている。（図－５） 

下総層群上半部の構造は、巨視的に下総層群基底の構造と非常によく類似した構造形態を示す。 

最深部は市原市千種海岸である。下総層下半部と上半部は、地質層序学的に整合であることが  

明らかになっている。 

しかし、この両者の間には地層物性、電気抵抗、水質なども含めた層相的特徴には、明らかに差異

が認められる。（図－６） 

沖積層は東京湾を中心に発達する。特に大河川部に発達が著しい。下位の下総層群との層序関係は、

不整合で接する付近の層相が海水準変動の影響によって一定しないことがある。 

層序区分は、一般に上部と下部に区分され、各粘土層と砂層との組合せにより成っている。 

千葉・市原の臨海地域には、次のような沖積層が発達している。それは、地形的には埋没谷に発達

するものや一部埋没段丘上に発達するものがある。埋没谷中に発達する沖積層は、下半部がシルト

質粘土と上半部が砂からなり、一般に海面下（Ａ．Ｐ．荒川工事基準面）25ｍ～40ｍの付近に発達

する。（図－７、８） 

一方、京葉臨海コンビナート地域における常時微動を測定し、その卓越周期をみてみると、その 

周期の階層が沖積層の深度との間に大きな相関性が認められる。（図－９、10） 
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図－１ 京葉臨海工業地帯 夏季風配置図（平成６年７月～９月） 



 

- 6 - 

図－２ 京葉臨海工業地帯 冬季風配置図（平成６年１月～３月） 
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図－３ 東京湾潮流図（南東流最強時） 
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図－４ 東京湾潮流図 
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図－５ 下総層群基底等深線 
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図－６ 下総層群上半部の基底の等深線 
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図－８ 沖積層基底部の深度分布 
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図－９ 卓越周期の地域的分布 
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図－10 卓越周波数と沖積底面深度との関係 
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３ 港湾の現況 

（１）千葉港 

港湾法による港湾区域は、袖ケ浦市と木更津市との境界海岸（北緯35度26分20秒、東経139度57分

７秒）から343度7,600メートルの地点まで引いた線、同地点から８度17,600メートルの地点まで 

引いた線、同地点から市川市塩浜１丁目15番地の２の護岸最先端の地点（北緯35度39分59秒、東経

139度57分４秒）まで引いた線並びに陸岸及び市川市千鳥町１番地の地点（北緯35度40分20秒、東経

139度55分45秒）から市川市加藤新田211の10番地の地点（北緯35度40分28秒、東経139度55分57秒）

まで引いた線により囲まれた海面並びに市川市本行徳字東浜2,554番地の23の江戸川右岸の地点 

（北緯35度40分30秒、東経139度56分47秒）から市川市高谷新町19番地の２の江戸川左岸の地点 

（北緯35度40分40秒、東経139度57分）まで引いた線、海老川船橋橋、都川新大橋及び養老川最下流

配管橋各下流の河川水面。ただし、漁港法（昭和25年法律第137号）により指定された奈良輪漁港の

区域をのぞく。 

なお、航路及びけい留施設の現況については図－11、13のとおりである。 

（２）木更津港 

港湾法による港湾区域は富津市富津長浜2,035番地の64に設置された標柱（北緯35度18分49秒、 

東経139度49分28秒）から327度38分40秒8,840メートルの地点まで引いた線、同地点から21度2,500

メートルの地点まで引いた線、同地点から52度4,500メートルの地点まで引いた線、同地点と   

木更津市吾妻１丁目地先の地点（北緯35度23分59秒、東経139度54分22秒）とを結んだ線及び陸岸 

により囲まれた海面。ただし、漁港法（昭和25年法律第137号）により指定された小糸川漁港の区域

をのぞく。 

なお、航路及びけい留施設の現況については図－12、14のとおりである。 

（３）参考 

ア 東京湾の強風（20ｍ／sec）と推定最大波高及び水域 

（海上保安庁水路部計算資料による） 

風向 風    速 最大波高のあらわれる場所 推 定 波 高 

東 

西 

南 

北 

20ｍ／sec 

〃 

〃 

〃 

東京湾から横浜に至る西海岸一帯沖合 

木更津港から千葉港に至る東海岸一帯沖合 

川崎港沖合から東京港沖合 

木更津港西方沖合 

３～４ｍ 

 

イ 東京湾の潮汐 

（潮汐表より） 

場        所 大  潮  升 小  潮  升 

千葉、東京、川崎  2.0ｍ  1.5ｍ 

横浜、横須賀、海堡  1.7～1.8ｍ  1.3～1.4ｍ 

金田湾  1.5ｍ  1.2ｍ 

 

ウ 大型危険物バース（千葉港）図－15 

エ 危険物専用バース（木更津港）図－16 
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図－11 航路の状況 
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図－12 航路の状況 

 

 

 

 



図－13－１－１

機械名 能力 基数

1 市川Ａ岸壁（市川埠頭A岸壁） 千 葉 県 -5.5 125.0 1 2000 S52.12

2 市川Ｂ岸壁（市川埠頭B岸壁） 千 葉 県 -5.5 125.0 1 2000 S52.12

・ 1 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰＣ桟橋 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷ ﾞｰ -6.5 90.0 1 500 ローディングアーム 3 S49.7 石油製品

・ 2 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰＢ係船くい ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷ ﾞｰ -6.5 120.0 1 3000 1 S53.2 石油製品

・ 3 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰＡ係船くい ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷ ﾞｰ -6.5 125.0 1 3000 1 S47.4 石油製品

・ 4 竹石産業桟橋 竹 石 産 業 -3.0 39.0 1 2700 ローディングアーム 3 S45.5 　

・ 5 東洋合成桟橋Ａ 東 洋 合 成 工 業 -6.4 126.0 1 4500 ローディングアーム 150,200 1 S50.2 化学薬品

・ 6 東洋合成桟橋Ｂ 東 洋 合 成 工 業 -5.5 101.0 1 2000 2

・ 7 東洋合成Ｃ岸壁 東 洋 合 成 工 業 -5.0 73.0 1 2500 2 S46 石油製品

8 市川鉄鋼センター岸壁 市 川 鉄 鋼 セ ン タ ー -6.0 68.0 1

9 水揚げヤード 日本ガルバテッ クス -3.0 16.0 1 300 水揚げクレーン 5ｔ 1 S50.4 鉄鋼

10 市川係船岸壁 み ら い 建 設 -2.5 32.0 45G/T 1 S49.9

11 日産浮桟橋 日 産 デ ィ ー ゼ ル -2.2 259.0 15 75G/T S50.1

12 八幡交通桟橋 八 幡 交 通 -5.5 53.0 1 885 S53

13 JFE鋼材東京第2揚場 J F E 鋼 材 工 業 -3.1 17.0 450

14 市川機材センター岸壁 五 洋 建 設 -4.5 200.0 1 700 S42

17 専用岸壁 ト ピ ー 海 運 -5.0 148.0 2 1900 水平式引込ｸﾚｰﾝ,箱型水平ｸﾚｰﾝ 20t,12t S46 鉄鋼

18 行徳加工センター専用岸壁 ク ボ タ 市 川 工 場 -7.0 171.0 1 　 　　　 　 　 　

19 行徳岸壁 ヰ ゲ タ 興 産 -7.0 191.0 1 　 　　　 　 　 　

20 菱鋼運輸市川埠頭 菱 鋼 運 輸 -6.0 178.0 2 499 RHｸﾚｰﾝ,水平引込式ｸﾚｰﾝ 30t,15t 　 S49.12 鉄鋼

21 丸一鋼管B岸壁 丸 一 鋼 管 -6.0 102.0 1 3900 門型クレーン 10t S51.3 鉄鋼

22 丸一鋼管A岸壁 丸 一 鋼 管 -6.0 162.0 1 2601 天井送行クレーン 30t S48.2 機械

23 月島機械入出荷岸壁 月 島 機 械 -5.9 198.0 1 1000 36ｔ S46 鉄鋼

24 東京流通センター岸壁 J F E 物 流 -6.0 339.0 1 1000 橋型クレーン

埠頭名称
延長
(ｍ)

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶

欄外の・印は危険物埠頭

管 理 者
水深
(m)

備考併用開始
荷役機械

　
　　　プロロ
　　ジスパーク
　市川Ⅰ

プロロジスパーク市川Ⅱ

ＪＸ日鉱日石
エネルギー オリックス

不動産
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図－13－１－２

　

　

機械名 能力 基数

1 船橋東埠頭Ａ，Ｂ岸壁 千 葉 県 -7.5 290.0 2 5000 S48.4

2 船橋東埠頭C,D,E,F,G岸壁 千 葉 県 -6.0 526.0 5 3000 S51.4

3 船橋東埠頭Ｈ，Ｉ岸壁 千 葉 県 -5.5 185.0 2 2000 S58

4 船橋東埠頭物揚場 千 葉 県 -4.0 300.0 500 S59

5 船橋湊町船揚場 千 葉 県 -2.0 207.0 5Ｇ／Ｔ S35

6 湊町１号物揚場 千 葉 県 -3.0 175.0 漁船等 S58

7 湊町２号物揚場 千 葉 県 -3.0 127.0 漁船等 S58

8 日の出物揚場 千 葉 県 -4.0 66.0 通船等 S56

9 日の出１号物揚場 千 葉 県 -4.0 150.0 500

10 日の出２号物揚場 千 葉 県 -4.0 103.0 500 S29

11 日の出Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 千 葉 県 -5.5 270.0 3 2000 S41.5

12 船橋中央埠頭１号物揚場 千 葉 県 -2.0 258.0 官公庁船 ポスト型クレーン 2.8t 1 S48.4 廃棄物

13 船橋中央埠頭２号物揚場 千 葉 県 -4.0 120.0 500 S57

14 船橋中央埠頭北A1～A6岸壁 千 葉 県 -5.5 571.0 2000 S53

15 船橋中央埠頭北B,C,D岸壁 千 葉 県 -7.5 410.0 3 5000 S48.4

16 船橋中央埠頭北E,F,G岸壁 千 葉 県 -7.5 401.0 3 5000 S54.10

17 船橋中央埠頭北H,I岸壁 千 葉 県 -7.5 260.0 2 5000 S54.10

18 船橋中央埠頭北K,L岸壁 千 葉 県 -7.5 260.0 2 5000

19 船橋中央埠頭M1～M4岸壁 千 葉 県 -5.5 395.0 4 2000 S54

20 船橋中央埠頭南A,B,C岸壁 千 葉 県 -10.0 555.0 3 15000

21 船橋中央埠頭南D,E岸壁 千 葉 県 -10.0 386.0 2 15000

22 日の出Ｄ，Ｅ岸壁 千 葉 県 -5.5 180.0 2 2000 H4

23 船橋中央埠頭北Ｊ岸壁 千 葉 県 -7.5 143.0 1 5000 S63

24 湊町3号物揚場 千 葉 県 -2.0 107.0 漁船等 S62

25 船溜西物揚場 千 葉 県 -2.0 260.0 5Ｇ／Ｔ

26 船留東物揚場 千 葉 県 -2.5 240.0 5Ｇ／Ｔ S29

27 船留南物揚場 千 葉 県 -1.5 263.0 5Ｇ／Ｔ S26

28 船橋浜町船揚場 千 葉 県 -1.5 41.0 5Ｇ／Ｔ S39

29 船橋浜町さん橋 千 葉 県 -3.0 16.0×2 2 100 S57

30 係船浮桟橋 千 葉 県 企 業 庁 -3.0 20.0 1 5 S46

31 船橋日の出さん橋 千 葉 県 -4.0 24.0 H4

32 船橋湊町さん橋 千 葉 県 -4.0 24.0 2 S63

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭
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図－13－１－３

　

機械名 能力 基数

1 日新製鋼入出荷桟橋 日 新 製 鋼 -6.0 40.0 1 3000 ダブル引込式クレーン 17ｔ 1 S36 鉄鋼

・ 2 市川基地桟橋 三 菱 液 化 ガ ス -6.0 172.0 1 1832 S44.11 石油製品

3 第2桟橋 月 島 機 械 -6.0 165.0 1 5000 ローディングアーム 2 S44 石油製品

・ 5 京葉鉄鋼埠頭 京 葉 鉄 鋼 埠 頭 -6.5 331.0 3 699Ｇ/Ｔ 水平引込、橋型クレーン 10ｔ 3 S44 鉄鋼

・ 6 市川フェリー基地 製 鉄 運 輸 -4.0 100.0 1 1000 S46 鉄鋼

7 クボタ市川工場係船岸壁 ク ボ タ 市 川 工 場 -2.4 100.0 2 350 S48

8 入出荷岸場 ガ ル バ テ ッ ク ス -2.8 148.0 400 天井走行クレーン ５ｔ 6 S39

9 富士川埠頭Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 富 士 港 運 -4.0-6.0 428.0 3 1596 S39

10 ＪＦＥ物流高谷岸壁 Ｊ Ｆ Ｅ 物 流 -4.5 82.0 1 2500 S50

11 住友大阪セメント岸壁 住 友 大 阪 セ メ ン ト -6.0 80.0 1 2500 S42.8 セメント

12 大阪運輸岸壁 大 阪 運 輸 -6.0 106.0 1 2000 S40 鉄鋼

13 指定岸壁 サ ク ラ ダ -4.5 90.0 500 天井走行クレーン 25ｔ 1 S39 鉄鋼

14 日本サン石油市川工場油岸壁 日 本 サ ン 石 油 -5.5 32.0 1 1500 S42 石油製品

15 キグナス市川油槽所岸壁 キ グ ナ ス 石 油 -6.5 94.0 1 2000 S44.7 石油製品

16 危険物専用岸壁 丸 善 京 葉 油 槽 所 -5.5 94.0 1 2000 S43 化学薬品

17 神鋼物流市川A,B,C,D,E岸壁 神 鋼 物 流 -5.0 519.0 3 　 　　　 　 　

・ 18 日本メサライト工業船橋桟橋 日 本 メ サ ラ イ ト -5.0 79.0 1 1200 クラムシェル 30t 2 砂利，砂

・ 19 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾅｼﾞｰ船油槽所桟橋 ジ ャ パ ン エ ナ ジ ー -5.5 40.0 1 450 　　　 S43 石油製品

20 兼松アグリテック物揚場 兼 松 ア グ リ テ ッ ク -3.5 76.0 1 500 ローディングアーム 12t 1 S35  

・ 21 (削除）

22 三菱UFJ信託Ｈ型鋼センター河岸 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 -2.0 117.0 500 天井走行クレーン 10,5,3t 3 S46

23 青柳船橋物揚場 青 柳 鋼 材 興 業 -2.5 57.0 500 S44 鉄鋼

24 物揚場 日 本 機 電 -2.5 64.0 200 S42

25 芝浦倉庫船橋物揚場 芝 浦 倉 庫 -3.5 60.0 300 Ｃクレーン、Ｄクレーン 20,10t 2 S43.2

26 日鉄住金鋼板船橋物揚場 日 鉄 住 金 鋼 板 -3.5 65.0 3 500 S43.7 鉄鋼

27 船橋倉庫物揚場 大 和 陸 運 倉 庫 -2.5 32.0 2 400 S39

28 桟橋 山 元 -3.0 10.0 　 400 S43.12

29 桟橋係船設備 清 水 港 飼 料 -2.5 40.0 385 アンローダー 60t 1 S40

30 船橋工業専用岸壁 ク ボ タ -5.5 132.0 1 1500 S45 米，雑穀，豆

31 富士興産1号,2号桟橋 富 士 興 産 -6.0 203.0 2 2500 S47

・ 32 ニチレイ船橋工場 ニ チ レ イ -7.0 128.0 1 4000 S55 石油製品

・ 33 桟橋 ニ チ レ イ -4.0 88.0 500 トラッククレーン S47

34 地質調査船専用基地 金 属 鉱 業 事 業 団 -8.5 103.0 1 2000 S37.4

35 王子物流岸壁 王 子 物 流 -12.0 395.0 2 30000 S49.10 重油

36 Ａ，Ｂ岸壁 栗本鉄工所・ｸﾘﾓﾄｿｲﾙﾊﾞﾝｸ -7.5 94.0 2 5000 セミロープトロリー式橋型クレーン 43t 　 S50.11 紙,パルプ

37 本田日新埠頭岸壁 日 新 -12.0 386.0 1 42424 S50 鉄鋼

39 習志野岸壁 日 本 通 運 -12.0 250.0 1 37391 S55.5 輸送機械

・ 40 阪和京葉岸壁 阪和流通ｾﾝﾀｰ・東洋海運 -12.0 290.0 1 32531 S56.7 鉄鋼

41 千葉トヨペット習志野岸壁 千 葉 ト ヨ ペ ッ ト -12.0 210.0 1 3515 S62 鉄鋼,セメント

42 岸壁 神 鋼 物 流 -6.5 306.0 1 2100 H2 輸送機械

45 (削除）

46 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ南ﾊﾞｰｽ 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ協議会 -11.5 775.0 2

47 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ北ﾊﾞｰｽ 京葉食品ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ協議会 -6.4 679.0 2

埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始

- 20 -



図－13－２－１

　

機械名 能力 基数

1 千葉出洲埠頭４号物揚場 千 葉 県 -3.0 108.0 300 S42

2 千葉出洲埠頭３号物揚場 千 葉 県 -3.0 121.0 300 S34

3 千葉出洲埠頭２号物揚場 千 葉 県 -4.0 237.0 500 S31

4 千葉出洲埠頭１号物揚場 千 葉 県 -4.0 172.0 500 S45.7

5 千葉出洲埠頭Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 千 葉 県 -7.5 430.0 3 5000 S42

6 千葉出洲埠頭Ｄ１，Ｄ２岸壁 千 葉 県 -6.0 265.0 2 3000 S48.9

7 千葉出洲埠頭E,F1～F10岸壁 千 葉 県 -5.5 1045.0 11 2000 S44

8 千葉中央埠頭４号物揚場 千 葉 県 -4.0 130.0 500 S44

9 千葉中央埠頭３号物揚場 千 葉 県 -4.0 250.0 500 S44

10 千葉中央埠頭２号物揚場 千 葉 県 -4.0 281.0 500 S44

11 千葉中央埠頭-4.5ｍ岸壁 千 葉 県 -4.5 90.0 1 700 S45

12 千葉中央埠頭A,B,C,D,E岸壁 千 葉 県 -10.0 1000.0 5 15000 S45～S49

13 千葉中央埠頭F,G,H岸壁 千 葉 県 -12.0 750.0 3 30000 多目的クレーン 49t 1 S56,S59

14 千葉中央埠頭内貿物揚場 千 葉 県 -4.0 400.0 500 S61.4

15 寒川船溜物揚場 千 葉 県 -3.0 215.0 300 S57

16 出洲定係場 千 葉 県 -4.0 149.0 500

17 寒川船揚場 千 葉 県 -1.0 15.0 ３Ｇ／Ｔ S57

18 千葉中央埠頭Ｉ岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000 H7

9 ＪＦＥ製品岸壁Ａバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -9.5 214.0 1 10000 ロープトロリー 20t 2 S38.10 鉄鋼

10 ＪＦＥ製品岸壁Ｂバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -10.5 150.0 1 25000 ロープトロリー 20t 1 S40.9 鉄鋼

11 ＪＦＥ製品岸壁Ｃバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -11.0 139.0 1 25000 ロープトロリー 22t 1 S43.9 鉄鋼

12 ＪＦＥ正面岸壁Ｄバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 85.0 1 500 S43 鉄鋼

13 ＪＦＥ正面岸壁Ｅバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -10.0 140.0 1 2000 S59 鉄鋼

14 ＪＦＥ正面岸壁Ｆバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -12.0 270.0 1 52000 S37.3 鉄鋼

15 ＪＦＥ正面岸壁Ｇバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -9.5 167.0 1 11000 S28.11 鉄鋼

16 ＪＦＥ正面岸壁Ｊバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -18.0 406.0 1 154000 ロープトロリー 60t 2 S53.10 鉄鉱石

17 ＪＦＥ正面岸壁Ｌバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -12.0 280.0 1 52000 水平引込式ｸﾚｰﾝ,ｼｯﾌﾟﾛｰﾀﾞｰ 16t 2 S36.9 鉄鉱石

18 ＪＦＥ南方岸壁Ｎ２バース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 143.0 1 2700 S45 原油

19 ＪＦＥ南方岸壁Ｏバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 291.0 1 6000 S36.7

20 ＪＦＥ南方岸壁Ｐバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.0 385.0 1 1200 シャトル式天井クレーン 15t 1 S46 鉄鋼

・ 21 ＪＦＥ南方岸壁Ｑバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -3.0 280.0 1 1500 シャトル式橋型クレーン 1 S31.2 鉄鋼

22 ＪＦＥ西工場南岸壁ＳＡバースJFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 147.0 1 2100 S48

23 ＪＦＥ西工場東岸壁ＥＢバースJFE ス チ ー ル （ 株 ） -18.0 505.0 1 158000 ロープトロリー 60t 1 S46.10 鉄鉱石

24 ＪＦＥ西工場東岸壁ＥＡバースJFE ス チ ー ル （ 株 ） -11.5 277.0 1 50000 ロープトロリー 35t 1 S48 鉄鋼

25 ＪＦＥ西工場北岸壁ＮＡバースJFE ス チ ー ル （ 株 ） -15.5 300.0 1 80000 ロープトロリー 50t 1 S61.1 鉄鋼

26 ＪＦＥ正面岸壁Ｈバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -9.5 151.0 1 2000 S28.11

27 ＪＦＥ正面岸壁Ｍバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -12.0 261.0 1 25000 水平引込式クレーン 16t 1 S40 鉄鉱石

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)
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図－13－２－２

　

機械名 能力 基数

7 日本サイロ新港物揚場 日 本 サ イ ロ -4.0 270.0 1000 　

8 日本サイロ新港本船桟橋 日 本 サ イ ロ -12.0 160.0 1 55000 ニューマチックアンローダー 400t/h 3 S43 米,雑穀,豆

9 ＳＮＣ・ＪＴＴ共同桟橋 マ ル ハ ニ チ ロ 物 流 -12.0 120.0 1 30000 S45.4 化学工業品

日本タンクターミナル

10 千葉共同サイロ桟橋 千 葉 共 同 サ イ ロ -12.0 150.0 1 73939 ニューマチックアンローダー 300t/h 3 S62 米,雑穀,豆

11 千葉埠頭サイロ岸壁 千 葉 埠 頭 サ イ ロ -4.5 50.0 1 600G/Ｔ ニューマチックアンローダー 80t/h 1 S55 麦

12 不二製油物揚場 不 二 製 油 -2.5 200.0 300 S55

13 新東日本製糖桟橋 新 東 日 本 製 糖 -12.0 260.0 1 30000 穀物荷役アンローダー 330t/h 2 S47.3 砂糖

14 ニューポート産業千葉埠頭 ニ ュ ー ポ ー ト 産 業 -12.0 150.0 1 40000 S49.9 鉄鋼

15 千葉流通センター桟橋 マ ツ ダ -12.0 140.0 1 ４５00G/T S59

16 江間忠ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ埠頭桟橋 江間忠ﾎｰﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ -12.0 120.0 1 20000 S43.5 セメント

17 三井ホームコンポーネント（株）新港工場岸壁 三井ﾎｰﾑｺﾝﾎ ﾟｰﾈﾝﾄ -3.0 142.0 原木

18 新日本製鉄鋼材ヤード新港岸壁 新 日 本 製 鉄 -7.5 239.0 2 2000 水平引込み橋型クレーン 300,600t/h 2 S44 鉄鋼

19 太平洋セメントＡＢ岸壁 太 平 洋 セ メ ン ト -5.5 200.0 2 2000 石膏

20 太平洋セメント新港ドルフィン 太 平 洋 セ メ ン ト -3.0 164.1 S43.8 セメント、砂

22 中国木材桟橋 中 国 木 材 -3.5 70.0 500

23 中国木材埠頭 中 国 木 材 -12.0 250.0 1 45000 S44.5 　

24 ＣＯバース Ｊ オ イ ル ミ ル ズ -12.0 350.0 1 50000 アンローダー 400t/h 2 S44.5

・ 25 エヌアイケミカル（株）危険物専用桟橋 エ ヌ ア イ ケ ミ カ ル -6.5 137.5 1 5345 デリック S58 　

・ 26 新日本石油5500ＤＷＴ桟橋 新 日 本 石 油 -8.0 28.3 1 1000 S45.1 石油製品

・ 27 ＮＡＡ3000ＤＷＴ桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.0 150.0 1 3000 マリンローディングアーム 450,800kl/h 3 S47.6 石油製品,重油

・ 28 ＮＡＡ２号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.0 99.0 1 2000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 S57 石油製品

・ 29 ＮＡＡ３号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -6.8 127.0 1 4000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 S60 石油製品

・ 30 丸紅内航桟橋 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -7.6 300.0 4 5980 　 2 S40 石油製品

・ 31 丸紅外航桟橋（１） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -14.0 320.0 1 85000 ローディングアーム 1 S50 石油製品

・ 32 丸紅外航桟橋（２） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -12.0 135.0 1 3000 ローディングアーム 1 S50 　

・ 33 丸紅外航桟橋（３） 丸 紅 エ ネ ッ ク ス -12.4 168.0 1 5000 ローディングアーム 　 S50 　

・ 35 ＮＡＡ４，５号桟橋 成 田 国 際 空 港 ㈱ -9.0 340.0 2 8000 ローディングアーム 1,500kｌ/h 2 H3 　

36 ニューポート産業新港物揚場 ニ ュ ー ポ ー ト 産 業 -2.5 60.0 2 ２００D/W S49.9

38 日本サイロ新港内航船岸壁 日 本 サ イ ロ -5.0 90.0 1 3000 内航船積ローダー 600ｔ/ｈ 1 S44 　

埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始

江間忠ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

- 22 -



図－13－２－３

　

機械名 能力 基数

1 八幡物揚場 千 葉 県 -3.0 30.0 300 S40

・ 2 市原Ａ，Ｂ岸壁 千 葉 県 -7.5 254.0 2 5000 三脚デリック 20.5ｔ 1 S40

・ 3 市原物揚場 千 葉 県 -4.0 97.0 　 500 S40

1 ＪＦＥ蘇我岸壁Ｒバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 186.0 2 1100 天井クレーン 20t,32t 2 S37 鉄鋼

2 ＪＦＥ蘇我岸壁Ｓ，Ｔバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -6.0 248.0 1 6000 230～1200ｋｇ S37.2 鉄鋼

・ 4 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＩバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.5 107.0 1 2000 S59

・ 5 ＪＦＥ生浜ﾌｪﾘｰ岸壁ＯＨﾊﾞｰｽ JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.0 140.0 1 1400 S48

6 ＪＦＥ生浜ﾌｪﾘｰ岸壁ＯＧﾊﾞｰｽ JFE ス チ ー ル （ 株 ） -3.5 77.0 1250G/Ｔ S43.6

8 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＤバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -11.0 105.0 1 2000 天井走行クレーン 40t 1 H3 鉄鋼

9 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＣバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -10.5 210.0 1 33000 水平引込式クレーン 20t 1 S41.8 鉄鋼

10 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＢバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.5 187.0 2 3000 S41.8

11 ＪＦＥ生浜岸壁ＯＡバース JFE ス チ ー ル （ 株 ） -5.0 50.0 1 500 S41

12 富士興産Ｋ－Ｋ岸壁 興 洋 海 運 （ 株 ） -5.0 100.0 1 1500 S56

13 富士港運千葉A,B,C岸壁 富 士 港 運 -4.5～-6 168.0 3 1500 S40.12 鉄鋼

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

- 23 -



図－13－２－４

　

機械名 能力 基数

1 浜野造船桟橋 浜 野 造 船 -4.2 45.0 H12

2 太平洋セメント市原岸壁 太 平 洋 セ メ ン ト -5.0 129.0 1 1493 S39

・ 3 ﾃｨｰ・ｴﾑ・ﾀｰﾐﾅﾙ市原事業所岸壁 ﾃ ｨ ｰ ・ ｴ ﾑ ･ ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ -5.5 202.0 1 2248 ポスト型、ダビット型デリック 2.9ｔ、1ｔ 2 S47 石油製品

・ 4 オバタ総業浮桟橋 オ バ タ 総 業 -4.0 44.0 4 500Ｇ/Ｔ S47                 

5 八幡運河岸壁 日 東 エ フ シ ー -2.7 50.0 500 S58

6 王子ｺｰﾝｽﾀｰﾁ・日東ｴﾌｼｰ岸壁 王子ｺｰﾝｽﾀｰﾁ・日東ｴﾌｼｰ -3.0 40.0 2 500 ニューマチックローラ 70t/h 1 S42.2 化学肥料

7 古河電工ドルフィン 古 河 電 気 工 業 -10.0 63.0 1 7000 キャタピラ 5ｔ 1 S53 海底ｹｰﾌﾞﾙ船積

8 八楠八幡埠頭岸壁 八 楠 -10.5 290.0 2 20000 ローディングアーム、アンローダ 300kl/h、8ｔ 2 S45 石油製品

10 鋼材水切り場（鉄鋼工場） 三 井 造 船 -5.5 80.0 1 500Ｇ/Ｔ 天井走行クレーン 20t 1 S37

11 鋼材水切り場（造船工場） 三 井 造 船 -5.0 68.0 1 500Ｇ/Ｔ 天井走行クレーン 20t 1 S37

12 第５艤装岸壁 三 井 造 船 -9.0 385.0 1 300000 塔型水平引込式クレーン 40t 1 S42

13 第１艤装岸壁 三 井 造 船 -9.5 202.0 1 414000 塔型水平引込式クレーン 20t 1 S36 鉄鋼,金属製品

14 第２艤装岸壁 三 井 造 船 -8.0 181.0 1 414000 塔型クレーン 6t 1 S38 鉄鋼,金属製品

15 第３係留岸壁 三 井 造 船 -9.0 35.0 1 90000Ｇ/Ｔ 10t 1 S38 鉄鋼,金属製品

16 第４艤装岸壁 三 井 造 船 -9.0 480.0 1 414000 塔型水平引込式クレーン 500t/h 2 S38 鉄鋼,金属製品

17 昭和３０００ＤＷＴ桟橋 キ ャ ボ ッ ト ジ ャ パ ン -9.5 84.0 1 3000 ローディングアーム 500t/h 1 S38 重油

19 宮地鉄工千葉岸壁 宮 地 鉄 工 所 -4.5 165.0 1 3000 S37.8

20 日本ＡＥﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ出荷桟橋 日本AEパワーシステムズ -7.0 120.0 1 10000 S37.3

21 ヤードクレーン桟橋 日本AEパワーシステムズ -3.0 16.0 300Ｇ/Ｔ S37.3

・ 22 480D/WＤＩＣ千葉岸壁 Ｄ Ｉ Ｃ -2.9 75.0 480 S37

・ 23 2000D/WＤＩＣ千葉桟橋 Ｄ Ｉ Ｃ -5.4 138.0 1 2000 S43 化学薬品

24 不二サッシ岸壁 不 二 サ ッ シ -9.5 215.0 1 10000 S44 木製品

25 東京鉄骨橋梁Ａ岸壁 東 京 鉄 骨 橋 梁 -6.0 95.0 1 3000

26 東京鉄骨橋梁Ｂ岸壁 東 京 鉄 骨 橋 梁 -4.0 134.0 2 500

27 北西岸係船桟橋 三 井 造 船 -9.0 398.0 1 270000 S47 鉄鋼,金属製品

28 第３係船桟橋 三 井 造 船 -9.0 34.6 1 90000Ｇ/Ｔ S38

29 プレジャーボード船揚場 三 井 造 船 -4.0 45.0

30 日本ＡＥﾊﾟﾜｰｽﾞｸﾙｰｻﾞｰ用桟橋 日本AEパワーシステムズ -4.0 10.0 1 8 H3 ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ船

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

併用開始 備考ﾊﾞｰｽ数 対象船舶
荷役機械

- 24 -



図－13－２－５

　

機械名 能力 基数
1 五井２号物揚場 千 葉 県 -3.0 130.0 300 S43.9

2 五井１号物揚場 千 葉 県 -3.0 120.0 300 S43.9

3 五井３号物揚場 千 葉 県 -3.0 112.0 300 S59.12

4 養老川１号物揚場 千 葉 県 -4.0 200.0 500 S42

5 養老川２号物揚場 千 葉 県 -4.0 120.0 500 S42

6 養老川３号物揚場 千 葉 県 -3.0 250.0 300 S42

7 養老川４号物揚場 千 葉 県 -3.0 50.0 190 S42

・ 8 千葉港廃油処理場２号桟橋 千 葉 県 -5.5 72.0 2000 ローディングアーム 800m3/h 1 S45.9

9 千葉港廃油処理場１号桟橋 千 葉 県 -4.0 38.0 500 ローディングアーム 500m3/h 1 S45.9

・ 1 旭硝子４号桟橋 旭 硝 子 -8.0 121.0 1 2000 化学薬品

・ 2 旭硝子３号桟橋 旭 硝 子 -8.0 176.0 1 5000 S42

・ 3 旭硝子２号桟橋 旭 硝 子 -3.0 65.0 2 300 S34 化学薬品

4 旭硝子１号桟橋 旭 硝 子 -4.5 60.0 1 500 S39

・ 5 旭硝子製品岸壁 旭 硝 子 -4.5 117.0 1 3000 S34 化学薬品

・ 6 旭硝子ドルフィン桟橋 旭 硝 子 -12.5 245.0 1 50000 アンローダー 13.5t 2 S47 原塩

・ 7 ＪＮＣ石油化学Ｂバース Ｊ Ｎ Ｃ 石 油 化 学 -5.0 115.0 4 2000 S37 化学薬品

8 岩谷ガスドルフィン 岩 谷 ガ ス 工 業 -5.0 99.6 1 1200G/Ｔ S48.4 ＬＰＧタンカー

・ 9 コスモＰＲ８物揚場 コ ス モ 石 油 -3.8 36.0 1 500 ローディングアーム 85t/h 1 S36.12 化学薬品

・ 10 コスモＰＲ７桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 87.0 1 1500 ﾎｰｽﾃﾞﾘｯｸ,ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ｺﾞﾑ耐圧ﾎｰｽ 100～300t/h500kl/h 9 S36.12 石油製品

・ 11 コスモＰＲ６桟橋 コ ス モ 石 油 -4～-5 87.0 2 500 ローディングアーム、ホースデリック 0.8ｔ 4 S36.12 石油製品

・ 12 コスモＰＲ５桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 106.0 2 1000 ｺﾞﾑ耐圧ﾎｰｽ,ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾎｰｽﾃﾞﾘｯｸ 70～150t/h0.8ｔ 4 S37 石油製品

・ 13 コスモＰＲ４桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 110.0 2 2000 ローディングアーム 120･160t/h500kl/h 11 S37 石油製品

・ 14 コスモＰＲ２桟橋 コ ス モ 石 油 -12.0 105.0 1 50000 ホースデリック 6t 4 S36.12 石油製品

15 コスモＰＲ１桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 103.0 2 2000 ローディングアーム 700ｋｌ/ｈ 8 S43 石油製品

16 コスモＰＲ０桟橋 コ ス モ 石 油 -7.0 153.0 2 5000 ローディングアーム 700ｋｌ/ｈ 10 S43 石油製品

18 チッソ石油化学Ａバース チ ッ ソ 石 油 化 学 -5.5 124.0 4 2000 Ｈ９ オイルタンカー

・ 19 コスモＰＲ１０桟橋 コ ス モ 石 油 -13.0 395.0 1 100000 ローディングアーム 300t/h3000kl/h 5 S46.12 石油製品

・ 20 コスモＰＲ１５桟橋 コ ス モ 石 油 -8.5 146.0 2 8000 ローディングアーム 1200ｋｌ/ｈ 9 S49.11 石油製品

・ 21 コスモＰＲ１４桟橋 コ ス モ 石 油 -8.5 146.0 2 13500 ローディングアーム 1200ｋｌ/ｈ 8 S45 石油製品

・ 22 コスモＰＲ１３桟橋（Ａ） 丸 善 石 油 化 学 -6.0 113.0 1 500 ローディングアーム 200ｋｌ/ｈ 2 S44.4 石油製品

・ 23 コスモＰＲ１３桟橋（Ｂ） 丸 善 石 油 化 学 -7.0 117.0 1 3300 ローディングアーム 200～364kl180t/h 10 S44.4 石油製品

・ 24 コスモＰＲ１２桟橋 丸 善 石 油 化 学 -6.0 93.0 1 1000 ローディングアーム 200～300ｋｌ 6 S44.4 石油製品

・ 25 コスモＰＲ１１桟橋 コ ス モ 石 油 -5.3 125.0 2 1000 S44 石油製品

・ 26 デンカ第１岸壁 電 気 化 学 工 業 -5.5 116.0 1 2000 ローディングアーム 120ｔ/ｈ 1 S39 化学薬品

・ 27 デンカ第２岸壁 電 気 化 学 工 業 -6.0 165.0 1 3000 ローディングアーム 100～200ｔ/h 3 S56 化学薬品

・ 28 協和デンカ･丸善共同桟橋北側 協 和 発 酵 ケ ミ カ ル -12.0 170.0 2 20000 　 S44

29 協和ﾃﾞﾝｶ･丸善共同桟橋（北側を除く） 協 和 発 酵 ケ ミ カ ル -6.5 180.0 1 3000 S40.11

30 宇部矢板岸壁（１） 宇 部 興 産 -17.7 120.0 1 3000 S38

31 宇部係船電ドルフィン 宇 部 興 産 -12.0 149.0 1 36790 H4

32 宇部矢板岸壁（２） 宇 部 興 産 -6.0 135.0 1 499 パイプライン 370ｔ/ｈ 6 S38 セメント

・ 33 共和日曹共同桟橋（２） 協 和 発 酵 ケ ミ カ ル -6.5 180.0 2 3000 S44

34 東電五井物揚場 東京電力五井火力 -5.0 64.0 5000 S38

35 コスモＰＲ３桟橋 コ ス モ 石 油 -5.0 60.0 1 5000 S36

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

 JNC石油化学
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機械名 能力 基数

・ 1 ＪＳＲ桟橋 Ｊ Ｓ Ｒ -7.0 250.0 1 5000 ローディングアーム 2６00ｔ/ｈ 2 S42 石油製品

・ 2 極東製品出荷桟橋1号～2号 極 東 石 油 -8.0 148.0 2 5900 ローディングアーム 800ｋｌ/ｈ 2 S42.3 原油

・ 3 極東製品出荷桟橋3号～9号 極 東 石 油 -7.0 401.5 7 4000 ローディングアーム 400～500ｋｌ 7 S47 石油製品,重油,原油

・ 4 極東製品出荷桟橋12号～15号 極 東 石 油 -16.0 381.0 4 2000 ローディングアーム 600～1000 4 S56 石油製品

・ 5 極東製品受入桟橋 極 東 石 油 -15.0 375.0 1 85000 ローディングアーム 4000～6000 3 S55 原油

・ 6 東レ１０号，１１号バース 東 レ -5.0 206.0 2 1300 ローディングアーム 800～1580ｔ 3 S47 重油

・ 7 三井７号桟橋 三 井 化 学 -9.0 175.0 1 10000 ローディングアーム 400ｋｌ/ｈ 2 S57

・ 8 三井１，２，３号岸壁 三 井 化 学 -4.5～-5.5 355.0 3 2000 ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾎｰｽ 100～1000ｔ 7 S42.3 石油製品

・ 9 三井４号桟橋 三 井 化 学 -5.5 85.0 1 1450 ローディングアーム 100～700t/h 19 S44.10 化学薬品,石油製品

・ 10 三井５，６号桟橋 三 井 化 学 -6.0 100.0 2 2600 ﾛｰﾃﾞィﾝｸﾞｱｰﾑ,ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾎｰｽ 150ｔ/ｈ 2 S44.8 化学薬品,石油製品

・ 11 出光Ｇ岸壁 三 井 化 学 -5.0 475.9 5 1600 70～700ｔ/h 18 S52 石油製品

・ 12 出光２２，２３バース 出 光 興 産 -5.0 170.0 2 1650 S46 石油製品,重油

14 出光１８，１９バース 出 光 興 産 -5.0 190.0 2 2000 S42 石油製品,重油

16 出光１４，１５バース 出 光 興 産 -5.0 184.0 2 1500 走行式高脚ジブクレーン 5ｔ 1 S42 石油製品,重油

・ 17 出光１３バース 出 光 興 産 -5.0 89.0 1 1900 S38 石油製品,重油

・ 18 出光6,7,8,9,10,11,12ﾊﾞｰｽ 出 光 興 産 -5.0 406.0 6 2600 S38 石油製品,重油

19 出光５バース 出 光 興 産 -5.0 67.0 1 1000 S38 石油製品,重油

・ 21 出光１，２，３バース 出 光 興 産 -6.6 260.0 3 4400 S38 石油製品,重油

・ 22 出光第３原油桟橋 出 光 興 産 -11.0 96.0 1 20000 S38 石油製品,重油

・ 23 出光第２原油桟橋 出 光 興 産 -16.0 352.0 1 80000 S37 石油製品,重油

24 出光第１原油桟橋 出 光 興 産 -16.0 410.0 1 101600 S37 石油製品,重油

・ 26 ５８００ＤＷＴ桟橋 東京電力姉崎火力 -8.0 145.0 1 5000 原油

・ 28 ５００００ＤＷＴ級ＬＰＧ桟橋 東京電力姉崎火力 -14.0 360.0 1 50000

・ 29 住友Ｅバース 住 友 化 学 -7.5 115.0 1 2000 ローディングアーム 350ｔ/h 6 S41 化学製品

・ 30 住友Ｄバース 住 友 化 学 -7.5 115.5 1 3000 ローディングアーム 120～300t/h 6 S41 化学製品

・ 31 住友Ｃバース 住 友 化 学 -7.5 105.0 1 2000 ローディングアーム 300～450t/h 6 S41 化学製品

32 住友Ａ，Ｂバース 住 友 化 学 -6.0 170.0 2 1000 移動式ｸﾚｰﾝ 60t/h 2 S45 合成樹脂

34 日本板硝子㈱千葉工場岸壁 日 本 板 硝 子 -7.5 250.0 1 5000Ｇ/Ｔ 門型水平引込みクレーン S46 珪砂

35 ＪＦＥ姉崎Ａ・Ｂ岸壁 Ｊ Ｆ Ｅ 鋼 管 （ 株 ） -6.0 178.0 1 3500 S45 鉄鋼

36 京義姉崎A岸壁 京 義 倉 庫 -6.0 108.0 1 2000

37 京義姉崎B岸壁 京 義 倉 庫 100.0 1

・ 38 姉崎6号バース 出 光 興 産 -10.0 181.0 1 14000 H7 石油製品

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

併用開始 備考ﾊﾞｰｽ数 対象船舶
荷役機械
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機械名 能力 基数

・ 1 袖ケ浦埠頭今井Ａ～Ｅ岸壁 千 葉 県 -5.5 600.0 5 2000 S48.11

2 袖ケ浦埠頭１号物揚場 千 葉 県 -3.0 270.0 300 S49

3 袖ケ浦埠頭２，３号物揚場 千 葉 県 -4.0 340.0 500 S49.11

4 袖ケ浦埠頭Ａ１～Ａ３岸壁 千 葉 県 -5.5 270.0 3 2000 S49.11

5 袖ケ浦埠頭Ｂ岸壁 千 葉 県 -4.5 91.0 1 700 S49.1

6 袖ケ浦埠頭Ｃ１～Ｃ３岸壁 千 葉 県 -4.5 210.0 3 700 S49.1

7 袖ケ浦埠頭Ｄ１～Ｄ３岸壁 千 葉 県 -4.5 180.0 3 700 S50

8 袖ケ浦埠頭Ｅ１～Ｅ４岸壁 千 葉 県 -5.5 320.0 4 2000 S50

9 袖ケ浦埠頭Ｆ１岸壁 千 葉 県 -7.5 149.0 1 5000 S60

10 袖ケ浦埠頭Ｆ２岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000 H1

11 袖ケ浦船溜物揚場 千 葉 県 -4.0 143.0 防災船500 S55

12 袖ケ浦埠頭Ｆ３岸壁 千 葉 県 -7.5 140.0 1 5000D/W H7

1 住友Ｆ，Ｇﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -4.5/-6.0 71.0/68.0 2 500/1000 S46 合成樹脂

・ 2 住友Ｉﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 92.0 1 1200 ローディングアーム 200t/h 2 S51 化学製品

・ 3 住友Ｊﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 110.4 1 2500 ローディングアーム 200～300t/h 5 S45 化学製品

・ 4 住友Ｋﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 99.0 1 3000 ローディングアーム 50～400t/h 6 S43 化学製品

・ 5 住友Ｌﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 98.0 1 3000 ローディングアーム 300～400t/h 5 S44 化学製品

・ 6 住友Ｍﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 101.0 1 3000 ローディングアーム 300～600t/h 2 S44 化学製品･化学原料

・ 7 富士石油５号桟橋Ａ 富 士 石 油 -6.5 478.0 3 3000 ローディングアーム 100～1000t/h 15 S47 重油

・ 8 富士石油５号桟橋Ｂ 富 士 石 油 -7.5 125.0 1 6000 S51 石油製品

・ 9 富士石油４号桟橋 富 士 石 油 -4.5 228.0 4 500 ローディングアーム 600t/h 6 S43.10 石油製品

・ 10 富士石油３号桟橋 富 士 石 油 -7.5 234.0 2 5000 ローディングアーム 250～600t/h 6 S43.10 石油製品

・ 11 富士石油２号桟橋 富 士 石 油 -7.5 234.0 2 5000 ローディングアーム 600～1000t/h 6 S43.10 原油

・ 12 富士石油１号桟橋 富 士 石 油 -7.8 241.0 2 6000 ローディングアーム 800～1200t/h 4 S54 石油製品

・ 13 富士石油１２万ｔ桟橋 富 士 石 油 -16.0 420.0 1 120000 ローディングアーム 1000～2200t/h 6 S45 原油

15 住友Ｔﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 223.0 2 1000/4000 ローディングアーム 50～400t/h 4 S45 化学製品

・ 16 住友Ｓﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 223.0 2 1000/3000 ローディングアーム 120～500t/h 10 S45 化学製品

17 住友Ｒﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 70.0 1 300 S45 岸壁

18 住友Ｑﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 80.0 1 1000 S45 岸壁

・ 19 住友Ｐﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -6.0 90.0 1 2000 ローディングアーム 400t/h 1 S45 化学製品

・ 20 住友Ｏﾊﾞｰｽ 住 友 化 学 -10.5 251.0 1 33500 ローディングアーム 200～1000t/h 4 S45 化学製品･化学原料

21 北袖ＣＮＤバース 大東・ﾁﾖﾀﾞ・日本磁力 -9.0 168.0 1 22200 S62 その他金属

22 日本燐酸Ａ岸壁 日 本 燐 酸 -10.5 260.0 1 30000 アンローダー 375t/h 1 S44.3 化学薬品

・ 23 日本燐酸Ｃ岸壁 日 本 燐 酸 -5.5 320.0 2 2000 S44.3 化学肥料

・ 24 日本燐酸Ｂ岸壁 日 本 燐 酸 -6.5 115.0 1 2400 S44.3 化学薬品

25 長浦積出ヤード 東 亜 建 設 工 業 -4.5 170.0 199G/T S48 砂利、砂

26 荏原製作所№１岸壁 荏 原 製 作 所 -6.0 126.0 1 3000 S48 その他機械

27 住友大阪セメント岸壁 住 友 大 阪 セ メ ン ト -7.5 214.0 3 7061G/T S52 セメント

28 伊藤忠袖ケ浦木材埠頭 シ ー ア イ ウ ッ ド -12.0 221.0 1 45000 S49 原木

・ 29 東京ガス袖ヶ浦工場ＬＮＧ出荷バース 東 京 ガ ス -6.5 35.0 1 2000DWT級 ローディングアーム H17

・ 30 東京ガス袖ケ浦工場１号LNGバース 東 京 ガ ス -14.0 85.0 1 42000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S48 石油製品

31 物揚場護岸 東 京 電 力 袖 ケ 浦 -10.0 96.0 1 1000 S48 鉄鉱石

・ 32 出光興産袖ケ浦桟橋 東 京 電 力 袖 ケ 浦 -8.0 160.0 1 5000 S49

33 出光№１バース 出光 ﾊ ﾞ ﾙ ｸ ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ -14.0 361.0 1 87000 連続式アンローダー 1200t/h 1 S61

34 出光№３バース 出光 ﾊ ﾞ ﾙ ｸ ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ -7.5 212.0 1 7200 シップローダー 2400t/h 1 S61 石炭

・ 35 旭化成ケミカルズ袖ヶ浦岸壁 旭 化 成 ケ ミ カ ル ズ -6.0 243.0 1 1500 S49 化学薬品

・ 36 富士石油６号岸壁 富 士 石 油 -4.5 100.0 1 500 S42 石油製品

・ 37 東京ガス袖ケ浦工場２号LNGバース 東 京 ガ ス -14.0 111.0 1 74000DWT級 アンローディングアーム S52

・ 38 京葉シーバース（東・西バース） 京 葉 シ ー バ ー ス -20.5 470.0 2 150479G/T ローディングアーム 1000,12000 9 S43.8 原油、重油

39 王子製紙袖ヶ浦岸壁 王 子 製 紙 -12.0 180.0 1 30000 S50 原木

・ 40 東京ガス袖ヶ浦工場３号ＬＮＧバース 東 京 ガ ス -14.0 124.0 1 85000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S58 石油製品

41 東京ガス袖ヶ浦工場バージバース 東 京 ガ ス -6.5 35.0 1 3000DWT級 アンローディングアーム 500kl/h 1 S48 石油製品

42 荏原製作所№２岸壁 荏 原 製 作 所 -4.5 100.0

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
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機械名 能力 基数

1 吉野石膏南袖バース 吉 野 石 膏 -12.0 246.0 1 42900 H1 石膏

2 巴コーポ－レーション岸壁 巴コーポレーシ ョン -5.5 152.0 1 2000 H3

3 横河ブリッジ岸壁 横 河 ブ リ ッ ジ -5.5 172.0 1 10000 S58 金属製品

5 小湊造船艤装岸壁 小 湊 造 船 -4.5 80.0 2 700G/T S55

6 吉田組南袖岸壁 吉 田 組 -6.5 190.0 2 3726G/T S54

7 国土総合建設奈良輪岸壁 国 土 総 合 建 設 -6.0 75.0 1 10000 S53

8 五洋奈良輪作業船基地 五 洋 建 設 -5.5 150.0 1 5000 S50

9 若築奈良輪岸壁 若 築 建 設 -6.0 150.0 1 8200 S52

10 東洋奈良輪岸壁 東 洋 建 設 -6.0 150.0 1 2300 S55

11 りんかい日産建設岸壁 り ん か い 日 産 建 設 -6.0 85.0 1 2313G/T S53

12 東亜袖ケ浦機材センター 東 亜 建 設 工 業 -6.0 330.0 1 7000 S53

14 みらい建設工業係船岸壁 み ら い 建 設 -6.0 150.0 4 2000 S52

15 佐伯建設奈良輪岸壁 佐 伯 建 設 工 業 -5.5 150.0 1 3200 S52

16 鈴木安太郎商店桟橋 鈴 木 安 太 郎 商 店 -7.5 70.0 5177 S63

17 太平洋セメント奈良輪岸壁 太 平 洋 セ メ ン ト -5.5 90.0 1 2095 S63

19 太平洋セメント南袖岸壁 太 平 洋 セ メ ン ト -12.0 108.0 1 10000 S62

20 双日南袖桟橋 双 日 -12.0 229.0 1 33026 石膏

22 小湊造船第１，２，３船揚場 小 湊 造 船 -4.5～-5.5 305.0 499～999G/T S55

23 東物揚場 小 湊 造 船 -3.0 60.0 300～500 S55

24 三幸係留施設 ( 有 ) 三 幸 -7.5 40.0 H13 船舶解撤

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

りんかい日産建

ＮＩＰＰＯ
コーポレーショ

鈴木安太郎

商店

佐伯建設
　工業

太平洋
セメント

双　日
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機械名 能力 基数

1 内港物揚場 千 葉 県 -3.0 415.0 300

2 東桟橋 千 葉 県 -3.0 38.0 300 S12

3 中央桟橋 千 葉 県 -3.0 100.0 300 S27

4 西桟橋 千 葉 県 -3.0 36.0 300 S12

5 新宿船揚場（１） 千 葉 県 -1.3 168.0 5G/T S49

6 新宿船揚場（２） 千 葉 県 -1.0 12.0 10G/T S52

7 定係場 千 葉 県 -3.0 54.0 50G/T

8 定係場桟橋 千 葉 県 -2.0 72.0 50G/T S63

9 木更津埠頭Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ岸壁 千 葉 県 -5.5 360.0 4 2000 S52

10 木更津埠頭物揚場 千 葉 県 -4.0 362.0 500 S47

11 木更津埠頭Ｅ岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000 S55

12 木更津埠頭Ｆ岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000 S55

13 潮浜Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ岸壁 千 葉 県 -4.5 288.0 4 700 S61

15 第２定係場桟橋 千 葉 県 -2.0 42.0 20G/T S54

16 小型船桟橋（１）（２）（３） 千 葉 県 -1.5 90.0 6 10G/T S59

17 吾妻物揚場 千 葉 県 -2.0 239.0 H3

18 江川物揚場 千 葉 県 -2.0 40.0 5G/T S63

19 江川船揚場 千 葉 県 -2.0 40.0 5G/T S62

20 通船浮桟橋 千 葉 県 -2.0 30.0 2 30G/T S62

21 木更津港官公庁船用浮桟橋 千 葉 県 -3.0 80.0 2 200G/T H4

22 木更津埠頭G,H岸壁 千 葉 県 -12.0 500.0 2 30000

3 丸和Ａ及びＢバース 丸 和 建 材 社 -4.5 92.0 2 700 ミキシング＆ローダー 100t/h 1 H1

4 堀江岸壁 堀 江 商 店 -4.5 85.0 1 450

・ 5 木材港ドルフィン 木更津木材港団地協同組合 -10.0 500.0 2 15000 S49 重油

6 トーヨーカネツ岸壁 ト ー ヨ ー カ ネ ツ -4.5 350.0 3 490 橋型クレーン 30t 3 S49 原木

8 木更津飛行場桟橋 在 日 米 国 海 軍 -2.0 100.0 2 起重機（米軍専用） 20ｔ 1 S13 鉄鉱石、石炭

9 岸壁 共栄海運・共栄運輸 -4.5 52.7 1 550 S48

10 岸壁 ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｰﾝﾃｯｸ・大川海運 -4.5 70.0 1 700 S48

11 岸壁 三栄港運・中央航運 -4.5 70.0 1 700 S48

12 中の島ﾖｯﾄ係船敷 木更津市 ﾖ ｯ ﾄ 協 会 -1.8 68 20G/T

13 貝渕船溜船揚場 木 更 津 市 -1.0 341.0 1G/T

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭
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機械名 能力 基数

1 東岸壁12,13号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -4.5 373.0 3 1120/2000 　 　 　 　 鉄鋼

2 東岸壁8,9,10,11号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -5.5 569.0 4 3000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 12ｔ,18ｔ 2 S46 鉄鋼

3 東岸壁7号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -5.5 130.0 1 3000 水平引込式ｸﾚｰﾝ,橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 15ｔ 2 S46 鉄鋼

4 東岸壁4,5,6号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -5.5 315.0 3 3000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ 1 S46 鉄鋼

5 東岸壁2,3号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -11.0 480.0 2 40000･70000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ 3 S46 鉄鋼

・ 6 中央岸壁2号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -5.5 128.0 1 2000 S52 化学薬品

・ 7 中央岸壁1号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -6.0 127.0 1 3000 S52 化学薬品

・ 8 中央岸壁3号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -5.5 110.0 1 1495 ローディングアーム S52 化学薬品

9 ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ桟橋 新 日 本 製 鉄 -4.5 80.0 4 ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ S49

10 中央岸壁5号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -8.5 135.0 1 9000 水平引込式ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ 600t/h・500t/h 2 S43 鉄鋼副原料

11 中央岸壁6,７号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -17.0/-19.0 654.0 2 150000･200000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｱﾝﾛｰﾀﾞｰ･橋型ｸﾗﾌﾞﾄﾛﾘｰｱﾝﾛｰﾀﾞｰ 1500t/h･2500t/h 4 S43,S45 鉄鉱石・石炭

12 中央岸壁8号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -19.0 422.0 1 310698 橋型ｸﾗﾌﾟﾄﾛﾘｰｱﾝﾛｰﾀﾞｰ,連続式ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ 1500t/h･3500t/h 2 S50 鉄鉱石

13 中央岸壁10号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -9.0 208.0 1 17250 　 S46 石灰石

14 中央岸壁11号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 君 津 共 同 火 力 -8.0 120.0 1 5000 送油装置 1000ｋｌ/h 1 S45 重油

15 中央岸壁12号ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 新 日 本 製 鉄 -8.0 120.0 1 5000 S49 重油

16 西岸壁11号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -11.0 439.0 3 7067 橋型ｸﾚｰﾝ 30t 1 H1 鉄鋼

17 西岸壁10号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -11.0 280.0 1 40000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ 2 S49 鉄鋼

18 西岸壁9号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -11.0 235.0 1 30000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 30ｔ･35ｔ 2 S45 鉄鋼

19 西岸壁7,8号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -11.0 500.0 2 30000 橋型ｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 20ｔ･30ｔ 3 S43 鉄鋼

20 西岸壁6号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -6.5 103.0 1 3000 天井クレーン 40ｔ 1 S42,S43 鉄鋼

21 西岸壁4,5ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -6.5 200.0 2 3000 橋型ﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘｰｸﾚｰﾝ 25ｔ 1 S42 鉄鋼

22 西岸壁3号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -5.5 130.0 1 ﾊﾞｰｼﾞ　700 天井クレーン 26.5ｔ･28ｔ 2 S40,39 鉄鋼

23 西岸壁1,2号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -5.5 215.0 2 2000 　 S43 鉄鋼

24 ﾌｪﾘｰ桟橋 新 日 本 製 鉄 -3.0 66.0 1 1800 S55

25 船溜まりﾎﾟﾝﾂｰﾝ 新 日 本 製 鉄 -3.0 28.0 1 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ船 H1 エスメント

26 西岸壁12号ﾊﾞｰｽ 新 日 本 製 鉄 -11.0 187.0 1 10000

欄外の・印は危険物埠頭

埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

併用開始 備考ﾊﾞｰｽ数 対象船舶
荷役機械
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機械名 能力 基数

1 富津物揚場 千 葉 県 -4.0 857.0 500 S60

2 富津埠頭Ａ，Ｂ，Ｃ岸壁 千 葉 県 -5.5 270.0 3 2000 S59

3 富津埠頭Ｄ岸壁 千 葉 県 -5.5 90.0 1 2000 H1

4 富津埠頭Ｅ岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000D/W H7

5 富津埠頭Ｆ岸壁 千 葉 県 -7.5 130.0 1 5000D/W H7

・ 1 東電LNGタンカーバース 東 京 電 力 富 津 -14.0 420.0 1 79000 S60

3 新日鉄産業廃棄物物揚場 新 日 本 製 鉄 -2.5 101.0 2 500 S58

4 新富岸壁物揚場 新 日 本 製 鉄 -2.5 199.0 1 台船6000D/W S60

5 ケーブル搬出用ドルフィン ビ ス キ ャ ス -7.5 210.0 1 5000 H4

6 さん橋 ア イ ・ エ ス ・ ビ ー -4.5 40.0 3 499G/T H4

7 東電岸壁 東 京 電 力 富 津 -2.6 163.0 499型内船舶

・ 8 東電第２LNGタンカーバース 東 京 電 力 富 津 -14.0 420.0 1 79000 H13

9 物揚場 ア イ ・ エ ス ・ ビ ー -3.5 51.0 1 400

備考
荷役機械

欄外の・印は危険物埠頭

ﾊﾞｰｽ数 対象船舶 併用開始埠頭名称 管 理 者
水深
(m)

延長
(ｍ)

アイテック

１ ２
３

４
５

- 31 -



 

- 32 - 

図－15 大型危険物専用バース（千葉港） 
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４ 石油精製等及び石油類屋外貯蔵タンク等の現況 

                               （平成２３年４月１日現在） 

 

３特別防災区域内には大量の危険物を貯蔵し取り扱い及び高圧ガスを処理する事業所が多数操業して

おり、特定事業所における石油の貯蔵・取扱量は20,465千k でこの98％が京葉臨海中部地区に集中し、

高圧ガスの処理量は2,418百万Ｎｍ3／日で、この99％が京葉臨海中部地区に集中している（貯蔵・取扱

量は本編 第１編 第１章 表－１参照）。 

また、その他の物質を見ると、石油以外の第４類危険物が307千k 、第４類以外の危険物が166千ｔ、

可燃性固体類204千ｔ、可燃性液体類274千ｍ3、高圧ガス以外の可燃性ガスが170百万Ｎｍ3／日であり、

その他毒物720ｔ、劇物53,710ｔを取り扱い貯蔵し又は処理している。 

（１）石油精製等の現況 

本県の特別防災区域のうち京葉臨海中部地区には、コスモ石油、極東石油工業、出光興産（以上  

市原市）、富士石油（袖ケ浦市）の４石油精製事業所が立地し、その石油精製能力は下表のとおり 

日産75.8万バーレルに達し、各関連石油化学事業所等へ原料供給を行っている。 

 

事   業   所   名 石油精製能力k ／日（バーレル／日） 

コ ス モ 石 油 ㈱ 千 葉 製 油 所  34,980 （220,000） 

極 東 石 油 工 業 ㈱ 〃  27,825 （175,000） 

出 光 興 産 ㈱ 〃  34,980 （220,000） 

富 士 石 油 ㈱ 袖 ケ 浦 製 油 所  24,167 （143,000） 

 

また、エチレン製造事業所は丸善石油化学、三井化学、出光興産及び住友化学の４社で、この 

製造能力は下表のとおりである。 

 

事   業   所   名 製 造 能 力 （ｔ／年） 

丸 善 石 油 化 学 ㈱ 千 葉 工 場  117.00万 

三 井 化 学 ㈱ 市 原 工 場  55.30万 

出 光 興 産 ㈱ 千 葉 工 場  37.40万 

住 友 化 学 ㈱ 千 葉 工 場  38.00万 

 

 

（２）石油類屋外貯蔵タンク等の現況（表－６参照） 

特別防災区域内における石油類屋外貯蔵タンク数は、3,180基である。 

また、高圧ガス等貯槽は特別防災区域内では397基である。 

特別防災区域内の容量別石油類屋外貯蔵タンクを見ると、10万k 以上のタンクは原油タンク  

11万4,200k （直径90.1ｍ、高さ20.07ｍ）を筆頭に４基が京葉臨海中部地区に存在している。 
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さらに、５万k 以上10万k 未満のタンクも京葉臨海中部地区にのみ所在し、４製油所を中心に 

特別防災区域全体で98基存在している。それ以下は１万k 以上５万k 未満が166基、千k 以上  

１万k 未満が565基であり、特別防災区域内での千k 未満屋外貯蔵タンクは2,347基が設置されて 

いる。 

平成23年４月１日現在の石油高圧ガス等貯蔵タンクの現況は表－６のとおりである。 

また、危険物施設等の耐震性については、消防法をはじめ高圧ガス保安法、建築基準法などの 

耐震設計によっているが、事業所自体の上のせを含め、具体的にどのような耐震設計によって  

いるかの実態調査を行った結果、設計水平震度は0.2から0.5までの数値が採用されており、個々に

は関係法令によるもののほか、一部上のせがみられる。 

 

 

 

５ 防災関係機関等の消防力の現況 

本県では特別防災区域を７消防本部（局）が所管し、これらに隣接した沿岸部は３消防本部の管轄と

なっている。 

一方特別防災区域内の特定事業所において、石災法に基づき設置している自衛防災組織は72組織、 

共同防災組織は陸上、海上合わせて11組織あり、共同防災組織のうち1組織は、大容量泡放射システム

に係るものである。 

なお、平成23年４月１日現在の防災関係機関等の防災資機材等消防力の現況は表－７のとおりであり、

タンク火災等に備え、県、関係市及び石油コンビナート等特別防災区域協議会が共同で備蓄している 

泡消火薬剤の量は表－８のとおりである。 

また、石油連盟では、大規模石油災害時に「石油連盟油濁防除資機材貸出約款」の手続きに基づき、

災害関係者の要請により無償で貸し出せる油濁防除資機材を国内６ケ所、海外５ケ所に配備している。

千葉県市原市に配備している資機材の一覧は表－９のとおりである。 
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表－８　泡消火薬剤共同備蓄（３者協定分）
（平成２３年８月２２日現在）

市 区分 協定備蓄量 現保有量 内訳（備蓄場所） 備蓄量

(負担割合) （Kℓ） （Kℓ） （Kℓ） たん白
ふっ化
たん白

合成界面
活性剤

水成膜
水溶性
液体用

たん白
ふっ化
たん白

合成界面
活性剤

水成膜
水溶性
液体用

高谷出張所地下タンク 40.00 40.00

高谷出張所庁舎 3.00 3.00

相之川防災倉庫 0.94 0.94

南消防署地下タンク 19.40 19.40

高谷新町タンク 40.00 40.00

市川市消防局庁舎 9.56 3.62 5.94

車両積載 8.88 2.08 6.80

船舶積載 2.00 2.00

協議会 43.94 55.10 高谷新町タンク 55.10 11.16 43.94

（８５％） （小計） 131.82 178.88

県 7.70 7.70 南本町水防倉庫 7.70 7.70

市 7.50 8.24 南本町水防倉庫 8.24 2.12 6.12

協議会 7.50 15.20 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所 15.20 15.20

（１５％） （小計） 22.70 31.14

県 51.64 51.64 51.64 51.64

市 51.44 88.08 88.08 69.22 18.86

計 協議会 51.44 70.30 70.30 11.16 59.14

（１００％）（小計） 154.52 210.02

県 3.86 4.00 千葉市消防局美浜消防署車両積載 4.00 4.00

市 3.85 3.85 千葉市消防局臨港出張所 3.85 3.85

協議会 3.85 3.85 千葉市消防局臨港出張所 3.85 3.85

（３％） （小計） 11.56 11.70

市原市養老川臨海備蓄センター 62.60 20.00 42.60

姉崎消防署 35.10 35.10

市原市養老川臨海備蓄センター 45.85 27.03 18.82

姉崎消防署 16.70 16.70

八幡消防署 39.40 7.90 31.50

五井消防署 0.90 0.90

コスモ石油㈱千葉製油所 2.00 2.00

ＤＩＣ㈱千葉工場 0.81 0.81

極東石油工業㈱千葉製油所 26.06 26.06

住友化学㈱千葉工場（姉崎地区） 4.32 4.32

丸善石油化学㈱千葉工場 26.20 26.20

出光興産㈱千葉製油所 39.11 39.11

（７６％） （小計） 292.97 299.05

県 26.99 27.00 長浦消防署 27.00 27.00

市 26.98 32.50 長浦消防署 32.50 32.50

富士石油㈱ 25.00 5.00 20.00

住友化学㈱千葉工場（袖ケ浦地区） 2.00 2.00

（２１％） （小計） 80.95 86.50

県 128.52 128.70 128.70 20.00 108.70

市 128.48 139.20 139.20 34.93 3.85 100.42

計 協議会 128.48 129.35 129.35 76.63 28.87 23.85

（１００％）（小計） 385.48 397.25

県 1.44 3.00 君津市消防本部 3.00 3.00

市 1.42 1.60 君津市消防本部 1.60 1.60

協議会 1.42 1.42 君津市消防本部 1.42 1.42

（１００％）（小計） 4.28 6.02

県 181.60 183.34 183.34 20.00 163.34

市 181.34 228.88 228.88 104.15 5.45 119.28

協議会 181.34 201.07 201.07 76.63 11.16 88.01 25.27

（小計） 544.28 613.29

３者協定以外の県保有量　3.94ｋℓ　（水溶性液体用6％）

木更津市消防本部保管 1.00ｋℓ

浦安市消防本部保管 1.00ｋℓ

習志野市消防本部保管 1.00ｋℓ

富津市消防本部保管 0.94ｋℓ

※　泡消火薬剤水溶性液体用（６％）を非水溶性液体に対して使用する場合は、３％希釈にて使用する。

泡消火薬剤（６％）　（ｋℓ）泡消火薬剤（３％）　（ｋℓ）

市川

船橋

43.9443.94県

市 43.94 79.84

26.98

98.5097.65協議会

協議会 27.00

県 97.67 97.70

市 97.65 102.85

北
部
地
区

中
部
地
区

南
部
地
区

合計

袖ケ浦

君津

千葉

市原

－ 39 －
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表－９ 石油連盟の国内油濁防除資機材基地（第１号東京湾基地分） 
基 地 名 第１号 東京湾基地 
所 在 地 千葉県市原市 
開 設 時 期 平成３年１１月 

固形式オイルフェンス Solid 1150 
Boom Bag 

７，０４０ｍ 
２００ｍ 

 
 

充気式オイルフェンス 

Ro-Boom 1800 
Deep Sea Boom 
Uni Boom 800R 
Vee Sweep 
Beach Boom 
Current Buster 

５００ｍ 
５００ｍ 
２５０ｍ 
６０ｍ 
３２０ｍ 
７０ｍ 

 

油回収機 

Transrec 125 
Desmi Combination Skimmer 
Komara 12K 
LAMOR LWS 50 

１ 
３ 
４ 
２ 

移送ポンプシステム １ 
ビーチクリーナー Mini Vac System ６ 
回収油バージ 25t １ 

オイルバッグ 50t 
200t 

１ 
２ 

ロータンク 25t １ 
油水分離機 ２ 
 
仮設タンク 

1.5t 
5t 
9t 

６ 
６ 
２４ 

トレルテント １ 
可搬式照明器具 ２ 

 
 
 
配

備

資

機

材 

油捕獲材 ６０袋 
（平成２３年１２月現在） 



（１）過去の発生状況

種別

年 爆　発 火　災 漏　洩 その他 計 負傷者 死者

51 1 2 4 3 10 3

52 1 5 4 3 13 1 2

53 9 2 2 13 3

54 2 1 5 2 10

55 1 4 2 7

56 1 7 6 4 18 1

57 4 3 3 10 9

58 5 2 1 8

59 9 5 14 4 1

60 10 4 1 15 2

61 1 3 1 5 2

62 1 6 3 1 11 4

63 5 3 4 12 1

元 2 1 3 6 5 1

2 1 2 2 1 6 4 2

3 3 4 1 8 16 2

4 1 3 2 6 7 10

5 1 2 3

6 2 3 1 6 2 1

7 5 1 2 8

8 2 5 5 12 1 2

9 9 1 10 8 1

10 5 3 3 11 2 1

11 1 8 9 18 4

12 7 6 3 16 2

13 4 3 7 1

14 6 4 1 11 9 2

15 5 4 9

16 19 7 2 28 2

17 1 11 5 17 3

18 2 15 18 1 36 2

19 10 10 20 1

20 9 11 3 23 22 1

21 1 8 12 1 22 3

22 1 18 11 1 31 10 3

計 26 229 158 47 460 134 29

平均 0.79 6.54 4.51 1.42 13.14 3.83 0.91

６　石油コンビナート等特定事業所異常現象
（S51年からH22年）

異常現象発生件数 死傷者数

- 41 -



番
号

種
別

発
生

場
所

概
　

　
要

 
損

害
額

(
万

円
)

死 者

負 傷 者

3
2
9

漏
洩

平
成

1
8
年

2
月

3
日

金
9
時

4
6
分

袖
ケ

浦
市

回
収

系
凝

縮
器

の
移

送
ポ

ン
プ

の
起

動
遅

れ
に

よ
り

、
真

空
ラ

イ
ン

の
封

液
田

タ
ン

ク
に

ス
チ

レ
ン

モ
ノ

マ
ー

液
が

流
れ

た
と

こ
ろ

、
封

液
タ

ン
ク

の
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

弁
が

開
い

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
タ

ン
ク

は
満

杯
と

な
り

更
に

液
は

停
止

中
だ

っ
た

焼
却

炉
へ

の
ベ

ン
ト

ガ
ス

配
管

途
中

の
大

気
吸

入
高

口
よ

り
ス

チ
レ

ン
モ

ノ
マ

ー
が

漏
れ

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
3
0

火
災

平
成

1
8
年

2
月

1
2
日

日
1
1
時

3
1
分

千
葉

市

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

製
造

に
お

い
て

添
加

し
て

い
る

成
分

調
整

の
ス

ポ
ン

ジ
チ

タ
ン

を
ホ

ッ
パ

ー
に

搬
送

ハ
ン

ド
リ

ン
グ

中
一

部
粉

状
化

し
、

ホ
ッ

パ
ー

に
受

け
入

れ
る

際
、

摩
擦

熱
に

よ
り

発
熱

発
煙

し
た

。
自

衛
消

防
隊

が
泡

消
火

液
を

か
け

た
た

め
チ

タ
ン

が
異

常
燃

焼
し

た
。

第
4
製

鋼
内

の
V
O
D
チ

タ
ン

ホ
ッ

パ
ー

内
の

チ
タ

ン
ス

ポ
ン

ジ
が

何
ら

か
の

原
因

に
よ

り
煙

が
発

生
し

、
泡

消
火

液
を

か
け

た
た

め
チ

タ
ン

が
異

常
燃

焼
し

た
。

5
,
0
0
0

 
 
 
 
 

0
0

3
3
1

破
損

平
成

1
8
年

2
月

1
6
日

木
1
0
時

0
0
分

袖
ケ

浦
市

溶
融

硫
黄

を
貯

蔵
し

た
２

５
０

０
ｔ

の
タ

ン
ク

の
硫

黄
受

入
弁

の
作

動
不

良
の

た
め

、
屋

根
部

分
の

保
温

材
を

外
し

た
と

こ
ろ

幅
２

０
０

ｍ
ｍ

長
さ

５
０

０
ｍ

ｍ
が

穴
を

発
見

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
3
2

火
災

平
成

1
8
年

3
月

5
日

日
1
4
時

5
0
分

千
葉

市
キ

ャ
リ

ヤ
パ

レ
ッ

ト
車

の
ブ

レ
ー

キ
キ

ャ
リ

パ
ー

内
の

ガ
イ

ド
ピ

ン
が

折
損

し
た

た
め

、
ブ

レ
ー

キ
パ

ッ
ト

と
ロ

ー
タ

ー
間

で
摩

擦
発

熱
し

、
リ

フ
ト

シ
リ

ン
ダ

ー
カ

バ
ー

は
発

火
し

た
も

の
。

1
万

円
未

満
0

0

3
3
3

漏
洩

平
成

1
8
年

3
月

1
1
日

土
1
0
時

3
0
分

市
原

市
ポ

ン
プ

吐
出

側
角

フ
ラ

ン
ジ

締
付

け
用

ね
じ

込
み

ボ
ル

ト
が

緩
ん

で
お

り
圧

力
上

昇
に

伴
い

リ
ン

グ
が

欠
損

し
そ

の
隙

間
か

ら
コ

ー
ル

タ
ー

ル
が

噴
出

し
漏

え
い

し
た

も
の

。
1
万

円
未

満
0

0

3
3
4

火
災

平
成

1
8
年

3
月

2
1
日

火
2
3
時

1
8
分

君
津

市
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

協
力

会
社

2
階

建
て

ト
タ

ン
張

り
建

物
(
延

べ
面

積
６

６
０

㎡
)
を

全
焼

1
,
0
7
7

 
 
 
 
 

0
0

3
3
5

漏
洩

平
成

1
8
年

4
月

7
日

金
8
時

4
0
分

市
原

市
油

分
を

含
ん

だ
汚

水
が

、
濁

水
溝

の
亀

裂
か

ら
隣

接
す

る
清

水
溝

へ
流

入
し

雨
水

、
冷

却
水

等
と

共
に

清
水

溝
か

ら
海

域
に

流
水

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
3
6

爆
発

平
成

1
8
年

4
月

1
6
日

日
5
時

3
7
分

市
原

市
第

一
水

素
製

造
装

置
（

H
P
）

の
H
P
ー

V
１

８
の

減
肉

に
よ

り
開

口
、

内
部

流
体

の
水

素
が

大
量

に
漏

洩
、

滞
留

し
爆

発
火

災
に

至
っ

た
2
,
6
0
0

 
 
 
 
 

0
0

3
3
7

火
災

平
成

1
8
年

5
月

1
2
日

金
6
時

5
0
分

君
津

市
関

連
会

社
の

現
場

事
務

所
、

鉄
骨

平
屋

建
て

プ
レ

ハ
ブ

9
1
.
8
7
5
㎡

全
焼

1
,
0
5
1

 
 
 
 
 

0
0

3
3
8

破
損

平
成

1
8
年

5
月

2
5
日

木
1
0
時

1
0
分

市
原

市

反
応

釜
で

ウ
レ

タ
ン

樹
脂

を
反

応
中

、
Ｔ

Ｄ
Ｉ

を
反

応
釜

に
仕

込
ん

だ
後

、
1
.
3
-
ﾌ
ﾞ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾘ
ｺ
ｰ
ﾙ
を

3
回

に
分

け
て

投
入

す
る

と
こ

ろ
バ

ル
ブ

状
態

の
確

認
ミ

ス
に

よ
る

誤
操

作
で

、
原

料
が

一
度

に
全

量
投

入
さ

れ
た

た
め

、
異

常
発

熱
に

よ
り

内
温

上
昇

か
ら

反
応

釜
の

爆
発

に
い

た
っ

た
。

原
料

の
イ

ソ
シ

ア
ネ

ー
ト

と
グ

リ
コ

ー
ル

を
過

剰
に

投
入

し
た

た
め

、
急

激
に

反
応

が
進

み
圧

力
が

上
昇

し
、

反
応

釜
が

破
裂

し
た

も
の

。

4
,
1
2
6

 
 
 
 
 

0
0

3
3
9

漏
洩

平
成

1
8
年

5
月

2
7
日

土
1
4
時

0
7
分

市
原

市
コ

ー
テ

ィ
ン

グ
材

の
剥

離
に

伴
い

ボ
ル

ト
の

緩
み

が
生

じ
て

い
た

ま
ま

、
熱

交
換

器
に

軽
油

の
張

込
を

実
施

し
た

た
め

、
剥

離
部

分
か

ら
海

水
側

に
軽

油
が

流
入

し
、

そ
の

一
部

が
海

上
に

約
１

ℓ
流

出
し

た
も

の
。

1
万

円
未

満
0

0

3
4
0

火
災

平
成

1
8
年

6
月

2
日

金
1
5
時

2
0
分

市
原

市
1
号

石
灰

焼
成

炉
上

部
バ

ー
ナ

ー
5
基

へ
の

再
生

重
油

供
給

ラ
イ

ン
の

根
本

に
設

置
さ

れ
て

い
る

ス
ト

レ
ー

ナ
ー

の
シ

ー
ル

パ
ッ

キ
ン

が
劣

化
し

損
傷

し
た

た
め

、
再

生
重

油
が

霧
状

に
噴

出
し

直
近

の
ｂ

ｓ
バ

ー
ナ

ー
に

付
着

し
引

火
に

し
た

も
の

。
1
6

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
4
1

爆
発

平
成

1
8
年

6
月

2
日

金
2
3
時

0
0
分

千
葉

市
第

2
冷

間
圧

延
工

場
「

第
3
連

続
焼

却
炉

（
3
C
A
L
）

」
に

お
い

て
、

冷
間

圧
延

工
程

に
用

い
る

コ
ー

ク
ス

ガ
ス

が
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

爆
発

し
第

3
連

続
焼

鈍
炉

（
３

C
A
L
）

及
び

排
気

ダ
ク

ト
、

建
屋

外
壁

等
を

破
損

し
た

。
6
2
,
1
9
0

 
 
 
 

0
0

3
4
2

火
災

平
成

1
8
年

6
月

7
日

水
1
6
時

5
2
分

袖
ケ

浦
市

変
電

室
内

高
圧

ケ
ー

ブ
ル

で
劣

化
に

よ
り

地
絡

が
発

生
し

、
Ｒ

相
・

Ｓ
相

の
絶

縁
被

服
損

傷
し

、
２

線
間

隔
が

短
絡

し
て

生
じ

た
大

電
流

に
よ

り
焼

損
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
4
3

漏
洩

平
成

1
8
年

6
月

1
2
日

月
1
0
時

3
0
分

市
原

市
充

填
用

絶
縁

油
及

び
真

空
ポ

ン
プ

用
の

作
動

油
を

使
用

し
て

お
り

、
こ

れ
が

何
ら

か
の

理
由

に
よ

り
工

場
建

屋
外

へ
漏

洩
し

、
土

壌
を

汚
染

し
そ

の
一

部
が

排
水

溝
に

染
み

出
た

も
の

。
1
万

円
未

満
0

0

3
4
4

漏
洩

平
成

1
8
年

6
月

1
8
日

日
1
0
時

3
0
分

市
原

市
エ

チ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

配
管

受
け

入
れ

側
ス

ト
レ

ー
ナ

ー
ヘ

ッ
ド

カ
バ

ー
の

パ
ッ

キ
ン

が
圧

力
に

耐
え

切
れ

な
く

な
り

、
パ

ッ
キ

ン
か

ら
噴

霧
状

に
流

出
〈

3
5
0
ℓ
以

上
）

し
、

排
水

溝
か

ら
湾

内
に

流
出

（
微

量
）

し
た

も
の

。
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
4
5

火
災

平
成

1
8
年

6
月

2
0
日

火
4
時

2
8
分

千
葉

市
第

６
連

続
酸

洗
設

備
の

＃
２

ロ
ー

ル
ベ

ア
リ

ン
グ

破
損

片
の

飛
散

に
よ

り
、

ギ
ア

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

下
部

に
あ

っ
た

グ
リ

ー
ス

等
へ

着
火

し
た

も
の

。
4
0
0

 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
4
6

漏
洩

平
成

1
8
年

6
月

2
0
日

火
1
7
時

4
8
分

市
原

市
定

期
点

検
終

了
後

の
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

中
、

回
収

ポ
ン

プ
の

メ
カ

ニ
カ

ル
シ

ー
ル

か
ら

プ
ロ

ピ
レ

ン
ガ

ス
が

漏
洩

(
0
.
2
㎥

)
し

空
気

中
に

拡
散

し
た

も
の

。
2
3

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
4
7

漏
洩

平
成

1
8
年

7
月

1
1
日

火
1
3
時

5
0
分

市
原

市
ポ

ン
プ

点
検

修
理

完
了

後
の

軸
封

部
組

立
作

業
の

際
、

O
リ

ン
グ

を
入

れ
忘

れ
作

動
し

た
た

め
潤

滑
油

が
防

液
内

に
約

２
０

０
L
漏

洩
し

た
も

の
。

1
万

円
未

満
0

0

(
2
)
 
異

常
現

象
例

（
平

成
１

８
年

１
月

か
ら

平
成

２
２

年
１

２
月

ま
で

）

発
生

日
時
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番
号

種
別

発
生

場
所

概
　

　
要

 
損

害
額

(
万

円
)

死 者

負 傷 者
発

生
日

時

3
4
8

漏
洩

平
成

1
8
年

8
月

1
7
日

木
5
時

4
0
分

千
葉

市
軽

油
蒸

留
ド

レ
ン

ピ
ッ

ト
内

の
油

水
が

オ
ー

バ
ー

フ
ロ

ー
し

、
隣

接
し

て
い

る
雨

水
排

水
ピ

ッ
ト

に
流

れ
込

み
、

海
上

に
流

出
し

た
も

の
。

1
万

円
未

満
0

0

3
4
9

漏
洩

平
成

1
8
年

8
月

2
2
日

火
1
1
時

0
0
分

市
原

市
1
0
2
号

タ
ン

ク
受

け
入

れ
配

管
の

元
フ

ラ
ン

ジ
と

第
一

バ
ル

ブ
間

の
Ｔ

時
配

管
よ

り
ナ

フ
サ

が
犬

走
り

上
に

約
１

ℓ
漏

え
い

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
5
0

火
災

平
成

1
8
年

8
月

2
3
日

水
9
時

1
8
分

市
原

市
定

期
修

理
中

の
溶

接
火

花
が

排
水

ピ
ッ

ト
に

落
ち

、
排

水
中

に
微

量
含

ま
れ

て
い

る
α

-
ピ

ネ
ン

に
着

火
し

た
も

の
。

1
9
6

 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
5
1

漏
洩

平
成

1
8
年

8
月

2
4
日

木
1
0
時

5
0
分

市
原

市
係

留
中

の
船

舶
へ

積
み

込
み

作
業

中
に

船
舶

の
排

水
口

か
ら

Ａ
重

油
（

約
１

ℓ
）

が
流

出
し

た
も

の
。

1
万

円
未

満
0

0

3
5
2

漏
洩

平
成

1
8
年

9
月

1
日

金
9
時

5
8
分

市
川

市
停

泊
中

の
タ

ン
カ

ー
よ

り
Ｔ

Ｋ
1
2
タ

ン
ク

へ
Ｃ

重
油

荷
卸

終
了

後
、

タ
ン

カ
ー

甲
板

及
び

海
上

に
Ｃ

重
油

が
、

約
５

０
ℓ
漏

え
い

し
た

も
の

。
1
万

円
未

満
0

0

3
5
3

漏
洩

平
成

1
8
年

9
月

9
日

土
1
5
時

3
5
分

市
原

市
危

険
物

一
般

取
扱

所
の

廃
油

回
収

タ
ン

ク
（

2
0
号

タ
ン

ク
）

の
側

板
当

板
溶

接
部

分
か

ら
、

廃
油

が
に

じ
み

出
た

も
の

。
1
万

円
未

満
0

0

3
5
4

漏
洩

平
成

1
8
年

9
月

1
5
日

金
1
8
時

0
2
分

市
原

市
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

ル
ー

フ
上

に
リ

ホ
メ

ー
ト

油
が

漏
れ

ル
ー

フ
ド

レ
ン

よ
り

排
水

溝
に

も
れ

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
5
5

漏
洩

平
成

1
8
年

9
月

2
7
日

水
1
3
時

4
0
分

市
原

市
他

工
場

か
ら

エ
チ

レ
ン

を
受

け
入

れ
る

配
管

（
圧

力
1
.
8
Ｍ

ｐ
ａ

)
に

亀
裂

が
発

生
し

エ
チ

レ
ン

ガ
ス

が
漏

洩
し

た
。

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
5
6

漏
洩

平
成

1
8
年

1
0
月

2
日

月
1
4
時

1
0
分

市
原

市
定

期
修

理
の

た
め

シ
ャ

ッ
ト

ダ
ウ

ン
中

に
熱

交
換

機
の

フ
ラ

ン
ジ

部
の

ボ
ル

ト
が

コ
ー

ル
ド

ボ
ル

ト
し

、
水

素
ガ

ス
・

ハ
イ

ド
ロ

カ
ー

ボ
ン

・
硫

化
水

素
の

混
合

ガ
ス

が
９

２
．

３
Ｎ

㎥
漏

洩
し

た
も

の
。

1
万

円
未

満
0

0

3
5
7

火
災

平
成

1
8
年

1
0
月

8
日

日
2
1
時

4
6
分

市
原

市
場

内
巡

回
車

両
の

運
転

手
か

突
然

意
識

を
失

い
消

火
用

配
管

に
衝

突
し

、
車

両
が

炎
上

し
た

も
の

。
1
5
9

 
 
 
 
 
 
 

0
1

3
5
8

漏
洩

平
成

1
8
年

1
0
月

2
2
日

日
1
9
時

4
3
分

市
原

市
4
Ａ

Ｇ
Ｍ

Ｆ
ガ

ス
混

合
フ

ァ
ン

補
助

タ
ン

ク
ポ

ン
プ

の
排

ガ
ス

フ
ァ

ン
の

ノ
ッ

ク
ス

ポ
ン

プ
軸

受
け

よ
り

何
ら

か
の

原
因

に
よ

り
、

タ
ー

ビ
ン

油
約

２
０

０
ℓ
漏

洩
1
万

円
未

満
0

0

3
5
9

火
災

平
成

1
8
年

1
0
月

2
6
日

木
1
4
時

3
2
分

袖
ケ

浦
市

№
１

４
オ

フ
サ

イ
ト

油
回

収
設

備
（

Ｃ
Ｐ

Ｉ
）

の
ピ

ッ
ト

Ｂ
～

Ｄ
の

配
管

内
部

の
ラ

ン
ニ

ン
グ

工
事

中
に

、
ピ

ッ
ト

Ｄ
内

の
余

剰
ラ

ン
ニ

ン
グ

を
グ

ラ
イ

ン
ダ

ー
で

切
断

し
よ

う
と

し
た

際
に

、
配

管
内

に
滞

留
し

て
い

た
ガ

ソ
リ

ン
の

蒸
気

に
引

火
し

た
も

の
1
万

円
未

満
0

1

3
6
0

火
災

平
成

1
8
年

1
0
月

2
7
日

金
1
時

5
0
分

市
原

市
硫

黄
回

収
装

置
整

備
の

た
め

排
ガ

ス
（

硫
化

水
素

、
二

酸
化

硫
黄

、
ア

ン
モ

ニ
ア

を
含

ん
だ

ガ
ス

）
の

三
方

弁
を

切
り

替
え

燃
焼

設
備

へ
送

っ
て

い
た

と
こ

ろ
、

三
方

弁
下

部
の

配
管

か
ら

漏
洩

し
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

着
火

し
た

も
の

。
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
6
1

漏
洩

平
成

1
8
年

1
1
月

2
4
日

金
1
4
時

0
0
分

市
原

市
＃

8
番

タ
ン

ク
（

F
R
T
）

に
原

油
受

入
中

、
何

ら
か

に
よ

り
浮

き
屋

根
シ

ー
ル

部
よ

り
原

油
約

1
.
5
K
L
が

ル
ー

フ
上

に
漏

洩
し

、
デ

ッ
キ

及
び

ル
ー

フ
ド

レ
ン

か
ら

防
油

堤
内

に
流

出
し

た
も

の
。

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
6
2

火
災

平
成

1
8
年

1
2
月

1
8
日

月
9
時

2
8
分

袖
ケ

浦
市

ボ
イ

ラ
ー

に
水

張
を

行
う

た
め

、
給

水
ポ

ン
プ

を
動

か
す

電
動

モ
ー

タ
ー

の
運

転
を

始
め

た
と

こ
ろ

モ
ー

タ
ー

の
電

源
ケ

ー
ブ

ル
よ

り
発

火
し

た
も

の
。

1
万

円
未

満
0

0

3
6
3

火
災

平
成

1
8
年

1
2
月

2
9
日

金
4
時

5
0
分

君
津

市
熱

延
工

場
1
号

巻
取

機
ド

ラ
イ

ブ
サ

イ
ド

の
圧

延
板

(
7
0
0
℃

)
の

流
れ

る
ラ

イ
ン

が
故

障
停

止
し

、
ロ

ー
ラ

ー
軸

受
部

の
周

り
に

付
着

し
て

い
た

グ
リ

ス
・

配
線

・
エ

ア
ー

ホ
ー

ス
が

受
熱

に
よ

り
発

火
し

た
も

の
。

2
,
6
0
8

 
 
 
 
 

0
0

3
6
4

火
災

平
成

1
8
年

1
2
月

2
9
日

金
1
9
時

1
9
分

市
原

市
第

二
接

触
改

質
装

置
の

２
P
V
7
（

反
応

器
）

の
ノ

ズ
ル

付
近

（
ピ

ン
ホ

ー
ル

）
か

ら
炭

化
水

素
（

2
.
1
M
P
a
5
1
0
℃

）
が

漏
洩

し
火

災
と

な
っ

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
6
5

火
災

平
成

1
9
年

1
月

2
4
日

水
2
1
時

4
5
分

市
原

市
硫

化
水

素
及

び
ア

ン
モ

ニ
ア

を
燃

焼
さ

せ
る

装
置

の
（

Ｓ
Ｈ

－
２

０
１

）
の

マ
ン

ホ
ー

ル
付

近
か

ら
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

燃
焼

ガ
ス

が
漏

洩
し

着
火

、
ス

チ
ー

ム
に

よ
り

消
火

し
た

が
、

微
量

の
燃

焼
ガ

ス
が

漏
洩

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
6
6

漏
洩

平
成

1
9
年

1
月

2
5
日

木
9
時

1
0
分

市
原

市
屋

外
タ

ン
ク

貯
蔵

所
か

ら
岸

壁
一

般
取

扱
所

へ
オ

キ
ソ

コ
ー

ル
９

０
０

を
移

送
す

る
地

上
約

５
メ

ー
ト

ル
の

配
管

か
ら

オ
キ

ソ
コ

ー
ル

９
０

０
が

敷
地

内
に

幅
２

メ
ー

ト
ル

，
長

さ
５

メ
ー

ト
ル

の
範

囲
で

数
リ

ッ
ト

ル
漏

洩
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
6
7

漏
洩

平
成

1
9
年

3
月

6
日

火
1
6
時

5
7
分

市
原

市
第

２
水

添
脱

硫
装

置
の

受
液

槽
（

２
H
-
V
8
）

か
ら

安
全

弁
へ

の
配

管
で

，
2
～

3
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
の

ピ
ン

ホ
ー

ル
か

ら
水

素
，

メ
タ

ン
，

エ
タ

ン
，

硫
化

水
素

を
含

む
ガ

ス
が

漏
洩

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
6
8

火
災

平
成

1
9
年

3
月

2
3
日

金
7
時

5
1
分

市
原

市
２

Ｐ
Ｋ

第
２

充
填

場
で

貨
車

に
積

み
込

み
作

業
中

，
そ

の
う

ち
１

台
（

６
３

キ
ロ

リ
ッ

ト
ル

）
に

軽
油

８
．

６
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
を

入
れ

た
と

こ
ろ

，
マ

ン
ホ

ー
ル

部
分

よ
り

火
を

噴
い

た
。

1
1
4

 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
6
9

火
災

平
成

1
9
年

4
月

2
4
日

火
2
2
時

0
3
分

市
原

市
残

油
流

動
接

触
分

解
装

置
の

分
留

塔
の

塔
底

部
か

ら
出

た
残

渣
油

を
循

環
さ

せ
る

ポ
ン

プ
か

ら
高

温
の

油
（

約
3
0
0
度

）
が

漏
洩

し
，

着
火

し
た

。
1
8

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0
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番
号

種
別

発
生

場
所

概
　

　
要

 
損

害
額

(
万

円
)

死 者

負 傷 者
発

生
日

時

3
7
0

漏
洩

平
成

1
9
年

5
月

1
3
日

日
1
3
時

3
9
分

市
原

市
回

収
し

た
廃

油
を

受
け

入
れ

貯
蔵

す
る

屋
外

タ
ン

ク
貯

蔵
所

Ｔ
Ｗ

－
３

（
２

０
０

キ
ロ

リ
ッ

ト
ル

）
で

に
受

入
中

に
，

タ
ン

ク
中

段
液

面
計

サ
ポ

ー
ト

付
近

か
ら

約
２

０
０

リ
ッ

ト
ル

の
廃

油
が

漏
洩

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
7
1

漏
洩

平
成

1
9
年

5
月

1
7
日

木
1
0
時

4
5
分

袖
ケ

浦
市

ド
ラ

ム
計

量
終

了
後

，
次

の
計

量
準

備
の

た
め

配
管

内
滞

油
を

ピ
グ

に
よ

り
ブ

ロ
ー

す
る

た
め

の
作

業
を

実
施

中
，

サ
ー

ビ
ス

タ
ン

ク
よ

り
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

（
約

７
０

０
リ

ッ
ト

ル
）

し
た

。
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
7
2

火
災

平
成

1
9
年

5
月

2
3
日

水
1
3
時

4
0
分

千
葉

市
定

期
保

安
検

査
実

施
中

の
特

定
屋

外
タ

ン
ク

貯
蔵

所
で

天
板

部
の

溶
接

作
業

中
に

溶
接

火
花

が
下

方
の

足
場

に
置

い
て

あ
っ

た
塗

料
の

小
分

け
容

器
に

落
ち

て
火

災
と

な
り

，
消

火
し

よ
う

と
し

た
塗

装
作

業
員

が
火

傷
を

負
っ

た
。

1
万

円
未

満
0

1

3
7
3

火
災

平
成

1
9
年

6
月

5
日

火
2
2
時

5
1
分

市
原

市
溶

剤
の

精
製

を
行

う
一

般
取

扱
所

で
，

ポ
リ

エ
チ

レ
ン

製
造

施
設

の
定

期
整

備
の

ス
タ

ー
ト

ア
ッ

プ
に

伴
い

，
ワ

ッ
ク

ス
蒸

発
缶

か
ら

温
度

１
１

０
度

の
ワ

ッ
ク

ス
を

回
収

作
業

中
，

排
出

速
度

が
早

す
ぎ

た
た

め
に

溶
媒

の
ｎ

－
ヘ

キ
サ

ン
が

随
伴

し
て

噴
出

，
着

火
し

，
ワ

ッ
ク

ス
に

も
引

火
し

た
。

1
2
6

 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
7
4

火
災

平
成

1
9
年

6
月

6
日

水
1
2
時

0
1
分

市
原

市
ポ

リ
ブ

タ
ジ

エ
ン

製
造

所
エ

リ
ア

内
で

行
っ

て
い

た
ナ

ト
リ

ウ
ム

凝
集

物
の

失
活

作
業

を
一

時
中

断
し

て
い

た
際

，
耐

火
ク

ロ
ス

に
付

着
し

て
い

た
ナ

ト
リ

ウ
ム

が
空

気
中

の
水

分
と

反
応

し
て

発
火

し
，

洗
浄

用
の

ケ
ロ

シ
ン

に
引

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
7
5

漏
洩

平
成

1
9
年

6
月

1
6
日

土
1
4
時

3
1
分

市
原

市
桟

橋
か

ら
荷

揚
げ

中
に

浮
き

屋
根

式
タ

ン
ク

の
シ

ー
ル

部
分

か
ら

浮
き

屋
根

上
に

ガ
ソ

リ
ン

が
漏

洩
し

，
ル

ー
フ

ド
レ

ー
ン

を
通

じ
て

防
油

堤
内

に
約

１
０

０
リ

ッ
ト

ル
漏

洩
し

た
。

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
7
6

漏
洩

平
成

1
9
年

6
月

1
8
日

月
1
3
時

1
0
分

市
原

市
タ

ン
ク

附
属

配
管

の
防

油
堤

貫
通

部
分

か
ら

，
C
重

油
が

約
１

０
リ

ッ
ト

ル
漏

洩
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
7
7

漏
洩

平
成

1
9
年

8
月

8
日

水
1
5
時

4
5
分

市
原

市
活

性
汚

泥
装

置
付

属
の

2
0
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
ア

ン
モ

ニ
ア

水
タ

ン
ク

の
元

バ
ル

ブ
付

け
根

部
分

が
破

損
し

，
約

6
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
が

漏
洩

，
一

部
は

排
水

口
を

通
じ

て
海

上
へ

流
出

し
た

。
な

お
，

消
防

機
関

へ
の

通
報

が
大

幅
に

遅
れ

，
翌

日
と

な
っ

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
7
8

火
災

平
成

1
9
年

8
月

9
日

木
1
2
時

4
0
分

千
葉

市
岸

壁
か

ら
コ

ー
ク

ス
を

原
料

ヤ
ー

ド
へ

移
送

す
る

施
設

の
ベ

ル
ト

コ
ン

ベ
ア

が
燃

え
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
7
9

漏
洩

平
成

1
9
年

8
月

2
0
日

月
1
4
時

5
8
分

袖
ケ

浦
市

製
造

所
か

ら
屋

外
タ

ン
ク

貯
蔵

所
へ

の
配

管
の

途
中

で
，

パ
イ

プ
シ

ュ
ー

部
か

ら
重

油
（

常
圧

蒸
留

残
渣

油
）

が
３

０
０

～
４

０
０

リ
ッ

ト
ル

漏
洩

し
た

も
の

。
9
8
1

 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
8
0

漏
洩

平
成

1
9
年

1
0
月

1
5
日

月
9
時

3
0
分

市
原

市
イ

オ
ン

交
換

樹
脂

の
再

生
に

使
用

し
て

い
る

９
８

％
硫

酸
の

タ
ン

ク
下

部
払

出
ラ

イ
ン

の
元

弁
フ

ラ
ン

ジ
部

か
ら

約
０

．
９

立
方

メ
ー

ト
ル

漏
洩

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
8
1

火
災

平
成

1
9
年

1
0
月

2
3
日

火
1
6
時

0
4
分

市
原

市
テ

ト
ラ

ヒ
ド

ロ
フ

ラ
ン

の
サ

ン
プ

リ
ン

グ
中

に
静

電
気

に
よ

り
出

火
し

た
が

，
す

ぐ
に

粉
末

消
火

器
を

２
本

使
用

し
て

初
期

消
火

し
た

。
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
8
2

火
災

平
成

1
9
年

1
1
月

5
日

月
1
3
時

5
0
分

市
原

市
変

圧
器

の
洗

浄
に

使
用

し
て

い
た

高
圧

温
水

洗
浄

機
か

ら
出

火
し

た
が

，
す

ぐ
に

粉
末

消
火

器
を

４
本

を
使

用
し

て
初

期
消

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
8
3

漏
洩

平
成

1
9
年

1
1
月

1
5
日

木
1
3
時

5
5
分

市
原

市
パ

ッ
キ

ン
の

破
損

に
よ

り
フ

ラ
ン

ジ
か

ら
１

０
０

リ
ッ

ト
ル

ほ
ど

漏
洩

し
た

。
担

当
者

等
が

現
場

対
応

に
追

わ
れ

て
消

防
機

関
へ

の
通

報
を

怠
り

，
周

辺
住

民
か

ら
の

悪
臭

苦
情

に
よ

り
覚

知
し

た
。

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
8
4

火
災

平
成

1
9
年

1
2
月

2
5
日

火
1
時

1
5
分

市
原

市
ブ

ロ
ア

の
ポ

ン
プ

か
ら

１
，

２
－

ジ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
（

E
D
C
)
が

漏
え

い
、

気
化

し
て

着
火

し
た

。
緊

急
停

止
す

る
と

と
も

に
、

従
業

員
が

2
0
型

消
火

器
1
本

を
使

用
し

て
初

期
消

火
し

た
。

4
5

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
8
5

火
災

平
成

2
0
年

2
月

7
日

木
1
4
時

1
0
分

市
原

市
ト

ラ
ン

ス
を

バ
ー

ナ
ー

で
解

体
中

、
ガ

ス
切

断
中

の
火

花
が

、
ト

ラ
ン

ス
内

に
入

り
、

絶
縁

紙
に

引
火

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
8
6

破
損

平
成

2
0
年

2
月

1
8
日

月
1
7
時

3
0
分

袖
ケ

浦
市

通
気

管
出

口
の

閉
塞

に
よ

り
、

特
定

屋
外

タ
ン

ク
の

屋
根

（
放

爆
構

造
部

分
）

が
、

３
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
ほ

ど
め

く
れ

上
が

っ
て

い
る

の
を

、
パ

ト
ロ

ー
ル

中
の

従
業

員
が

発
見

し
た

。
7
5

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
8
7

火
災

平
成

2
0
年

3
月

3
日

月
1
9
時

4
0
分

袖
ケ

浦
市

屋
外

タ
ン

ク
貯

蔵
所

の
ガ

ス
放

出
管

(
高

さ
約

４
０

メ
ー

ト
ル

）
に

雷
が

落
ち

、
放

出
中

の
ガ

ス
に

着
火

し
た

が
、

備
え

付
け

の
ス

チ
ー

ム
に

よ
り

消
火

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
8
8

漏
洩

平
成

2
0
年

3
月

1
4
日

金
6
時

0
0
分

市
原

市
原

油
受

入
配

管
の

サ
ン

プ
リ

ン
グ

ノ
ズ

ル
の

フ
ラ

ン
ジ

付
近

か
ら

原
油

が
に

じ
み

出
し

、
０

．
２

～
０

．
３

リ
ッ

ト
ル

の
原

油
が

漏
洩

し
た

。
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
8
9

火
災

平
成

2
0
年

3
月

1
7
日

月
1
7
時

2
0
分

市
原

市
定

期
修

理
の

た
め

、
製

造
装

置
の

降
温

操
作

中
に

反
応

塔
の

入
口

配
管

フ
ラ

ン
ジ

部
の

ボ
ル

ト
が

緩
み

、
高

温
の

水
素

が
漏

洩
し

、
自

然
着

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
9
0

火
災

平
成

2
0
年

3
月

2
2
日

土
1
9
時

5
0
分

千
葉

市
ス

ラ
グ

排
滓

場
で

運
搬

用
ダ

ン
プ

か
ら

排
滓

を
荷

卸
し

す
る

際
、

定
位

置
よ

り
手

前
で

実
施

し
た

た
め

、
ス

ラ
グ

が
ダ

ン
プ

下
に

流
れ

て
、

タ
イ

ヤ
に

着
火

し
、

車
両

火
災

と
な

っ
た

。
6
,
2
3
0

 
 
 
 
 

0
0

3
9
1

漏
洩

平
成

2
0
年

4
月

1
日

火
1
4
時

1
0
分

市
原

市
ジ

ェ
ッ

ト
燃

料
の

海
上

出
荷

用
配

管
の

一
部

に
塗

装
剥

離
が

あ
り

、
海

塩
粒

子
に

よ
っ

て
外

面
腐

食
が

進
展

し
、

こ
の

部
分

か
ら

少
量

の
燃

料
が

漏
洩

し
た

。
3
2

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0
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番
号

種
別

発
生

場
所

概
　

　
要

 
損

害
額

(
万

円
)

死 者

負 傷 者
発

生
日

時

3
9
2

火
災

平
成

2
0
年

4
月

1
8
日

金
1
1
時

2
5
分

市
原

市
使

い
残

し
の

塗
料

用
シ

ン
ナ

ー
を

飛
ば

す
た

め
、

乾
燥

機
で

加
熱

し
た

が
、

機
内

の
温

度
が

上
昇

し
な

い
た

め
蓋

を
閉

め
て

継
続

し
た

結
果

、
揮

散
し

た
有

機
溶

剤
が

爆
発

範
囲

に
入

り
出

火
し

た
。

2
2

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

3
9
3

漏
洩

平
成

2
0
年

4
月

3
0
日

水
1
時

4
0
分

市
原

市
保

温
さ

れ
て

い
る

屋
外

タ
ン

ク
貯

蔵
所

の
側

板
外

面
へ

侵
入

し
た

雨
水

に
よ

り
、

外
面

腐
食

が
進

行
し

小
孔

が
生

じ
、

当
該

貫
通

孔
の

高
さ

以
上

に
製

品
を

送
液

し
た

こ
と

に
よ

っ
て

、
内

容
液

が
防

油
堤

内
に

漏
洩

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
9
4

漏
洩

平
成

2
0
年

5
月

7
日

水
5
時

1
5
分

千
葉

市
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

（
Ｌ

Ｐ
Ｇ

）
の

残
量

確
認

中
に

、
液

量
確

認
用

の
ナ

ッ
ト

を
緩

め
す

ぎ
た

た
め

に
、

気
化

し
た

ガ
ス

が
漏

え
い

し
た

。
漏

え
い

を
止

め
よ

う
と

し
た

作
業

員
２

名
が

負
傷

し
た

。
1
万

円
未

満
0

2

3
9
5

漏
洩

平
成

2
0
年

5
月

8
日

木
1
9
時

0
8
分

市
原

市
製

造
施

設
の

定
期

補
修

後
の

ス
タ

ー
ト

ア
ッ

プ
作

業
時

に
、

脱
圧

弁
を

閉
め

忘
れ

、
除

害
塔

出
口

の
放

出
管

よ
り

塩
素

ガ
ス

が
漏

え
い

し
、

作
業

員
１

９
名

が
体

調
不

良
と

な
っ

た
。

1
8

 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
9

3
9
6

漏
洩

平
成

2
0
年

6
月

8
日

日
1
7
時

3
4
分

市
原

市
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
燃

料
用

ガ
ス

圧
縮

機
の

油
タ

ン
ク

に
係

る
上

部
バ

イ
パ

ス
配

管
の

ね
じ

接
続

部
が

緩
み

、
潤

滑
油

が
漏

え
い

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
9
7

火
災

平
成

2
0
年

8
月

5
日

火
1
9
時

4
0
分

市
原

市
フ

ロ
ン

製
造

中
の

未
反

応
水

素
ガ

ス
を

窒
素

で
希

釈
し

て
、

洗
浄

塔
の

放
出

管
か

ら
放

出
し

て
い

た
と

こ
ろ

、
落

雷
に

よ
り

、
放

出
し

て
い

た
ガ

ス
に

着
火

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

3
9
8

漏
洩

平
成

2
0
年

8
月

2
0
日

水
1
3
時

3
0
分

市
原

市
屋

外
タ

ン
ク

貯
蔵

所
の

錆
落

と
し

を
実

施
し

て
い

た
と

こ
ろ

、
液

面
計

用
下

部
ノ

ズ
ル

の
一

部
に

小
孔

が
生

じ
、

内
容

液
が

漏
え

い
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

3
9
9

火
災

平
成

2
0
年

8
月

2
9
日

金
6
時

1
0
分

市
原

市
樹

脂
製

造
中

、
気

液
分

離
器

に
係

る
ガ

ス
の

大
気

放
出

配
管

出
口

付
近

に
落

雷
が

あ
り

、
放

出
し

て
い

た
可

燃
性

ガ
ス

に
着

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
0
0

漏
洩

平
成

2
0
年

9
月

1
日

金
9
時

0
0
分

市
原

市
可

塑
剤

製
造

中
の

反
応

器
に

係
る

ポ
ン

プ
下

の
ド

レ
ン

抜
き

配
管

継
ぎ

手
か

ら
内

容
液

が
漏

洩
し

て
い

る
の

を
作

業
員

が
発

見
し

、
増

し
締

め
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
継

ぎ
手

が
折

れ
て

防
油

堤
内

に
内

容
液

、
約

８
０

０
リ

ッ
ト

ル
が

漏
え

い
し

た
。

そ
の

際
、

約
２

０
０

℃
の

漏
え

い
液

が
作

業
員

に
か

か
り

、
手

足
に

や
け

ど
を

負
っ

た
。

2
4

 
 
 
 
 
 
 
 

0
1

4
0
1

そ
の

他
平

成
2
0
年

9
月

9
日

火
1
4
時

2
2
分

市
原

市
樹

脂
を

製
造

中
、

反
応

釜
で

異
常

反
応

が
起

こ
り

釜
内

の
温

度
及

び
圧

力
が

上
昇

、
制

御
不

能
と

な
っ

た
。

消
防

機
関

の
冷

却
散

水
に

よ
り

、
釜

内
の

温
度

及
び

圧
力

を
下

げ
反

応
を

止
め

た
。

2
4

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

4
0
2

火
災

平
成

2
0
年

9
月

1
1
日

木
0
時

5
2
分

市
原

市
製

造
施

設
の

配
管

フ
ラ

ン
ジ

の
一

部
よ

り
、

可
燃

性
ガ

ス
が

漏
洩

し
火

災
と

な
っ

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
0
3

破
損

平
成

2
0
年

1
0
月

8
日

水
1
3
時

3
7
分

市
原

市
屋

外
タ

ン
ク

の
屋

根
の

一
部

が
老

朽
化

し
て

お
り

、
立

入
禁

止
場

所
に

指
定

し
て

い
た

が
、

作
業

員
１

名
が

立
ち

入
っ

た
た

め
に

、
天

板
部

分
が

破
損

し
て

タ
ン

ク
内

に
転

落
し

、
死

亡
し

た
。

2
,
6
3
9

 
 
 
 
 

1
0

4
0
4

漏
洩

平
成

2
0
年

1
0
月

1
8
日

土
1
0
時

5
5
分

袖
ケ

浦
市

軸
受

け
用

ジ
ャ

ッ
キ

ン
グ

油
ポ

ン
プ

の
吐

出
圧

力
ス

イ
ッ

チ
に

係
る

ブ
ル

ド
ン

管
に

疲
労

亀
裂

が
発

生
し

、
潤

滑
油

が
漏

洩
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
0
5

火
災

平
成

2
0
年

1
0
月

2
1
日

火
1
5
時

0
0
分

千
葉

市
廃

止
し

た
施

設
の

解
体

作
業

に
お

い
て

、
ベ

ル
ト

コ
ン

ベ
ヤ

ー
の

鉄
骨

骨
組

材
を

溶
断

中
、

火
花

が
飛

び
散

り
、

何
か

に
着

火
し

た
火

が
燃

え
広

が
っ

て
、

高
さ

４
０

ｍ
の

ベ
ル

ト
コ

ン
ベ

ヤ
ー

を
焼

失
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
0
6

漏
洩

平
成

2
0
年

1
2
月

1
5
日

月
1
5
時

2
5
分

市
原

市
製

造
施

設
内

の
炭

酸
ガ

ス
吸

収
塔

の
液

面
計

に
係

る
ド

レ
ン

弁
が

破
損

し
、

炭
酸

カ
リ

ウ
ム

水
溶

液
が

漏
洩

し
た

。
1
1

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

4
0
7

漏
洩

平
成

2
0
年

1
2
月

2
9
日

月
7
時

0
0
分

市
原

市
樹

脂
モ

ノ
マ

ー
製

造
施

設
内

の
蒸

留
塔

塔
頂

部
に

係
る

ガ
ス

配
管

の
腐

食
に

よ
り

、
可

燃
性

ガ
ス

が
漏

洩
し

た
。

1
0

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

4
0
8

漏
洩

平
成

2
1
年

1
月

2
3
日

金
6
時

0
0
分

市
原

市
ア

ル
コ

ー
ル

製
造

施
設

内
の

反
応

器
か

ら
高

級
ア

ル
コ

ー
ル

が
漏

洩
し

て
い

る
の

を
パ

ト
ロ

ー
ル

中
の

従
業

員
が

発
見

し
、

施
設

を
停

止
し

た
。

本
体

継
ぎ

手
部

の
経

年
劣

化
に

よ
り

漏
洩

し
た

も
の

。
 
１

万
円

未
満

0
0

4
0
9

破
損

平
成

2
1
年

2
月

6
日

金
9
時

4
3
分

市
原

市
内

面
腐

食
に

よ
り

、
屋

外
タ

ン
ク

の
側

板
最

上
部

の
溶

接
線

付
近

に
開

孔
を

発
見

し
た

。
内

部
の

油
の

漏
え

い
は

な
か

っ
た

。
 
 
 
 
1
0
,
5
0
0

0
0

4
1
0

爆
発

平
成

2
1
年

2
月

2
4
日

火
9
時

2
5
分

袖
ケ

浦
市

反
応

釜
の

撹
拌

棒
の

交
換

作
業

を
し

よ
う

と
し

た
と

こ
ろ

、
反

応
釜

に
滞

留
し

て
い

た
水

素
ガ

ス
に

着
火

し
て

２
名

が
火

傷
を

負
っ

た
。

 
１

万
円

未
満

0
2

4
1
1

漏
洩

平
成

2
1
年

3
月

5
日

木
1
2
時

0
3
分

袖
ケ

浦
市

脱
硫

装
置

内
の

水
素

ガ
ス

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
吸

入
側

圧
力

計
に

係
る

取
り

出
し

配
管

の
一

部
が

腐
食

に
よ

り
開

孔
し

、
水

素
ガ

ス
が

漏
え

い
し

た
。

 
１

万
円

未
満

0
0

4
1
2

漏
洩

平
成

2
1
年

3
月

1
0
日

火
2
2
時

4
5
分

市
原

市
重

油
加

熱
器

内
の

蒸
気

配
管

に
穴

が
開

き
、

重
油

が
蒸

気
配

管
中

に
混

入
し

ド
レ

ン
と

し
て

漏
え

い
し

た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
2
2

0
0
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番
号

種
別

発
生

場
所

概
　

　
要

 
損

害
額

(
万

円
)

死 者

負 傷 者
発

生
日

時

4
1
3

火
災

平
成

2
1
年

3
月

1
4
日

土
7
時

4
7
分

市
原

市
樹

脂
製

造
施

設
の

始
動

操
作

準
備

中
、

巡
回

中
の

従
業

員
が

反
応

器
付

近
で

異
臭

を
感

じ
た

。
反

応
器

の
出

口
抜

出
弁

に
係

る
グ

ラ
ン

ド
部

の
樹

脂
が

低
温

炭
化

さ
れ

、
昇

温
作

業
時

に
燻

さ
れ

た
も

の
。

 
１

万
円

未
満

0
0

4
1
4

火
災

平
成

2
1
年

3
月

1
5
日

日
4
時

5
3
分

市
原

市
停

止
し

た
樹

脂
製

造
施

設
内

の
原

料
ガ

ス
と

液
と

を
分

離
す

る
た

め
、

気
液

分
離

器
を

用
い

分
離

し
た

ガ
ス

（
可

燃
性

）
を

放
出

管
か

ら
大

気
放

出
し

て
い

た
と

こ
ろ

、
液

ミ
ス

ト
が

放
出

ガ
ス

に
同

伴
し

、
静

電
気

に
よ

り
着

火
し

た
。

 
１

万
円

未
満

0
0

4
1
5

漏
洩

平
成

2
1
年

4
月

2
3
日

木
1
8
時

5
8
分

袖
ケ

浦
市

原
油

精
製

施
設

の
附

帯
配

管
内

を
水

で
洗

浄
し

、
配

管
の

継
ぎ

手
部

に
仕

切
り

板
を

挿
入

し
よ

う
と

し
た

と
こ

ろ
、

配
管

内
に

残
っ

て
い

た
ガ

ス
が

漏
え

い
し

、
近

く
に

い
た

作
業

員
１

名
が

ガ
ス

を
吸

っ
て

、
気

分
が

悪
く

な
っ

た
。

 
１

万
円

未
満

0
1

4
1
6

漏
洩

平
成

2
1
年

5
月

2
0
日

水
6
時

1
0
分

市
原

市
樹

脂
製

造
施

設
内

の
配

管
の

一
部

に
ピ

ン
ホ

ー
ル

が
発

生
し

、
内

容
物

の
危

険
物

が
漏

洩
し

て
い

た
た

め
、

装
置

を
停

止
し

た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

0
0

4
1
7

漏
洩

平
成

2
1
年

6
月

2
2
日

月
1
1
時

1
0
分

市
原

市
出

荷
用

製
品

（
液

体
苛

性
カ

リ
）

の
船

舶
へ

の
移

送
が

終
了

し
、

窒
素

ガ
ス

を
用

い
て

、
配

管
内

に
残

る
残

液
を

抜
き

取
っ

て
い

た
と

こ
ろ

、
配

管
の

一
部

か
ら

内
容

液
が

漏
え

い
し

た
も

の
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

0
0

4
1
8

漏
洩

平
成

2
1
年

6
月

2
3
日

火
1
7
時

2
0
分

市
原

市
樹

脂
製

造
施

設
内

の
副

原
料

配
管

に
係

る
遮

断
弁

の
本

体
（

ボ
ン

ネ
ッ

ト
フ

ラ
ン

ジ
）

か
ら

危
険

物
が

漏
洩

し
て

い
る

の
を

従
業

員
が

発
見

し
、

漏
洩

箇
所

を
ブ

ロ
ッ

ク
し

て
漏

洩
を

止
め

た
。

 
１

万
円

未
満

0
0

4
1
9

火
災

平
成

2
1
年

7
月

1
7
日

金
1
1
時

5
1
分

市
原

市
空

調
機

の
台

座
を

補
修

し
た

際
に

、
ア

ー
ク

溶
接

作
業

で
発

生
し

た
ノ

ロ
飛

沫
（

ス
ラ

グ
）

が
、

木
製

の
台

木
部

分
に

入
り

込
み

、
台

木
の

一
部

を
焼

失
し

た
。

 
１

万
円

未
満

0
0

4
2
0

火
災

平
成

2
1
年

7
月

1
8
日

土
1
2
時

3
3
分

市
原

市
脂

肪
酸

タ
ン

ク
の

開
放

点
検

作
業

中
に

、
タ

ン
ク

内
底

部
に

た
ま

っ
て

い
た

脂
肪

酸
ピ

ッ
チ

が
自

動
酸

化
と

蓄
熱

に
よ

り
発

火
し

火
災

と
な

っ
た

。
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0

0
0

4
2
1

火
災

平
成

2
1
年

8
月

5
日

水
8
時

3
3
分

市
原

市
配

管
ラ

ッ
ク

上
の

３
イ

ン
チ

配
管

に
係

る
弁

の
グ

ラ
ン

ド
部

分
が

緩
み

、
可

燃
性

ガ
ス

が
漏

え
い

し
、

静
電

気
に

よ
り

着
火

し
た

が
、

駆
け

つ
け

た
自

衛
防

災
隊

が
消

火
器

を
用

い
て

消
火

し
た

。
 
１

万
円

未
満

0
0

4
2
2

漏
洩

平
成

2
1
年

8
月

8
日

土
9
時

0
1
分

市
原

市
桟

橋
に

て
出

荷
作

業
中

の
船

舶
に

お
い

て
、

ハ
ッ

チ
の

切
り

替
え

作
業

を
行

っ
た

が
、

積
み

込
み

済
み

ハ
ッ

チ
の

弁
が

閉
ま

り
き

っ
て

お
ら

ず
、

オ
ー

バ
ー

フ
ロ

ー
し

、
そ

の
う

ち
約

５
リ

ッ
ト

ル
の

油
が

海
上

に
流

出
し

た
。

 
１

万
円

未
満

0
0

4
2
3

漏
洩

平
成

2
1
年

8
月

1
6
日

日
1
5
時

0
0
分

市
原

市
脱

炭
酸

塔
の

フ
ィ

ル
タ

ー
バ

イ
パ

ス
弁

を
微

開
に

し
て

運
転

し
て

い
た

と
こ

ろ
、

当
該

弁
内

部
で

キ
ャ

ビ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
エ

ロ
ー

ジ
ョ

ン
コ

ロ
ー

ジ
ョ

ン
が

発
生

し
、

極
端

な
腐

食
減

肉
に

よ
り

、
弁

側
面

が
開

口
し

て
内

部
流

体
の

炭
酸

カ
リ

ウ
ム

水
溶

液
が

漏
え

い
し

た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
3
5

0
0

4
2
4

漏
洩

平
成

2
1
年

8
月

2
7
日

木
7
時

0
0
分

市
原

市
原

油
入

荷
完

了
後

の
検

尺
時

に
お

い
て

、
浮

き
屋

根
式

屋
外

タ
ン

ク
の

屋
根

部
か

ら
原

油
が

に
じ

み
出

て
て

い
る

の
を

作
業

員
が

発
見

し
た

。
接

着
剤

補
修

に
よ

り
、

一
時

的
に

漏
え

い
を

止
め

た
。

 
１

万
円

未
満

0
0

4
2
5

火
災

平
成

2
1
年

8
月

2
8
日

金
2
0
時

1
0
分

君
津

市
溶

鉱
炉

の
羽

口
が

異
常

な
内

圧
に

よ
り

は
ず

れ
、

約
１

，
１

０
０

℃
に

加
熱

さ
れ

た
コ

ー
ク

ス
が

噴
出

し
、

周
囲

の
可

燃
物

等
に

着
火

し
て

火
災

と
な

っ
た

。
 
 
 
2
1
1
,
3
4
0

0
0

4
2
6

火
災

平
成

2
1
年

9
月

2
4
日

木
1
4
時

3
8
分

市
原

市
精

留
塔

に
係

る
循

環
ポ

ン
プ

の
メ

カ
ニ

カ
ル

シ
ー

ル
部

分
か

ら
油

が
漏

え
い

引
火

し
、

漏
え

い
し

た
油

約
３

０
０

ｍ
ｌ

を
焼

失
し

た
。

 
 
 
 
 
 
 
3
0
2

0
0

4
2
7

漏
洩

平
成

2
1
年

1
0
月

3
1
日

土
1
3
時

0
5
分

市
原

市
製

造
装

置
の

立
ち

上
げ

作
業

中
、

装
置

系
内

の
置

換
廃

油
を

廃
油

タ
ン

ク
に

回
収

し
て

い
た

と
こ

ろ
、

移
送

配
管

の
一

部
が

破
損

し
、

約
９

０
０

リ
ッ

ト
ル

の
廃

油
が

漏
え

い
し

た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

0
0

4
2
8

漏
洩

平
成

2
1
年

1
1
月

1
日

日
9
時

1
0
分

市
原

市
重

油
の

荷
揚

げ
切

り
替

え
作

業
中

、
弁

の
閉

め
忘

れ
に

よ
り

、
重

油
が

荷
揚

げ
船

に
逆

流
し

、
船

内
タ

ン
ク

か
ら

オ
ー

バ
ー

フ
ロ

ー
し

て
、

甲
板

上
に

重
油

が
流

出
、

一
部

海
上

に
も

流
出

し
た

。
 
1
万

円
未

満
0

0

4
2
9

火
災

平
成

2
1
年

1
2
月

2
8
日

月
1
6
時

2
8
分

千
葉

市
溶

鉱
炉

内
に

熱
風

を
送

る
ブ

ロ
ー

配
管

が
破

損
し

、
溶

鉱
炉

内
の

燃
焼

し
た

コ
ー

ク
ス

が
約

６
８

０
立

方
メ

ー
ト

ル
噴

出
し

た
。

噴
出

し
た

コ
ー

ク
ス

に
よ

り
、

建
物

２
，

２
９

１
平

方
メ

ー
ト

ル
、

重
機

３
台

、
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
粉

２
０

０
立

方
メ

ー
ト

ル
を

焼
失

し
た

。
 
 
 
 
3
2
,
4
0
0

0
0

4
3
0

漏
洩

平
成

2
2
年

1
月

2
0
日

水
1
3
時

3
0
分

市
原

市
配

管
の

外
面

腐
食

検
査

の
準

備
の

た
め

、
配

管
サ

ポ
ー

ト
部

に
取

り
付

け
ら

れ
て

い
る

ス
テ

ン
レ

ス
バ

ン
ド

を
剥

が
し

、
配

管
の

表
面

を
研

磨
し

た
と

こ
ろ

、
約

１
０

リ
ッ

ト
ル

の
ナ

フ
サ

留
分

が
漏

洩
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
3
1

火
災

平
成

2
2
年

1
月

2
4
日

日
0
時

2
9
分

市
原

市
押

出
機

の
切

り
替

え
作

業
時

に
、

手
動

運
転

に
よ

っ
て

操
作

し
た

た
め

、
定

常
よ

り
内

圧
が

高
く

な
り

、
ま

た
、

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
減

圧
制

御
も

働
か

ず
、

シ
リ

ン
ダ

ー
の

フ
ラ

ン
ジ

部
よ

り
高

温
の

溶
剤

が
少

量
漏

れ
発

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
3
2

漏
洩

平
成

2
2
年

1
月

2
4
日

日
1
6
時

5
0
分

市
原

市
屋

外
タ

ン
ク

の
底

板
部

に
亀

裂
が

あ
り

、
貯

蔵
し

て
い

る
油

が
基

礎
部

（
犬

走
り

）
数

カ
所

か
ら

に
じ

み
出

た
。

7
7
万

円
0

0

4
3
3

漏
洩

平
成

2
2
年

1
月

2
5
日

月
1
1
時

0
0
分

市
原

市
製

品
貯

蔵
タ

ン
ク

の
サ

ン
プ

リ
ン

グ
の

た
め

、
ポ

ン
プ

を
起

動
さ

せ
た

と
こ

ろ
、

ロ
ー

リ
ー

出
荷

設
備

に
行

く
配

管
よ

り
発

煙
硫

酸
が

約
２

～
３

リ
ッ

ト
ル

漏
洩

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
3
4

漏
洩

平
成

2
2
年

2
月

2
3
日

火
1
時

0
2
分

市
原

市
塩

酸
調

合
槽

か
ら

製
造

設
備

の
工

程
タ

ン
ク

へ
塩

酸
を

移
送

中
、

塩
ビ

配
管

が
破

損
し

て
希

塩
酸

が
約

２
～

３
㎥

漏
洩

し
、

そ
の

一
部

が
雨

水
溝

を
通

っ
て

海
上

に
流

出
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

- 46 -



番
号

種
別

発
生

場
所

概
　

　
要

 
損

害
額

(
万

円
)

死 者

負 傷 者
発

生
日

時

4
3
5

火
災

平
成

2
2
年

3
月

8
日

月
2
2
時

2
9
分

市
原

市
熱

風
ダ

ク
ト

の
断

熱
材

点
検

補
修

時
に

、
断

熱
材

の
隙

間
に

充
て

ん
す

べ
き

ロ
ッ

ク
ウ

ー
ル

が
充

て
ん

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
熱

風
ダ

ク
ト

の
熱

に
よ

っ
て

断
熱

材
が

焼
損

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
3
6

火
災

平
成

2
2
年

4
月

1
2
日

月
2
3
時

5
0
分

市
原

市
電

気
室

内
に

あ
る

電
気

配
線

の
端

子
か

ら
出

火
し

施
設

の
一

部
を

焼
損

し
た

。
屋

内
に

進
入

し
た

消
防

署
員

が
消

火
器

で
消

火
し

た
。

1
,
0
0
0

0
0

4
3
7

火
災

平
成

2
2
年

4
月

1
4
日

水
4
時

4
3
分

市
原

市
加

熱
炉

下
部

の
バ

ー
ナ

ー
周

り
で

、
Ｃ

重
油

が
７

リ
ッ

ト
ル

程
度

漏
洩

し
、

バ
ー

ナ
ー

の
熱

に
よ

り
発

火
し

た
。

従
業

員
が

発
見

し
て

消
火

器
で

消
火

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
3
8

火
災

平
成

2
2
年

4
月

2
3
日

金
1
6
時

0
0
分

袖
ケ

浦
市

製
造

施
設

内
の

床
板

鋼
板

の
取

替
え

作
業

に
お

い
て

、
溶

接
の

火
花

が
防

炎
シ

ー
ト

上
の

可
燃

物
に

着
火

、
作

業
員

が
直

ち
に

消
火

器
で

消
火

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
3
9

漏
洩

平
成

2
2
年

5
月

1
4
日

金
1
6
時

5
0
分

君
津

市
可

燃
性

ガ
ス

（
一

酸
化

炭
素

を
２

０
％

含
む

）
配

管
の

架
台

及
び

デ
ッ

キ
の

塗
装

作
業

中
、

配
管

フ
ラ

ン
ジ

部
か

ら
ガ

ス
が

漏
洩

し
て

い
る

の
に

気
づ

か
ず

、
近

く
で

作
業

し
て

い
た

作
業

員
１

名
が

死
亡

し
た

。
1
万

円
未

満
1

0

4
4
0

火
災

平
成

2
2
年

5
月

2
5
日

火
2
時

0
0
分

市
原

市
電

源
室

の
分

電
盤

フ
ィ

ル
タ

ー
を

交
換

作
業

中
、

母
線

に
モ

ン
キ

ー
ス

パ
ナ

ー
が

接
触

し
て

ス
パ

ー
ク

し
、

作
業

員
1
名

が
火

傷
を

負
っ

た
。

ま
た

、
ス

パ
ー

ク
に

よ
り

分
電

盤
内

の
一

部
を

焼
損

し
た

。
1
0
0

0
1

4
4
1

火
災

平
成

2
2
年

6
月

1
日

火
1
0
時

1
8
分

袖
ケ

浦
市

焼
却

炉
に

汚
泥

を
搬

送
す

る
コ

ン
ベ

ア
内

に
可

燃
性

ガ
ス

が
滞

留
し

て
い

た
た

め
、

焼
却

炉
の

逆
火

に
よ

っ
て

引
火

し
、

コ
ン

ベ
ア

入
口

付
近

の
廃

棄
物

が
燃

焼
し

た
。

火
災

を
発

見
し

た
従

業
員

が
直

ち
に

消
火

器
で

消
火

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
4
2

火
災

平
成

2
2
年

6
月

1
日

火
1
9
時

4
8
分

袖
ケ

浦
市

油
を

分
留

す
る

装
置

の
急

激
な

液
面

上
昇

に
よ

り
、

ス
チ

ー
ム

を
吹

き
込

む
入

口
弁

に
油

が
流

れ
込

み
、

グ
ラ

ン
ド

部
（

シ
ー

ル
部

）
か

ら
、

少
量

の
油

が
漏

洩
し

、
系

内
の

熱
に

よ
っ

て
発

火
し

た
。

従
業

員
が

消
火

準
備

を
行

っ
て

い
る

間
に

自
然

に
鎮

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
4
3

漏
洩

平
成

2
2
年

6
月

1
5
日

火
9
時

5
0
分

市
原

市
製

造
施

設
の

ス
タ

ー
ト

ア
ッ

プ
中

、
熱

交
換

器
の

ボ
ル

ト
増

し
締

め
作

業
を

行
っ

て
い

た
と

こ
ろ

、
熱

交
換

器
本

体
が

割
れ

、
高

温
の

塩
酸

が
飛

散
し

、
近

く
で

作
業

し
て

い
た

作
業

員
８

名
が

死
傷

し
た

。
（

当
該

熱
交

換
器

は
、

今
回

の
定

期
補

修
で

交
換

し
た

ば
か

り
の

も
の

で
あ

っ
た

。
）

1
,
8
0
0

2
6

4
4
4

火
災

平
成

2
2
年

7
月

5
日

月
8
時

1
8
分

市
原

市
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

排
煙

脱
硝

装
置

に
係

る
蒸

気
配

管
に

蒸
気

漏
れ

が
あ

り
、

ウ
エ

ス
を

巻
い

て
仮

処
置

し
て

い
た

と
こ

ろ
、

仮
処

置
し

て
い

た
こ

と
を

忘
れ

て
、

当
該

装
置

を
可

動
さ

せ
た

た
め

に
ウ

エ
ス

に
排

ガ
ス

の
熱

が
伝

わ
り

着
火

し
た

。
発

見
し

た
従

業
員

が
直

ち
に

水
バ

ケ
ツ

に
よ

り
消

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
4
5

漏
洩

平
成

2
2
年

7
月

1
1
日

日
1
5
時

3
3
分

市
原

市
屋

外
タ

ン
ク

か
ら

製
造

装
置

へ
原

料
油

を
移

送
中

、
タ

ン
ク

上
部

の
側

板
か

ら
油

が
に

じ
み

出
て

い
る

の
を

巡
回

点
検

中
の

従
業

員
が

発
見

し
た

。
タ

ン
ク

液
面

を
下

げ
て

漏
洩

を
止

め
、

漏
洩

し
た

油
を

回
収

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
4
6

漏
洩

平
成

2
2
年

7
月

1
2
日

月
8
時

2
0
分

市
原

市
製

造
装

置
か

ら
屋

外
タ

ン
ク

へ
油

を
移

送
中

、
移

送
配

管
か

ら
分

岐
し

た
付

属
配

管
（

現
在

使
用

し
て

い
な

い
配

管
）

か
ら

油
が

約
８

６
リ

ッ
ト

ル
漏

洩
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
4
7

火
災

平
成

2
2
年

7
月

2
2
日

木
1
5
時

5
7
分

市
原

市
協

力
会

社
の

事
務

棟
に

送
電

す
る

屋
外

変
電

設
備

の
低

圧
電

灯
動

力
盤

内
の

変
圧

器
か

ら
出

火
し

た
。

8
8

0
0

4
4
8

漏
洩

平
成

2
2
年

7
月

2
7
日

火
1
0
時

3
3
分

袖
ケ

浦
市

給
水

ポ
ン

プ
の

軸
受

け
冷

却
用

油
ポ

ン
プ

の
吐

出
配

管
フ

ラ
ン

ジ
付

近
か

ら
潤

滑
油

が
約

６
０

リ
ッ

ト
ル

漏
洩

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
4
9

爆
発

平
成

2
2
年

8
月

3
日

火
1
5
時

3
5
分

市
原

市
廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
制

御
盤

用
冷

却
エ

ア
コ

ン
の

コ
ン

セ
ン

ト
が

抜
け

て
い

た
た

め
に

、
制

御
盤

の
温

度
が

上
昇

し
、

廃
ガ

ス
の

送
風

フ
ァ

ン
が

自
動

停
止

し
た

が
、

熱
風

炉
に

入
る

ブ
タ

ン
ガ

ス
は

停
止

し
な

か
っ

た
た

め
に

、
ブ

タ
ン

ガ
ス

が
炉

内
に

蓄
積

し
爆

発
し

た
。

3
8
8

0
0

4
5
0

火
災

平
成

2
2
年

8
月

3
1
日

火
1
0
時

1
0
分

袖
ケ

浦
市

焼
却

炉
に

廃
棄

物
ダ

ス
ト

を
供

給
す

る
コ

ン
ベ

ア
内

に
高

濃
度

の
ダ

ス
ト

粉
塵

が
滞

留
し

て
い

た
た

め
、

焼
却

炉
の

逆
火

に
よ

っ
て

引
火

し
、

前
処

理
ピ

ッ
ト

付
近

の
廃

棄
物

ま
で

延
焼

し
た

。
1
万

円
未

満
0

0

4
5
1

漏
洩

平
成

2
2
年

9
月

3
0
日

木
2
3
時

3
0
分

君
津

市
熱

風
炉

へ
空

気
を

送
風

す
る

た
め

の
エ

ア
ー

配
管

に
係

る
伸

縮
管

の
取

替
え

作
業

を
作

業
員

８
名

で
実

施
し

て
い

た
と

こ
ろ

、
配

管
内

で
作

業
し

て
い

た
作

業
員

１
名

が
倒

れ
緊

急
搬

送
さ

れ
た

。
1
万

円
未

満
0

1

4
5
2

火
災

平
成

2
2
年

1
0
月

1
9
日

火
1
6
時

1
0
分

袖
ケ

浦
市

通
常

の
工

程
と

は
異

な
る

や
り

方
で

、
ト

ル
エ

ン
を

含
む

製
造

途
中

の
製

品
を

ド
ラ

ム
缶

に
回

収
し

て
い

た
と

こ
ろ

、
ド

ラ
ム

缶
内

部
か

ら
発

火
し

、
作

業
を

し
て

い
た

従
業

員
が

顔
に

火
傷

を
負

っ
た

。
1
2
4

0
1

4
5
3

火
災

平
成

2
2
年

1
0
月

2
7
日

水
2
0
時

0
0
分

市
原

市
樹

脂
用

熱
風

乾
燥

器
に

新
品

ト
レ

イ
を

入
れ

、
焼

き
な

ら
し

作
業

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

作
業

終
了

後
の

排
気

フ
ァ

ン
の

起
動

を
怠

っ
た

た
め

に
、

高
温

の
空

気
が

吸
気

口
へ

逆
流

し
、

吸
気

口
の

木
枠

及
び

フ
ィ

ル
タ

ー
を

焼
損

し
た

。
2
5

0
0

4
5
4

そ
の

他
平

成
2
2
年

1
1
月

2
日

火
1
2
時

1
6
分

袖
ケ

浦
市

工
業

用
水

を
ア

ン
モ

ニ
ア

希
釈

槽
に

張
り

込
ん

で
い

た
と

こ
ろ

、
作

業
員

が
休

憩
の

た
め

現
場

を
離

れ
て

い
る

最
中

に
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

し
、

排
水

路
を

介
し

て
、

約
0
.
2
%
の

ア
ン

モ
ニ

ア
水

が
海

へ
約

６
６

０
リ

ッ
ト

ル
流

出
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
5
5

火
災

平
成

2
2
年

1
1
月

1
6
日

火
2
1
時

3
0
分

市
原

市
製

造
施

設
を

巡
回

点
検

し
て

い
た

従
業

員
が

異
臭

を
感

じ
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
工

事
関

係
者

の
仮

設
建

屋
か

ら
出

火
し

て
い

る
の

を
発

見
し

た
。

直
ち

に
消

火
活

動
を

行
う

と
と

も
に

消
防

機
関

に
通

報
し

た
。

3
,
6
0
0

0
0
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番
号

種
別

発
生

場
所

概
　

　
要

 
損

害
額

(
万

円
)

死 者

負 傷 者
発

生
日

時

4
5
6

漏
洩

平
成

2
2
年

1
1
月

2
1
日

日
1
2
時

0
3
分

袖
ケ

浦
市

引
火

性
液

体
中

の
不

純
物

を
取

り
除

く
た

め
の

吸
収

塔
に

お
い

て
、

塔
内

の
活

性
白

土
を

交
換

す
る

た
め

、
液

抜
き

作
業

を
行

っ
て

い
た

と
こ

ろ
、

仮
設

の
ホ

ー
ス

が
破

損
し

、
約

1
4
0
℃

の
危

険
物

が
霧

状
に

漏
洩

し
た

。
近

く
で

作
業

し
て

い
た

作
業

員
の

目
に

入
り

負
傷

し
た

。
1
万

円
未

満
0

1

4
5
7

火
災

平
成

2
2
年

1
1
月

2
1
日

日
2
2
時

0
0
分

市
原

市
製

造
施

設
内

の
可

燃
性

ガ
ス

配
管

に
数

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

程
度

の
開

口
部

が
生

じ
、

ガ
ス

が
漏

洩
し

て
着

火
し

て
い

る
の

を
巡

回
点

検
中

の
従

業
員

が
発

見
し

た
。

関
係

機
関

に
通

報
す

る
と

と
も

に
、

ガ
ス

供
給

の
元

弁
を

閉
め

て
消

火
し

た
。

1
万

円
未

満
0

0

4
5
8

火
災

平
成

2
2
年

1
1
月

2
2
日

月
0
時

2
5
分

市
原

市
計

器
盤

に
圧

力
異

常
の

警
報

が
入

り
、

当
直

勤
務

者
が

室
内

の
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

を
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
モ

ー
タ

ー
部

か
ら

出
火

し
て

い
る

の
を

発
見

し
、

直
ち

に
消

火
器

で
消

火
し

た
。

2
8

0
0

4
5
9

火
災

平
成

2
2
年

1
1
月

2
5
日

木
1
5
時

0
0
分

千
葉

市
水

処
理

施
設

の
ク

ー
リ

ン
グ

タ
ワ

ー
（

高
さ

１
６

メ
ー

ト
ル

、
直

径
５

メ
ー

ト
ル

の
円

筒
形

設
備

）
補

修
工

事
中

に
火

災
が

発
生

し
、

冷
却

フ
ァ

ン
、

フ
ァ

ン
ス

タ
ッ

ク
及

び
内

部
充

填
材

が
焼

損
し

た
。

火
災

発
生

時
、

作
業

員
全

員
が

休
憩

中
で

あ
っ

た
。

4
,
7
0
0

0
0

4
6
0

火
災

平
成

2
2
年

1
2
月

4
日

土
1
3
時

0
5
分

千
葉

市
残

渣
物

等
野

外
集

積
場

に
集

積
さ

れ
た

製
造

過
程

の
残

渣
物

及
び

脱
臭

設
備

の
配

管
内

を
清

掃
し

た
際

に
回

収
し

た
廃

棄
物

（
硫

化
鉄

と
硫

黄
の

混
合

物
）

約
２

０
㎥

か
ら

出
火

し
た

。
調

査
中

0
0

- 48 -



７
　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
の
特
定
事
業
所
一
覧

対
象

石
　
油

高
圧
ガ
ス

(貯
蔵
取
扱
)
(処
理
量
）

合
同
事
業
所
名
（
従
た
る
事
業
所
）

千
K
L

万
N
m
3

1
東
洋
合
成
工
業
(株
)高
浜
油
槽
所

市
川
市
高
浜
町
７

2
7
2
-
0
1
2
5
石
油

物
流
業
務
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
7
-
3
9
5
-
2
1
5
1

0
4
7
-
3
9
6
-
7
0
4
9

5
5
.0

ケ
ミ
カ
ル
タ
ン
ク

2
Ｊ
Ｘ
日
鉱
日
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
(株
)市
川
油
槽
所

市
川
市
本
行
徳
2
5
5
4
-
１

2
7
2
-
0
1
0
3
石
油

0
4
7
-
3
9
6
-
3
1
3
1

0
4
7
-
3
9
6
-
3
1
3
8

1
5
3
.1

油
槽
所

3
(株
)市
川
ア
ス
ト
モ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

市
川
市
高
谷
新
町
６
-
２

2
7
2
-
0
0
1
1
高
圧
ガ
ス
保
安
部

0
4
7
-
3
2
8
-
1
4
3
1

0
4
7
-
3
2
8
-
4
5
3
8

6
3
0
.8
ガ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

丸
善
(株
)京
葉
油
槽
所

　
京
葉
物
流
(株
)

5
日
本
サ
ン
石
油
(株
)市
川
工
場

市
川
市
二
俣
新
町
2
0

2
7
2
-
0
0
0
2
石
油

市
川
工
場
P
.A
.

0
4
7
-
3
2
8
-
1
2
6
1

0
4
7
-
3
2
8
-
8
8
6
3

1
4
.8

潤
滑
油
製
造
業

船
橋

6
Ｊ
Ｘ
日
鉱
日
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
株
）
船
橋
油
槽
所

※
　
平
成
２
３
年
７
月
２
５
日
付
け
で
廃
止

船
橋
市
西
浦
２
-
1
7
-
１

2
7
3
-
0
0
1
7
石
油

0
4
7
-
4
3
1
-
1
8
8
3

0
4
7
-
4
3
4
-
7
6
7
7

2
4
.9

石
油
卸
売
業

２ 種
市
川

7
東
洋
合
成
工
業
㈱
市
川
工
場

市
川
市
上
妙
典
1
6
0
3

2
7
2
-
0
0
1
2

用
役
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
7
-
3
2
7
-
2
1
2
1

0
4
7
-
3
2
7
-
8
0
6
7

5
.6

0
.0
脂
肪
族
系
中
間
物
製

造
業

1
エ
ヌ
ア
イ
ケ
ミ
カ
ル
(株
)千
葉
事
業
所

千
葉
市
美
浜
区
新
港
2
3
1

2
6
1
-
0
0
0
2
石
油

業
務
課

0
4
3
-
2
4
2
-
6
4
7
1

0
4
3
-
2
4
6
-
9
3
0
6

3
6
.6

ケ
ミ
カ
ル
タ
ン
ク
・
倉
庫

2
丸
紅
エ
ネ
ッ
ク
ス
(株
)千
葉
タ
ー
ミ
ナ
ル

千
葉
市
美
浜
区
新
港
2
3
5

2
6
1
-
0
0
0
2
レ
イ
ア
ウ
ト
技
術
課

0
4
3
-
2
4
6
-
7
2
3
9

0
4
3
-
2
4
6
-
1
8
2
7

3
0
1
.0

8
0
7
.2
石
油
卸
売
業
・
ガ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル

3
J
F
E
ケ
ミ
カ
ル
(株
)東
日
本
製
造
所
千
葉
工
場

千
葉
市
中
央
区
川
崎
町
１

2
6
0
-
0
8
3
5
石
油

安
全
防
災
担
当

0
4
3
-
2
6
2
-
2
9
3
9

0
4
3
-
2
6
2
-
2
0
7
7

4
3
.5

コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
造
業

4
J
F
E
ス
チ
ー
ル
(株
)東
日
本
製
鉄
所
千
葉
地
区

千
葉
市
中
央
区
川
崎
町
１

2
6
0
-
0
8
3
5
レ
イ
ア
ウ
ト
千
葉
環
境
・
防
災
室

0
4
3
-
2
6
2
-
2
3
4
5

0
4
3
-
2
6
2
-
2
7
5
6

1
.3

2
0
9
7
.8
高
炉
に
よ
る
製
鉄
業

5
J
F
E
ケ
ミ
カ
ル
(株
)東
日
本
製
造
所
千
葉
工
場
生

浜
分
工
場

千
葉
市
中
央
区
新
浜
町
５

2
6
0
-
0
8
2
6
レ
イ
ア
ウ
ト
安
全
防
災
担
当

0
4
3
-
2
6
2
-
2
9
3
9

0
4
3
-
2
6
2
-
2
0
7
7

2
6
.6

1
9
3
.5
コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
造
業

6
テ
ィ
ー
・
エ
ム
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
(株
)市
原
事
業
所

市
原
市
八
幡
海
岸
通
7
4
-
１

2
9
0
-
0
0
6
7
石
油

技
術
課

0
4
3
6
-
4
1
-
8
7
3
0

0
4
3
6
-
4
1
-
5
7
2
4

2
1
.8

油
槽
所

Ｄ
ＩＣ
(株
)千
葉
工
場

　
星
光
ピ
ー
・
エ
ム
・
シ
ー
(株
)千
葉
工
場

　
Ｄ
ＩＣ
ラ
イ
フ
テ
ッ
ク
(株
)千
葉
事
業
所

　
Ｄ
ＩＣ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
(株
)千
葉
工
場

　
日
立
物
流
フ
ァ
イ
ン
ネ
ク
ス
ト
(株
)千
葉
営
業
所

8
旭
硝
子
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
五
井
海
岸
1
0

2
9
0
-
8
5
6
6
レ
イ
ア
ウ
ト
環
境
安
全
部

0
4
3
6
-
2
3
-
3
1
5
0

0
4
3
6
-
2
3
-
3
1
8
7

1
8
.0

8
1
4
.9
ソ
ー
ダ
工
業
塩
素
フ
ッ

素
樹
脂
等
額
製
品
製

造

9
(株
)千
葉
サ
ン
ソ
セ
ン
タ
ー
五
井
工
場

市
原
市
五
井
海
岸
５
-
２

2
9
0
-
0
0
5
8
レ
イ
ア
ウ
ト
製
造
課

0
4
3
6
-
2
2
-
0
1
6
5

0
4
3
6
-
2
2
-
5
7
8
4

0
.1

5
6
6
.1
圧
縮
ガ
ス
・
液
化
ガ
ス

製
造
業

J
N
C
石
油
化
学
㈱
市
原
製
造
所

　
日
本
ポ
リ
プ
ロ
(株
)五
井
工
場

　
五
井
コ
ー
ス
ト
エ
ナ
ジ
ー
(株
)

種 類 １ 種 事 業 所

京 葉 臨 海 中 部 地 区
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１ 種 事 業 所

京 葉 臨 海 北 部 地 区地 区

千 葉

7

1
0

市 原

4

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

2
4
2
.3

2
9
3
3
.3
石
油
化
学
系
基
礎
製

品
製
造
業

0
4
3
6
-
2
1
-
6
6
0
9

4
3
.2

レ
イ
ア
ウ
ト

2
9
0
-
8
5
5
1
レ
イ
ア
ウ
ト

2
9
0
-
8
5
8
5

0
4
3
6
-
4
1
-
4
1
1
5

0
4
3
6
-
4
3
-
1
0
5
9

環
境
安
全
品
質
部

0
4
3
6
-
2
3
-
1
1
3
3

環
境
安
全
品
質
部

市
原
市
八
幡
海
岸
通
1
2

市
川
市
二
俣
新
町
1
9

市
原
市
五
井
海
岸
５
-
１

業
務
部

事
業
概
要

2
7
2
-
0
0
0
2
石
油

ケ
ミ
カ
ル
タ
ン
ク
・
倉
庫

Ｆ
Ａ
Ｘ
平
日

電
話
平
日

担
当
部

2
3
.4

0
4
7
-
3
2
8
-
1
4
7
4

市 川

郵
便
番
号

事
業
所
名

市
区
分

所
在
地

0
4
7
-
3
2
8
-
8
8
4
5

2
9
.4



対
象

石
　
油

高
圧
ガ
ス

(貯
蔵
取
扱
)
(処
理
量
）

合
同
事
業
所
名
（
従
た
る
事
業
所
）

千
K
L

万
N
m
3

種 類
地 区

事
業
概
要

Ｆ
Ａ
Ｘ
平
日

電
話
平
日

担
当
部

郵
便
番
号

事
業
所
名

市
区
分

所
在
地

コ
ス
モ
石
油
(株
)千
葉
製
油
所

　
丸
善
石
油
化
学
(株
)千
葉
工
場

電
気
化
学
工
業
(株
)千
葉
工
場

　
デ
ン
カ
ポ
リ
マ
ー
(株
)五
井
工
場

　
デ
ン
カ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
(株
)千
葉
事
業
所

　
東
洋
ス
チ
レ
ン
(株
)五
井
工
場

　
千
葉
ス
チ
レ
ン
モ
ノ
マ
ー
(有
)

　
大
洋
塩
ビ
(株
)千
葉
工
場

丸
善
石
油
化
学
(株
)千
葉
工
場

　
コ
ス
モ
石
油
ル
ブ
リ
カ
ン
ツ
(株
)千
葉
工
場

　
コ
ス
モ
石
油
(株
)千
葉
製
油
所

日
本
曹
達
(株
)千
葉
工
場

　
千
葉
ポ
リ
オ
ー
ル
(株
)千
葉
工
場

　
三
和
倉
庫
(株
)千
葉
事
業
所

　
日
本
曹
達
(株
)研
究
開
発
本
部
千
葉
研
究
所

協
和
発
酵
ケ
ミ
カ
ル
(株
)千
葉
工
場

　
京
葉
モ
ノ
マ
ー
(株
)

　
丸
善
石
油
化
学
(株
)千
葉
工
場
甲
子
地
区

　
(株
)ジ
ェ
イ
・
プ
ラ
ス

宇
部
興
産
(株
)千
葉
石
油
化
学
工
場

　
宇
部
丸
善
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
(株
)

極
東
石
油
工
業
(株
)千
葉
製
油
所

　
三
井
石
油
(株
)L
P
G
輸
入
基
地

　
エ
ア
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
炭
酸
(株
)

J
S
R
(株
)千
葉
工
場

　
東
部
ブ
タ
ジ
エ
ン
(株
)

三
井
化
学
(株
)市
原
工
場

　
三
井
・
デ
ュ
ポ
ン
ケ
ミ
カ
ル
(株
)千
葉
工
場

　
日
本
ア
ル
キ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
(株
)

　
三
井
・
デ
ュ
ポ
ン
フ
ロ
ロ
ケ
ミ
カ
ル
(株
)

　
日
本
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
製
造
(株
)

　
千
葉
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
株
)

　
日
本
エ
ボ
リ
ュ
ー
(株
)

　
(株
)プ
ラ
イ
ム
ポ
リ
マ
ー
市
原
工
場

　
東
電
工
業
(株
)
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１ 種 事 業 所

京 葉 臨 海 中 部 地 区

1
1

1
4

1
2

1
3

安
全
･環
境
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
3
6
-
2
3
-
9
1
2
9

8
4
.0

0
4
3
6
-
2
5
-
3
1
2
9

3
0
5
0
.8

0
4
3
6
-
6
2
-
6
9
2
8

3
9
9
.2

0
4
3
6
-
2
3
-
9
4
4
0

3
0
8
7
.6

0
4
3
6
-
2
3
-
2
0
7
0

0
4
3
6
-
2
2
-
5
4
9
1

石
油
化
学
系
基
礎
製

品
製
造
業


2
4
7
2
7
.3
石
油
精
製
業

3
0
2
5
.7
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

合
成
ゴ
ム
製
造
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

0
4
3
6
-
2
2
-
2
0
6
5

1
7
0
6
.9

3
7
0
1
6
.8

0
4
3
6
-
6
2
-
4
4
4
1

9
.7

市 原
1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

市
原
市
千
種
海
岸
３

市
原
市
千
種
海
岸
１

2
9
9
-
0
1
0
8

2
9
9
-
0
1
0
8

0
4
3
6
-
2
6
-
3
3
0
9

0
4
3
6
-
6
2
-
3
2
2
3

レ
イ
ア
ウ
ト

環
境
安
全
・
品
質
保
証

グ
ル
ー
プ
　
安
全
チ
ー

ム

0
4
3
6
-
2
3
-
9
1
3
3

環
境
保
安
課

レ
イ
ア
ウ
ト

0
4
3
6
-
2
3
-
2
0
1
2

安
全
環
境
室

0
4
3
6
-
2
3
-
4
1
1
6

0
4
3
6
-
2
5
-
3
1
6
1

0
4
3
6
-
2
6
-
3
2
1
1

環
境
保
安
・
技
術
部

環
境
保
安
課

レ
イ
ア
ウ
ト
Ｒ
Ｃ
推
進
チ
ー
ム

レ
イ
ア
ウ
ト

安
全
課

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

1
1
3
.7

1
1
2
5
.5

4
2
1
3
2
.7

製
油
所

2
1
5
5
.3

2
3
0
5
9
.0

6
.0

2
9
0
-
8
5
3
0

環
境
安
全
部

レ
イ
ア
ウ
ト

2
9
0
-
8
5
6
0

2
9
0
-
8
5
5
0
レ
イ
ア
ウ
ト

レ
イ
ア
ウ
ト

2
9
9
-
0
1
0
8

石
油
化
学
系
基
礎
製

品
製
造
業

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
1
－
１

市
原
市
五
井
南
海
岸
８
-
１

市
原
市
五
井
海
岸
２

市
原
市
五
井
南
海
岸
３

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
2
-
８

市
原
市
五
井
南
海
岸
６

2
9
0
-
8
5
5
8
レ
イ
ア
ウ
ト

2
9
0
-
8
5
8
8

2
9
0
-
8
5
0
3
レ
イ
ア
ウ
ト

0
4
3
6
-
2
3
-
5
1
1
6

市
原
市
千
種
海
岸
５

0
4
3
6
-
6
2
-
4
1
6
3

2
1
.8

2
3
4
.1

0
4
3
6
-
2
3
-
9
4
2
4

3
5
7
0
.0



対
象

石
　
油

高
圧
ガ
ス

(貯
蔵
取
扱
)
(処
理
量
）

合
同
事
業
所
名
（
従
た
る
事
業
所
）

千
K
L

万
N
m
3

種 類
地 区

事
業
概
要

Ｆ
Ａ
Ｘ
平
日

電
話
平
日

担
当
部

郵
便
番
号

事
業
所
名

市
区
分

所
在
地

出
光
興
産
(株
)千
葉
工
場

　
P
S
ジ
ャ
パ
ン
(株
)市
原
工
場

　
(株
)プ
ラ
イ
ム
ポ
リ
マ
ー
姉
崎
工
場

出
光
興
産
(株
)千
葉
製
油
所

　
出
光
興
産
(株
)千
葉
工
場
エ
チ
レ
ン
製
造
装
置

　
B
A
S
F
出
光
(株
)千
葉
工
場

2
2
東
京
電
力
(株
)東
火
力
事
業
所
姉
崎
火
力
発
電
所
市
原
市
姉
崎
海
岸
３

2
9
9
-
0
1
0
7
石
油

環
境
保
安
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
3
6
-
7
7
-
6
6
3
8

0
4
3
6
-
6
1
-
9
6
1
4

2
7
4
.9

発
電
所

2
3
住
友
化
学
(株
)千
葉
工
場
姉
崎
地
区

市
原
市
姉
崎
海
岸
５
-
１

2
9
9
-
0
1
9
5
レ
イ
ア
ウ
ト
第
一
環
境
保
安
課

0
4
3
6
-
6
1
-
1
3
1
9

0
4
3
6
-
6
1
-
2
2
0
0

6
4
.1
1
4
0
1
0
.0
石
油
化
学
系
基
礎
製

品
製
造
業

住
友
化
学
(株
)千
葉
工
場
袖
ケ
浦
地
区

　
日
本
ア
ン
モ
ニ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
(株
)

　
日
本
オ
キ
シ
ラ
ン
(株
)千
葉
工
場

　
日
本
エ
イ
ア
ン
ド
エ
ル
(株
)

2
5
富
士
石
油
(株
)袖
ケ
浦
製
油
所

袖
ケ
浦
市
北
袖
１

2
9
9
-
0
2
6
6
レ
イ
ア
ウ
ト
安
全
課

0
4
3
8
-
6
3
-
7
0
1
4

0
4
3
8
-
6
3
-
0
0
8
3

3
2
7
4
.7
1
0
0
9
2
.7
石
油
精
製
業

2
6
Ｊ
Ｘ
日
鉱
日
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
(株
)袖
ケ
浦
事
業
所

袖
ケ
浦
市
北
袖
１

2
9
9
-
0
2
6
6
石
油

　
　
　
　
　
　

0
4
3
8
-
6
2
-
1
1
9
1

0
4
3
8
-
6
2
-
4
8
5
4

2
1
.5

潤
滑
油
製
造
業

2
7
(株
)千
葉
サ
ン
ソ
セ
ン
タ
ー
袖
ケ
浦
工
場

袖
ケ
浦
市
北
袖
1
7

2
9
9
-
0
2
6
6
レ
イ
ア
ウ
ト
製
造
課

0
4
3
8
-
6
2
-
0
1
6
1

0
4
3
8
-
6
3
-
5
8
0
7

0
.1

5
8
5
.3
圧
縮
ガ
ス
・
液
化
ガ
ス

製
造
業

2
8
富
士
石
油
(株
)中
袖
基
地

袖
ヶ
浦
市
中
袖
1
9

2
9
9
‐
0
2
6
7
石
油

安
全
課

0
4
3
8
-
6
3
-
7
0
1
4

0
4
3
8
-
6
3
-
0
0
8
3

7
2
4
.5

石
油
備
蓄
タ
ン
ク
等

2
9
東
京
酸
素
窒
素
(株
)

袖
ケ
浦
市
中
袖
１
-
１

2
9
9
-
0
2
6
7
高
圧
ガ
ス
管
理
部

0
4
3
8
-
6
2
-
9
3
6
2

0
4
3
8
-
6
3
-
1
6
2
3

5
8
7
.5
圧
縮
ガ
ス
・
液
化
ガ
ス

製
造
業

旭
化
成
ケ
ミ
カ
ル
ズ
(株
)川
崎
製
造
所
千
葉
工
場

　
P
S
ジ
ャ
パ
ン
(株
)千
葉
工
場

　
旭
化
成
ｲ
ｰ
ﾏ
ﾃ
ﾘ
ｱ
ﾙ
ｽ
ﾞ(
株
)光
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾊ
ﾞ・
光
学
製
品

　
部
製
造
・
開
発
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

　
(株
)中
袖
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
ﾊ
ﾟﾜ
ｰ
中
袖
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
ﾊ
ﾟﾜ
ｰ
発
電
所

　
旭
化
成
カ
ラ
ー
テ
ッ
ク
(株
)袖
ケ
浦
工
場

3
1
(株
)J
－
オ
イ
ル
ミ
ル
ズ
千
葉
工
場

千
葉
市
美
浜
区
新
港
2
3
0

2
6
1
-
0
0
0
2

総
務
安
全
環
境
課

0
4
3
-
2
4
1
-
1
2
5
1

0
4
3
-
2
4
8
-
0
1
6
2

0
.6

植
物
油
製
造
業

3
2
東
京
電
力
(株
)東
火
力
事
業
所
千
葉
火
力
発
電
所
千
葉
市
中
央
区
蘇
我
町
2
-
1
3
7
7
2
6
0
-
0
8
2
2

環
境
保
安
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
3
-
3
7
0
-
4
3
8
1

0
4
3
-
2
0
8
-
0
9
1
5

1
.1

5
.6
発
電
所

3
3
J
F
E
ス
チ
ー
ル
㈱
東
日
本
製
造
所
千
葉
地
区
生
浜

工
場

千
葉
市
中
央
区
川
崎
町
１

2
6
0
-
0
8
3
5

千
葉
環
境
・
防
災
室

0
4
3
-
2
6
2
-
2
3
4
5

0
4
3
-
2
6
2
-
2
7
5
6

1
.3

冷
間
圧
延
業

3
4
東
京
電
力
(株
)東
火
力
事
業
所
五
井
火
力
発
電
所
市
原
市
五
井
海
岸
１

2
9
0
-
0
0
5
8

環
境
保
安
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
3
6
-
7
7
-
6
9
9
9

0
4
3
6
-
2
4
-
4
5
0
2

0
.5

発
電
所

3
5
日
本
リ
フ
ァ
イ
ン
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
八
幡
海
岸
通
7
4
-
1
8
2
9
0
-
0
0
6
7

製
造
課

0
4
3
6
-
4
1
-
9
2
8
1

0
4
3
6
-
4
3
-
6
1
9
1

2
.5

石
油
製
品
・
石
炭
製
品

製
造
業

3
6
ラ
イ
オ
ン
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
八
幡
海
岸
通
7
4
-
1
3
2
9
0
-
0
0
6
7

工
場
管
理
グ
ル
ー
プ

0
4
3
6
-
4
3
-
8
1
5
1

0
4
3
6
‐
4
1
‐
7
0
4
3

2
.9

　
　
石
鹸
合
成
洗
剤
製
造

業

京 葉 臨 海 中 部 地 区
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市 原

２ 種 事 業 所１ 種 事 業 所

市 原 千 葉袖 ケ 浦

0
4
3
8
-
6
2
-
4
0
0
2

3
5
3
.7
1
4
5
8
6
.4

環
境
安
全
課

レ
イ
ア
ウ
ト
安
全
環
境
室

安
全
環
境
室

レ
イ
ア
ウ
ト

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

石
油
化
学
系
基
礎
製

品
製
造
業

0
4
3
8
-
6
2
-
6
1
2
5

0
4
3
8
-
6
2
-
6
2
0
5

1
8
.3

1
.7

0
4
3
8
-
6
3
-
1
2
1
2

第
二
環
境
保
安
課

0
4
3
6
-
6
0
-
1
9
0
0

2
9
9
-
0
1
9
3

市
原
市
姉
崎
海
岸
１
-
１

袖
ケ
浦
市
北
袖
９
-
１

0
4
3
6
-
6
0
-
1
8
0
1

袖
ケ
浦
市
中
袖
５
-
１

市
原
市
姉
崎
海
岸
２
-
１

2
9
9
-
0
2
9
7
レ
イ
ア
ウ
ト

2
9
9
-
0
1
9
2
レ
イ
ア
ウ
ト

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

石
油
精
製
業

3
4
0
0
5
.6

6
0
7
3
.9

2
0

3
0

2
1

2
4

2
9
9
-
0
2
9
5

1
7
2
.7

0
4
3
6
-
6
0
-
1
7
1
4

0
4
3
6
-
6
0
-
1
9
0
0

2
0
5
1
0
.5



対
象

石
　
油

高
圧
ガ
ス

(貯
蔵
取
扱
)
(処
理
量
）

合
同
事
業
所
名
（
従
た
る
事
業
所
）

千
K
L

万
N
m
3

種 類
地 区

事
業
概
要

Ｆ
Ａ
Ｘ
平
日

電
話
平
日

担
当
部

郵
便
番
号

事
業
所
名

市
区
分

所
在
地

古
河
電
気
工
業
(株
)千
葉
事
業
所

　
(株
)ビ
ス
キ
ャ
ス
市
原
工
場

　
理
研
電
線
(株
)市
原
工
場

3
8
キ
ャ
ボ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
八
幡
海
岸
通
３

2
9
0
‐
0
0
6
7

環
境
安
全
課

0
4
3
6
-
4
1
-
0
2
1
9

0
4
3
6
-
4
2
-
0
2
6
5

9
.9

無
機
顔
料
製
造
業

(株
)日
本
A
E
パ
ワ
ー
シ
ス
テ
ム
ズ
千
葉
事
業
所

　
富
士
電
機
シ
ス
テ
ム
ズ
(株
)千
葉
工
場

　
富
士
電
機
ﾎ
ｰ
ﾙ
ﾃ
ﾞｨ
ﾝ
ｸ
ﾞｽ
(株
)技
術
開
発
本
部

　
富
士
電
機
千
葉
テ
ッ
ク
（
株
）

　
富
士
電
機
ＩＴ
セ
ン
タ
ー
(株
)千
葉
事
業
所

　
富
士
ｵ
ﾌ
ｨｽ
＆
ﾗ
ｲ
ﾌ
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
(株
)千
葉
営
業
所

　
富
士
物
流
(株
)南
関
東
支
社
千
葉
営
業
所

　
メ
タ
ウ
ォ
ー
タ
ー
（
株
）

4
0
岩
谷
瓦
斯
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
五
井
海
岸
５
-
３

2
9
0
-
0
0
5
8

製
造
担
当

0
4
3
6
-
2
1
-
5
3
8
1

0
4
3
6
-
2
2
-
9
7
9
1

7
7
.1
高
圧
ガ
ス
製
造
業

日
立
化
成
工
業
(株
)五
井
事
業
所

　
五
井
化
成
(株
)

4
2
日
曹
金
属
化
学
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
2
-
3
2
2
9
0
-
0
0
4
5

R
C
推
進
課

0
4
3
6
-
2
1
-
3
3
5
1

0
4
3
6
-
2
3
-
1
2
3
7

0
.1

無
機
化
学
製
品
製
造

業

4
3
(株
)Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
千
葉
工
場

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
2
-
３

2
9
0
-
0
0
4
5

環
境
設
備
課

0
4
3
6
-
2
2
-
2
1
8
4

0
4
3
6
-
2
1
-
8
6
2
9

4
.5

潤
滑
油
製
造
業

4
4
エ
チ
レ
ン
ケ
ミ
カ
ル
(株
)本
社
工
場

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
2
-
2
8
2
9
0
-
0
0
4
5

製
造
グ
ル
ー
プ

0
4
3
6
-
2
2
-
1
2
0
4

0
4
3
6
-
2
2
-
1
2
7
6

2
.3

石
油
製
品
・
石
炭
製
品

製
造
業

4
5
日
産
化
学
工
業
(株
)袖
ケ
浦
工
場
五
井
製
造
所

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
2
-
1
7
2
9
0
-
0
0
4
5

製
造
課

0
4
3
6
-
2
2
-
2
1
1
0

0
4
3
6
-
2
2
-
8
7
9
7

1
.5

石
油
製
品
・
石
炭
製
品

製
造
業

4
6
宇
部
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
五
井
南
海
岸
８
-
２

2
9
0
-
0
0
4
5

環
境
安
全
課

0
4
3
6
-
2
2
-
3
5
6
6

0
4
3
6
‐
2
5
‐
0
3
2
7

1
.2

石
灰
製
造
業

日
新
理
化
(株
)

　
千
葉
脂
肪
酸
(株
)

4
8
(株
)日
陸
千
葉
物
流
セ
ン
タ
ー

市
原
市
千
種
海
岸
８
-
３

2
9
9
-
0
1
0
8

物
流
管
理
部

0
4
3
6
‐
2
2
-
2
5
3
5

0
4
3
6
‐
2
1
-
9
3
0
8

8
.6

普
通
倉
庫
業

4
9
東
レ
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
千
種
海
岸
２
-
１

2
9
9
-
0
1
9
6

環
境
保
安
課

0
4
3
6
-
2
3
-
0
6
5
6

0
4
3
6
-
2
1
-
5
2
1
5

5
.6

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

5
0
東
レ
・
ダ
ウ
コ
ー
ニ
ン
グ
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
千
種
海
岸
２
-
２

2
9
9
-
0
1
0
8

環
境
安
全
課

0
4
3
6
-
2
1
-
3
1
0
3

0
4
3
6
-
2
1
-
3
0
5
5

6
.3

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

日
本
板
硝
子
(株
)千
葉
事
業
所

　
日
本
板
硝
子
ﾋ
ﾞﾙ
ﾃ
ﾞｨ
ﾝ
ｸ
ﾞﾌ
ﾟﾛ
ﾀ
ﾞｸ
ﾂ
(株
)

5
2
東
レ
・
フ
ァ
イ
ン
ケ
ミ
カ
ル
(株
)千
葉
工
場

市
原
市
千
種
海
岸
２
-
３

2
9
9
-
0
1
9
6

環
境
保
安
課

0
4
3
6
-
2
2
-
3
7
1
6

0
4
3
6
-
2
2
-
7
3
2
1

3
.1

1
.1
有
機
化
学
工
業
製
品

製
造
業
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総
務
グ
ル
ー
プ

市 原

２ 種 事 業 所

2
9
0
-
0
0
6
7

2
9
0
-
0
0
6
7

市
原
市
八
幡
海
岸
通
６

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
2
-
1
8

2
9
9
-
0
1
9
7

変
圧
器
製
造
業

0
4
3
6
-
4
2
-
8
1
1
2

0
4
3
6
-
4
2
-
8
2
4
7

2
.6

1
.5

0
4
3
6
-
4
2
-
1
7
0
0

0
4
3
6
-
4
2
-
9
3
1
9

1
.2

総
務
課

電
線
ケ
ー
ブ
ル
製
造
業

1
.0

2
9
0
-
0
0
4
5

6
.0

0
4
3
6
-
2
1
-
4
7
9
1

9
.6

0
4
3
6
-
2
1
-
8
1
9
7

3
.1

6
.5
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業

2
9
0
-
8
5
6
7

3
7

4
7

4
1

市
原
市
八
幡
海
岸
通
７

市
原
市
五
井
南
海
岸
1
4

市
原
市
姉
崎
海
岸
６

5
1

環
境
安
全
管
理
室

3
9

0
4
3
6
-
2
2
-
3
6
1
1

環
境
安
全
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
3
6
-
6
1
-
4
1
1
6

製
造
部

0
4
3
6
-
2
1
-
6
1
4
1

0
4
3
6
-
6
2
-
2
1
2
8

4
.9

1
8
.6

有
機
化
学
工
業
製
品

製
造
業

板
硝
子
製
造
業



対
象

石
　
油

高
圧
ガ
ス

(貯
蔵
取
扱
)
(処
理
量
）

合
同
事
業
所
名
（
従
た
る
事
業
所
）

千
K
L

万
N
m
3

種 類
地 区

事
業
概
要

Ｆ
Ａ
Ｘ
平
日

電
話
平
日

担
当
部

郵
便
番
号

事
業
所
名

市
区
分

所
在
地

5
3
東
京
電
力
(株
)東
火
力
事
業
所
袖
ケ
浦
火
力
発
電

所
袖
ケ
浦
市
中
袖
２
-
１

2
9
9
-
0
2
6
7

環
境
保
安
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
3
8
-
5
5
-
5
4
4
1

0
4
3
8
-
6
2
-
5
8
7
9

0
.7

発
電
所

新
日
化
エ
ポ
キ
シ
製
造
(株
)千
葉
工
場

　
ﾃ
ﾞｨ
ｰ
・
ｱ
ｲ
・
ｼ
ｰ
・
ｲ
ｰ
・
ﾋ
ﾟｰ
(株
)袖
ケ
浦
工
場

5
5
東
邦
化
学
工
業
(株
)千
葉
工
場

袖
ケ
浦
市
北
袖
1
0

2
9
9
-
0
2
6
6

安
全
環
境
課

0
4
3
8
-
6
2
-
3
2
1
1

0
4
3
8
-
6
2
-
3
2
1
5

4
.7

5
4
.7
界
面
活
性
剤
製
造
業

5
6
日
本
燐
酸
(株
)

袖
ケ
浦
市
北
袖
1
4

2
9
9
-
0
2
6
6

Ｒ
Ｃ
・
Ｑ
Ｍ
推
進
室

0
4
3
8
-
6
4
-
1
7
5
5

0
4
3
8
-
6
2
-
0
6
3
5

0
.1

窒
素
質
・
り
ん
酸
質
肥

料
製
造
業

5
7
広
栄
化
学
工
業
(株
)工
場

袖
ケ
浦
市
北
袖
2
5

2
9
9
-
0
2
6
6

ﾚ
ｽ
ﾎ
ﾟﾝ
ｼ
ﾌ
ﾞﾙ
ｹ
ｱ
室

0
4
3
8
-
6
3
-
5
7
3
9

0
4
3
8
-
6
3
-
2
2
9
7

8
.6

1
1
.5
石
油
化
学
系
基
礎
製

品
製
造
業

5
8
(株
)A
D
E
K
A
千
葉
工
場

袖
ケ
浦
市
北
袖
３
-
１

2
9
9
-
0
2
6
6

環
境
保
安
課

0
4
3
8
-
6
2
-
4
3
9
0

0
4
3
8
-
6
2
-
6
4
5
9

8
.3

2
2
.1
石
油
化
学
系
基
礎
製

品
製
造
業

東
京
ガ
ス
(株
)袖
ケ
浦
工
場

　
東
京
ガ
ス
ケ
ミ
カ
ル
(株
)

　
(株
)東
京
ガ
ス
ベ
イ
パ
ワ
ー

6
0
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
（
株
）
千
葉
工
場
袖
ケ
浦
作

業
所

袖
ケ
浦
市
長
浦
5
8
0
-
1
5

2
9
9
-
0
2
6
5

0
4
3
8
-
6
2
-
3
5
9
5

0
4
3
8
-
6
2
-
3
5
9
5

5
.8

備
蓄
タ
ン
ク
等

（
株
）
荏
原
製
作
所
袖
ケ
浦
事
業
所

　
（
株
）
荏
原
エ
リ
オ
ッ
ト

6
2
エ
コ
シ
ス
テ
ム
千
葉
（
株
）

袖
ケ
浦
市
長
浦
拓
1
号
1
-
5
1
2
9
9
-
0
2
6
5

環
境
保
安
課

0
4
3
8
-
6
2
-
4
0
9
7

0
4
3
8
-
6
2
-
4
9
2
8

2
.2

産
業
廃
棄
物
の
中
間

処
理
業

新
日
本
製
鐵
(株
)君
津
製
鐵
所

　
(株
)富
士
鉄
鋼
セ
ン
タ
ー

　
ニ
ッ
テ
ツ
コ
ラ
ム
(株
)

　
N
S
M
コ
イ
ル
セ
ン
タ
ー
㈱
有
明
事
業
所
君
津
製
造
部

君 津
2
君
津
共
同
火
力
(株
)君
津
共
同
発
電
所

君
津
市
君
津
１

2
9
9
-
1
1
4
1
レ
イ
ア
ウ
ト
環
境
・
保
安
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

0
4
3
9
-
2
0
-
7
4
2
1

0
4
3
9
-
2
0
-
8
8
8
3

5
7
.9

0
.5
発
電
所

２ 種

木 更 津
3
東
洋
ス
チ
レ
ン
(株
)君
津
工
場

木
更
津
市
築
地
１

2
9
2
‐
0
8
3
5

管
理
課

0
4
3
8
‐
3
7
‐
5
7
1
0

0
4
3
8
‐
3
7
‐
5
7
0
4

3
.8

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
造
業
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京 葉 臨 海 中 部 地 区

２ 種 事 業 所

5
4

計
画
環
境
保
安
Ｇ

0
4
3
8
-
6
2
-
3
6
7
2

袖 ケ 浦

2
9
9
-
0
2
6
6

京 葉 臨 海 南 部 地 区

１ 種

君 津

木 更 津

5
9

6
1

袖
ヶ
浦
市
中
袖
2
0
-
1

1

0
.2

0
4
3
8
-
6
3
-
7
3
8
0

3
.6

2
.2

0
.0

製
鋼
圧
延
を
行
う
高
炉

に
よ
る
製
鉄
業

総
務
室

君
津
市
君
津
１

2
9
9
-
1
1
4
1
レ
イ
ア
ウ
ト
環
境
防
災
管
理
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ

3
7
.7

1
8
8
0
.7

一
般
産
業
用
機
械
・
装

置
製
造
業

2
9
9
-
0
2
9
6

袖
ケ
浦
市
中
袖
１
-
１

2
9
9
-
0
2
6
7

0
4
3
8
-
6
3
-
1
1
8
5

界
面
活
性
剤
製
造
業

ガ
ス
製
造
業

5
1
.1

0
4
3
9
-
5
0
-
2
0
4
2

0
4
3
9
-
5
0
-
2
7
1
5

袖
ケ
浦
市
北
袖
1
1
-
５

0
4
3
8
-
6
0
-
6
1
1
5

0
4
3
8
-
6
0
-
6
0
7
0

製
造
グ
ル
ー
プ

0
4
3
8
-
6
3
-
1
1
7
1
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１ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例 

昭和51年10月21日 

千葉県条例第30号 

〔改正〕平成13年７月６日 

千葉県条例第33号 

〔改正〕平成17年７月22日 

千葉県条例第57号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第84号。以下「法」という。）第

28条第９項の規定により、千葉県石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（本部員） 

第２条 法第28条第５項第４号、第６号及び第９号に掲げる本部員の定数は、それぞれ11人以内、３人以

内及び５人以内とする。 

２ 法第28条第５項第９号に掲げる本部員の任期は、２年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、その

前任者の残任期間とする。 

（幹事） 

第３条 防災本部に、幹事60人以内を置く。 

２ 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。 

（部会） 

第４条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職

務を代理する。 

（議事等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部

長が防災本部に諮って定める。 

   附   則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して３月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

（千葉県行政組織条例の一部改正） 

２ 千葉県行政組織条例（昭和32年千葉県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

第36条中「並びに国土利用計画法」を、「、国土利用計画法」に改め、「千葉県土地利用審査会の組織

及び運営」の下に「並びに石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）第28条第８項の規

定により設置される千葉県石油コンビナート等防災本部の組織及び運営」を加え、「及び千葉県土地利

用審査会条例（昭和49年千葉県条例第54号）」「千葉県土地利用審査会条例（昭和49年千葉県条例第54

号）及び千葉県石油コンビナート等防災本部条例（昭和51年千葉県条例第30号）」に定める。 

   附   則 

この条例は、公布の日から施行する。（平成13年７月６日条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。（平成17年７月22日条例第５７号） 
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２ 千葉県石油コンビナート等防災本部条例の 

               施行期日を定める規則 

 

昭和51年11月26日 

干葉県規則第76号 

 千葉県石油コンビナート等防災本部条例（昭和51年千葉県条例第30号）附則第１項の規定により規則で

定める同条例の施行期日は、昭和51年11月26日とする。 

 



 - 57 - 

３ 千葉県石油コンビナート等防災本部運営規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉県石油コンビナート等防災本部条例（昭和51年千葉県条例第30号）第５条の規

定により、千葉県石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）の議事及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（会議） 

第２条 防災本部員会議は、本部長が招集し、議長となる。 

２ 本部員は、本部員会議の開催の必要があると認めたときは、本部長に会議の招集を求めることができ

る。 

（委任による処理） 

第３条 防災本部の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、本部長において処理する

ことができる。 

２ 本部長は、前項の規定により処理したときは、次の本部員会議にこれを報告しなければならない。 

（部会） 

第４条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会長は、部会を招集するときはあらかじめ本部長にこれを通知しなければならない。 

３ 部会長は、部会の経過及び結果を本部員会議に報告しなければならない。 

４ 専門員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任させるものとする。 

（幹事会） 

第５条 防災本部に幹事会を置く。 

２ 本部長は、必要の都度幹事を招集して事務を処理させることができる。 

（委任） 

第６条 前２条に定めるもののほか、部会及び幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、部会長及び幹

事会長がそれぞれ、部会及び幹事会に諮って定める。 

（事務局） 

第７条 防災本部の事務局は、県防災危機管理監消防課に置き、防災本部の事務を処理する。 

（事務局員） 

第７条の２ 防災本部の事務局員を次のとおり区分する。 

 一 事務局長 

 二 次  長 

 三 事務局職員 

２ 防災本部事務局長は、県副防災危機管理監の職にある者をもって充て、次長は、県防災危機管理監防

災危機管理課長及び同消防課長の職にある者をもって充てる。 

３ 本部事務局職員は、本部長が指名する者をもって充てる。 

  附  則 

  この規則は、昭和51年12月９日から施行する。 

  この規則は、昭和56年７月17日から施行する。 

  この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

  この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

  この規則は、平成23年４月１日から施行する。 
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４ 千葉県石油コンビナート等防災本部の権限に 

     属する事項のうち本部長において処理できる事項 

 

昭和54年２月６日  

本部員会議審議決定 

 千葉県石油コンビナート等防災本部運営規則第3条の規定により、次の事項は本部長において処理するこ

とができる。 

１ 千葉県石油コンビナート等防災計画の軽易な修正を行うこと（石油コンビナート等災害防止法（以下

「法」という。）第31条）。 

２ 軽微な災害が発生した場合において、次の事項を実施すること（法第27条）。 

 (1) 防災に関する情報の収集伝達。 

 (2) 関係機関等が千葉県石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧 

  に関する連絡調整及び協力要請。 

 (3) 現地防災本部及び現地連絡班に対し行う、災害応急対策の実施に関する必要な指示。 

３ 防災に関する調査研究及び広報を行うこと（法第27条）。 

４ その他軽易な事項を行うこと。 
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５ 災害時等における千葉県石油コンビナート等 

                防災本部運営要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、千葉県石油コンビナート等防災本部条例第５条の規定により、災害時等における防

災本部の運営等について必要な事項を定め、災害応急対策等の円滑かつ迅速な推進を図る。 

（配備体制） 

第２条 災害時等における防災本部の配備体制は次のとおりとする。 

一 非常第一配備体制 

二 非常第二配備体制 

２ 次の場合に、非常第一配備体制をとる。 

一 石油コンビナート等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）に係る災害等が発生した場

合又は発生するおそれがある場合で本部長が必要と認めた場合 

二 気象庁が東海地震注意情報を発表した場合 

３ 次の場合に、非常第二配備体制をとる。 

一 前項の配備体制では対処困難と本部長が認めた場合 

二 石油コンビナート等災害防止法第29条第１項の規定による石油コンビナート等現地防災本部

（以下「現地本部」という。）を設置した場合 

三 大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第９条第１項の規定による警戒宣言が発令

された場合 

四 特別防災区域が所在する市区が気象庁発表震度で震度５強以上の場合 

五 気象庁が津波予報区の東京湾内湾に大津波の津波警報を発表した場合 

４ 前２項は県庁内に配備するものとし、災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき解除する。 

（本部員の参集） 

第３条 本部員は、前条に規定する配備体制がとられたとき、本部長の指示のもとに各所属で防御活動等

を指揮し本部長が必要と認めたときは、所定の場所に参集するものとする。 

この場合、やむを得ない事情が生じたときは、その代理者を充てることができる。 

（事務局の体制） 

第４条 第２条第１項に規定する配備体制がとられた場合、防災本部事務局の分掌事務は別表１に、班別

編成は別表２に掲げるとおりとする。 

（現地本部の設置） 

第５条 本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に

総合的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときに、現地本部を設置することができ

る。 

２ 現地本部は、原則として当該災害が発生した特別防災区域を所轄する市庁舎に設置する。ただし、防

災活動の円滑な実施及び災害の状況の総合的把握を容易にするため必要な場合は、現地本部長の判断

により適当と認める場所に設置することができる。 

３ 現地本部は、災害応急対策が概ね完了したと本部長が認めるとき、廃止する。 

４ 現地本部の設置基準は、別表３に掲げるとおりとする。 

（現地本部の組織） 

第６条 現地本部に現地本部長及び現地本部員を置くとともに、現地本部の運営を円滑に実施するため事

務局を置く。 

２ 現地本部長は、当該災害の発生場所、地理的条件、影響範囲等を考慮し、当該区域の市長を本部長が

指名する。 

３ 現地本部員は、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。この場合、やむを得ない事情

が生じたときは、その代理者を充てることができる。 
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４ 現地本部長は、必要に応じ、関係特定事業所長及び共同防災組織管理者等の現地本部への参加を求め

ることができる。 

（現地本部事務局の体制） 

第７条 現地本部事務局は現地本部長・現地本部員所属職員、防災本部事務局員、当該市及び消防職員で

構成し事務局活動の迅速かつ円滑を期することとする。 

また、事務局の分掌事務及び構成機関については別表４に掲げるとおりとする。 

（県・市災害対策本部との関係） 

第８条 防災本部が非常第二配備体制をとっているとき及び現地本部設置時に、県、市災害対策本部が設

置された場合は、当該災害対策本部と緊密な連携を図るとともに統一的に対応する。 

附 則 

この運営要領は昭和56年７月17日から施行する。 

この運営要領は平成８年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成11年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成12年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成13年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成14年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成15年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成16年１月５日から施行する。 

この運営要領は平成16年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成20年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成23年４月１日から施行する。 

この運営要領は平成24年３月 日から施行する。 

 

 

別表１ 防災本部事務局の分掌事務（第４条第１項関係） 

区分 分  掌  事  務 区分 分  掌  事  務 

指
揮
班 

調整・指揮等に関すること。 

他の機関の出動要請に関すること。 

県災害対策本部との調整に関すること。 

他の班に属さないこと。 

通
信
班 

防災行政無線の運用に関すること。 

衛星移動車の運用に関すること。 

情
報
班 

災害情報の収集、消防活動状況に関する

こと。 

居住地域への影響に関すること。 

記録統計に関すること。 

庶
務
班 

事務局の庶務に関すること。 

広
報
渉
外
班 

災害広報に関すること。 

災害報告書等の作成に関すること。 
本
部
連
絡
班 

本部員・幹事への連絡に関すること。 

本部事務局と各課との連絡・調整に関する

こと。 

 

現
地
派
遣
班 

現地状況の把握及び防災本部への報告に関すること。 

防災関係機関相互の調整に関すること。 

現地本部の設置に関すること。 

 

備考 現地派遣班は、現地本部設置後その業務を現地本部に移し廃止する。 
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別表２ 防災本部事務局の班別編成（第４条第１項関係） 

災害時等における千葉県石油コンビナート等防災本部運営要領別表１に定める災害時等における班別の

要員数及び構成機関は次のとおりとする。 

班
名 

構 成 機 関 要員 班
名 

構 成 機 関 要員 

指
揮
班 

県防災危機管理監消防課 

〃商工労働部保安課 

2 

2 

通
信
班 

県防災危機管理監消防課 4 

 小  計 4 

県防災危機管理監消防課 

〃商工労働部保安課 

4 

2 

情 

報 

班 

小  計 6 

広
報
渉
外
班 

県防災危機管理監消防課 2 

千葉労働局  

県防災危機管理監消防課 2 

県総務部総務課 

〃健康福祉部医療整備課 

〃 〃   薬務課 

〃環境生活部環境政策課 

〃 〃   大気保全課 

〃 〃   水質保全課 

〃商工労働部産業振興課 

〃農業水産部水産局水産課 

〃 〃      漁業資源課 

〃県土整備部県土整備政策課 

〃 〃   港湾課 

〃防災危機管理監防災危機管理課 

〃水道局技術部計画課 

〃企業庁管理・工業用水部施設設備課 

〃 〃 地域整備部事業調整推進課 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

〃商工労働部保安課 2 

〃警察本部  

本
部
連
絡
班 

小  計 30 

地元消防（局）本部  

発災事業所  

その他特に関係する機関  

庶
務
班 

県防災危機管理監消防課 2 

現 

地 
派 

遣 

班 

小  計（県のみ） 4 総  計（県のみ） 52 

 

備考１ 現地派遣班以外の事務局職員は原則として県職員とするが、必要に応じて本部長は他の防災関係  

機関から事務局職員を指名する。 

なお、非常第１配備体制にあっては、県防災危機管理監消防課で対処するものとする。 

２ 現地派遣班の県職員は、指揮班から現地派遣の指示があるまでの間は情報班を応援するものと

する。 

３ 本部連絡班は、指揮班から参集等の指示があるまでの間は連絡体制を維持しながら待機する 

ものとする。 

４ 各要員は、指揮班の指示により相互に応援し合うものとする。 
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別表３ 現地本部設置基準（第５条第３項関係） 

 

 

 

別表４ 現地本部事務局の分掌事務及び構成機関（第７条関係） 

  備考 各班長は災害の態様に応じ、現地本部長が指名する。 

 

区
分 

状            況 

自 

然 

災 

害 

１ 大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第９条第１項の規定による警戒宣

言が発令された場合 

２ 特別防災区域所在市区において、気象庁発表震度が震度５強以上の場合 

３ 気象庁が津波予報区の東京湾内湾に大津波の津波警報を発表した場合 

事 

故 

災 

害 

１ 特定事業所において異常現象が発生し、当該事業所若しくは共同防災組織又は当該事業所

を管轄する消防機関では対応が困難な場合 

２ 特定事業所において異常現象が発生し、災害規模の拡大の恐れがある場合 

３ 特定事業所の周辺に災害が発生し、当該事業所に災害が拡大するおそれがある場合 

区

分 
分  掌  事  務 構  成  機  関 

現

地

指

揮

班 

各班の連絡調整に関すること。 

防災本部への報告、要請に関すること。 

他の班に属しないこと。 

防災本部事務局 

地元市 

地元消防（局）本部 

千葉労働局 

県警察本部 

その他特に関係する機関 

現

地

情

報

班 

災害情報の収集に関すること。 

消防活動状況に関すること。 

住居地域への影響に関すること。 

地元消防（局）本部 

地元市 

その他特に関係する機関 

現

地

広

報

班 

現場及び付近住民に対する広報、避難勧

告、指示に関すること。 

関係機関に対する広報に関すること。 

地元市 

地元警察署 

地元消防（局）本部 

その他特に関係する機関 

現

地

調

査

班 

事故原因の調査に関すること。 防災本部事務局 

県警察本部 

千葉労働局 

地元消防（局）本部 

その他特に関係する機関 

現

地

庶

務

班 

現地本部の庶務に関すること。 

現地本部会議の事務に関すること。 

現地本部の運営記録に関すること。 

地元市 

地元消防（局）本部 
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６ 千葉県石油コンビナート等防災本部幹事会運営要領 

 

（設置） 

第１条 千葉県石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）の所掌事務を円滑に遂行する

ため、千葉県石油コンビナート等防災本部幹事会（以下「幹事会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 幹事会は、会長及び千葉県石油コンビナート等防災本部条例(昭和51年千葉県条例第30号)第３条

に規定する幹事をもって組織する。 

（会長） 

第３条 会長は、県副防災危機管理監の職にあるものをもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 

（幹事） 

第４条 幹事は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（所掌事務） 

第５条 幹事会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

 一 防災本部の所掌事務に関し、資料の収集、調査及び研究をすること。 

 二 防災本部に提出する議案に関すること。 

 三 その他防災本部が必要と認める事項に関すること。 

（会議） 

第６条 幹事会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。ただし、会長に事故があるときは、

あらかじめ会長が指名するものをもって議長に充てる。 

（特別幹事会） 

第７条 第５条に規定する事項で緊急又は簡易な事項を処理するため、特別幹事会を設置することができ

る。 

２ 特別幹事会は、会長が必要と認めた者をもって構成する。 

３ 特別幹事会の会議については、前条の規定に準じて行うものとする。 

（結果報告） 

第８条 会議の結果については、特別幹事会は幹事会に、幹事会は防災本部にそれぞれの議長が報告する

ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急又は簡易な事項に係る会議の結果については、防災本部の本部長に報

告するものとする。 

（庶務） 

第９条 幹事会及び特別幹事会の庶務は、県防災危機管理監消防課において処理する。 

 附  則 

 この要領は、昭和51年12月９日から施行する。 

 この要領は、平成８年10月１日から施行する。 

 この要領は、平成12年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成13年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成14年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成16年７月１日から施行する。 

 この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成23年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

 

関東管区警察局広域調整部災害対策官 

関東東北産業保安監督部保安課長 

千葉港湾事務所長 

千葉海上保安部警備救難課長 

千葉労働局労働基準部健康安全課長 

千葉国道事務所長 

陸上自衛隊第１空挺団本部第３科長 

千葉県警察本部警備部警備課長兼災害対策室長 

 〃  〃  地域部地域課長 

 〃 総務部総務課長 

 〃 健康福祉部医療整備課長 

 〃  〃   薬務課長 

 〃 環境生活部環境政策課長 

 〃  〃   大気保全課長 

 〃  〃   水質保全課長 

 〃 商工労働部保安課長 

 〃   〃  産業振興課長 

 〃 農林水産部水産局水産課長 

 〃  〃      漁業資源課長 

 〃 県土整備部県土整備政策課長 

 〃  〃   港湾課長 

 〃 防災危機管理監防災危機管理課長 

 〃  〃     消防課長 

 〃 水道局技術部計画課長 

 〃 企業庁管理・工業用水部施設設備課長 

 〃  〃 地域整備部事業調整推進課長 

市川市総務部危機管理課長 

船橋市市長公室防災課長 

千葉市総務局市長公室危機管理課長 

市原市総務部防災課長 

袖ケ浦市総務部総務課長 

木更津市総務部総務行革課長 

君津市総務部危機管理課長 

浦安市総務部防災課長 

習志野市総務部生活安全室安全対策課長 

富津市総務部総務防災課長 

市川市消防局警防課長 

船橋市消防局警防課長 

千葉市消防局予防部指導課長 

市原市消防局火災予防課長 

袖ケ浦市消防本部総務課長 

木更津市消防本部消防総務課長 

君津市消防本部予防課長 

浦安市消防本部警防課長 

習志野市消防本部予防課長 

富津市消防本部予防課長 

京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区

域協議会会長事業所の職員のうちから当該協

議会会長が指名するもの 

千葉地区石油コンビナート等特別防災区域協議会

会長事業所の職員のうちから当該協議会会長

が指名するもの 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会会

長事業所の職員のうちから当該協議会会長が

指名するもの 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副

会長事業所の職員のうちから当該協議会副会

長が指名するもの 

袖ケ浦市石油コンビナート等特別防災区域協議会

会長事業所の職員のうちから当該協議会会長

が指名するもの 

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区

域協議会会長事業所の職員のうちから当該協

議会会長が指名するもの 

銚子地方気象台防災業務課長 

関東経済産業局総務企画部総務課長 

日本赤十字社千葉県支部救護福祉課長 

(社)千葉県医師会事務局長 

日本放送協会千葉放送局放送部長 

 



本　部　長 千葉県知事

石災法第28条第4項による本部長職務代理者 千葉県副知事

千葉県副知事 （平成23年12月 5日現在）
本部員　　　50名（本部長含まず） 幹事　　　58名

号
1 関東管区警察局広域調整部長 関東管区警察局広域調整部災害対策官

千葉労働局長 千葉労働局労働基準部健康安全課長

関東東北産業保安監督部長 関東東北産業保安監督部保安課長

千葉港湾事務所長

千葉国道事務所長

千葉海上保安部長 千葉海上保安部警備救難課長

2 陸上自衛隊第1空挺団長 陸上自衛隊第1空挺団本部第3科長

千葉県警察本部警備部参事官兼警備課長兼災害対策室長

千葉県警察本部地域部参事官兼地域課長

4 千葉県副知事

千葉県副知事

千葉県総務部長 千葉県総務部総務課長

千葉県健康福祉部医療整備課長

千葉県健康福祉部薬務課長

千葉県環境生活部環境政策課長

千葉県環境生活部大気保全課長

千葉県環境生活部水質保全課長

千葉県商工労働部保安課長

千葉県商工労働部産業振興課長

千葉県農林水産部水産局水産課長

千葉県農林水産部水産局漁業資源課長

千葉県県土整備部県土整備政策課長

千葉県県土整備部港湾課長

千葉県副防災危機管理監（防災危機管理課長事務取扱）

千葉県防災危機管理監消防課長

千葉県水道局長 千葉県水道局技術部計画課長

千葉県企業庁管理・工業用水部施設設備課長

千葉県企業庁地域整備部事業調整推進課長

5 市川市長 市川市総務部危機管理課長

船橋市長 船橋市市長公室防災課長

千葉市長 千葉市総務局市長公室参事兼危機管理課長

市原市長 市原市総務部防災課長

袖ケ浦市長 袖ケ浦市総務部総務課長

木更津市長 木更津市総務部参事（総務行革課長事務取扱）

君津市長 君津市総務部危機管理課長

6 浦安市長 浦安市総務部防災課長

習志野市長 習志野市総務部生活安全室安全対策課長

富津市長 富津市総務部総務防災課長

7 市川市消防局長 市川市消防局警防課長

船橋市消防局長 船橋市消防局参事（警防課長事務取扱）

千葉市消防局長 千葉市消防局予防部指導課長

市原市消防局長 市原市消防局火災予防課長

袖ケ浦市消防長 袖ケ浦市消防本部次長（総務課長事務取扱）

木更津市消防長 木更津市消防本部次長（消防総務課長事務取扱）

君津市消防長 君津市消防本部予防課長

浦安市消防長 浦安市消防本部警防課長

習志野市消防長 習志野市消防本部予防課長

富津市消防長 富津市消防本部予防課長

8 京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長

（ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所　所長）

千葉地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長

（ＪＦＥスチール㈱　専務執行役員東日本製鉄所副所長）

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長

（ＪＮＣ石油化学㈱市原製造所　代表取締役専務製造所長）

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副会長

（極東石油工業㈱千葉製油所　執行役員千葉製油所長）

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会副会長

（DIC㈱千葉工場　工場長）

袖ケ浦市石油コンビナート等特別防災区域協議会会長

（東京電力㈱東火力事業所袖ケ浦火力発電所　所長）

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会長

（君津共同火力㈱君津共同発電所　常務取締役発電所長）

9 銚子地方気象台長 銚子地方気象台防災業務課長

関東経済産業局総務企画部長 関東経済産業局総務企画部総務課長

日本赤十字社千葉県支部事務局長 日本赤十字社千葉県支部救護福祉課長

（社）千葉県医師会理事 （社）千葉県医師会事務局長

日本放送協会千葉放送局長 日本放送協会千葉放送局放送部長

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱市川油槽所　主事

７　千葉県石油コンビナート等防災本部本部員・幹事名簿

3 千葉県警察本部長

関東地方整備局企画部長

千葉県企業庁長

千葉県防災危機管理監

千葉県県土整備部長

DIC㈱千葉工場　環境安全品質部長

極東石油工業㈱千葉製油所　環境安全部長

ＪＮＣ石油化学㈱市原製造所　環境安全品質部長

JFEｽﾁｰﾙ㈱東日本製鉄所（千葉地区）環境管理部千葉環境・防災室長

千葉県石油コンビナート等防災本部本部員 千葉県石油コンビナート等防災本部幹事

千葉県農林水産部長

千葉県商工労働部長

千葉県環境生活部長

千葉県健康福祉部長

君津共同火力㈱君津共同発電所　環境・保安グループマネージャー

東京電力㈱東火力事業所袖ケ浦火力発電所　環境保安ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
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１ 応 援 協 定 

協 定 の 名 称 締   結   者 締 結 年 月 日 

 
緊急事態等の相互応援

協定 
 

 
新日本製鐵㈱君津製鐵所 

東洋スチレン㈱君津工場 

君津共同火力㈱君津共同発電所 
 

 
昭和52年７月13日 

平成19年７月１日 

 
市原市石油コンビナー

ト等防災区域消防業務

協定 
 

 
市原市消防局長 

市原市石油コンビナート等特別防災区域協議会加盟事

業所 

 
平成７年４月１日 

 
市原市消防局と五井共

同防災協議会消防業務

協定 
 

 
市原市消防局長 

五井共同防災協議会 

 
平成７年５月１日 

 
市原市消防局と千種地

区石油化学コンビナー

ト共同防災組織消防業

務協定 
 

 
市原市消防局長 

千種地区石油化学コンビナート共同防災組織 

（現千種地区共同防災協議会） 

 
平成７年５月１日 

 
市原市消防局と北袖姉

崎地区共同防災協議会

消防業務協定 
 

 
市原市消防局長 

北袖姉崎地区共同防災協議会 

（現袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会） 

 
平成７年６月１日 

 
石油連盟製油所等災害

相互応援規程 
 

 
全国の石油工場（千葉県では次の４社） 

コスモ石油㈱千葉製油所 

極東石油工業㈱千葉製油所 

出光興産㈱千葉製油所 

富士石油㈱袖ケ浦製油所 
 

 
平成２年４月18日 

      施行 

 
都市ガス災害対策に関

する申し合わせ書 
 

 
木更津市消防長 

東京ガス㈱千葉支社 
 

 
昭和56年７月21日 

 
九都県市災害時相互応

援に関する協定 
 

 
埼玉県知事      千葉県知事 

東京都知事      神奈川県知事 

横浜市長       川崎市長 

千葉市長       さいたま市長 

相模原市長 

 
平成22年４月１日 

 
震災時等の相互応緩に

関する協定 
 

 
東京都知事      茨城県知事 

栃木県知事      群馬県知事 

埼玉県知事      千葉県知事 

神奈川県知事     山梨県知事 

静岡県知事      長野県知事 
 

 
平成８年６月13日制定 

平成16年2月24日改定 
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協 定 の 名 称 締   結   者 締 結 年 月 日 

 
千葉県広域消防相互応

援協定 
 

 
市町村長等 

   （省略） 

 
平成４年４月１日 

 
東京湾消防相互応援協

定 

 
東京消防庁、川崎市消防局、千葉市消防局 

横浜市消防局、市川市消防局 
 

 
平成２年６月１日 

 
市  川  市  長            松  戸  市  長          
 

 
昭和25年６月16日 

 
市  川  市  長            船  橋  市  長          
 

 
昭和42年３月28日 

 
市  川  市  長            浦  安  市  長          
 

 
昭和31年11月10日 

 
市  川  市  長            東京消防庁消防総監 
 

 
昭和32年７月５日 

 
市  川  市  長            鎌 ケ 谷 市 長 
 

 
昭和49年５月１日 

 
船   橋   市            習  志  野  市          
 

 
昭和34年１月29日 

 
千  葉  市  長            習 志 野 市 長 
 

 
昭和34年４月20日 

 
消防相互応援協定 

（正式名称は省略） 

 
船   橋   市            印西地区消防組合          
 

 
昭和54年３月30日 

 
東関東自動車道及び新

空港自動車道消防相互

応援協定 

 
千葉市長、市川市長、船橋市長、成田市長、佐倉市

長、習志野市長、浦安市長、四街道市長、酒々井町

長、富里市長、香取広域市町村圏事務組合管理者、佐

倉市八街市酒々井町消防組合長、潮来市長、鹿行広域

事務組合管理者、 
 

 
平成18年８月24日 

 
館山自動車道消防相互

応援協定 

 
千葉市長、市原市長、袖ケ浦市長、木更津市長、君津

市長 
 

 
平成15年４月29日 

 
千葉海上保安部           市 川 市     
 

 
昭和57年10月１日 

 
千葉海上保安部           船 橋 市     
 

 
昭和57年９月１日 

 
千葉海上保安部           習志野市 
 

 
昭和57年10月１日 

 
千葉海上保安部           千 葉 市     
 

 
昭和46年８月18日 

 
千葉海上保安部           市 原 市     
 

 
昭和46年９月21日 

 
千葉海上保安部           袖ケ浦町 
 

 
昭和46年10月１日 

 
消防業務協定 

 
木更津海上保安署   木更津市 
 

 
昭和46年６月１日 
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協 定 の 名 称 締   結   者 締 結 年 月 日 

 
木更津飛行場周辺の航

空事故及び航空事故に

伴う災害が発生した場

合の連絡調整に関する

協定 
 

 
木更津市長 

陸上自衛隊第１ヘリコプター団長 

 
昭和54年５月１日 

 
都市ガス災害対策に関

する業務協定 

 
 

 
船橋市消防局 

京葉瓦斯㈱船橋支社 

 
昭和56年６月１日 

 
ガス爆発事故等防止対

策に関する協定 
 

 
船橋市消防局、 船橋市消防団 

船橋警察署、 船橋東警察署 

京葉瓦斯㈱船橋支社 

(社)千葉県ＬＰガス協会船橋支部、習志野市企業局 

東京電力㈱千葉支店船橋営業所 

 
 

 
昭和57年７月１日 

 
非常事態における警察

及び消防の共助協定 

 
 

 
市 川 市 長       市川市消防長        

市川警察署長 市川市消防団長 

 
昭和31年５月23日 

 
市川市消防局と京葉瓦

斯㈱市川支社との都市

ガス災害対策に関する

業務協定 

 
 

 
市川市消防局長 

京葉瓦斯㈱市川支社長 

 
昭和56年６月10日 

 
京葉臨海鉄道消防業務

協定 

 
 

 
市原市消防長 

京葉臨海鉄道㈱代表取締役社長 

 
昭和52年３月23日 

 
ガス災害防止対策の業

務に関する協定 

 
千葉市長、千葉市警察部長 

東京ガス㈱千葉支社長、千葉ガス㈱取締役社長 

大多喜天然瓦斯㈱千葉営業所長 

(社)千葉県ＬＰガス協会千葉支部長 

東京電力㈱千葉営業所長 

東京電力㈱習志野営業所長、千葉市消防局長 
 

 
平成８年４月１日 

 
油流出事故時における

千葉県と特定事業所と

の資機材等の相互応援

協定 

 
 

 
千葉県  特定事業所 

海上共同防災組織 

 
平成11年３月23日 
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２ その他の協定 

協 定 の 名 称 締   結   者 締 結 年 月 日 

 
千葉県、 市川市、 船橋市 

京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協

議会 
 

 
昭和56年12月25日 

 
干葉県、 千葉市、 市原市、 袖ケ浦町 

京葉臨海中部地区石油コンビナート等特別防災区域協

議会 
 

 
〃 

 
消火薬剤の共同備蓄に

関する協定 

 
千葉県、 君津市、 京葉臨海南部地区石油コンビナ

ート等特別防災区域協議会 
 

 
〃 

 
千葉県  特定事業所 
 

  
千葉県石油コンビナー

ト防災相互通信用無線

設備の管理運営に関す

る協定 
 

 
 〃   防災関係機関 

 

 
消火薬剤の補給に関す

る協定 
 

 
市 原 市 長 

日本ドライケミカル㈱取締役社長 

 
昭和52年４月１日 
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３ 参    考 

（１）九都県市災害時相互応援に関する協定 

 平成22年４月１日制定 

 首都圏を構成する埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模

原市（以下「九都県市」という。）は、九都県市域において災害等が発生し、被災都県市独自では十分な

応急措置ができない場合に、九都県市の相互連携と協力のもと、被災都県市の応急対策及び復旧対策を円

滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

（災害等の定義） 

第１条 この協定における「災害等」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）災害対策基本法(昭和３６年１１月１５日 法律第２２３号)第２条第１号に規定する災害 

（２）故意又は不法行為に起因する大規模被害、その他九都県市が必要と認める事象 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣 

  ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん 

  イ 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっ 

   せん 

  ウ 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリコプター、舟艇等の提供及びあっせん 

  エ 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣 

（２）医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん 

（３）被災者を一時的に受入れるための施設の提供及びあっせん 

（４）被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん 

（５）救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供及びあっせ 

  ん 

（６）避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等都県市境付近における必要な措置 

（７）前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項 

（応援の要請） 

第３条 被災都県市が応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行う。 

（応援の自主出動） 

第４条 災害等の発生により、被災都県市との連絡がとれない場合で、緊急に応援出動をすることが必要

であると認められるときは、他の都県市は、自主的な判断に基づき必要な応援を行う。 

２ 自主出動した都県市は、応援内容等を被災都県市に速やかに連絡する。 

３ 自主出動した都県市は、相互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災都県市に提供する。 

（応援調整都県市の設置） 

第５条 九都県市は、被災都県市への効率的な応援を実施するため、その調整を行う応援調整都県市をあ

らかじめ定める。なお、設置に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。 

２ 被災都県市と応援都県市の連絡調整は、原則として、前項に規定する都県市を経由して行う。 

（現地連絡本部の設置） 

第６条 前条第１項に規定する都県市は、被災都県市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置する

ことができる。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費は、原則として、応援を要請した都県市の負担とする。ただし、第４条第１項

の規定に基づく応援に要した経費の負担は、九都県市で別途協議する。 

（平常時からの取組） 

第８条 各都県市は、災害時における相互応援を円滑に行うため、平常時から連携して、次に掲げる取組

を推進する。 
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（１）応援受入体制の整備 

   他の都県市からの応援物資及び派遣人員を受入れるための場所又は施設を定める。 

（２）通信体制の整備 

複数の通信体制を整備することにより、共通の連絡手段を確保するように努める。 

（３）情報の共有 

協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報を共有し、連携して対策を強化する。 

（４）訓練の実施 

この協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。 

（５）その他 

   前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項。 

（協定に関する協議） 

第９条 この協定に関し必要な事項は、九都県市防災・危機管理対策委員会において協議する。 

（その他） 

第10条 この協定に定めのない事項は、九都県市が協議して定める。 

（実施期日） 

附 則 この協定は、平成22年４月１日から実施する。 

 この協定の締結を証するため、本協定書９通を作成し、各都県市は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

     平成22年４月１日 

埼玉県知事   上 田 清 司 

千葉県知事   森 田 健 作 

東京都知事   石 原 慎太郎 

神奈川県知事   松 沢 成 文 

横 浜 市 長   林   文 子 

川 崎 市 長   阿 部 孝 夫 

千 葉 市 長   熊 谷 俊 人 

さいたま市長   清 水 勇 人 

相模原市長   加 山 俊 夫 
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（２）震災時等の相互応援に関する協定 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、関東地方知事会を組織する知事の協議により、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県及び長野県（以下、「都県」という。）において、地震等

による災害が発生し、被災した都県独自では十分な応急措置が実施できない場合において、災害対策

基本法第５条の２、同法第８条第２項第12号及び同法第74条第１項の規定並びに友愛精神に基づき、

都県が相互に救援協力し、被災した都県（以下、「被災都県」という。）の応急対策及び復旧対策を円

滑に実施するため、必要な応援その他の事項について定める。 

 

（連絡窓口） 

第２条 都県は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、都県において激甚な災害が発生した

ときは、速やかに相互に連絡するものとする。 

２ 都県は、災害時の情報交換手段を確保するため、複数の通信連絡網整備に努めるものとする。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）物資等の提供及びあっせん 

  ア 食料、飲料水及びその他の生活必需物資 

  イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

  ウ 救援及び救助活動に必要な車両・舟艇等 

（２）応急対策に必要な職員の派遣等 

  ア 救助及び応急復旧等に必要な職員 

  イ ヘリコプターによる情報収集等 

  ウ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアのあっせん 

（３）施設又は業務の提供若しくはあっせん 

  ア 傷病者の受入れのための医療機関 

  イ 被災者を一時収容するための施設 

  ウ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

  エ 仮設住宅用地 

  オ 輸送路の確保及び物資拠点施設 

（４）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 都県は、前項の応援が円滑にできるよう、物資、資機材等の確保、備蓄に努めるものとする。 

 

（応援都県・調整都県・協力都県の設置） 

第４条 都県は、協議により、被災都県に対し直接応援をする都県（以下、「応援都県」という。）をあら

かじめ定めることができる。 

２ 都県は、複数の都県が被災し、応援都県が複数になる場合には、協議により、連絡調整の中心となる

都県（以下、「調整都県」という。）を定めることができる。 

３ 発災時において、第１項に規定する応援都県、第２項に規定する調整都県及び被災都県に対し必要に

応じて応援する都県（以下、「協力都県」という。）を設置した場合には、全国都道府県における災害

時の広域応援に関する協定第３条第１項に規定する関東地方知事会の幹事県（以下、「幹事都県」とい

う。）は、この旨をただちに都県に通報するものとする。 

 

（応援要請の方法） 

第５条 応援を受けようとする都県は、次の事項について、とりあえず口頭で要請を行い、後に文書を速

やかに提出するものとする。 

（１）被害の状況 
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（２）第３条第１項各号に掲げる応援の要請内容 

（３）応援の場所及び応援場所への経路 

（４）車両、航空機、船舶の派遣場所 

（５）応援の期間 

（６）要請担当責任者氏名及び連絡先 

（７）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

（応援の自主出動） 

第６条 災害が発生し、被災都県と連絡が取れない場合、他の都県は、速やかにその被害状況についてヘ

リコプター等による自主的な情報収集を行い、その情報を被災都県及び他の都県に提供するものとす

る。 

２ 前項の情報等により応援が必要と認められたときは、応援都県及び協力都県は、調整の上、自主的に

応援活動に出動できるものとする。 

３ 応援都県は、前項による自主出動した際には、被災都県に対して、出動の連絡を行うものとする。 

４ 応援都県及び協力都県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場合においては、派遣職員自ら

が消費又は使用する物資の携行その他自律的活動に努めるものとする。 

 

（応援受入れ体制） 

第７条 都県は、災害時における他の都県からの応援要員、応援物資等を受け入れるための施設、場所を

あらかじめ定めておくものとする。 

 

（応援に伴う車両等の誘導） 

第８条 被災都県及び応援のために出動する車両等が通行する都県は、応援車両等の誘導に可能な限り努

めるものとする。 

  なお、応援都県は、通過時間、ルート等を関係都県に通報するものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第９条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を受けた都県が負担するもの

とする。 

２ 応援を受けた都県が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた都県から要

請があった場合には、応援した都県は、当該費用を一部繰替支弁するものとする。 

３ 自主出勤による被災地における情報収集活動等に要した経費は、応援した都県が負担するものとする。 

４ 前３項の規定によりがたいときは、その都度、応援を受けた都県と応援した都県の間で協議して定め

るものとする。 

 

（訓練の実施） 

第10条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。 

 

（資料の交換） 

第11条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他参考資料を相互に交

換するものとする。 

 

（連絡会議の設置） 

第12条 都県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置するものと

する。 

 

（その他） 

第13条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、都県が協議して
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別に定めるものとする。 

 

 附則 この協定は、平成８年６月１３日から適用する。 

 ２ 昭和５２年６月１６日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 附則 この協定は、平成１４年３月３１日から適用する。 

 ２ 平成８年６月１３日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 附則 この協定は、平成１６年２月２４日から適用する。 

 ２ 平成１４年３月３１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書10通を作成し、各都県記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 

  平成１６年２月２４日 

 

 

             東京都知事        千葉県知事 

             茨城県知事        神奈川県知事 

             栃木県知事        山梨県知事 

             群馬県知事        静岡県知事 

             埼玉県知事        長野県知事 
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（３）千葉県広域消防相互応援協定 

 

（協定の目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律226号。以下「法」という。）第39条の規定により、千葉

県下の市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が、大規模災害、産業災害その他の災害

（以下「災害」という。）の予防、鎮圧等に万全を期し、併せて民心の安定を図るため相互応援体制を

確立し、不測の事態に対処することを目的として締結するものである。 

（応援の種類） 

第２条 この協定による応援は、次のとおりとする。 

（１）普通応援 市町村等が当該市町村等の区域外において、当該市町村等に接する地域及び当該地域周

辺部で災害が発生した場合に、発生地の市町村等の長又は消防長（以下「要請側市町

村等の長」という。）の要請を待たずに出動する応援 

（２）特別応援 市町村等が当該市町村等の区域外において災害が発生した場合に、要請側市町村等の長

の要請に基づいて出動する応援 

（３）航空特別応援 前号の場合において、回転翼航空機が出動する応援 

（４）火災調査等特別応援 市町村等が当該市町村等の区域外において、火災・爆発が発生した場合に要

請側市町村等の長の要請に基づいて行う火災原因・損害調査の応援及び鑑定・鑑識等

の支援 

（応援要請の方法） 

第３条 応援を要請しようとするときは、次の事項を明確にし、要請側市町村等の長から電話、その他の

方法により要請し、事後速やかに応援要請に必要な文書を提出する。 

（１）災害の種別 

（２）災害発生の場所 

（３）応援を要する人員、機械器具、消火薬剤等の種別、数量 

（４）応援隊受け入れ場所 

（５）その他必要な事項 

２ 普通応援で出動した場合、応援側の市町村等の長又は消防長（以下「応援側市町村等の長」とい

う。）は、直ちに要請側市町村等の長に連絡するものとする。 

（応援隊の派遣） 

第４条 前条の規定により応援要請を受けた応援側市町村等の長は、当該団体の区域内の警備に支障のな

い範囲内において応援隊を派遣するものとする。ただし、派遣しがたいときは、その旨を、遅滞なく

要請側市町村等の長に通報するものとする。 

２ 応援側市町村等の長は、応援隊を派遺したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、消火薬剤等の数

量及び到着予定時刻を要請側市町村等の長に通報するものとする。 

３ 応援隊の隊数については、応援側市町村等の長と要請側市町村等の長との間において協議するものと

する。 

（応援の中断） 

第５条 応援側の市町村等の都合により応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては、応

援側市町村等の長は、要請側市町村等の長と協議のうえ、応援を中断することができるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第６条 応援隊の指揮は、法第47条の規定に基づき要請側の市町村等の消防長の定める現場最高指揮者が

応援隊の長を通じ、これを行うものとする。ただし、緊急を要し、応援隊の長を通じ指揮するいとま

がない場合は、直接応援隊員を指揮することができる。 

（応援隊の報告） 

第７条 応援隊の長は、現場到着、引き上げ及び消防活動の状況を要請側の市町村等の現場最高指揮者に

報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 応援に要した費用については、次の区分に従いそれぞれ負担するものとする。 
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（１）機械器具の小破損の修理、燃料、消防職（団）員の手当及び被服の損料等に関する費用は、応援 

   側の市町村等の負担とする。 

（２）機械器具の大破損の修理、応援隊員及び一般人の死傷に係る災害補償等に関する重要事項に係る 

   費用は、応援側の市町村等と要請側の市町村等との間において協議するものとする。 

（３）前各号以外の費用は、原則として要請側の市町村等の負担とする。 

（航空特別応援） 

第９条 航空特別応援については、第３条から第８条の規定にかかわらず、別に定める要綱によるものと

する。 

（火災調査等特別応援） 

第10条 火災調査等特別応援については、第３条から第８条の規定にかかわらず、別に定める要綱による

ものとする。 

（委  仕） 

第11条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、市町村等間において定めることができる。 
 
     附     則 

１ この協定は、平成４年４月１日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため、市町村等の長は、本書を５通作成し、記名押印のうえ、千葉県、千葉

県市長会、千葉県町村会、千葉県消防長会及び財団法人千葉県消防協会に保管を依頼するとともに、

その写しを各１通所持するものとする。 
 
     附     則 

この協定は、平成15年４月１日から施行する。 

     附     則 

この協定は、平成18年８月22日から施行する。 
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〔千葉県広域消防相互応援協定書に基づく航空特別応援実施要綱〕 
 
（目 的） 

第１条 この要綱は、千葉県広域消防相互応援協定書（平成４年４月１日締結）第９条の規定に基づき、

災害発生地の市町村及び一部事務組合（以下「市町村等」という。）が、回転翼航空機（以下「ヘリ」

という。）を使用した航空特別応援を要請する場合の必要な事項について定めるものとする。 

（航空特別応援の対象） 

第２条 航空特別応援の対象とする災害は、ヘリを使用することが消防機関の活動にとって極めて有効で

あると考えられる場合で、次の各号に掲げる災害とする。 

（１）地震、風水害その他大規模な自然災害 

（２）陸上又は海上からの接近が著しく困難な地域で発生した大規模な林野火災 

（３）高層建築物火災 

（４）コンビナート災害 

（５）航空機、列車事故等で大規模又は特殊な救急救助事故 

（６）その他前各号に掲げる災害に準じる災害 

（航空特別応援の種別） 

第３条 航空特別応援の種別は、主な任務により次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）調査出動 現場把握、情報収集、指揮支援等のための出動 

（２）火災出動 消火活動のための出動 

（３）救助出動 人命救助のための特別な活動を必要とする場合の出動（これに付随した救急搬送活動 

  を含む。） 

（４）救急出動 重篤傷病者等の搬送のための出動で、特別な人命救助活動を伴わないもの 

（５）救援出動 救援物資、資機材、人員等の輸送のための出動 

（航空特別応援の出動限定条件） 

第４条 航空特別応援の出動限定条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）出動時間帯は、原則として日出から日没までとする。 

（２）気象状態は、災害の発生場所において雲高（地表面から雲までの高さ）300メートル以上、視程 

  3,000メートル以上、風速毎秒15メートル以下であるとともに、凍結気象状態でないこと。 

（航空特別応援の要請手続） 

第５条 航空特別応援の必要があると認めた要請側の市町村等の長又は消防長（以下「要請側市町村等の

長」という。）は、次の各号に掲げる事項を明らかにして応援側の市町村等の長又は消防長（以下「応

援側市町村等の長」という。）に要請するものとする。 

（１）必要とする応援の種別及びその具体的な活動内容 

（２）応援活動に必要な資機材等 

（３）離発着可能な場所 

（４）災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに無線による連絡方法 

（５）離発着場における資機材の準備状況 

（６）他の消防機関にヘリの応援を要請している場合は要請した消防本部名 

（７）現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況 
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（８）気象状況 

（９）ヘリの誘導方法 

（10）その他必要な事項 

２ 応援側消防本部の連絡先は、別表のとおりとする。 

３ 航空特別応援の要請は、航空特別応援要請連絡票（様式第１号）によるものとし、電話、ファックス

等により明確に連絡するとともに、後日正式文書を送付するものとする。 

（航空特別応援の決定通知） 

第６条 応援側市町村等の長は、前条の要請に基づき、航空特別応援を行うことが可能と判断した場合は、

要請側市町村等の長へ航空特別応援を決定した旨を連絡するものとする。 

（航空特別応援の中断） 

第７条 応援側市町村等の長は、ヘリを復帰させるべき特別な事態が応援側の市町村等で発生した場合は、

要請側市町村等の長と協議のうえ航空特別応援を中断することができるものとする。 

（航空特別応援の始期及び終期） 

第８条 航空特別応援は、ヘリが航空特別応援の命令を受け応援側のヘリポートを離陸した時点から始ま

り、ヘリポートに帰着した時点に終了するものとする。 

２ ヘリが応援側のヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して航空特別応援のため出動す

べき命令があったときは、その時点から航空特別応援が始まるものとする。 

３ ヘリが航空特別応援に出動中、前条の規定に基づき航空特別応援が中断され、応援側の市町村等に復

帰すべく命令があったときは、その時点をもって航空特別応援は終了するものとする。 

（出動したヘリに対する指揮等） 

第９条 航空特別応援に出動したヘリに対する指揮は、要請側の市町村等の消防長又は消防団長の定める

現場最高指揮者が行うものとする。ただし、ヘリに搭乗している応援側の市町村等の指揮者は、現場

最高指揮者の命令内容が、ヘリの運航に重大な支障があると認めた場合は、その旨を現場最高指揮者

に通告できるものとする。 

２ ヘリに搭乗している応援側の市町村等の指揮者は、活動に当たって要請側消防本部等の基地局及び現

場最高指揮者と緊密な連絡を行うものとする。 

３ ヘリと要請側消防本部等あるいは現場最高指揮者間の通信連絡は、県内共通波（152.81MHZ）による

ものとし、無線の運用統制については、要請側消防本部等の統制に従うものとする。 

（航空特別応援の報告） 

第10条 応援側市町村等の長は、ヘリが帰着したときは速やかに応援活動の概要を航空特別応援活動報告

書（様式第２号）により、要請側市町村等の長に報告するものとする。 

２ 要請側市町村等の長は、災害が終息したときは速やかに当該災害の概要を航空特別応援災害報告書

（様式第３号）により、応援側市町村等の長に報告するものとする。 

（要請側市町村等の事前計画） 

第11条 要請側市町村等の長は、航空特別応援を受ける場合の事前計画を作成しておくものとする。 

２ 前項に規定する事前計画の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）地域防災計画に定める離発着場のうち、ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離発着場（以下「臨

着場」という。）の位置図等 

（２）ヘリと消防本部等との通信連絡方法 

（３）臨着場への職員の派遣 

（４）離発着に伴う一般人及び建物等に対する各種障害の除去等の必要な措置 

（５）救急救助用資機材及び隊員等の補給体制 

（６）その他必要と認める事項 

３ 前項各号の計画のうち、第１号については飛行場外離発着場調査表（様式第４号）により作成し、あ

らかじめ応援側市町村等の長に提出しておくとともに、内容等の変更を行った場合についても同様と

する。 
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（応援側の情報提供） 

第12条 航空特別応援の応援側市町村等の長は、新規にヘリを保有した場合又は更新した場合若しくは性

能等に変更があった場合は、ヘリコプター性能表（様式第５号）により、その情報を各市町村等の長

へ提供するものとする。 

（航空特別応援に要する費用の負担区分） 

第13条 航空特別応援に要する費用の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。 

（１）ヘリの燃料費、隊員の出動手当、旅費、日当等応援に直接要する費用は、要請側の市町村等の負担

とする。 

（２）応援中に発生した事故処理に要する土地、建物、工作物等に対する補償費及び一般人の死傷に伴う

損害賠償その他の費用は、要請側の市町村等の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により生じ

た損害は、応援側の市町村等の負担とする。 

（３）前号に規定する要請側の市町村等の負担額は、応援側の市町村等が加入する航空保険により支払わ

れる金額を控除した金額とする。 

（４）前３号に規定する以外に要した諸費用の負担については、その都度応援側市町村等の長と要請側市

町村等の長が協議し決定するものとする。 

２ 応援側市町村等の長は、航空特別応援が終了した場合は、前項第１号に規定する費用については、航

空特別応援に要した費用請求書（様式第６号）により、速やかに要請側市町村等の長に請求するもの

とする。 

（ヘリの事故発生時の連絡） 

第14条 要請側市町村等の長は、航空特別応援のため出動したヘリが、次の各号に掲げる事故を発生した

場合は、速やかに応援側市町村等の長に連絡するものとする。 

（１）人の死傷を伴う事故 

（２）ヘリの重大な損傷事故 

（３）救難対策を必要とする事故 

（救急出動に関する運用） 

第15条 第3条第4号に定める救急出動に関する運用については、この要綱に定めるもののほか別に定める

要領により実施するものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成13年12月１日から施行する。 
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（４）東京湾消防相互応援協定 

 

 第１章 総   則 

（目  的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第21条（法改正により現在は第39条）の規定

に基づき、第２条に協定する各都市の港内及びこれに関する沿岸施設等に大規模災害が発生した場合

における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

（協定都市） 

第２条 この協定は、次に掲げる各都市の消防機関（以下「協定機関」という。）相互間において行うも

のとする。 

（１）東京都（東京消防庁） 

（２）神奈川県川崎市（川崎市消防局） 

（３）千葉県千葉市（千葉市消防局） 

（４）神奈川県横浜市（横浜市消防局） 

（５）千葉県市川市（市川市消防局） 

（対象とする災害） 

第３条 この協定の対象とする災害は、次に掲げるものとする。 

（１）船舶、航空機、車両等の交通機関による大規模な火災又は危険物の流出事故 

（２）大規模な危険物施設等の火災 

（３）その他前２号に準ずる大規模火災等 

 

 第２章 相互応援 

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、前条に規定する災害が発生した都市（以下「発災都市」とい

う。）の長又は消防長が次のいずれかに該当する場合に第２条に規定する都市（以下「応援都市」とい

う。）の長又は消防長に行うものとする。 

（１）その災害が協定都市に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

（２）発災都市の消防力によっては防ぎょが著しく困難と認める場合 

（３）その災害を防除するため協定機関が保有する特殊の車両等及び資器材を必要と認める場合 

２ 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明らかにして行うものとする。 

（１）災害の種別 

（２）災害発生の場所及び被害の状況 

（３）要請する車両等の種別、資器材の数量及び集結場所 

（４）その他必要な事項 

（応援隊等の派遣） 

第５条 応援都市の長又は消防長（以下「応援都市の長」という。）が前条の規定により応援要請を受け

たときは、特別の理由がない場合のほか応援を行うものとする。 

２ 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨をすみやかに発災都市の長又は消防長

（以下「発災都市の長」という。）に通報するものとする。 

（消火器材等の調達手配） 

第６条 応援都市の長は、発災都市の長から消火用資器材等の調達及び輸送について依頼を受ける場合は、

これが迅速に行われるよう手配するとともに、その結果を発災都市の長に通報するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第７条 応援隊の指揮は、発災都市の消防長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合

は直接隊員に行うことができる。 

（報  告） 

第８条 応援隊の長は、消防行動の結果をすみやかに発災都市の長に行うものとする。 
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（災害概要の通報） 

第９条 発災都市の長は、消防行動終了後すみやかに災害の概要を応援都市の長に報告するものとする。 

 

 第３章 連絡会議 

（連絡会議） 

第10条 協定事務の円滑な推進をはかるため、必要のつど協定機関間において連絡会議を開くものとする。 

第11条 連絡会議は、次の各号について行うものとする。 

（１）消防相互応援要領の円滑化に関すること。 

（２）協定機関の消防現勢、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。 

（３）協定都市間の消防演習に関すること。 

（４）警防技術に関すること。 

（５）消防資器材の開発、研究資料の交換に関すること。 

（６）その他必要な事項 

 

 第４章 経費負担 

（経費負担） 

第12条 この協定を実施するため必要な経費は、次の区分により負担するものとする。 

（１）この協定に基づく応援に要する経費のうち人件費、消費燃料費等の経常的経費、公務災害補    

償費及び事故により生じた経費は応援側の負担とし、これ以外の経費は、発災都市の負担とす 

    る。 

（２）第６条の規定に基づく経費は、発災都市の負担とする。ただし、応援都市の職員として行う    

輸送及び連絡等に要する経費は、応援都市の負担とする。 

 

 第５章 雑  則 

（実施細部） 

第13条 この協定に特別の定めがあるものを除くほかこの協定の実施について必要な事項は、機関の消 

 防長が協議して定めるものとする。 

（疑  義） 

第14条 この協定の実施について疑義を生じたときは、そのつど当事者間において協議し、決定するもの

とする。 

（協定書の保管） 

第15条 この協定を証するため正本５通を作成し、協定機関がそれぞれ１通を保管するものとする。 

  付  則 

１ この協定は、平成２年６月１日から効力を生ずる。 

２ この協定の締結に伴い、昭和51年４月１日東京都、川崎市、千葉市及び横浜市間において締結した東

京湾消防相互応援協定は効力を失う。 

  平成２年５月29日 

東京消防庁消防長 

消防総監  中 條 永 吉 

神奈川県川崎市 

市  長  高 橋   清 

千葉県千葉市 

市  長  松 井   旭 

神奈川県横浜市 

市  長  高 秀 秀 信 

千葉県市川市 

市  長  髙 橋 國 雄 
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（５）千葉海上保安部と消防機関との業務協定（千葉市の例） 

 

（目  的） 

第１条 この協定は、千葉海上保安部を甲（以下「甲」という。）、千葉市を乙（以下「乙」という。）と

し、船舶の火災その他について甲、乙が協力して円滑な消火活動等を行うため必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（協定の区域） 

第２条 この協定の対象とする海上の区域は千葉市に属する海域（以下「協定区域」という。）とする。

（消火活動の責任） 

第３条 協定区域内の次に掲げる船舶の消火活動は、主として乙が担任し、甲はこれに協力する。 

（１）ふ頭又は岸壁、若しくは浮きさん橋にけい留された船舶及び上架又は入きょ中の船舶 

（２）河川、運河における船舶安全法（昭和48年法律第11号）第２条第１項の規定の適用をうけない 

   船舶 

２ 前項以外の船舶の火災の消火活動は、主として甲が担任し、乙はこれに協力するものとする。 

（火災の調査等） 

第４条 協定区域内における船舶の火災の原因調査は、前条第１項に掲げる船舶については、主として乙

が担任し、第２項に掲げる船舶については甲が担任する。 

２ 火災及び消火活動により受けた船舶の損害調査は甲と乙が協議して行うものとする。 

（火災の予防） 

第５条 協定区域内の船舶の火災予防に関しては、甲、乙が協力して行うものとする。 

（相互通報） 

第６条 甲又は乙は、海上において火災が発生し、又は火災発生のおそれのあることを知ったときは、す

みやかにその旨を相互に通報するものとする。 

２ 甲又は乙は、協定区域内で単独で船舶の火災の消火活動に従事したときは、すみやかにそのてん末を

相互に連絡しなければならない。 

（資料の交換） 

第７条 甲及び乙は、化学消火薬剤等資材の備蓄状況その他についての情報を相互に交換するものとする。 

（経費等負担） 

第８条 船舶の火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし特

に多額の経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は、そのつど協議のうえ定めるもの

とする。 

（特別応援） 

第９条 甲又は乙は、協定区域外であっても大災害が発生したときは、相互に応援要請をすることができ

るものとする。 

（必要事項の協議） 

第10条 この協定に定めるもののほか、協定の実施について必要な事項は、甲、乙が協議して定めるもの

とする。 

（協定書の保管） 

第11条 この協定を証するため正本２通を作成し、甲、乙が各１通を保管する。 

  附  則 

１ この協定は、昭和46年８月18日から施行する。 

  昭和46年８月18日 

                      千葉海上保安部長  金  丸     信 

                      千葉市長      荒  木  和  成 
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（参  考） 

海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書 

 領海内における船舶（消防法第二条の「舟」を含む以下同じ）の火災について、海上保安官署と消防機

関が協力し円滑に消火活動を行うため、両機関が締結する業務協定の基本を次のとおり定める。 

１ 次に掲げる船舶の消火活動は主として消防機関が担任するものとし、海上保安官署は、これに協

力するものとする。 

（１）ふ頭又は岸壁にけい留きれた船舶及び上架又は入渠中の船舶 

（２）河川湖沼における船舶 

上記以外の船舶の消火活動は主として海上保安官署が担任し、消防機関はこれに協力するものとす

る。 

なお、現地の実情に応じて両者の協議により上記 以外の船舶の消火活動について特別の 定

めをすることができる。 

 ２ 船舶の火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は、海上保安官署と消防機関が協 

  議してこれを行うものとする。 

 ３ 法令に定めるもののほか入港船舶の危険物積載の状況、化学消火剤の備蓄状況等消火活動上あら 

  かじめ掌握しておくことが必要と認められる資料及び情報については、相互に交換するものとする。 

 ４ 海上保安官署、消防機関は船舶の火災を知った場合は相互に直ちにその旨を通報するものとする。 

 ５ 海上保安官署又は消防機関は、単独で船舶の火災の消火に従事したときは、すみやかにそのてん 

  末を相互に連絡するものとする。 

 ６ 船舶の火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、 

  特に多額の経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は、その都度両者が協議の上定 

  めるものとする。 

 ７ 大型タンカー等の事故の場合における消火活動を効果的に行うために、海上保安官署及び消防機 

  関は地方防災会議等を活用して、おおむね次の事項につき連絡調整を行うものとする。 

（１）情報及び資料の交換 

（２）消火活動要領の作成 

（３）必要な器材、器具等の整備計画の作成及びその実施の推進 

         昭和43年３月29日 

                         海上保安庁長官 

                              亀  山  信  郎 

                         消防庁長官 

                              佐 久 間         彊 
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（６）消火薬剤の共同備蓄に関する協定書 

 

（京葉臨海中部地区の例） 

 千葉県（以下「甲」という。）、千葉市、市原市及び袖ケ浦町（以下「乙」という。）並びに京葉臨海中

部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「丙」という。）は、消火薬剤の共同備蓄について

次のとおり協定する。 

（目  的） 

第１条 この協定は、丙を構成する特定事業所等において、大規模な火災、爆発、その他の災害に対処す

るため、千葉県石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、甲、乙及び丙が共同で消火薬剤

を増強、備蓄し、よって災害の迅速な鎮圧と拡大防止を図ることを目的とする。 

（消火薬剤の備蓄数量） 

第２条 京葉臨海中部地区に存在する最大屋外貯蔵タンク及び当該防油堤内全面火災の消火に必要な消火

薬剤量を備蓄する。 

   ただし、同地区の共同防災組織及び当該屋外貯蔵タンク所有特定事業所の自衛防災組織の法定数量

を差し引いた数量とする。 

２ 前項の規定による必要消火薬剤量385.48klを甲、乙及び丙が３分の１ずつ整備するものとし、その数

量は次のとおりとする。 

   甲   128.52kl 

   乙   128.48kl 

   丙   128.48kl 

３ 前項の数量は、京葉臨海中部地区を構成する千葉市、市原市及び袖ケ浦町域間でそれぞれ備蓄するこ

ととし、各市町域間の負担割合は、地域指定指数割（昭和54年４月１日現在）とする。 

４ 第２項及び第３項の数量は、昭和60年度まで変更しないものとする。 

５ 備蓄終了年度は、昭和60年度とする。 

（消火薬剤の種類） 

第３条 消火薬剤の種類は原則として泡消火薬剤とする。 

（消火薬剤の備事場所） 

第４条 消火薬剤は、第２条に定めた数量を地区ごとに同一場所に備蓄する。 

  ただし、甲及び乙が周囲の地形、貯蔵設備、消防戦術その他の状況から同一場所に備蓄した場合と同

等以上の効力があると認める場所及び設備に備蓄する場合はこの限りではない。 

（管理者及び管理委託） 

第５条 消火剤の管理者は、原則として乙とし、乙に委託するものとする。 

２ 消火薬剤の委託期間は、昭和56年12月25日からとする。 

（使用基準） 

第６条 消火薬剤は、次の各号に該当する場合に使用できるものとする。 

（１）丙を構成する特定事業所等において生じた災害に対処するため、災害発生事業所等の所有す    

る消火薬剤で不足する場合 

（２）その他、甲又は乙が必要と認めた場合 

（弁  済） 

第７条 第６条第１号により使用した消火薬剤は、災害発生特定事業所等が弁済することとし、同条第２

号により使用した場合は当事者が弁済するものとする。 

２ 前項の規定により弁済する消火薬剤の種類及び数量は、使用した種類及び数量とする。 

３ 第１項の規定による弁済は、使用後速やかに弁済するものとする。 

（細目要領の制定） 

第８条 消火薬剤の運用等については、本協定のほか、別に定める地区ごとの「消火薬剤の共同備蓄に関

する協定の細目要領」によるものとする。 

（協議事項） 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書に定める事項に疑義を生じたときは、その都度、甲、
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乙及び丙協議のうえ定める。 

（協定書の保管） 

第10条 この協定の締結を証するため本証を５通作成し、それぞれ記名捺印のうえ、各自１通を保有する。 

   附   則 

１ 本協定は、昭和56年12月25日から効力を生ずる。 

２ この協定の締結に伴い、千葉県と千葉市、市原市及び袖ケ浦町の間において締結した化学消火薬剤の

備蓄管理に関する協定（昭和52年11月１日（千葉市）及び昭和55年１月５日（市原市、袖ケ浦町）締

結）は効力を失う。 

 

     昭和56年12月25日     甲  千葉市市場町１－１ 

                     千 葉 県 

                     千葉県知事  沼 田   武 
 

                  乙  千葉市千葉港１－１ 

                     千 葉 市 

                     千葉市長   松 井   旭 
 

                     市原市惣社１０４０－１ 

                     市 原 市 

                     市原市長   井 原 恒 治 
 

                     袖ケ浦町坂戸市場１－１ 

                     袖ケ浦町 

                     袖ケ浦町長  吉 掘 慶一郎 
 

                  丙  千葉市川崎町１ 

                     京葉臨海中部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会 

                     会   長  川崎製鉄株式会社 

                          専務取締役 千葉製鉄所長 

                             太 田 豊 彦 
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 （参  考） 

消火薬剤の共同備蓄に関する協定の市原地区の細目要領 

 

 この要領は、消火薬剤共同備蓄に関する協定（昭和56年12月25日締結。）第８条の規定に基づき、消火

薬剤の共同備蓄に関する運用等の細目について定める。 

第１ 消火薬剤の備蓄数量（第２条関係） 

  １ 同条第３項の規定による市原地区の備蓄数量は次のとおりである。 
 

 備 蓄 数 量 

甲  97.67 kl 

乙  97.65 kl 

丙  97.65 kl 

合    計  292.97 kl 
 
  ２ 備蓄は、昭和56年度から実施し昭和60年度を最終年度とするが、極力早期に完了するよう努める

ものとする。 

第２ 消火薬剤の種類（第３条関係） 

  １ 共同備蓄に係る消火薬剤の種類は、甲及び乙が認めたものとする。 

第３ 消火薬剤の備蓄場所（第４条関係） 

  １ 消火薬剤の備蓄場所は、原則として市原市消防局に備蓄することとする。 

    ただし、丙負担分については同条ただし書きを適用し集団化した６か所を備蓄場所とする。 

第４ 管理者及び管理委託（第５条関係） 

  １ 同条第１項の規定による管理者は、乙とするが、第４条ただし書きの規定による場合は、乙、 

   丙協議のうえ、丙を構成する特定事業者に管理を代行させることができるものとする。 

  ２ 甲又は丙が整備する消火薬剤の管理委託は、乙に対し様式１により依頼する。 

  ３ 乙は、甲又は丙に対し様式２により管理受託するものとする。 

  ４ 乙は、甲又は丙から管理受託した消火薬剤の貯蔵地を変更する場合及び変更した場合は、甲又 

   は丙に対し速やかに文書で報告する。 

  ５ 乙は、消火薬剤の管理に関する事務をその所管に属する消防局長に委託することができる。 

  ６ 乙は、受託した消火薬剤の数量、使用量及び残高数量が明らかにわかるように記録し、保存し 

   ておくこととする。 

  ７ 乙は、毎年３月31日現在の消火薬剤の管理状況を４月10日までに様式３により甲に報告する。 

  ８ 乙は、甲、丙及び丙を構成する特定事業者等に状況を周知させるため、共同備蓄に係る消火薬 

   剤の受託数量、備蓄場所等に関する資料を閲覧できるように整理しておくこととする。 

第５ 使用基準（第６条関係） 

  １ 同条第１項第２号の規定により、甲又は乙が認める場合は、次のとおりとする。 

  （１）他区域の特定事業所等への応援に使用する場合。 

  （２）千葉県石油コンビナート等防災計画（昭和56年度修正版）第３編、第１章、第１部、第５節 

    による総合訓練又は合同訓練に使用する場合。 

  （３）その他、緊急かつやむを得ぬと甲又は乙が認めた場合。 

  ２ 消火薬剤を使用する場合の手続きは、次のとおりとする。 

  （１）消火薬剤を使用する者は、乙に申し出て使用するものとする。 

  （２）使用者は、使用後速やかに様式４により使用申請書を乙に提出することとする。 

     ただし、乙が管理する消火薬剤を乙が使用する場合は省略することができる。 

  （３）乙は、（２）の規定により使用申請書を受理した場合並びに乙が管理する消火薬剤を乙が使用

した場合は、様式5により使用報告書を甲に提出する。 
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第６ 弁 済（第７条関係） 

  １ 同条第１項の規定による当事者とは、他区域の特定事業所等への応援に使用した場合は、受益 

   者とし、千葉県石油コンビナート等防災計画第３編、第１章、第１部、第５節による総合訓練又 

   は合同訓練に使用した場合は、使用者とする。 

    ただし、総合訓練のうち甲又は乙が使用した場合は、甲とする。 

  ２ 同条第３項の規定による使用後すみやかにとは、概ね１ヶ月以内とする。 

第７ そ の 他 

  １ 本細目要領のいう、甲、乙及び丙とは、千葉県、市原市及び、市原市石油コンビナート等特別 

   防災区域協議会と読み替えるものとする。 

 

    昭和56年12月25日 
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 様式１ 

                                  第         号 

                                  昭和  年  月  日 

 

   管理者            様 

 

委 託 者 

 

消 火 薬 剤 管 理 委 託 依 頼 書 

 

 消火薬剤の共同備蓄に関する協定の細目要領第４．２の規定により、次のとおり管理委託について依頼

いたします． 

 １ 委託消火薬剤 

  （１）数  量 

  （２）種  類 

 ２ 納入予定月日 

 ３ 納 入 方 法       

 

 

 

 

 

 

 様式２ 

                                  第         号 

                                  昭和  年  月  日 

 

                  様 

 

管 理 者 

 

消 火 薬 剤 管 理 受 託 書 

 

 昭和  年  月  日付け、第  号で管理委託申請のあった消火薬剤について管理受託する。 

  １ 受託消火薬剤 

   （１）数  量 

   （２）種  類 

  ２ 備 蓄 場 所       

  ３ 管理責任者       
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 様式３ 

                                  第         号 

                                  昭和  年  月  日 

                  様 

 

管 理 者 

 

消 火 薬 剤 管 理 状 況 報 告 書 

 消火薬剤の共同備蓄に関する協定の細目要領第４．７の規定により消火薬剤の管理状況を次のとおり報

告します。 

                                  昭和  年  月  日現在 

昭和年月日～昭和年月日 
種 類 

昭和年月日 

現在備蓄量 

(Ａ) 
使 用 量 目   的 

昭和年月日 

現在備蓄量 

(Ｂ) 

備蓄場所 備考 

       

       

       

   (注) １ (Ａ)の欄は、前年報告時の備蓄量とし、(Ｂ)の欄は報告年度の備蓄量とする。 

       ２ 備考欄は、当該年度に使用した消火薬剤の使用状況を記載する。 

 

 

 

 

 

 様式４ 

                                  第         号 

                                  昭和  年  月  日 

   管理者            様 

 

                     申 請 者  住 所 

                            氏 名 

 

消 火 薬 剤 使 用 申 請 書 

 消火薬剤共同備蓄に関する協定第６条第  号により消火薬剤を使用したいので、消火薬剤の共同備蓄

に関する協定の細目要領第５．２．（２）の規定により次のとおり申請します。 

  １ 使用年月日 

  ２ 使用目的 

  ３ 使用場所 

  ４ 使用消火薬剤 

   （１）使用量 

   （２）種 類 

  ５ 弁済予定月日 
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 様式５ 

                                  第         号 

                                  昭和  年  月  日 

 

 千 葉 県 知 事  様 

 

 

市 原 市 長 

 

              消 火 薬 剤 使 用 報 告 書 

 

 

 

 消火薬剤の共同備蓄に関する協定の細目要領第５．２．（３）の規定により次のとおり報告します。 

 

 

 

   １ 使用年月日 

 

   ２ 使用場所 

 

   ３ 使用目的 

 

   ４ 使用消火薬剤 （１）使 用 量     

            （２）種  類 

            （３）備蓄場所 

               (管理者) 

 

   ５ 弁 済 者 

 

   ６ 弁済予定年月日 
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（７）千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備の管理運営に関する協定書 

 

 千葉県石油コンビナート等特別防災区域の災害時における防災関係機関の相互通信連絡手段の整備充実

を図るため県が所有する防災相互無線設備（以下「無線設備」という。）の管理運営に関し、千葉県（以

下「甲」という。）と特定事業所（以下「乙」という。）は次の通り協定する。 

（無線設備の委託） 

第１条 甲が乙に委託する無線設備は、次のとおりとする。 

  （１）無線電話装置         式 

（委託期間） 

第２条 無線設備の委託期間は昭和55年４月１日から昭和56年３月31日までとする。ただし、期間満了１

月前までに甲又は乙から申し出がない場合は引き続き１年間更新したものとみなし、以後この例によ

るものとする。 

（保管場所及び管理責任者） 

第３条 無線設備の保管場所及び管理責任者は次のとおりとする。 

  ただし、これを変更する場合又は変更を生じた場合には、乙は速やかに書面をもって通知するもの 

 とする。 

管 理 責 任 者 所    在    地 

保  管  場  所 職 氏    名 

   

（管理の義務及び使用の原則） 

第４条 乙は、無線設備の機能を永く維持するため常に善良なる注意をもって管理し、その目的に応じ 

 最も効率的に使用するものとする。 

（無線設備の運用） 

第５条 乙は、無線設備を利用するにあたっては電波法（昭和25年法律第131号）及び別に県が定める 

 運営規定により運用するものとする。 

（無線従事者） 

第６条 乙の無線局の無線従事者は、乙の所属職員を充てるものとする。 

（維持管理等の経費） 

第７条 委託期間における無線設備の維持管理及び修理等に要する経費の分担は次のとおりとする。 

  （１）通常の維持管理は乙の負担とし、修理等に要する経費は甲の負担とする。 

  （２）乙が善良な管理を怠ったために生じた故障復旧等に要する経費は乙の負担とする。 

（無線設備の返還） 

第８条 乙は無線設備の機能が著しく減少し使用に耐えないと認めるときは、甲に協議するものとする。 

（協議事項） 

第９条 この協定について疑義が生じたときは、甲と乙は協議のうえ決定するものとする。 

  上記委託の証として本書を作成し、甲と乙は記名押印のうえ各自一通を保有するものとする。 

     昭和55年４月１日 

                        甲 千葉県千葉市市場町１番１号 

                          千 葉 県 

                          千葉県知事  川  上  紀  一 

                        乙 （特 定 事 業 所） 
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（８）石油連盟製油所等災害相互応援規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、製油所等において大規模な災害が発生し、石油コンビナート等災害防止法に基づく

特別防災区域を超える応援を必要とする場合の相互応援について、その体制および運営に関する基準

を定め、迅速適確かつ組織的な措置をとることにより、被害を最小限にとどめることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、石油コンビナート等災害防止法に基づく特別防災区域を超える応援を必要とする場

合に適用する。 

２ この規程は、石油連盟加盟会社（以下「加盟会社」という。）の製油所、油槽所等に適用する。 

３ この規程は、加盟会社の系列会社について加盟会社である親会社から要請があった場合にはその系列

会社に、中央関係省庁からの非加盟会社に対する応援の要請があった場合にはその非加盟会社に適用

する。 

４ 海水油濁処理協力機構による活動の対象となる災害については、この規程は適用しない。 

（組織・業務） 

第３条 石油連盟に、災害対策本部（以下「本部」という。）を設置する。 

２ 本部に、本部長、副本部長、本部員を置き、必要に応じ班を設置する。 

（１）本部長は、石油連盟会長がこれにあたり、本部を総理する。 

（２）副本部長は、石油連盟領域安全委員長がこれにあたり、本部長を補佐するとともに、本部長が不 

  在または支障あるときは、その職務を代行する。 

（３）本部員は、石油連盟環境安全委員会委員がこれにあたる。 

（４）本部の事務局は、石油連盟技術環境部とする。 

３ 本部の業務は、次のとおりとする。 

（１）災害発生時においては、応援活動に関し、本部長の指示のもとに、情報の収集・分析、対策の立 

  案、連絡、記録、広報等の業務を行う。 

（２）平常においては、環境安全委員会の指示のもとに、応援可能な防災資機材等についての情報の収 

  集、相互応援体制の整備に努める。 

 

第 ２ 章   相 互 応 援 

（相互応援） 

第４条 相互応援区分は、別紙の定めるところによる。 

（応援の発動等） 

第５条 応援を受けようとする会社は、本部に応援を要請するものとする。 

２ 加盟会社の系列会社については、加盟会社である親会社から本部に応援を要請するものとする。 

３ 前２項の規程により、応援の要請を行う場合および中央関係省庁から応援の要請があった場合には、

応援を受けようとする災害発生会社（以下「被応援会社」という。）は、可能な限り、災害の状況、必

要とする応援の内容、その他応援活動に必要な情報を本部に連絡するものとする。 

４ 本部は第１項もしくは第２項に規定する要請があった場合または中央関係省庁から要請があった場合

には、前項の規定により連絡を受けた情報等に基づいて、相互応援区分、応援内容および応援を行う

会社（以下「応援会社」という。）を決定し、応援会社に応援出動を要請する。 

５ 本部は、応援出動した地区の保安態勢を維持するため、最寄りの加盟会社と支援態勢の確保等につい

て連絡調整を行い、支援態勢がとれる会社（以下「支援態勢会社」という。）に対し、支援要請を行う。 

（現地の応援活動） 

第６条 前条第４項の要請を受けた応援会社は、直ちに応援隊を組織して出動する。 

２ 応援隊は現地に到着した後、速やかに被応援会社の責任者に連絡のうえ、その指示に従って行動する。 

３ 本部は、必要に応じ、本部員等を災害発生地に派遣し、応援活動の支援と情報収集等にあたらせるこ

とができる。 
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（被応援会社の報告） 

第７条 被応援会社は、災害ならびに応援活動の進展状況について、本部に報告を行うものとする。 

（応援活動の終了） 

第８条 本部は、被応援会社の報告その他の情報等に基づいて、相互応援活動の終了を決定する。 

２ 本部は、前項の決定をした場合には、直ちに応援会社に対し、応援活動の終了を連絡する。 

３ 応援会社は、応援隊が応援活動を終了し、所属製油所に帰着した場合には、直ちに本部および所轄関

係機関に帰着を連絡する。 

４ 本部は、前項の報告を受けた場合には、直ちに支援態勢会社に村し、その態勢の解除を連絡する。 

 

第 ３ 章   関係機関との連絡、調整 

（関係機関との連絡、調整） 

第９条 本部は、応援活動を開始する場合には、中央関係省庁と連絡、調整を行う。 

２ 本部は、応援活動の終了を決定した場合には、中央関係省庁に連絡する。 

３ 本部は、応援隊の帰着の連絡を受けた場合には、中央関係省庁に連絡する。 

４ 応援会社は、応援隊を出動させる場合には、事前に、所轄関係機関に連絡し、その了解を求める。 

 

第 ４ 章   経費および災害補償 

（経 費） 

第10条 応援活動に要した費用は、原則として被応援会社が負担するものとし、相互に協議して決定する。 

（労働災害補償） 

第11条 応援活動に伴い労働災害を生じた場合には、応援会社が労働災害補償保険法に基づく保険給付を

受け、これを充当する。 

２ 災害補償額が前項の保険給付額を超える場合には、原則として、被応援会社がその超過額を負担する。 

（損害補償） 

第12条 応援活動に伴って、応援会社の防災資機材等に損害が生じた場合には、原則として、被応援会社

が費用を負担する。 

２ 応援活動に伴って、応援会社が、第三者に人的損害又は物的損害を与えた場合には、原則として、被

応援会社がその補償金額を負担する。 

  ただし、交通事故に係る対人補償については、応援会社が自動車損害賠償補償法に基づく自動車損害

賠償責任保険金の給付を受け、その給付金を充当するものとし、損害賠償額が保険給付額を超える場

合には、被応援会社がその超過額を負担する。 

 

第 ５ 章   雑    則 

（規程の解釈等） 

第13条 この規定に定めのない事項及びこの規程の解釈については、本部が決定する。 

（調 整） 

第14条 第10条、第11条、および第12条の規定の適用について当事者間で協議が成立しない場合には、本

部が調整する。 

（運営要領） 

第15条 この規定の円滑な運用を図るため、別途、運営要領を定める。 

２ 運営要領は、本部が定める。 

 

附      則 

１ この規程は、平成２年４月18日から施行する。 

２ 「全国石油工場災害相互援助規程」（昭和40年７月８日制定、昭和45年10月12日改正、昭和48年10月

１日改正）は、廃止する。 
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別 表 

相  互  応  援  区  分 

 

被 応 援 地 区 一 次 応 援 地 区 二  次  応  援  地  区 

苫 小 牧 室蘭 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海、仙台、男鹿 

室 蘭 苫小牧 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海、仙台、男鹿 

仙 台 男鹿、鹿島臨海 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海 

男 鹿 仙台、新潟西港、富山 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海 

鹿 島 臨 海 仙台、京葉臨海中部 京浜臨海、根岸臨海、新潟西港 

京 葉 臨 海 中 部 鹿島臨海、京浜臨海、根岸臨海 新潟西港、富山、名古屋港臨海、四日市臨海、堺泉北臨海 

京 浜 臨 海 京葉臨海中部、根岸臨海 
新潟西港、富山、鹿島臨海、名古屋港臨海、四日市臨海、

堺泉北臨海 

根 岸 臨 海 京葉臨海中部、京浜臨海 
新潟西港、富山、鹿島臨海、名古屋港臨海、四日市臨海、

堺泉北臨海 

新 潟 西 港 男鹿、富山 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海、鹿島臨海 

富 山 新潟西港、男鹿 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海 

名 古 屋 港 臨 海 四日市臨海 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海、堺泉北臨海 

四 日 市 払 海 名古屋港臨海 京葉臨海中部、京浜臨海、根岸臨海、堺泉北臨海 

堺 泉 北 臨 海 和歌山北部臨海南部、姫路臨海 水島臨海、名古屋港臨海、四日市臨海 

姫 路 臨 海 堺泉北臨海、水島臨海 
和歌山北部臨海南部、名古屋港臨海、四日市臨海、岩国・

大竹、下松、徳山・新南陽、小野田、番の州、菊間 

和歌山北部臨海南部 堺泉北臨海 水島臨海、姫路臨海、名古屋港臨海、四日市臨海 

水 島 臨 海 姫路臨海、番の州 
岩国・大竹、下松、徳山・新南陽、小野田、堺泉北臨海、

和歌山北部臨海南都、菊間 

岩 国 ・ 大 竹 下松、徳山・新南陽、小野田 水島臨海、姫路臨海、堺泉北臨海、大分、番の州、菊間 

下 松 
岩国・大竹、徳山・新南陽、 

小野田 
水島臨海、姫路臨海、堺泉北臨海、大分、番の州、菊間 

徳 山 ・ 新 南 陽 岩国・大竹、下松、小野田 水島臨海、姫路払潅、堺泉北臨海、大分、番の州、菊間 

小 野 田 
岩国・大竹、下松、徳山・新南

陽、大分 
水島臨海、堺泉北臨海、番の州、菊間 

番 の 州 菊間、水島臨海 
岩国・大竹、下松、徳山・新南陽、小野田、姫路臨海、 

大分 

菊 間 番の州 
岩国・大竹、下松、徳山・新南陽、小野田、水島臨海、 

姫路臨海、大分 

大 分 小野田 
岩国・大竹、下松、徳山・新南陽、水島臨海、姫路臨海、

番の州、菊間 

泊  京浜臨海、根岸臨海、京葉臨海中部 
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（９）油流出事故時における千葉県と特定事業所等との資機材等の相互応援協定 

 

 千葉県（以下「県」という。）、及び京葉臨海北部地区、京葉臨海中部地区、京葉臨海南部地区の各石油

コンビナート等特別防災区域に所在し、油防除資機材等を有する特定事業所及び海上共同防災組織（石油

コンビナート等災害防止法で規定するものをいい、以下「特定事業所等」という。）は、当該資機材等の

相互応援について次のとおり協定する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、千葉県の周辺海域において大規模な油流出事故が発生した場合、県及び特定事業所

等が相互に資機材等を支援し油防除作業を円滑に行うことができるよう、必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（相互に支援すべき資機材等） 

第２条 相互に支援すべき資機材等は、次のとおりとする。 

  （１）オイルフェンス 

  （２）油吸着マット 

  （３）油回収ネット 

  （４）油処理剤（油分散剤） 

  （５）油導入式浮枠及び油回収用ポンプ等 

  （６）ドラム缶（缶の上部は開放型） 

  （７）その他支援すべき資機材等として扱えるもの 

 

（要請主義） 

第３条 資機材等を必要としている県及び特定事業所等は、要請に応じられない可能性があることを考慮

して、資機材等の支援を要請するものとする。 

２ 要請を受けた県及び特定事業所等は、可能な範囲で要請に応じるものとする。特に、特定事業所等に

あっては、支援により法令で定められた資機材等の備え付け数量を下回ることがないようにする。 

３ 本協定に基づく要請を複数受けた県及び特定事業所等は、原則として要請を受けた順に応じるものと

する。 

 

（要請の手続き） 

第４条 要請者（要請を行う県または特定事業所等をいう。以下同じ。）は、別記第１号様式によりファ

クシミリ等にて応援要請を行うものとし、被要請者（応援要請を受けた県または特定事業所等をいう。

以下同じ）は、対応の可否について別記第２号様式によりファクシミリ等にて要請者へ回答するもの

とする。 

２ 要請者は、前項により被要請者から対応可能の回答を得た場合には、５時間以内に指定場所にて当該

資機材等を受け取るものとする。ただし、第一要請者（第一順位の要請者、または第二順位以降の要

請者で優先順位の要請者が受け取りできないために、第一順位に繰り上がった者をいう。）は、被要請

者の了解が得られた場合、資機材等の受け取りについて更に５時間以内の時間延長を１回に限り要請

できるものとする。 

３ 要請者は、要請後に資機材等の支援の必要がなくなった場合、また、その他特別な事情により受け取

りができない場合には、早急に被要請者へその旨を連絡するものとする。 

４ 被要請者は、要請者が時間内に資機材等を受け取らない場合には、原則として次の順位の要請者に応

じるものとする。 

５ 要請に伴う資機材等の運搬は、要請者、被要請者のほか、委託した運搬業者等も行うことができるも

のとする。 

６ 要請者は、実際に資機材等を受け取った後、速やかに別記第３号様式による受取確認書を被要請者へ

提出するものとする。 
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（経費の負担） 

第５条 資機材等の支援に要する経費は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

  （１）資機材等の運搬及び利用に要する経費は原則として要請者が全て負担する。 

  （２）資機材等の運搬及び利用に携わった職員が、負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合に 

    おける災害補償は、原則として職員の所属機関が負担する。 

  （３）資機材等の運搬及び利用に携わった職員が第三者に損害を与えた場合、原則として職員の    

所属機関がその賠償の責に任ずる。 

２ 前項各号の定めにより難いときは、要請者と被要請者が協議し定めるものとする。 

 

（資機材等の返還手続き） 

第６条 要請者は、資機材等を使用した後は、直ちに使える状態で被要請者に返還するものとする。ただ

し、支援を受けたものと同等同種の資機材等による返還、及び金銭による弁済も可能とする。 

２ 要請者は、資機材等の返還にあたり、被要請者が負担したほかの経費についても、一緒に被要請者へ

支払うものとする。 

３ 返還方法の詳細については、要請者と被要請者が別途協議の上決定するものとする。 

 

（第三者転貸の承認） 

第７条 要請者は、被要請者の了解を得た上で、支援を受けた資機材等を本協定締結者以外の防除主体へ

転貸することができるものとする。ただし、要請者は経費の負担、あるいは資機材等の返還手続きに

係る全責任を負うものとする。 

２ 前項の規定は、千葉県以外の地域において発生した油流出事故の場合においても、第１条の規定に関

わらず適用できるものとする。 

 

（流出油事故原因者による代行） 

第８条 流出油事故原因者からの申し出により、本協定に基づく要請を行い原因者に資機材等を転貸した

要請者は、第５条及び第６条において要請者が行うべき経費の負担、あるいは資機材等の返還手続き

の一部または全てを自らに代わって原因者に実施させることができるものとする。ただし、要請者は、

被要請者の了解を得た上で原因者に指示するものとし、原因者が義務を怠った場合の責任は要請者が

負うものとする。 

 

（資機材等の保有についての情報交換） 

第９条 特定事業所等は、毎年４月１日現在における資機材等の保有状況について、別記第４号様式によ

り同年４月３０日までに県へ報告するものとする。 

２ 県は、前項の報告を取りまとめ、特定事業所等へ情報提供するものとする。また、県及び特定事業所

等は、必要に応じて本協定締結者以外の者にも情報提供できるものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第10条 本協定締結の際、既に締結されている他の相互応援協定（名称の如何を問わず同様の内容を有す

る取り決め等を含む。）は本協定に優先するものとする。 

 

（雑 則） 

第11条 この協定に定めのない場合は、諸法令を順守の上、県及び特定事業所等で協議の上定める。 

 

 附 則 この協定は、平成11年４月１日から適用する。 

 

 この協定を証するため、本書79通作成し、各自その１通を保有する。 

 

 平成11年３月23日 
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別記第１号様式（要請者用） 

 

資機材等相互応援要請票 

 
要 請 日 時 年   月   日   時   分 

要 請 先 

（被要請者） 
 

 

 

Ｔ Ｅ Ｌ    －    － Ｆ Ａ Ｘ    －    － 要 請 者 

担 当 者 
（所  属） 

（職・氏名） 

被 害 の 状 況 

（   月   日   時   分現在） 

 

 

 

資機材等名称 規格・商品名等 数   量 備   考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

要請資機材等一覧 

 

 

 

   

引 取 希 望 時 間    月   日   時   分 

引 取 希 望 場 所 
 

 資機材引取方法 

運 搬 方 法 
 

 

そ  の  他 

必 要 事 項 等 
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別記第２号様式（被要請者用） 

資機材等相互応援回答票 

 
回 答 日 時 年   月   日   時   分 

要 請 日 時 年   月   日   時   分 

要 請 者  

 

 

 

Ｔ Ｅ Ｌ    －    － Ｆ Ａ Ｘ    －    － 

被 要 請 者 

担 当 者 
（所  属） 

（職・氏名） 

資機材等の要請 

内 容 に 対 す る 

検 討 結 果 

１.全て対応可能   

２.一部対応可能  該当項目に○を付け、下記の欄に必要事項に記入する。 

３.対 応 不 可   

対 応 不 可 の 

場 合 の 理 由 

 

使用に際して

の 条 件 等 

 

資機材等名称 規格・商品名等 数   量 備   考 

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

対応可能な資

機 材 等 

 

 

   

要請者の希望どおりで支障が １.あ る  該当項目に○を付け、下記 

              ２.な い の欄に必要事項を記入する。 

受 渡可能 時間    月   日   時   分 

受 渡可能 場所  

運 搬 方 法 
 

 

資 機 材 等 の 

受 渡 し 

受渡に当たっての

留 意 事 項 等 

 

そ  の  他 

必 要 事 項 等 
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別記第３号様式 

年  月  日  

 

（被要請者） 

 

 

                様 

 

資機材等受取確認書 

 

 

（要請者） 

名 称 

代表者                  印 

所在地 

電 話 

 

 ｢油流出事故時における千葉県と特定事業所等との資機材等の相互応援協定｣に基づく要請を行い、 

    年  月  日  時  分に下記の資機材等を受け取りました。 

 

記 

 

運 搬 方 法 
資 機 材 名 

メ ー カ ー 

商 品 名 等 
数  量 

運搬方法 運搬主体 
備 考 
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別
記
第
４
号
様
式
（
そ
の
１
）

 

油
 防

 除
 資

 機
 材

 等
 保

 有
 状

 況
 調

 査
 票

 
平
成
 
 
年
４
月
１
日
現
在
 

１
 
基
本
事
項

 

電
 
話
 

 
特

定
事

業
所
 

共
同

防
災
組
織

名
称
 
 

担
当

部
署

名
 
 

平
日

・
日

中
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

 

 
①
 

 
電
 
話
 

 
所

在
地
 
 

 
②
 

 

休
日
・
夜
間
 

連
絡

先
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
 

 

２
 
資
機
材
リ
ス
ト

 

資
機
材
の
種
類
 

形
 
 
態
 

メ
ー
カ
ー
 

商
 

品
 

名
 

仕
様

・
規

格
 

数
量
(単

位
)
 

備
 
 
考
 

Ａ
型
 

 
 

 
 

 
 

①
オ
イ
ル
フ
ェ

ン
ス
 

Ｂ
型
 

  

 
 

 
 

 

小
片
(マ

ッ
ト
)
型
 

  

 
 

 
 

 

ロ
ー
ル
(
巻
取
)
型
 

 
 

 
 

 
 

万
国
旗
型
 

 
 

 
 

 
 

②
油
吸
着
マ
ッ

ト
 

 
(
油
吸
着
剤

)
 

そ
の
他
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別
記
第
４
号
様
式
（
そ
の
２
）
 

 ２
 
資
機
材
リ
ス
ト
 

(
特
定
事

業
所
・
共
同
防
災
組
織
名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 

資
機
材
の
種
類
 

形
 
 
態
 

メ
ー
カ
ー
 

商
 

品
 

名
 

仕
様

・
規

格
 

数
量
(単

位
)
 

備
 
 
考
 

③
油
回
収
ネ
ッ

ト
 

  
 

 
 

 
 

④
油
処
理
剤

 
油
分
散
剤
 

  

 
 

 
 

 

⑤
油

導
入

式
浮

枠
及

び

油
回
収
用
ポ
ン
プ
等
 

 
 

 
 

 
 

⑥
ド
ラ
ム
缶

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

※
上
記
６
種
類
以
外
の
油
防
除
資
機
材
等
で
保
有
し
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
本
様
式
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

 



第４ 協議会、規程等 
 

 １ 京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 …………………………… １０３ 

 

 ２ 京葉臨海中部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 …………………………… １０５ 

 

 ３ 京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 …………………………… １０７ 

 

 ４ 東京湾排出油等防除協議会会則 ………………………………………………………………… １０９ 

 

 ５ 千葉管内排出油等防除協議会会則 ……………………………………………………………… １１３ 

 

 ６ 木更津管内排出油等防除協議会会則 …………………………………………………………… １１８ 

 

 ７ 館山管内排出油等防除協議会会則 ……………………………………………………………… １２２ 

 

 ８ 千葉県高圧ガス地域防災協議会規約 …………………………………………………………… １２５ 

 

 ９ 海水油濁処理協力機構千葉支部規程 …………………………………………………………… １２９ 

 

 10 港湾区域内における流出油処理要領 …………………………………………………………… １３２ 

 

 11 千葉県石油コンビナート関係防災情報受伝達要領 …………………………………………… １３７ 

 





 

- 103 - 

１ 京葉臨海北部地区石油コンビナート等 

特別防災区域協議会会則 
 

（目  的） 

第１条 本会は、石油コンビナート等災害防止法第22条の規定に基き、京葉臨海北部地区石油コンビナー

ト等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）内に所在する特定事業所が共同して災害の発生及

び拡大の防止等のため防災施策を推進し、地域防災体制の確立を図ることを目的とする。 

（組  織） 

第２条 本会は、特別防災区域内に所在する特定事業所を代表する者、又はその指名する者で組織する。 

（名称・事務所） 

第３条 本会は、京葉臨海北部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「協議会」という。）

と称し、事務所を市川船橋共同防災センター内に置く。 

（事  業） 

第４条 本会は、第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 

  （１）各防災区域の災害の発生、又は拡大の防止に関する自主基準の作成。 

  （２）災害の発生、又は拡大の防止に関する技術の共同研究。 

  （３）特定事業所の従業員に対する災害の発生、又は拡大の防止に関する教育の共同実施。 

  （４）共同防災訓練の実施。 

  （５）その他、協力体制の整備上必要な事項。 

（役  員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

  （１）会   長  １ 名 

  （２）副 会 長  ２ 名 

  （３）理   事  若干名 

  （４）監   事  ２ 名 

２ 会長及び副会長は理事の中から互選する。 

３ 理事及び監事は会員の中から互選する。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。 

２ 役員はすべて再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表して会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 

３ 理事は理事会に出席して議事を審議し、会長及び副会長と共に本会の事業の推進にあたる。 

（顧  問） 

第８条 本会の運営を有効且つ円滑に推進するため顧問を置く。 

２ 顧問には市川市消防局長、船橋市消防局長又は各局長の指名する者及び会員の推薦する者とする。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じ本会の事業に関し指導及び助言を行う。 

（会  議） 

第９条 本会の会議は、総会及び役員会の２種とする。 

  （１）総会は、すべて会員で構成する。 

  （２）役員会は会長、副会長、理事及び監事で構成する。 

２ 前項の者に事故ある時は、代理の者を出席させることができる。 

（会議の開催） 

第10条 本会の会議は会長がこれを招集し、会議はその２／３以上の出席をもって成立し、会議の議長は

会長がこれにあたる。 
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（会議の議決） 

第11条 本会の議決は、すべて出席会員の過半数の賛成をもって議決するものとし、賛否同数のときは議

長がこれを決定する。 

（総  会） 

第12条 総会は、次の事項を議決する。 

  （１）事業の計画および運営に関すること。 

  （２）会則に関すること。 

  （３）予算および決算に関すること。 

  （４）その他必要な事項。 

（役 員 会） 

第13条 役員会は、次の事項を審議して決定する。 

  （１）総会の議案に関すること。 

  （２）事業の推進のため総会より委任された事項。 

  （３）その他会長が必要と認めた事項。 

（会  費） 

第14条 本会の運営に必要な経費は、総会において決定した会費およびその他収入をもって充てる。 

 

 

   付    則 

 この会則は、昭和52年６月20日から施行する。 

       昭和55年４月24日一部改正 

       平成７年５月12日一部改正 

       平成12年４月１日一部改正 

       平成21年５月26日一部改正 
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２ 京葉臨海中部地区石油コンビナート等 

特別防災区域協議会会則 
 

（目  的） 

第１条 本区域協議会は石油コンビナート等災害防止法第２２条の規定に基づき、京葉臨海中部地区石油

コンビナート等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）内に所在する特定事業所及びその他事

業所が共同して災害の発生及び拡大を防止することを目的とする。 

（名  称） 

第２条 本区域協議会は、京葉臨海中部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「協議会」と

いう。）と称する。 

（事 務 局） 

第３条 協議会の事務局は会長会社に置く。 

（事  業） 

第４条 協議会は第１条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。 

  （１）特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成。 

  （２）災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究。 

  （３）当該特定事業所及びその他事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の 

    共同実施。 

  （４）共同防災訓練の実施に関すること。 

  （５）その他当協議会の目的を達成するに必要な事項。 

（会  員） 

第５条 協議会の会員は特別防災区域に所在する千葉、市原、袖ケ浦の各地区既存の石油コンビナート等

特別防災区域協議会（以下「地区協議会」という。）加盟の事業者とする。 

（役  員） 

第６条 協議会には、次の役員及び監査を置く。 

      会   長   １名 

      副 会 長   ２名 

      幹   事   ３名 

      監   査   １名 

（役員の選出及び任期） 

第７条 会長及び副会長ならびに監査は別に定める選出方法により選出する。幹事は、各地区協議会の会

員の中から均等に選出する。 

２ 役員及び監査の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選出された役員の任期は前

任者の残任期間とする。 

（顧  問） 

第８条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は総会にて推せんし、会長がこれを委嘱する。 

（役員及び監査の任務） 

第９条 会長は協議会を代表し、その事業を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。 

３ 幹事は、協議会の運営に参画する。 

４ 監査は、協議会の業務及び会計を監査する。 

（会  議） 

第10条 協議会の会議は総会及び役員会とする。 

２ 顧問は、前項の会議に出席して意見を述べることができる。 

（総  会） 

第11条 総会は毎年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに臨時に開催する。ただし、総会は役員



 

- 106 - 

及び各地区協議会から夫々５名選出された代議員の出席により代えることができる。 

（役 員 会） 

第12条 役員会は会長が必要と認めたとき開催し、次の事項を審議する。 

  （１）総会に提出する議案に関すること。 

  （２）会務に関する必要な事項に関すること。 

  （３）その他会長が必要と認める事項に関すること。 

（会議の成立及び議決） 

第13条 総会は会員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立し、議決は出席者の過半数をも

って決定する。賛否同数の時は、議長がこれを決定する。 

  ただし、役員および代議員の出席により総会に代えた場合は、役員および代議員の２分の１以上の出

席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。賛否同数の時は議長がこれを決定する。 

２ 役員会は役員の３分の２以上の出席をもって成立し審議事項は多数をもって決定される。 

（会  費） 

第14条 協議会の運営に必要な会費は総会において決定した会費及びその他の収入をもって充てる。 

 

  附   則 

 この会則は昭和55年12月18日から施行する。 
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３ 京葉臨海南部地区石油コンビナート等 

特別防災区域協議会会則 
 

（目  的） 

第１条 本会は、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年12月17日法律第84号）第22条の規定に基づき、

京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域に所在する各事業所が、その防災に関して検討協議し、

もって災害の発生及び拡大を防止することを目的とする。 

（名  称） 

第２条 本会は、京葉臨海南部地区石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「協議会」という。）

と称する。 

（事 務 局） 

第３条 協議会の事務局は、会長の事業所内に置く。 

（事  業） 

第４条 協議会は、第１条の目的を遂行するため、次の事業について連絡・協議及び研究等を行う。 

  （１）当該特別防災区域の災害の発生、又は拡大の防止に関する自主基準の作成に関すること。 

  （２）災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究に関すること。 

  （３）当該特定事業所等の従業員に対する災害の発生又は、拡大の防止にかかる教育の共同実施に 

    関すること。 

  （４）共同防災訓練の実施に関すること。 

  （５）防災組織に関すること。 

  （６）相互応援に関すること。 

  （７）その他必要な事項。 

（会  員） 

第５条 会員は、当該特別防災区域に所在する特定事業所及びその他の事業所をもって構成する。 

    （別添名簿） 

（役  員） 

第６条 協議会は、事業を推進するため、次の役員を置く。 

        会   長  １名 

        副 会 長  ２名 

        幹   事  若干名 

（顧  問） 

第７条 協議会に、顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、総会にて推せんし、会長がこれを委嘱する。 

（役員の選出及び任期） 

第８条 会長・副会長及び幹事の役員は、会員の中から選出する。 

２ 役員の任期は２年とする。 

 

（任  務） 

第９条 会長は、協議会の会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のあるときは、その任務を代行する。 

３ 幹事は、協議会の運営に参画する。 

４ 顧問は、協議会の業務に関し、指導及び助言を行う。 

（千葉県防災本部員等） 

第10条 千葉県石油コンビナート等防災本部の本部員等は、役員会にはかり推せんする。 

（会  議） 

第11条 協議会の会議は、総会・役員会及び専門委員会とする。 
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（総  会） 

第12条 総会は毎年１回開催するほか、役員会が必要と認めたときに開催する。 

２ 総会は、会長が招集し、次の事項を審議する。 

（１）事業報告及び収支決算 

（２）事業計画及び収支予算 

（３）会則の改廃 

（４）役員の改選 

（５）会員の加入・脱退に関すること 

（６）その他必要な事項 

３ 総会の議長は、会長とする。 

（総会の成立） 

第13条 総会は、会員の３分の２以上の出席をもって成立し、議決はその過半数をもって決定する。 

（役 員 会） 

第14条 役員会は、協議会の運営について協議する。 

２ 役員会は、会長・副会長及び幹事をもって構成し、会長が必要と認めたときに開催する。 

（専門委員会） 

第15条 協議会の目的達成に必要な専門事項を処理するため、会長は役員会にはかり専門委員会を設ける

ことができる。 

（会  費） 

第16条 協議会の会費は、必要に応じ徴収することとし、会員はそれを負担する。 

（雑  則） 

第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議にはかり決定する。 

 

   附    則 

 この会則は、昭和52年10月28日から実施する。 
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４ 東京湾排出油等防除協議会会則 

 

（目  的） 

第１条 この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律136号）第43条の３

第１項の協議会として、東京湾において大量の油又は有害液体物質（以下「油等」という。）排出事故

が発生し、又はそのおそれがある場合の防除活動について、その連携を図り必要な事項の協議を行う

とともに、別表に掲げる管内排出油等防除協議会（以下「管内協議会」という。）の防除活動の総合調

整を行うことを目的とする。 

（協議会の名称） 

第２条 この協義会の名称は、「東京湾排出油等防除協議会」（以下「協議会」という。）という。 

（協議会の業務） 

第３条 協議会は、次の業務を行う。 

  （１）東京湾排出油等防除計画の協議 

  （２）管内協議会会員が行う防除活動の連携についての総合調整 

  （３）排出油等の防除に必要な資料の収集及び提出 

  （４）排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

  （５）その他排出油の防除に関する重要事項の協議 

（会  員） 

第４条 協議会の会員は、別表に掲げる国の地方行政機関、地方公共団体、管内協議会及び関係団体の長

又はその指名する職員とする。 

（役  員） 

第５条 協議会に会長、副会長、顧問及び幹事の役員を置く。 

２ 会長は、第三管区海上保安本部長をもって充て、会務を総理する。 

３ 副会長は、３名とし、会長が指名する者を充て、会長を補佐する。 

４ 顧問は、国の地方行政機関から会長が委嘱する。 

  顧問は、会長に対し、協議会の業務に関する必要な助言を行う。 

５ 幹事は、会員の推薦により選出し、総会で承認する。 

  幹事は、役員会の任務遂行に必要な事項の検討を行う。 

（役員の任期） 

第６条 役員（会長を除く。）の任期は１年とし、再任を妨げない。 

（総  会） 

第７条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員の過半数の出席がなければ、議決をすることができな

い。 

２ 定例総会は年１回、臨時総会は会長が必要と認める場合に開催するものとし、総会の招集は会長が行

う。 

３ 会議の議長は、会長が行い、議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（総会の付議事項） 

第８条 総会における付議事項は、次のとおりとする。 

  （１）業務報告の承認及び事業計画の審議決定 

  （２）会則等の制定改廃 

  （３）幹事の選出 

  （４）その他協議会の運営に必要な事項 

（役員会） 

第９条 役員会は、第５条第１項に定める役員をもって構成する。 

  （１）役員会の招集は、会長が必要に応じて行う。 

  （２）役員会の議長は、会長が当たる。 
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  （３）役員会の成立及び議決については、総会の定めに準ずる。 

  （４）会長は、会長が必要と認める役員以外の会員を役員会に出席させることができる。 

（役員会の任務） 

第10条 役員会の任務は、次のとおりとする。 

  （１）総会に付議すべき事項の検討・立案 

  （２）総会において決議した事項 

  （３）その他協議会の目的達成のため必要な事項 

（技術専門委員会） 

第11条 協議会に、排出油等防除に関する技術的事項の調査、研究及び事故発生時における技術的事項に

関する助言を行うため、技術専門委員会を置くことができる。 

（資料の提供） 

第12条 協議会は、管内協議会の会長等から提供された資料を取りまとめ、会員に提供する。 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第13条 協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の６第２項の規定に基づき、会員

の協議により必要と認める場合は、東京湾に係る同法第43条の５第１項の排出油等防除計画について、

海上保安庁長官に対し意見を述べるものとする。 

（情報提供） 

第14条 会長は、大量の油等が排出され、又は排出されるおそれがある場合は、会員に対し、すみやかに

事故に関する情報を通知する。 

（総合調整本部の設置） 

第15条 会長は、大量の油等が排出され、又は排出されるおそれがあり、必要と認める場合は、会長を本

部長とする総合調整本部を設置し、会員に対し、情報の共有や既に実施された防除措置の状況の周知

等に努めるとともに、会員が、それぞれの立場に応じて相互に連携し、所要の協力を図りつつ、迅速

かつ的確な防除活動を実施できるよう調整を行うものとする。なお、必要に応じて、原因者、ＰＩ等

の保険機関担当者（保険査定人を含む。）、独立行政法人海上災害防止センターの職員その他の防除を

的確に実施するために必要となる知識を有する者及びその防除措置を講ずるために有効であると認め

られる者等会員以外の関係者も総合調整本部に参加させるものとする。 

（総合調整本部の任務） 

第16条 総合調整本部は、次の業務を行う。 

  （１）管内協議会会員が行う防除活動の調整 

  （２）会員相互の情報交換 

  （３）浮流油等状況の変化等に伴う防除勢力の調整 

  （４）防災基本計画海上災害対策編に定める連絡調整本部との連携 

（経費の求償） 

第17条 防除活動に要した経費の求償は、原則として各機関毎に原因者に請求するものとし、協議会はそ

の支援及び調整を図るものとする。 

（災害の補償） 

第18条 防除活動を実施した各機関に所属する者が活動のために災害（負傷、疾病、障害又は死亡をい

う。）を受けた場合における補償については、法令に定めのある場合を除き、当該被災した者の所属す

る機関が行うものとする。 

（事 務 局） 

第19条 協議会の事務局は、第三管区海上保安本部警備救難部環境防災課に置く。 
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  付  則 

 この会則は、平成９年11月28日から施行する。 

  付  則 

 この会則は、平成10年６月22日から施行する。 

  付  則 

 この会則は、平成14年6月11日から施行する。 

  付  則 

 この会則は、平成19年6月26日から施行する。 
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                                           別 表 

東 京 湾 排 出 油 等 防 除 協 議 会 構 成 機 関 

（ 順  不  同 ） 

国 

の 

地 

方 

行 

政 

機 

関 

第三管区海上保安本部 

関東運輸局 

関東地方整備局 

関東管区警察局 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

陸上自衛隊第１師団司令部 

東京入国管理局 

関東経済産業局 

関東総合通信局 

横浜税関 

地
方
公
共
団
体 

東京都 

神奈川県 

千葉県 

横浜市 

川崎市 

千葉市 

横須賀市 

管 

内 

協 

議 

会 

横浜管内排出油等防除協議会 

東京港排出油等防除協議会 

千葉管内排出油等防除協義会 

横須賀地区海上災害等対策協議会 

川崎管内排出油等防除協議会 

木更津管内排出油等防除協議会 

館山管内排出油等防除協議会 

関 
 

係 
 

団 
 

体 

海上災害防止センター 

流出油処理剤懇話会 

日本船主協会 

外国船舶協会 

全国内航タンカー海運組合 

外航舶船代理店業協会 

日本水先人連合会 

日本サルベージ協会 

日本港湾タグ事業協会 

東京都漁業協同組合連合会 

神奈川県漁業協同組合連合会 

千葉県漁業協同組合連合会 
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５ 千葉管内排出油等防除協議会会則 

 

（目  的） 

第１条 この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）第43条の

６第１項の協議会として、東京湾内において大量の油または有害液体物質（以下「油等」という。）の

排出事故が発生した場合の千葉管内の排出油等の防除活動について必要な事項を協議し、かつ、その

実施を推進することを目的とする。 

（会の名称） 

第２条 会の名称を「千葉管内排出油等防除協議会」（以下「協議会」という。）という。 

（主な活動海域） 

第３条 本協議会の主な海域は、千葉港及び周辺海域とする。 

２ 前項の活動海域は、防除活動を円滑に行う必要があると認めるときは、地理的、施設の設置状況等を

勘案して、２以上の海域に分割することができる。 

（協議会の業務） 

第４条 協議会は次の業務を行う。 

  （１）排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）の作成 

  （２）排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

  （３）排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施 

  （４）排出油等の防除に関する重要事項の協議 

  （５）各機関が行う防除活動の調整 

  （６）隣接する排出油等防除に関する協議会との協力体制の強化及び推進 

２ 会長は前項の業務を行うに当たり、必要により部会を設けるものとし、同部会に専門家等を参加させ

ることができるものとする。 

（組  織） 

第５条 協議会の会員は、排出油等防除に関する関係行政機関、地方自治体、関係団体、民間事業所等別

表に掲げる各機関の長又はその指名する職員とする。 

２ 協議会に次の役員を置く。 

      会  長   １名 

      副 会 長   １名 

      地区幹事   ３名 

      会計監事   １名 

３ 会長は千葉海上保安部長をもって充て、会務を総理する。 

４ 副会長は地区幹事の互選とし、会長を補佐するものとする。 

５ 地区幹事は、各地区に所在する関係団体、民間事業所の会員の推薦により選出し、総会で承認する。 

６ 会計監事は、総会において選出し、会務の状況及び会計を監査する。 

（役員の任期） 

第６条 役員（会長を除く。）の任期は１年とし、再任を妨げない。 

（総  会） 

第７条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員の過半数の出席がなければ、議決することができない。 

２ 定例総会は年１回、臨時総会は会長が必要と認める場合に開催するものとし、総会の招集は会長が行

う。 

３ 会議の議長は、会長が行い、議事は、出席者の過半数をもって決する。 

可否同数のときは、会長が決するところによる。なお、会長が病気その他やむを得ない事由により

不在である場合は、副会長が代行するものとする。 

（総会の付議事項） 

第８条 総会における付議事項は、次のとおりとする。 

  （１）事業報告の承認及び事業計画の審議決定 
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  （２）決算の承認及び予算の審議決定 

  （３）地区幹事及び会計監事の選出、承認 

  （４）会則等の制定改廃 

  （５）その他協議会の運営に必要な事項 

（役 員 会） 

第９条 役員会は、第５条第２項に定める役員をもって構成する。 

２ 役員会の招集は会長が必要に応じ行う。 

３ 会長は、会長が必要と認める役員以外の会員を役員会に出席させることができる。 

（役員会の任務） 

第10条 役員会の任務は次のとおりとする。 

  （１）総会に付議すべき事項の検討・立案 

  （２）総会において決議した事項の執行 

  （３）総会の決議を要しない事項の執行 

  （４）防除活動マニュアルに関する企画・立案 

  （５）訓練の企画・立案及び実施 

  （６）その他協議会の目的達成のため必要な事項 

（資料の提出） 

第11条 会員は、排出油等防除の際に必要な次の各号に関する資料に変更が生じた場合はその都度会長に

提出するものとする。 

  （１）船艇、防除資機材等の保有状況及び動員計画 

  （２）情報連絡体制（連絡担当者、昼夜間の電話番号、ＦＡＸ番号等） 

  （３）その他必要な事項 

２ 会長は、前項の資料を取りまとめ、東京湾排出油等防除協議会会長に提出するものとする。 

（排出油等防除隊の編成） 

第12条 各地区幹事は、各地区内の関係団体、民間事業所等の会員と協議し、あらかじめ、当該地区にお

ける排出油等防除隊を編成しておかなければならない。 

２ 各地区幹事は、前項に規定する排出油等防除隊を編成した場合若しくはその全部又は一部を変更した

場合は、速やかに会長に提出するものとする。 

（訓  練） 

第13条 協議会は、排出油等事故発生時における各機関の防除活動に資するため、年１回以上、排出油等

防除訓練を行うものとする。 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第14条 協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の６第２項の規定に基づき、会員

の協議により必要と認める場合は、千葉管内に係る同法第43条の５第１項の排出油等防除計画につい

て、海上保安庁長官に対し意見を述べるものとする。 

（情報提供） 

第15条 会長は、千葉管内において排出油等事故が発生し、又は発生するおそれがある場合は、協議会に

対し、速やかに事故に関する情報を通知するものとする。 

（調整本部の設置及び活動の調整） 

第16条 会長は、第１５条により情報提供を行った場合は、必要により調整本部を設置し、防除活動の調

整を行うものとする。 

２ 調整本部は、会長、地区幹事及び会長が必要と認める者により構成し、調整本部長は、会長が兼務す

る。 

（経費の求償） 

第17条 防除活動に要した経費の求償は、原則として各機関毎に原因者に請求するものとし、協議会はそ

の支援及び調整を図るものとする。 

（会  費） 

第18条 会員は、定例総会において決定した会費を負担するものとする。 
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会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月末日に終わるものとする。 

２ 毎年１回１項の収支決算を行い定例総会で報告する。 

（災害の補償） 

第19条 防除活動（訓練を含む。）に出動した各機関に所属した者が活動のために災害（負傷、疾病、傷

害又は死亡をいう。）を受けた場合における補償については、法令に定めのある場合を除き、当該被災

した者の所属する機関が行うものとする。 

（事 務 局） 

第20条 協議会の事務局は千葉海上保安部警備救難課に置く。 

 

  付  則 

     この会則は、平成９年11月25日から施行する。 

  付  則 

     この会則は、平成19年6月7日から施行する。 
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別表 

千葉管内排出油等防除協議会名簿 

 

平成２３年１０月１日現在 

 順不同 

 

    １．千葉海上保安部（事務局） 

    ２. 国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所 

    ３．国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所 

    ４. 千葉県総務部消防地震防災課 

    ５．千葉県千葉地域整備センター千葉港湾事務所 

    ６. 千葉県葛南地域整備センター葛南港湾事務所 

     ７．千葉市 (千葉市消防局) 

    ８．船橋市 （船橋市消防局） 

     ９．市原市 （市原市消防局) 

     10. 市川市消防局 

    11．浦安市消防本部 

    12. 習志野市消防本部 

    13. 袖ケ浦市消防本部 

    14．市川・船橋地区海上共同防災協議会 

    15. 南行徳漁業協同組合 

    16．市川市行徳漁業協同組合 

    17. 船橋市漁業協同組合 

    18．東洋合成工業株式会社高浜油槽所 

    19. 日本サン石油株式会社市川工場 

    20. ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社市川油槽所 

    21．丸善株式会社京葉油槽所 

    22. 三国屋建設株式会社 

23. 株式会社市川アストモスターミナル 

    24. 千葉地区海上共同防災協議会 

    25．ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所千葉地区 

    26. ＪＦＥケミカル株式会社東日本製造所千葉工場 

    27．エヌアイケミカル株式会社千葉事業所 

    28. 東京電力株式会社東火力事業所千葉火力発電所 

    29．丸紅エネックス株式会社千葉ターミナル 

    30. 成田国際空港株式会社千葉港頭事務所 

    31. 東京湾水先区水先人会千葉出張所 

    32. 千葉エーゼント会 

    33．千葉曳船協会 

    34. 株式会社ダイトーコーポレーション千葉支店 

    35．東京サルベージ株式会社 

36．Ｊ－オイルミルズ株式会社千葉工場  

37．日本タンクターミナル株式会社 

38．市原・袖ケ浦地区海上共同防災協議会 

    39. 富士石油株式会社袖ケ浦製油所 

    40．コスモ石油株式会社千葉製油所 
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    41. 極東石油工業株式会社千葉製油所 

    42．出光興産株式会社千葉製油所 

43. 出光興産株式会社千葉工場 

    44. 東京電力株式会社東火力事業所五井火力発電所 

    45．東京電力株式会社東火力事業所袖ケ浦火力発電所 

    46. 東京電力株式会社東火力事業所姉崎火力発電所 

    47．ティー・エム・ターミナル株式会社市原事業所 

    48. ＤＩＣ株式会社千葉工場 

    49．ＪＮＣ石油化学株式会社市原製造所 

    50．丸善石油化学株式会社千葉工場 

    51. 電気化学工業株式会社千葉工場 

    52．三井化学株式会社市原工場 

    53．住友化学株式会社千葉工場（姉崎地区・袖ケ浦地区） 

    54. ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社袖ケ浦事業所 

    55．旭硝子株式会社千葉工場 

    56．協和発酵ケミカル株式会社千葉工場 

    57. 日本曹達株式会社千葉工場 

    58．旭化成ケミカルズ株式会社川崎製造所千葉工場 

    59. 京葉シーバース株式会社 

    60．東京ガス株式会社袖ケ浦工場 

    61. 海水油濁処理協力機構千葉支部 

    62．東レ株式会社千葉工場 

    63．日本燐酸株式会社 

    64．キャボットジャパン株式会社千葉工場 

    65．ＪＳＲ株式会社千葉工場 

        66．日新理化株式会社 
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６ 木更津管内排出油等防除協議会会則 

 

（目  的） 

第１条 この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律 第136号) 第43条の

６第１項の協議会として、東京湾内において排出油等事故が発生した場合の木更津管内の排出油等の

防除活動について必要な事項を協議し、かつ、その実施を推進することを目的とする。 

（会の名称） 

第２条 会の名称を「木更津管内排出油等防除協議会」（以下「協議会」という。）という。 

（主な活動海域） 

第３条 本協議会の主な活動海域は、千葉県木更津市から富津市に至る沿岸海域とする。 

２ 前項の活動海域は、防除活動を円滑に行う必要があると認める時は、地理的、施設の設置状況等を勘

案して、２以上の地域に分割することができる。 

（協議会の業務） 

第４条 協議会は、次の業務を行う。 

   １ 排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）の作成 

     防除活動マニュアルには、 

    イ 連絡系統 

    口 排出油等防除隊の編成 

    ハ 船艇及び油等防除資器材の動員計画 

    二 出動船艇相互の通信方法 

    ホ 回収油等の一時保管場所 

    等を定めるものとする。 

   ２ 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

   ３ 排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施 

   ４ 各機関が行う防除活動の調整 

   ５ その他、排出油等の防除に関する重要事項の協議 

（組  織） 

第５条 協議会の会員は、排出油等防除に関係する関係行政機関、地方自治体、関係団体、民間事業所等

別表に掲げる各機関とする。 

  ２ 協議会に、次の役員を置く。 

      会  長     １名 

      副 会 長     １名 

      地区幹事     ２名 

  ３ 会長は、木更津海上保安署長をもって充て、会務を総理する。 

  ４ 副会長は、会長を補佐するものとする。 

  ５ 副会長及び地区幹事は、会長が指名し、総会で承認する。 

（役員の任期） 

第６条 役員（会長を除く。）の任期は１年とし、再任を妨げない。 

（総  会） 

第７条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員の過半数の出席がなければ、議決することができない。 

２ 定例総会は年１回、臨時総会は会長が必要と認める場合に開催するものとし、総会の招集は会長が行

う。但し、特段の議事事項が無いときには、定期総会の開催を省くことが出来る。 

３ 会議の議長は、会長が行い、議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（総会の付議事項） 

第８条 総会における付議事項は、次のとおりとする。 

   １ 事業報告の承認及び事業計画の審議決定 
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   ２ 副会長及び地区幹事の承認 

   ３ 会則等の制定改廃 

   ４ その他、協議会の運営に必要な事項 

（役 員 会） 

第９条 役員会は、第５条第２項に定める役員をもって構成する。 

  ２ 役員会の招集は、会長が必要に応じてこれを行う。 

  ３ 会長は、会長が必要と認める役員以外の会員を役員会に出席させることができる。 

（役員会の任務） 

第10条 役員会の任務は、次のとおりとする。 

   １ 総会に付議すべき事項の検討・立案 

   ２ 総会において決議した事項の執行 

   ３ 総会の決議を要しない事項の執行 

   ４ 防除活動マニュアルに関する企画・立案 

   ５ 訓練の企画・立案及び実施 

   ６ その他、協議会の目的達成のため必要な事項 

（資料の提出） 

第11条 会員は、排出油等防除の際に必要な次の資料（３月31日現在）を年1回会長に提出するものとす

る。 

  なお、変更が生じた場合にはその都度報告するものとする。 

   １ 船艇、防除資器材の保有状況及び動員計画 

   ２ 情報連絡体制（連絡担当者、昼夜間の電話番号、FAX番号等） 

   ３ その他、必要な事項 

（排出油等防除隊の編成） 

第12条 役員会は、各地区内の会員と協議し、あらかじめ、各地区における排出油等防除隊を編成してお

くものとする。 

（訓  練） 

第13条 協議会は、排出油等流出事故発生時における各機関の防除活動に資するため、年１回以上、排出

油等防除に必要な訓練を行うものとする。 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第14条 協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の６第２項の規定に基づき、会員

の協議により必要と認める場合は、同法第43条の５第１項に基づき定められた東京湾排出油等防除計

画について、海上保安庁長官に対し意見を述べるものとする。 

（出動要請） 

第15条 会長は、木更津管内における排出油等事故が発生した場合において、当該事故の原因者等が行う

防除措置のみでは海洋汚染を防止することが困難であると認められるときは、その全部又は一部の会

員に対し防除活動のための出動を要請することができる。 

２ 会長は、東京湾協議会の会長から要請があった場合において必要と認めるときは、第３条第１項の規

定にかかわらず、主な活動海域をこえて、その全部又は一部の会員に対し防除活動のための出動を要

請することができる。 

３ 会長は、第１項の出動要請を行う場合は、当該事故の原因者に対し、できる限り事前にその旨を連絡

するものとする。 

（出  動） 

第16条 前条第１項及び第２項の出動要請を受けた出動可能な会員は、防除活動に当たるものとする。 

（総合調整本部の設置及び活動の調整） 

第17条 会長は第15条第１項及び第２項により出動要請を行った場合は、直ちに総合調整本部を設置し、

防除活動の調整を行うものとする。 

２ 総合調整本部は、役員及び会長が必要と認める者により構成し、総合調整本部長は、会長が兼務する。 
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（経費の求償） 

第18条 防除活動に要した経費の求償は、原則として各機関毎に原因者に請求するものとし、協議会はそ

の支援及び調整を図るものとする。 

（災害の補償） 

第19条 防除活動に出動した各機関に所属する者が活動のために災害 (負傷、疾病障害又は死亡をい

う。) を受けた場合における補償については、法令に定めのある場合を除き、当該被災した者の所属

する機関が行うものとする。 

（事 務 局） 

第20条 協議会の事務局は、木更津海上保安署において行う。 

   附 則 

 この会則は、平成９年11月20日から施行する。 

   附 則 

 この会則の一部改正は、平成12年6月14日から施行する。 

   附 則 

 この会則の一部改正は、平成19年10月1日から施行する。 
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別表 

木更津管内排出油等防除協議会会員 

（順不同） 

木更津海上保安署 

千葉県総務部消防地震防災課 

千葉県君津地域整備センター木更津港湾事務所 

千葉県南部漁港事務所 

木更津市 

君津市 

富津市 

（木更津、君津地区）              （富津地区） 

・牛込漁業協同組合               ・富津漁業協同組合 

・金田漁業協同組合               ・新富津漁業協同組合 

・木更津漁業協同組合              ・富津市下洲漁業協同組合 

・江川漁業協同組合               ・大佐和漁業協同組合 

・久津間漁業協同組合              ・天羽漁業協同組合 

・木更津市中里漁業協同組合            東京電力㈱富津火力発電所 

・京葉臨海南部地区共同防災組織          ㈱アイ・エス・ビー 

  新日本製鐵㈱君津製鐵所            ㈱ビスキャス富津工場 

  君津共同火力㈱君津共同発電所         ㈱ハルテック 

  日鐵物流君津㈱                駒井鉄工㈱富津工場 

㈱掘江商店木更津営業所              あおみ建設㈱東京支店君津工事事務所 

共栄海運㈱                    五洋建設㈱東京支店 

千葉県内航海運組合                ㈱大滝工務店館山出張所 

マリンサービス㈱                 東京湾フェリー㈱金谷支店 

海洋興業㈱君津支店                東拓建設㈱金谷マリーナ 

栄宝丸つり船店                  有限会社竹岡マリーナ 

宮川丸釣船店                   大興産業㈱ 

セントラル㈱                   ひらき 

有限会社金子造船 

若築建設㈱木更津工事事務所 

東亜建設㈱千葉支店南総営業所 

五洋建設㈱東京支店千葉工事事務所 
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７ 館山管内排出油等防除協議会会則 

 

（目  的） 

第１条 この協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律 第136号）第43条の

６第１項の協議会として、東京湾及び周辺海域において大量の油又は有害液体物質（以下「油等」と

いう。）の排出事故が発生した場合の館山管内の排出油等の防除活動について必要な事項を協議し、か

つ、その実施を推進することを目的とする。 

（会の名称） 

第２条 会の名称を「館山管内排出油等防除協議会」（以下「協議会」という。）という。 

（主な活動海域） 

第３条 本協議会の主な海域は、館山港及び周辺地域（千葉県安房郡鋸南町から千葉県南房総市白浜町に

至る沿岸海域）とする。 

２ 前項の活動海域は、防除活動を円滑に行う必要があると認める時は、地理的、施設の設置状況等を勘

案して、２以上の海域に分割することができる。 

（協議会の業務） 

第４条 協議会は次の業務を行う。 

 （1）排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアルの作成） 

 （2）排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

 （3）排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施 

 （4）排出油等の防除に関する重要事項の協議 

 （5）各機関が行う防除活動の調整 

 （6）隣接する排出油等に関する防除協議会との協力 

（組  織） 

第５条 協議会の役員は、排出油等防除に関する関係行政機関、地方公共団体、関係団体、民間事業所等

別表に掲げる各機関の長又はその指名する職員とする。 

２ 協議会に、次の役員を置く。 

      会  長     １名 

      副 会 長     １名 

      地区幹事     ３名（内１名は副会長を兼務する。） 

３ 会長は千葉海上保安部長をもって充て、会務を総理する。 

４ 副会長は地区幹事の互選とし、会長を補佐するものとする。 

５ 地区とは、行政区域を表す鋸南町、館山市、南房総市（富山町、富浦町、白浜町）を指し、それぞれ

鋸南地区、館山地区、南房総地区とする。 

６ 地区幹事は、各地区に所在する関係団体、民間事業所等の会員の推薦により選出し、総会で承認する。 

（役員の任期） 

第６条 役員（会長を除く。）の任期は1年とし、再任を妨げない。 

（総  会） 

第７条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員の過半数の出席がなければ、議決することができない。 

２ 定例総会は年１回、臨時総会は会長が必要と認める場合に開催するものとし、総会の招集は会長が行

う。 

３ 会議の議長は、会長が行い、議事は、出席者の過半数をもって決する。 

  可否同数のときは、会長が決するところによる。また、会長が病気その他やむを得ない事由により不

在である場合は、副会長が代行するものとする。 

（総会の付議事項） 

第８条 総会における付議事項は、次のとおりとする。 

 （1）業務報告の承認及び事業計画の審議決定 

 （2）地区幹事の選出、承認 
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 （3）会則等の制定改廃 

 （4）その他協議会の運営に必要な事項 

（役 員 会） 

第９条 役員会は、第５条第２項に定める役員をもって構成する。 

２ 役員会の招集は、会長が必要に応じ行う。 

３ 会長は、会長が必要と認める役員以外の会員を役員会に出席させることができる。 

（役員会の任務） 

第10条 役員会の任務は次のとおりとする。 

 （1）総会に付議すべき事項の検討・立案 

 （2）総会において決議した事項の執行 

 （3）総会の決議を要しない事項の執行 

 （4）防除活動マニュアルに関する企画・立案 

 （5）訓練の企画・立案及び実施 

 （6）その他協議会の目的達成のため必要な事項 

（資料の提出） 

第11条 会員は、排出油等防除の際に必要な次の各号に関する資料に変更が生じた場合は、その都度提出

するものとする。 

 （1）情報連絡体制（連絡担当者、昼夜間の電話番号、FAX番号等） 

 （2）その他必要な事項 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第12条 協議会は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の６第２項の規定に基づき、会員

の協議により必要と認める場合は、館山管内に係る同法第43条の５第１項の排出油等防除計画につい

て、海上保安庁長官に対し意見を述べるものとする。 

（情報提供） 

第13条 会長は、館山管内において排出油等事故が発生し、又は発生するおそれがある場合は、協議会に

対し、速やかに事故に関する情報を通知するものとする。 

（出  動） 

第14条 会員は、油等の排出事故において、原因者等から出動要請があり、又は自己の判断により出動す

る場合は、会長に通報するものとする。 

（調整本部の設置及び活動の調整） 

第15条 会長は、油等の排出事故が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要により調整本部を設

置し、防除活動の調整を行うものとする。 

２ 調整本部は、会長、地区幹事及び会長が必要と認める者により構成し、調整本部長は、会長が兼務す

る。 

（経費の求償） 

第16条 防除活動に要した経費の求償は、原則として各機関毎に原因者に請求するものとし、協議会はそ

の支援及び調整を図るものとする。 

（災害の補償） 

第17条 防除活動（訓練を含む。）に出動した各機関に所属した者が活動のために災害（負傷、疾病、障

害又は死亡をいう。）を受けた場合における補償については、法令に定めのある場合を除き、当該被災

した者の所属する機関が行うものとする。 

（事 務 局） 

第18条 協議会の事務局は千葉海上保安部警備救難課に置く。 
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   付 則 

 この会則は、平成９年11月19日から施行する。 

   付 則 

 この会則は、平成１９年１月３１日から施行する。 

   付 則 

 この会則は、平成１９年６月２８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

     別表 

館山管内排出油等防除協議会名簿 

                                       順不同 

千葉海上保安部 

千葉県総務部消防地震防災課 

館山市 

鋸南町 

南房総市 

鋸南町保田漁業協同組合 

鋸南町勝山漁業協同組合 

岩井漁業協同組合 

富浦町漁業協同組合 

館山船形漁業協同組合 

西岬漁業協同組合 

波左間漁業協同組合 

館山市相浜漁業協同組合 

館山市布良漁業協同組合 

東安房漁業協同組合 
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８ 千葉県高圧ガス地域防災協議会規約 

 

第１章  総   則 

（目  的） 

第１条 本協議会は、千葉県における地域防災体制を確立し、県内の高圧ガスの移動等に係る災害の発生

または拡大の防止を図り、もって公共の安全確保に寄与することを目的とする。 

（名  称） 

第２条 本協議会は、千葉県高圧ガス地域防災協議会（以下「協議会」という。) という。 

（事 務 所） 

第３条 協議会の事務所を、千葉市に置く。 

（業  務） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するために次の業務を行う。 

 （1）千葉県内における高圧ガスの移動等に係る防災活動に関すること 

 （2）事故及び輸送状況の調査 

 （3）防災に関する教育訓練の企画及び実施 

 （4）高圧ガス移動等に係る防災事業所の指定及びリストの作成・配布 

 （5）応援活動に必要な資器材等の購入及び管理に関すること 

 （6）応援活動に伴う災害補償及び保険その他相互援助に関すること 

 （7）関係行政機関との連携及び他地域の高圧ガス地域防災組織との連絡調整 

 （8）その他協議会の目的達成に必要な業務 

２ 前各号に定める業務の具体的事項については、細則に定める。 

（会員証明書等の発行） 

第５条 協議会は、協議会を構成する団体の会員に対して必要に応じて協議会の会員であることを証す

る証明書を発行する。 

 

第２章  組   織 

（構  成） 

第６条 協議会は、社団法人千葉県高圧ガス保安協会、社団法人千葉県エルピーガス協会、千葉県冷凍 

設備保安協会及び千葉県高圧ガス流通保安協会で構成する。 

（役  員） 

第７条 協議会の業務を推進するため協議会に次の役員を置く。 

 （1）会   長   １名 

 （2）副 会 長   １名 

 （3）理   事   ４名 

 （4）監   事   １名 

２ 役員の構成は、次のとおりとする。 

 （1）社団法人千葉県高圧ガス保安協会    ３名 

 （2）社団法人千葉県エルピーガス協会    ２名 

 （3）千葉県冷凍設備保安協会        １名 

 （4）千葉県高圧ガス流通保安協会      １名 

（役員の選任） 

第８条 役員の選任は、次のとおりとする。 

(1) 会長、副会長、理事及び監事は総会によって選任する。 

(2) 会長、副会長、理事と監事とは相互に兼ねることが出来ない。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、次のとおりとする。 
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(1) 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

(2) 役員は辞任し、又は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務をおこな

わなければならない。 

(3) 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の業務） 

第10条 役員の職務は、次のとおりとする。 

 （1）会長は、協議会を代表し、その業務を統轄する。 

 （2）副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

 （3）理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 

 （4）監事は、協議会の業務及び会計を監査する。 

（会  費） 

第11条 協議会の構成員は、次に定める額の会費を納入する。 

 （1）社団法人千葉県高圧ガス保安協会    2,100,000円 

 （2）社団法人千葉県エルピーガス協会     1,260,000円 

 （3）千葉県冷凍設備保安協会         300,000円 

 （4）千葉県高圧ガス流通保安協会        100,000円 

（会費等の不返還） 

第12条 構成員が納入した会費等の拠出金等は、返還しない。 

 

第３章  会   議 

（会  議） 

第13条 会議は、総会とする。 

２ 総会は、毎年1回開催するほか、会長が必要と認めたとき開催する。 

３ 総会は、役員をもって構成する。 

４ 総会は、会長が招集し、役員の過半数の出席によって成立する。ただし、欠席者は、書面をもって表

決権の行使を他の役員に委任することができる。 

５ 総会の議長は、会長とする。 

６ 総会の議決は、出席役員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

（議決事項） 

第14条 総会は、次の事項を議決する。 

 （1）収支決算及び事業報告の承認 

 （2）収支予算及び事業計画の承認 

 （3）規約の変更 

 （4）会費の額 

 (5) その他会長が必要と認めた事項 

 

第４章  事 務 局 

（事 務 局） 

第15条 協議会の業務を処理するため事務局を置く。 

（事務の委託） 

第16条 事務局の行う事務は、社団法人千葉県高圧ガス保安協会に委託する。 

 

第５章  防 災 事 業 所 

（防災事業所の指定等） 

第17条 会長は、第４条第１項に定める防災活動に関する業務を遂行するため、防災事業所を指定する。

２ 防災事業所は、県内の主要道路に沿ってガスの種類別に設置する。 

３ 防災事業所の指定は、協議会を構成する各団体から推せんを受けた事業所について千葉県知事の意見

を聴き会長が指定する。 
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４ 同一防災事業所において当該事業所の取扱うガスの種類及び事業所の規模、能力により、２以上のガ

スの種類について指定することができる。 

（防災事業所として必要な措置） 

第18条 防災事業所の事業主は、防災事業所の指定を受けるにあたって、あらかじめ次に示す事項を実施

しなければならない。 

 （1）高圧ガスの移動等に係る事故の応援活動に当該事業所の防災要員を従事させること及びその内容、

出動範囲等を労働協約、就業規則等に明確にすること。 

 （2）応援活動への出動命令等に関する当該事業所における命令系統及びその実施方法を明確にすること。 

（防災事業所の資格） 

第19条 防災事業所は、高圧ガス保安法に規定する第一種製造者または高圧ガス販売業者及びガス事業法

に定めるガス事業者であって応援活動に必要な資材、器具等に関する知識、経験を有する防災要員を

保有し、応援活動を円滑に行う能力を有するものでなければならない。 

（防災事業所への応援要請） 

第20条 防災事業所への応援要請は、事故発生場所を管轄する消防機関または警察署及び必要に応じ千葉

県商工労働部保安課が行うものとし、その他の者からの要請では出動しないものとする。 

２ 防災事業所は、前項の出動要請があった場合は、止むを得ない事情がない限り事故現場に出動し、防

災活動を行うものとする。 

（防災事業所出動の範囲） 

第21条 防災事業所が応援要請を受けて出動する範囲は、次のとおりとする。 

 （1）高圧ガスの移動に係る事故災害（事業所構内における移動またはバラ積み輸送における充てん容器

等の積おろし作業を含む。） 

 （2）ＬＰガス及び一般高圧ガスの充てん所、ＬＰガススタンド等小規模な高圧ガス製造事業所及び消費

事業所の事故災害（一般家庭、店舗、旅館等は除く。） 

 （3）建設現場、路上あるいは空地等における高圧ガスの放置容器に係る事故災害及び同容器の回収作 

  業 

（出動に関する権限） 

第22条 会長は、防災事業所が出動要請を受けた場合の防災要員の派遣に関する権限を防災事業所長に委

任する。ただし、当該事業所の出動に係るものに限る。 

（防災事業所の任務） 

第23条 防災事業所が消防機関または警察署から応援要請を受けたとき、または千葉県が必要と認め防災

事業所に応援要請をしたときは、要請に応じて出動し、消防機関、警察または、千葉県に対して防災

活動に必要な技術的助言をしなければならない。 

（防災事業所の業務） 

第24条 防災事業所は、次に掲げる業務を実施するものとする。 

 （1）当該事業所の従業員のうちから防災要員の指名及びその確保 

 （2）必要な資材、器具等の保有及び整備 

 （3）防災要員の派遣による応援活動の実施 

 （4）事故、災害発生の際における関係先への連絡 

 （5）応援活動に関する協議会への報告 

 （6）労働者災害補償保険等の保険手続き 

 

第６章  費 用 の 負 担 

（協議会が負担する費用） 

第25条 協議会が負担する費用は、次に掲げるものとする。 

 （1）資材、器具等の購入及び管理に要する費用、ただし、協議会が交付若しくは貸与した器具等の修理

等については、当該事業所において実施し、その費用を負担するものとする。 

 （2）その他第４条に定める業務の遂行に必要な経費、ただし、次条に定める費用を除く。 
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（事故発生者の負担する費用） 

第26条 事故発生者は、防災事業所が応援要請を受けて出動した場合、次の応援活動に要した費用を防災

事業所に支払わなければならない。 

 （1）防災事業所が派遣した防災要員の旅費、手当 

 （2）器具及び薬剤等応援活動に要した費用 

２ 前項の費用は、防災事業所長が事故発生者に直接請求する。 

３ 第１項の費用は、他に事故の原因者がある場合でも事故発生者が支払い、当該費用は、事故発生者が

原因者と直接交渉するものとする。 

（災害補償） 

第27条 応援活動により生じた防災要員の死傷による災害補償は、協議会が付保する「高圧ガス地域防災

協議会に係る傷害保険」及び当該応援者所属事業所の労働者災害保険を適用する。 

 

第７章  会   計 

（事業年度） 

第28条 協議会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

（経  費） 

第29条 協議会の運営に必要な経費は、原則として次に掲げるものをもって支弁する。 

 （1）会   費 

(2) その他の収入 

（臨時分担金の徴収） 

第30条 協議会は、必要に応じ臨時分担金を徴収することができる。 

 

 

   付   則 

 本規約は、昭和57年４月１日から実施する。 

 昭和57年７月10日 一部改正 

 昭和62年５月14日 一部改正 

 平成２年７月10日 一部改正 

 平成３年８月７日 一部改正 

 平成５年７月５日 一部改正 

 平成15年７月17日 一部改正 

 平成16年７月14日 一部改正 

 平成22年７月29日 一部改正 
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９ 海水油濁処理協力機構千葉支部規程 

 

（名  称） 

第１条 この組織の名称は海水油濁処理協力機構千葉支部（以下「支部」という。）と称する。 

（目  的） 

第２条 この規程は「海水油濁処理協力機構地方支部規程」に基づき、支部の組織および権限等を具体的

に定めることにより、流出油事故発生時において、防除活動のための迅速かつ機動的組織的な協力援

助活動を行い、もって被害を最小限に止めることおよび、支部の円滑な運営を図ることを目的とする。 

（構成および組織） 

第３条 支部は、別紙名簿（別表－1）(略) に定める会社をもって構成し、海水油濁処理協力機構地方支

部規程第３条に定める支部長または統括者、現場指揮者、対策班、記録班、補給班、通信班および作

業班をもって組織する。 

２ 支部長および統括者は、第４条に定めるものをもってこれにあたる。 

３ 現場指揮者は第４条に定める支部長会社または統括者会社の流出油処理作業の現場責任者をもってこ

れにあてる。 

４ 対策班、記録班、補給班および通信班の構成員は、支部加盟会社より原則として正副各１名づつの代

表者を選任しこれにあてる。ただし第５条に定める幹事会社４社以外の各社はこの限りでない。 

５ 各班の長は、支部長が任命するものとする。ただし緊急時は、事故発生会社または協力要請会社の代

表者を各班の長とする。 

６ 作業班の構成員は、平常時にあっては幹事会社の作業員および加盟会社の作業員をもって適宜編成し

ておき、緊急時にあっては統括者において必要な拡充を行うことができる。 

（支部長、統括者） 

第４条 支部の最高責任者として支部長を置き第７条に定める平常時の業務を統括させる。 

  支部長は、第５条に定める支部長会社から選任し、その任期は１年とし、変更があったときは、速か

に本部に報告するものとする． 

２ 緊急時にあっては、事故発生会社または協力要請会社の事業場の最高責任者を統括者とし、第８条に

定める緊急時活動を統括するものとする。 

（幹事会社および支部長会社） 

第５条 支部に幹事会社および支部長会社を置く。 

  次の４社を幹事会社とし、４社持ち廻りで次の順番で支部長会社を決定する。 

   一 コスモ石油株式会社千葉製油所 

   二 極東石油工業株式会社千葉製油所 

   三 出光興産株式会社千葉製油所 

   四 富士石油株式会社柚ケ補製油所 

２ 支部長会社は支部の代表として支部業務を総括する。 

３ 支部長会社の任期は１年間とし４月から翌年の３月までとする。 

４ 幹事会社の任期は本機構が解散されるまでの間とする。 

（会  議） 

第６条 会議は定例会議および臨時会議とし支部長が招集する。 

２ 会議の構成員は、支部長が必要に応じ定めるものとする。 

３ 定例会議は年１回以上開催する。 

４ 臨時会議は、必要がある場合に開催する。 

（平常時の業務） 

第７条 平常時は次の業務を行う。 

   一 支部長は、会議の開催および防除訓練の総合指揮を行う。 

   二 現場指揮者は、訓練時に現場指揮を行う。 

   三 対策班は、各地域の実状に応じた流出油処理対策の計画立案にあたるとともに、作業人員な 
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    らびに作業船舶の確保・管理にあたる。 

   四 記録班は、補償機構および事故例の調査研究を行う。 

   五 補給班は船舶以外の資器材の確保・管理にあたる。 

   六 通信班は、各種通信手段の確保・管理にあたる。 

   七 その他必要な業務を行う。 

（緊急時活動） 

第８条 支部は、第三管区海上保安本部および千葉海上保安部又は加盟会社から協力要請があった場合 

 には次の業務を行う。 

   一 統括者は、支部長より自動的に緊急時活動に関する一切の権限の委譲を受けるものとする。 

   二 統括者は、必要に応じ組織の全部または一部に出動を要請するとともに流出処理作業に係る 

    総合指揮を行う。 

   三 現場指揮者は、流出油処理作業の現場指揮を行う。 

   四 対策班は作業人員ならびに作業船舶の組織化にあたると共に油濁防除のための総合的な対応 

    策を立案する。 

   五 記録班は、後日の報告書作成および求償事務の円滑な推進を図るため事故の継続的な記録を 

    取る。 

   六 補給班は、船舶以外の流出油処理のための資器材の確保・点検にあたる。 

   七 通信班は、必要に応じ情報連絡の媒介となるとともに、各種通信手段の確保・整備にあたる。 

   八 その他必要な業務を行う。 

（協力の要請） 

第９条 協力を要請する場合は、次の事項を明確にし、その協力を要請するものとする。 

   一 協力を必要とする事項 

   二 協力を必要とする場所 

   三 協力を必要とする人員、資器材および船艇の数 

   四 その他必要とする事項 

２ 連絡先は別表－１(略) のとおりとする。 

（出  動） 

第10条 第８条第２項および前条の出動または協力の要請を受けた加盟会社は直ちに必要な人員、資器 

 材、船艇等を現場に派遣するものとする。 

  この場合諸資材の運搬は、応援者において要請会社の指示する場所まで搬送するものとする。 

２ 協力要請にもとづき出動するときは、次の事項を統括者に通報するものとする。 

  一 応援者の職氏名 

  二 出動人員及び船艇（船名、屯数、その他） 

  三 資器材の数量および輸送方法 

（現場到着後の行動） 

第11条 現場へ到着した応援者は、必要事項を報告し統括者または現場指揮者の指揮下に入り行動する 

 ものとする。 

（資料の交換） 

第12条 各班の構成員は、それぞれの業務に係る必要な資料を適時支部会議に持ち寄り、油濁防除体制 

 の整備・充実を図るものとする。 

（会  費） 

第13条 本支部の会費は、定例支部会議において決定した会費を負担するものとする。会計年度は毎年 

 ４月１日に始まり翌年３月末日に終わるものとする。 

２ 毎年１回１項の収支決算を行い定例会議で報告する。 

３ 前任支部長は、本支部の業務執行の状況及び会計を監査する。 

（経費ならびに求償事務） 

第14条 防除活動に要した経費（経費の求償を含む）は、原則として事故発生会社または協力要請会社 

 が負担するものとする。ただし派遣人員の人件費その他経常的経費は原則として各社の負担とする。 
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２ 会議費・印刷費等平常業務に要した費用の負担については、その都度加盟会社の均等割とする。 

３ 経費の負担等で疑義を生じた場合は、各社協議して解決するものとする。 

（災害補償） 

第15条 防除活動に出動したものが、そのために死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、または廃失と 

 なった場合における災害補償については、法律の定めるところにあってはそれに従い、また法律に定 

 めのない場合、あるいは法律に定める範囲を超えるものについては、当該被災した職員の所属する会 

 社から事故発生会社または協力要請会社に求償するものとする。 

（官庁への報告） 

第16条 緊急時における事故報告その他について、官庁へ報告あるいは届出等必要のあるときは、統括 

 者が行うものとする。 

（協  議） 

第17条 本規程に定めのない事項で疑義を生じた場合は、支部長は関係者ならびに本部と協議するもの 

 とする。 

（規程の変更） 

第18条 本規程の変更は、支部会議で審議決定し、本部の承認を得て行うものとする。 

    付  則 

 １ 別表記載事項に変更のあった場合には、支部長会社へ速やかに連絡するものとする。 

 ２ この規程は昭和48年４月１日より施行する。 

   この規程は昭和58年５月16日より改訂実施する。 
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１０ 港湾区域内における流出油処理要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、県の管理する港湾区域内における流出油の処理について、必要な事項を定める 

 ことを目的とする。 

 

（処理の責任） 

第２条 流出油は、原因者が処理することを原則とする。 

 

（処理の対象) 

第３条 港湾事務所（又は、地域整備センター、整備事務所）（以下、港湾事務所等という。）が行う 

流出油の処理は、県の管理する港湾区域内における原因者が不明な流出油とする。 

２ 原因者が特定されている場合であっても、次の場合は、港湾事務所等は、流出油の回収、拡散防

止等の処理をすることができるものとする。 

なお、原因者には当該処理に要する費用を求償する旨、原則として事前に通知するものとする。  

① 港湾管理上必要があると認められる場合。 

② 海上保安部長（又は、海上保安署長）等から要請を受けた場合。 

 

（処理作業の内容） 

第４条 港湾事務所等が行う流出油の処理作業は、回収作業と拡散防止作業とする。小規模な流出油 

の処理作業には、港湾監視船等による航走攪拌処理等も含むものとする。 

 

（処理作業の委託） 

第５条 港湾事務所等は、能力を有する業者に処理作業を委託することができるものとし、委託でき 

る作業の内容は、次のとおりとする。 

１ 流出油の回収、拡散防止等処理作業に関すること。 

２ その他流出油処理に付随する諸作業を行うこと。 

 

（処理の連絡系統) 

第６条 流出油の処理に関する連絡系統は、別紙１のとおりとする。 

 

（事務の分掌) 

第７条 流出油の処理に関する事務は、港湾事務所等において所掌する。 

 

（油防除資機材の管理） 

第８条 港湾事務所等は、必要な油防除資機材を保有し、油防除資機材台帳（別記様式１）を備え、 

管理するものとする。 

 

（処理費用の求償) 

第９条 港湾事務所等は、油を流出させた原因者には、その費用（処理に要した資機材と同等品の提 

供も含む。）を求償するものとする。求償については、港湾課長と協議するものとする。 

 

（処理の協議） 

第１０条 流出油の処理に関し、この要領により港湾事務所等が処理する場合は、海上保安部長（又 

は、海上保安署長）及び港湾課長と協議するものとし、また、必要に応じ漁業資源課長等関係者と協

議し決定するものとする。 

なお、小規模な流出油に関してはこの限りではない。 
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（処理の報告) 

第１１条 港湾事務所等は、この要領により流出油の処理を実施したときは、その都度、速やかに流 

 出油処理作業実施報告書（別記様式２）により港湾課長に報告するものとする。 

 

（施行期日） 

第１２条 この要領は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この要領は、平成 ９年５月２０日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

      附則 

    （施行期日） 

      この要領は、平成２２年９月１日から施行する。 
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別記様式２ 

流出油処理作業実施状況報告書 （第  報） 

事務所等名  報告者氏名  報告年月日 年  月  日 

日   時 年  月  日      時    分  ～   時   分 

場   所  

範   囲  

天候・波浪 

風向・風力 
 

使 用 船 舶  

出 航 時 刻  

実 施 状 況  

オイルフェンス  ｍ 

油 処 理 剤  kℓ  

流

出

油

処

理

作

業

実

施

状

況 

処 理 資 材 

の 

使 用 状 況 

吸 着 剤  kg 

そ 

の 

他 

の 

資 

材 

 

その他 

（原因・今後の見込み等） 
 

 

 

（注）油の濃度基準は次表による。 

濃度 外 見 上 の 特 徴 保安庁濃度 

１  海面上の銀白色の油層 E 

２  銀白色の油層の中に十色の条痕 D 

３  七色の明るい色調の油層 C 

４  七色の暗い色調の油層 B 

５  暗褐色の油層 A 
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１１ 千葉県石油コンビナート関係防災情報受伝達要領 

 

（目  的） 

第１条 この要領は、千葉県（以下、｢県｣という。）から石油コンビナート等特別防災区域（以下、「特別

防災区域」という。）に所在する関係消防機関及び特定事業所等への防災情報の伝達と、特定事業所に

おける措置状況等の報告徴収について必要な事項を定め、もって迅速かつ的確な対策を図ることを目的

とする。 

 

（定  義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 関係消防機関  特別防災区域に所在する市川市、船橋市、千葉市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、

君津市の各消防（局）本部をいう。 

(2) 特定事業所等  別表１に掲げる特定事業所、共同防災組織、並びにこれらに準ずる団体をいう。 

(3) 防災情報    次条の表に掲げる情報をいう。 

(4) 防災相互無線  千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線設備をいう。 

(5) 一斉同報    ＮＴＴコミュニケーションズ㈱のサービスである「Ｆネット」を利用した、県か

ら各関係消防機関及び特定事業所等へのファクシミリ送付をいう。 

(6) 一斉通報    防災行政無線を利用した、県から各関係消防機関への音声及びファクシミリ送付

による伝達をいう。 

 

（防災情報の伝達方法） 

第３条 防災情報の伝達は、下表の種別ごとに、別表２に掲げる伝達方法１から３のいずれかにより行

うものとする。 

防 災 情 報 

区 分 種   別 

伝達

方法 
備     考 

警戒宣言発令報 １ 一般加入電話は極力使用しない態勢とする。 

東海地震予知情報 ３  

東海地震注意情報 ２ 

関
連
す
る
情
報 

東
海
地
震
に 東海地震に関連する情報 ２ 

一般加入電話は極力使用しない態勢とする。 

大津波 
津波警報 

津 波 

津波注意報 津波注意 

２ 県内の気象庁発表震度が３以下であり、かつ津

波予報区である東京湾内湾に発表された場合に

限る。 

地

震

関

連

情

報 
 

各地震度情報 

（気象庁発表震度） 

３ 特別防災区域内において気象庁発表震度が４以

上であった場合に限る。また、津波予報につい

ても併せて伝達する。 

大規模漏えい ２ 大型タンカー等からの大量の油漏えい等 油 等 海 上 

流 出 情 報 小規模漏えい ３ 濃度の薄い浮流油等 

緊急を要するもの ２  そ の 他 の 

防 災 情 報 緊急を要しないもの ３  

（注）伝達方法１：一斉通報（防災行政無線）及び防災相互無線･専用線による伝達 

伝達方法２：一斉通報（防災行政無線）及び防災相互無線･専用線 ＋ 一斉同報による伝達 

伝達方法３：一斉同報による伝達 

 

（東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所における措置状況等の報告徴収） 

第４条 東海地震に係る警戒宣言が発令された場合、県は石油コンビナート等防災計画に定めるところに

より、関係消防機関を通じて、特定事業所（共同防災組織及びそれに準ずる団体等は除く。以下同

じ。）に対し、次に掲げる事項について報告徴収を行うものとする。なお、その実施方法については別
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表３に定めるところによる。 

 (1) 地震防災対策組織の設置状況及び非常参集人員数 

 (2) 防災規程に基づく緊急予防措置の実施状況 

 

（地震発生時における特定事業所の点検結果等の通報） 

第５条 特別防災区域において地震が発生し、かつ気象庁発表による所在市の震度が４以上であった場合、

各特定事業所は石油コンビナート等防災計画に定めるところにより、次に掲げる事項について、地震発

生後概ね30分以内に管轄消防機関へ通報するものとする。更に、異常現象の発生あるいは第１報目にお

いて未確認事項があった特定事業所については、逐次判明した事項を通報するものとする。なお、その

実施方法については別表４に定めるところによる。 

 (1) 地震による影響と事業所として実施した措置 

 (2) 地震計を設置している事業所にあっては計測された震度と加速度（ガル） 

 

（通信装置の設置、管理等） 

第６条 一斉同報で利用するファクシミリ装置は、県、関係消防機関、特定事業所等が各々設置の上、管

理するものとする。 

２ 県、関係消防機関、特定事業所等は、情報受伝達に利用する通信装置が常時、正常に機能するよう装

置の管理に努めるものとする。 

３ 関係消防機関及び特定事業所等は、通信装置が停電、故障等により使用できなくなる場合、または使

用できなくなった場合には、速やかに県に使用できない期間等の必要事項を連絡するものとする。また、

復旧した場合も同様とする。 

 

（ファクシミリ番号等の変更） 

第７条 特定事業所等は、一斉同報で利用するファクシミリ番号等を変更する場合は、速やかに「防災情

報伝達先等変更報告書」（別記様式）により県に報告するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項は、県、関係消防機関、特定事業所等で別途協議する。 

 

附  則 

 この要領は、平成12年９月20日から施行する。 

 この要領は、平成16年２月18日から施行する。 

 この要領は、平成23年４月１日から施行する。 
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（別表２） 

 

【伝達方法１】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震に係る警戒宣言発令報 
 

２ 伝達手順 

  (1) 概 要 

各関係消防機関は、県からの一斉通報を受信した後、管内特定事業所等に対し、防災相互無線又

は専用線（ホットライン）により伝達を開始する。 

 

          一斉通報         防災相互無線    

        （防災行政無線）       又は専用線 

 

 

 

  (2) 伝達系統 

各関係消防機関は、県から一斉ＦＡＸを受信した後、直ちに下表の順番により管内特定事業所等

への伝達を開始するものとする。 
 

系統 

順番 
１ ２ ３ 

① 
千葉市消防局 

（防災101-8003690） 
↓ 

市原市消防局 
（防災219-731） 

 

袖ケ浦市消防本部 
（防災615-721） 

↓ 

② 
市川市消防局 

（防災603-721） 
↓ 

 
県消防課 

（防災500-7206） 
 

③ 
船橋市消防局 

（防災204-731） 
↓ 

  

④ 
君津市消防本部 
（防災611-723） 

↓ 
  

⑤ 
木更津市消防本部 
（防災206-731） 

↓ 
  

⑥ 
市原市消防局 

（防災219-731） 
↓ 

  

⑦ 
県消防課 

（防災500-7206） 
 

  

事業所への 

伝 達 手 段 
防災相互無線 ホットライン ホットライン 

 

県 

関
係
消
防
機
関 

特
定
事
業
所
等 
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(3) 各関係消防機関における対応内容 

 

① 千葉市消防局 

県からのＦＡＸ受信後、直ちに防災相互無線により、管内特定事業所等への情報伝達を開始する。

情報伝達後、防災行政無線（防災電話）により市川市消防局に連絡し、情報伝達が終了したことを伝

える。 

② 市川市消防局･船橋市消防局･木更津市消防本部･君津市消防本部 

前の順番の消防（局）本部から情報伝達終了の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線により管内特

定事業所への情報伝達を開始する。 

③ 市原市消防局 

県からの一斉ＦＡＸ受信後、直ちに専用線（ホットライン）により管内特定事業所への情報伝達を

開始する。 

また、木更津市消防本部からの情報伝達終了の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線による情報伝

達を開始する。 

管内特定事業所への情報伝達終了後、防災行政無線（防災電話）により、県（消防課）に情報伝達

が終了したことを伝える。 

④ 袖ケ浦市消防本部 

県からの一斉ＦＡＸ受信後、直ちに専用線（ホットライン）により管内特定事業所への情報伝達を

開始する。 

管内特定事業所への情報伝達終了後、防災行政無線（防災電話）により、県（消防課）に情報伝達

が終了したことを伝える。 

 

(4) 防災相互無線による伝達が困難な場合の措置 

電波障害等により、防災相互無線による特定事業所等への伝達が困難である場合、関係消防機関は直

ちにその旨を防災行政無線（防災電話）により県消防地震防災課へ連絡するものとし、それ以降は伝達

方法の２の (2) で定める方法に切り替えるものとする。 
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【伝達方法２】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震注意情報 

  ・東海地震に関連する情報 

・津波注意報･警報（県内震度が３以下であり、かつ気象庁が津波予報区の東京湾内湾に発表した場

合に限る。） 

  ・大規模な油等海上流出情報（タンカーからの油漏えいなど） 

  ・緊急を要するその他の災害情報等 
 

２ 伝達手順 

  (1) １報目 

各関係消防機関は、県からの一斉通報を受信した後、管内特定事業所等に対し、防災相互無線又

は専用線（ホットライン）により伝達する（連絡系統、手順等は「伝達方法１」と同じ）。更に、

県は同時に全特定事業所等に対し、一斉同報により資料を送付する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) ２報目から最終報まで 

県は全ての関係消防機関及び特定事業所等に対し、一斉通報（防災行政無線）又は一斉同報によ

り資料を送付する。（各関係消防機関による管内特定事業所への伝達は特に行わない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 

関
係
消
防
機
関 

特
定
事
業
所
等 

一斉同報による資料送付 

一斉通報 
（防災行政無線） 

防災相互無線又
は専用線 

県 

関
係
消
防
機
関 

特
定
事
業
所
等 

一斉同報による資料送付 

一斉通報（防災行政無線） 

又は 一斉同報による 

資料送付 
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【伝達方法３】 

１ 伝達情報の種類 

  ・東海地震予知情報 

・各地震度情報（特別防災区域内において震度４以上が発表された場合に限る。） 

  ・小規模な油等海上流出情報（濃度の薄い油の浮遊など） 

  ・緊急を要しないその他の災害情報等 
 

２ 伝達手順（「伝達方法２」の２(2)と同じ） 

県は関係消防機関及び特定事業所等に対し、一斉通報（防災行政無線）又は一斉同報により資料

を送付する（関係消防機関から管内特定事業所等への伝達は特に行わない。） 

なお、東海地震予知情報以外は、影響が及ぶと判断される地域の関係消防機関及び特定事業所等

のみに伝達する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

県 

関
係
消
防
機
関 

特
定
事
業
所
等 

一斉同報による資料送付 

一斉通報（防災行政無線） 

又は 一斉同報による 

資料送付 
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（別表３） 

 

東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所等からの措置状況等報告徴収方法 

 

１ 報告徴収方法の流れ 

 

 

<凡 例> 

①：石油コンビナート等防災本部より報告徴収開始の連絡（千葉、市原、袖ケ浦の順に連絡） 

②：各特定事業所からの報告徴収（防災相互無線･専用線） 

③：報告徴収終了の連絡 

（防災相互無線の場合、防災行政無線（防災電話）により次の順位の消防（局）本部へ終了の旨

連絡） 

④：石油コンビナート等防災本部への報告 

  （報告徴収終了後、直ちに取りまとめの上、防災行政無線（防災電話）により報告） 

 

 なお、この○数字は、各消防（局）本部における手順を示す。 

 

 

県
消
防
課 
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２ 各関係消防機関における対応内容 

 

 (1) 千葉市消防局 

県（消防課）から報告徴収開始の連絡を受けた後、直ちに防災相互無線により、管内特定事業から

の報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、防災行政無線（防災電話）により、市川市消防局へ連絡し、報告徴収が終了した

ことを伝える。 

また、管内特定事業所の対応状況について、取りまとまり次第、防災行政無線（防災電話）により、

県（消防課）へ報告する。 

 (2) 市川市消防局･船橋市消防局･木更津市消防本部･君津市消防本部 

前の順番の消防（局）本部から報告徴収終了の連絡を受けた後、直ちに相互無線により管内特定事

業所からの報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、防災行政無線（防災電話）により、次の順番の消防（局）本部に報告徴収が終了

したことを伝える。 

また、管内特定事業所の対応状況について、取りまとまり次第、防災行政無線（防災電話）により、

県（消防課）へ報告する。 

 (3) 市原市消防局 

県（消防課）から報告徴収開始の連絡を受けた後、直ちに専用線（ホットライン）により、管内特

定事業からの報告徴収を開始する。 

また、木更津市消防本部より、報告徴収終了の連絡を受けた後、防災相互無線による報告徴収を開

始する。 

報告徴収終了後、管内特定事業所の対応状況について取りまとまり次第、防災行政無線（防災電

話）により、県（消防課）へ報告する。 

 (4) 袖ケ浦市消防本部 

県（消防課）から報告徴収開始の連絡を受けた後、直ちに専用線（ホットライン）により、管内特

定事業からの報告徴収を開始する。 

報告徴収終了後、管内特定事業所の対応状況について取りまとまり次第、防災行政無線（防災電

話）により、県（消防課）へ報告する。 
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（別表４） 

地震発生時における特定事業所から管轄消防機関への通報方法 

 
１ 通報ルート 
 
 

 

 

 
 
 
 

２ 各関係機関における対応内容 

 ⑴ 特定事業所 

【消防機関への通報手段】 

  ① 専用線（ホットライン）が設置されている特定事業所 

    専用線（ホットライン）により通報する。 

  ② 専用線（ホットライン）が設置されていない特定事業所 

一般加入電話により下記へ通報するものとする。ただし、異常現象等が発生した場合の通報は 

１１９番とする。 

消 防 機 関 名 通報先電話番号 備    考 

市 川 市 消 防 局 047-333-2111  

船 橋 市 消 防 局 047-435-1111  

千 葉 市 消 防 局 043-223-1831  

市 原 市 消 防 局 0436-23-0119  

袖ケ浦市消防本部 0438-64-0119 管内全特定事業所に専用線あり 

木更津市消防本部 0438-22-0119  

君 津 市 消 防 本 部 0439-53-0119  
 

 ⑵ 各消防（局）本部 

各消防（局）本部は、管内事業所の通報内容を取りまとめの上、指定様式により随時県消防地震防

災課へファクシミリにて報告する。 

   【県消防課あてＦＡＸ番号】 

ＮＴＴ 防災行政無線 

043-222-5208  500-7298  

または043-224-2025  または500-7299  
 

 ⑶ 県消防課 

各消防（局）本部からの情報を取りまとめの上、指定様式により随時消防庁へファクシミリにて報

告する。 
 

３ 一般加入電話･専用線の使用が困難となっている特定事業所からの報告徴収 

震災等により、一般加入電話･専用線の使用が困難となっている特定事業所がある場合、関係消防機

関は直ちにその旨を県消防地震防災課へ防災行政無線（防災電話）により連絡するものとし、それ以降

は別表３の方法（東海地震に係る警戒宣言発令時の各特定事業所等からの措置状況等報告徴収方法）に

準じて報告徴収を行うものとする。 

 

各
特
定
事
業
所 

管
轄
消
防
機
関 

県 ＦＡＸ送付 

専用線又は 
一般加入電話 

一般加入電話又は 
防災行政無線による 
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１ 異常現象の範囲について（通知） 

 

                                   昭和59年7月13日 

                                   消 防 地 第 158号 

                                   消防庁地域防災課長 

 

 特定事業所における異常現象の発生について、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）

第23条の規定に基づく迅速かつ適確な通報を徹底するため、異常現象の範囲を下記のとおり定めたので、

通知する。 

 貴職におかれては、異常現象の範囲について、下記に基づき石油コンビナート等防災計画に明示すると

ともに、特定事業所に係る防災規程に定めるよう指導されたい。この場合、当該特別防災区域又は当該特

定事業所の状況に応じて、さらに具体的に定めて差し支えないものである。 

 なお、下記の異常現象の範囲については通商産業省との間で了解が為されたものである。 

 おって、管下市町村に対しても、この旨通知のうえ、遺憾のないようよろしく御指導願いたい。 

 

記 

１ 出火 

  人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であっ

て、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果があるものの利用を必要とするもの。 

２ 爆発 

  施設、設備等の破損が伴うもの。 

３ 漏洩 

  危険物、準危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物その他有害な物質の漏洩。 

  ただし、次に掲げる少量の漏洩で、泡散布、散水、回収、除去等の保安上の措置を必要としない程度

のものを除く。 

 (1) 製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに付属する設備（以下「製

造等施設設備」という。）に係る温度、圧力、流量等の異常な状態に対し、正常状態への復帰のため

に行う製造等施設設備の正常な作動又は操作によるもの。 

 (2)発見時に既に漏洩が停止しているもの又は製造等施設設備の正常な作動若しくは操作により漏洩が

直ちに停止したもの。 

４ 破損 

  製造等施設設備の破損、破裂、損傷等の破損であって、製造、貯蔵、入出荷、用役等の機能の維持、

継続に支障を生じ、出火、爆発、漏洩等を防止するため、直ちに修復、使用停止等緊急の措置を必要

とするもの。 

５ 暴走反応等 

  製造等施設設備に係る温度、圧力、流量等の異常状態で通常の制御装置の作動又は操作によっても制

御不能なもの等、上記１から４に掲げる現象の発生を防止するため、直ちに緊急の保安上の措置を必

要とするもの。 

※「危険物」、「準危険物」という分類は、現在、法令の改正により「危険物」、「指定可燃物」及び「消防活動阻害

物質」という分類になっている。（千葉県 注記） 

 

 

 

※ 
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２ 防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について 

 

                                    平成19年３月20日 

                                    消防特第３４号 

                                    消防庁特殊災害室長 

 

石油コンビナート等災害防止法施行令の一部を改正する政令（平成１７年政令第３５３号）及び石油

コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する省令（平成１７年 

総務省令第１５９号）がそれぞれ平成１７年１２月１日に施行され、特定事業者による大容量泡放水砲等

及び大容量泡放水砲用泡消火薬剤（以下「大容量泡放射システム」という。）の配備が平成２０年１１月

３０日までに義務づけられたことから、大容量泡放射システムを広域共同防災組織において配備した場合

の「広域共同防災規程の作成指針及び概説」については、「広域共同防災規程作成指針及び広域共同防災

規程作成指針の概説等について」（平成１９年１月２６日付け消防特第１０号）により既に示したところ

です。  

このたび、大容量泡放射システムを自衛防災組織又は共同防災組織において配備した場合について、 

新たに「防災規程の作成指針及び概説」及び「共同防災規程の作成指針及び概説」を別紙１及び別紙２の

とおり作成しましたので、下記の事項にも留意し、執務上の参考にするとともに、貴道府県内の市町村に

対しても、この旨周知されるようよろしくお願いします。  

また、従来から特定事業所の作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程作成指針及

び防災規程作成指針の概説について」（平成１６年１１月３０日付け消防特第２２７号 以下「２２７号  

通知」という。）を参考とし指導していただいているところですが、内容についてより適切な表現にする

ため別紙３及び別紙４のとおり一部を修正しましたので、執務の参考にするとともに、貴道府県内の市町

村に対しても、この旨周知されるようよろしくお願いします。なお、これに伴い、２２７号通知は廃止し

ます。  

 

１ 大容量泡放射システムを自衛防災組織又は共同防災組織において配備した場合の防災規程等に  

ついて 

自衛防災組織に大容量泡放射システムを配備した場合の当該自衛防災組織の防災規程の作成指針

及び概説を別紙１に、大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の共同防災

規程の作成指針及び概説を別紙２に示すので参考にすること。  

※ 別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅰ 防災規程」のＢ、Ｅ事業所の防災規程、「Ⅱ 共同

防災規程」の大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織の共同防災規程についての作成指針

及び概説を指す。 

２ 大容量泡放射システムの配備に伴う関係防災組織の防災規程への追加事項について 

大容量泡放射システムの配備に伴い、新たに関係する自衛防災組織、共同防災組織及び広域共防災

組織の各防災組織間の関係を各防災規程において明確にしておく必要があることから、今回示した

防災規程等の作成指針及び別紙５に示す「特定事業者における防災組織間の関係」を参照し、指揮

命令系統、活動に関する連携、連絡体制及び連携訓練等、必要な事項を関係防災組織の防災規程に

追加記載するよう特定事業者を指導すること。  

例）・別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅱ 共同防災規程」のＦ事業所の自衛防災組織の防

災規程には、大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織との関係を明確にするために、指

揮命令系統、活動に関する連携、連絡体制及び連携訓練等について記載する必要がある。  

・別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅲ 広域共同防災規程」のＦ事業所の自衛防災組織

の防災規程には、共同防災組織３及び広域共同防災組織との関係を明確にするために、指揮命令系統、活動に関

する連携、連絡体制及び連携訓練等について記載する必要がある。 
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３ 大容量泡放射システムの配備が必要ない自衛防災組織の防災規程について  

直径３４ｍ以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクが所在しないような、大容量泡放射システムの配備が

必要ない特定事業所の自衛防災組織の防災規程の作成指針及び概説について別紙３に示すので参考

にすること。  

なお、当該自衛防災組織の防災規程の作成指針は、２２７号通知における防災規程の作成指針及

び概説をより適切な表現にするための一部修正であることから、当該特定事業者が防災規程を修正

する場合等の参考資料として活用されたい。  

※ 別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅰ 防災規程」のＡ、Ｃ、Ｄ事業所の防災規程について

の作成指針及び概説を指す。  

４ 大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織以外の共同防災組織の防災規程

について  

大容量泡放射システムを備え付けるために設置した共同防災組織以外の共同防災組織の共同防災

規程の作成指針及び概説について別紙４に示すので参考にすること。  

なお、当該共同防災組織は、構成事業所に大容量泡放射システムの配備を要する事業所があり、

当該構成事業所が大容量泡放射システムを備え付けるために別に共同防災組織を設置している場合

は、上記２に示したとおり当該共同防災組織との関係を明確にする必要があるので留意されたい。  

※ 別紙５「特定事業者における防災組織間の関係」における「Ⅱ 共同防災規程」の共同防災組織１、２、３の共同防

災規程についての作成指針及び概説を指す。  
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    ３ 石油コンビナート地帯における航空機事故による 

      産業災害の防止について 
                                   昭和56年９月18日          

                                   消防地第 2 5 5号          

                                   消防庁地域防災課長  

 標記の件については、別添１のとおり、当庁の要望に基づき運輸省において航空法（昭和27年法律第

231号）第81条ただし書の許可に関する措置がとられてきたところであるが、このたび、当該措置の対象

としている区域を現状の石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）に基づく石油コンビナー

ト等特別防災区域に改める必要があり、その旨依頼した結果、別添２のとおり措置がとられたので通知す

る。 

 なお、この措置は、従来同様に、すべての航空機（防衛出動、治安出動又は災害派遣を命ぜられた自衛

隊機及び捜索又は救助のために航行を行う航空機を除く。）について行われるものであるので、貴職にお

かれては、貴管下石油コンビナート等特別防災区域について、区域図の提供等管轄空港事務所長（別添３

参照）が当該措置をとるに必要な協力をされるようお願いする。 

 

 

 

 別 添 １ 

 

             石油コンビナート地帯における航空事故に 

             よる産業災害の防止について 

                            昭和44年６月26日 消防防第 268号  

                            関係都道府県知事あて 消防庁次長  

 

 標記の件につき運輸省に善処方要望した結果、今般別添写の措置がとられたので通知する。 

 なお、この措置は民間機並びに防衛出動、治安出動および災害派遣を除く自衛隊機で、別添市町村の図

示した石油コンビナート地帯上空を飛行するものに適用されることとなるので、管轄空港事務所等と協議

のうえ違反航空機の絶無を図るため必要な措置を講ぜられたい。 

 

 

 

             石油コンビナート地帯における航空機に 

             よる産業災害の防止について 

                            昭和44年６月４日  空航第 213号  

                            消防庁次長あて         運輸省航空局長  

 

 標記について、要望の趣旨については防災の見地から考慮する必要がありますので、関連の事務処理を

行なう地方航空局長に対し別紙の指示を行ないましたから通知します。 
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             石油コンビナート地帯における航空機に 

             よる産業災害の防止について 

                            昭和44年６月４日 空航第 213号  

                            東 京 、 大 阪 航 空 局 長 あ て                

                            運 輸 省 航 空 局 長                 

 標記について、消防庁次長から別添（写）のとおり要望書の提出があった。要望の趣旨については、災

害防止の見地から考慮する必要が認められるので、今後別添の石油コンビナート地帯（石油精製所、大規

模油槽所）における航空法第81条ただし書の許可は行なわないよう取り計らわれたい。 

 

該当石油コンビナート地帯一覧表 

地 帯 名 市  町  村  名 

苫 小 牧 苫小牧市 

室   蘭 室蘭市 

函   館 上破町 

八   戸 八戸 

塩   釜 塩釜市 

秋   田 秋田市、男鹿市 

鹿   島 鹿島町、波崎町、神栖村 

市   原 市原市 

川崎、横浜 川崎市、横浜市 

新   潟 新潟市 

富   山 富山市、高岡市 

清   水 清水市 

名 古 屋 名古屋市、横須賀町 

四 日 市 四日市市 

尾   鷲 尾鷲市 

和 歌 山 和歌山市、海南市、有田市、下津町 

堺 堺市、高石市 

神   戸 神戸市、尼崎市 

姫   路 姫路市、高砂市、加古川市 

水   島 倉敷市 

大竹、岩国 大竹市、岩国市、和木村 

周   南 下松市、徳山市、南陽町 

宇   部 宇部市、小野田市 

松   山 松山市、菊間町 

新 居 浜 新居浜市 

福   岡 福岡市、志賀町 

北 九 州 北九州市 

大   分 大分市 

            28地区    48市町村 
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             石油コンビナート地帯における航空機事故 

             による産業災害の防止について 

                           昭和43年４月８日 消防防発第 167号  

                           運輸省航空局長あて 消防庁次長                   

 近年全国各地に石油コンビナートが建設されておりますが、これらの地区に大規模な事故が発生した場

合には、大きな被害をもたらすものと思います。 

 石油コンビナート地帯の災害対策については、当庁におきましても種々の角度から検討し、推進してお

りますが、航空機事故による同地帯の災害の発生を防止することもまた早急に措置する必要があると思い

ます。このことについて、別紙のとおり（別紙略）千葉県知事から要請が来ておりますが、この際全国の

石油コンビナート地帯の上空における最低安全高度以下の飛行の禁止および離着陸時における同地帯上空

の飛行の回避等石油コンビナート地帯における航空機事故による災害の防止のための必要な措置をおとり

下さるようお願いします。 

 

 

 

別 添 2 

            石油コンビナート地帯における航空機事故 

            による産業災害の防止について 

                             昭和56年９月４日 空航第 867号 

                             消 防 庁 地 域 防 災 係 長 あ て                

                             運輸省航空局技術部運行課長                 

 

 昭和56年９月２日付け消防地第247号により依頼のあった標記については、別紙のとおり各地方航空局

に指示したので、通知します。 

 

 

〔別紙〕 

            石油コンビナート地帯における航空機事故 

            による産業災害の防止について 

                             昭和56年９月４日 空航第 867号 

                             東京、大阪航空局次長あて                

                             運輸省航空局技術部運航課長                 

 

 標記については、昭和44年６月４日付け空航第213号により指示してあるところであるが、今般消防庁

から石油コンビナート地帯の現状は別添のとおりである旨通知があったので、了知のうえ、管内空港事務

所長に周知願います。 

 なお、各区域の詳細図については、各都道府県の消防防災担当課から管轄空港事務所長に提示するよう

消防庁から別途各都道府県あて通達することとしているので、承知願います。 
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別 添 ３ 
 

名   称 位   置 管   轄   区   域 

丘珠空港事務所 札 幌 市 北海道のうち札幌市、江別市及び石狩支庁管内 

千歳空港事務所 千 歳 市 

北海道のうち旭川市、小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、留萌

市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠

市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別

市、恵庭市、伊達市、後志支庁管内、上川支庁管内、留萌支庁管

内、空知支庁管内、胆振支庁管内及び日高支庁管内 

稚内空港事務所 稚 内 市 北海道のうち稚内市及び宗谷支庁管内 

函館空港事務所 函 館 市 北海道のうち函館市、桧山支庁管内及び渡島支庁管内 

釧路空港事務所 釧 路 市 
北海道のうち釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、根室市、

十勝支庁管内、釧路支庁管内、根室支庁管内及び網走支庁管内 

三沢空港事務所 三 沢 市 青森県 

仙台空港事務所 名 取 市 岩手県、宮城県、秋田県、福島県 

新 東 京 空

港 事 務 所 
成 田 市 茨城県、千葉県 

東京空港事務所 
東 京 都

大 田 区 

栃木県、群馬県、埼玉県、東京都（調布空港事務所の管轄に属する

区域を除く。）、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 

調布空港事務所 調 布 市 

東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中

市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山

市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、福生市、清瀬市、狛江

市、東久留米市、東大和市、武蔵村山市、稲城市、多昏市、秋川市

及び西西多摩郡 

新潟空港事務所 新 潟 市 山形県、新潟県 

小松空港事務所 小 松 市 富山県、石川県、福井県 

名 古 屋 空

港 事 務 所 

愛知県西      

春日井郡      

豊 山 町 

岐阜県、愛知県、三重県 

八尾空港事務所 八 尾 市 

大阪のうち八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳

野市、藤井寺市、東大阪市及び南河内郡（航空交通管制に関する事

務に係る管轄区域にあっては大阪市及び堺市のうち北緯34度35分36

秒東経135度36分12秒の地点を中心とする半径９キロメートルの円内

の部分を含む｡）、奈良県 

美保空港事務所 境 港 市 鳥取県、島根県 

広島空港事務所 広 島 市 広島県、山口県（北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く｡） 
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徳島空港事務所 

徳 島 県 

板野野郡      

松 茂 町 

徳島県 

高松空港事務所 高 松 市 香川県 

松山空港事務所 松 山 市 愛媛県 

高知空港事務所 南 国 市 高知県 

福岡空港事務所 福 岡 市 
福岡県（北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。）、佐賀県、

長崎県のうち上県郡、下県郡及び壱岐郡 

北 九 州    

空港事務所 
北九州市      

山口県のうち下関市、宇部市、小野田市、長門市、美禰郡及び大津

郡福岡県のうち行橋市、豊前市、北九州市、京都郡及び築上郡 

長崎空港事務所 大 村 市 長崎県（福岡空港事務所の管轄に属する区域を除く｡） 

熊本空港事務所 

熊 本 県 

上益域郡      

益 城 町 

熊本県 

大分空港事務所 

大 分 県

東国東郡      

武 蔵 町 

大分県 

宮崎空港事務所 宮 崎 市 宮崎県 

鹿 児 島  

空港事務所 

鹿児島県      

姶 良 郡 

渡 辺 町 

鹿児島県 

那覇空港事務所 那 覇 市 沖縄県（下地島空港事務所の管轄に属する区域を除く。） 

下 地 島  

空港事務所 

沖 縄 県 

宮 古 郡 

伊良部村      
沖縄県宮古郡伊良部村 
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参照条文 

○航空法（昭和27年法律第 231号）抄 

（最低安全高度） 

第81条 航空機は、離陸又は着陸を行なう場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の

安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の

許可を受けた場合はこの限りではない。 

（捜索又は救助のための特例） 

第81条の２ 前３条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜

索又は救助のために行う航行については適用しない。 

 

○航空法施行規則（昭和27年運輸省令第 56号）抄 

（最低安全高度） 

第174条 法第81条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。 

 １ 有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は

水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの 

  イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離600メート

ルの範囲内の最も高い障害物の上端から300メートルの高度 

  口 人又は、家屋のない地域及び広い水面の上空にあっては、地上又は水上の人又は物件から150メ

ートル以上の距離を保って飛行することのできる高度 

  ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあっては、地表面又は水面から150メートル以上の

高度 

 ２ 計器飛行方式により管制区又は管制圏を飛行する航空機にあっては、告示で定める高度 

（捜索又は救助のための特例） 

第176条 法第81条の２の国土交通省令で定める航空機は次のとおりとする。 

 １ 国土交通省、防衛庁、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であっ

て捜索又は救助を任務とするもの 

 ２ 国土交通省の依頼により捜索又は救助を行う航空機 

 

○自衛隊法（昭和29年法律第 165号）抄 

（航空法等の適用除外） 

第107条 

 ４ 航空法第60条から第64条まで、第76条、第76条の２、第79条から第81条まで、第82条第２項、第82

条の２、第84条第２項、第88条、第91条、第92条（第１項第３号に係る部分に限る。）及び第99条の

２第１項の規定は、第76条第１項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第79条から第

81条までの規定は、第78条第１項若しくは第81条第２項の規定により出動を命ぜられた場合又は第

83条第２項の規定により派遣を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自

衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第99条の２第１項

に規定する行為については適用しない。 

 

（参考） 

  自衛隊法第76条第１項    内閣総理大臣の命による防衛出動 

  自衛隊法第78条第１項    内閣総理大臣の命による治安出動 

  自衛隊法第81条第１項    都道府県知事の要請による治安出動 

  自衛隊法第83条第２項    災害派遣 
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計測 

震度 

震度 

階級 
人間 屋内の状況 屋外の状況 木造建物 鉄筋コンクリート建造物 地盤・斜面 

０ 
人は揺れを感じないが、

地震計には記録される。 
     

１ 
屋内で静かにしている人

の中には、揺れをわずか

に感じる人がいる。 

     

２ 

屋内で静かにしている人

の大半が、揺れを感じ

る。眠っている人の中に

は、目を覚ます人もいる｡ 

電灯などのつり下げ

物が、わずかに揺れ

る。 

    

３ 

屋内にいる人のほとんど

が、揺れを感じる。歩い

ている人の中には、揺れ

を感じる人もいる。眠っ

ている人の大半が、目を

覚ます。 

棚にある食器類が音

を立てることがあ

る。 

電線が少し揺れる。    

４ 

 

ほとんどの人が驚く。歩

いている人のほとんど

が、揺れを感じる。眠っ

ている人のほとんどが、

目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は

大きく揺れ､棚にある食

器類は音を立てる。座り

の悪い置物が、倒れるこ

とがある。 

電線が大きく揺れる。自動車

を運転していて、揺れに気付

く人がいる。 

   

５弱
大半の人が、恐怖を覚

え、物につかまりたいと

感じる。 

電灯などのつり下げ物は

激しく揺れ､棚にある食

器類、書棚の本が落ちる

ことがある。座りの悪い

置物の大半が倒れる。固

定していない家具が移動

することがあり、不安定

なものは倒れることがあ

る。 

まれに窓ガラスが割れて落ち

ることがある。電柱が揺れる

のがわかる。道路に被害が生

じることがある｡ 

耐震性が低い 

壁などに軽微なひび割れ・亀

裂がみられることがある。 

 

５強

大半の人が、物につかま

らないと歩くことが難し

いなど、行動に支障を感

じる。 

棚にある食器類や書

棚の本で、落ちるも

のが多くなる。テレ

ビが台から落ちるこ

とがある。固定して

いない家具が倒れる

ことがある。 

窓ガラスが割れて落ちることが

ある。補強されていないブロッ

ク塀が崩れることがある。据付

けが不十分な自動販売機が倒れ

ることがある。自動車の運転が

困難となり、停止する車もあ

る。 

耐震性が低い 

壁などにひび割れ・亀裂がみ

られることがある。 

耐震性が低い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび

割れ・亀裂が入ることがある。 

地盤の状況 

亀裂や液状化

が生じること

がある。 

 

斜面等の状況 

落石やがけ崩

れが発生する

ことがある。 

６弱
立っていることが困難に

なる。 

固定していない家具

の大半が移動し、倒

れるものもある｡ドア

が開かなくなること

がある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下することがある。 

耐震性が高い 

壁などに軽微なひび割れ・亀裂

がみられることがある。 

 

耐震性が低い 

壁などのひび割れ・亀裂が多く

なる。壁などに大きなひび割

れ・亀裂が入ることがある。 

瓦が落下したり、建物が傾いた

りすることがある。倒れるもの

もある。 

耐震性が高い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび

割れ・亀裂が入ることがある。 

 

耐震性が低い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび

割れ・亀裂が多くなる。 

地盤の状況 

地割れが生じ

ることがあ

る。 

 

斜面等の状況 

がけ崩れや地

すべりが発生

することがあ

る。 

６強

固定していない家具

のほとんどが移動

し、倒れるものが多

くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下する建物が多くな

る。補強されていないブロッ

ク塀のほとんどが崩れる。 

耐震性が高い 

壁などにひび割れ・亀裂がみ

られることがある。 

 

耐震性が低い 

壁などに大きなひび割れ・亀裂

が入るものが多くなる。傾くも

のや、倒れるものが多くなる。 

耐震性が高い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび

割れ・亀裂が多くなる。 

 

耐震性が低い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜め

やX状のひび割れ・亀裂がみられること

がある。１階あるいは中間階の柱が崩

れ、倒れるものがある。 

 

７ 

立っていることができ

ず、はわないと動くこと

ができない。 揺れにほん

ろうされ、動くこともで

きず、飛ばされることも

ある。 
固定していない家具

のほとんどが移動し

たり倒れたりし、飛

ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破

損､落下する建物がさらに多

くなる。補強されているブロ

ック塀も破損するものがあ

る。 

耐震性が高い 

壁などのひび割れ・亀裂が多く

なる。まれに傾くことがある。 

 

耐震性が低い 

傾くものや、倒れるものがさら

に多くなる。 

耐震性が高い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび

割れ・亀裂がさらに多くなる。1 階ある

いは中間階が変形し、まれに傾くものが

ある。 

 

耐震性が低い 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜め

やX状のひび割れ・亀裂が多くなる。１

階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるも

のが多くなる。 

地盤の状況 

大きな地割れ

が生じること

がある。 

 

斜面等の状況 

がけ崩れが多

発し、大規模

な地すべりや

山体の崩壊が

発生すること

がある。 

ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 
安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 さらに揺れが強い場合に

は、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。 

鉄道の停止、高速道路の

規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われ

る。（安全確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにく

い状況（ふくそう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝

言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかる

ことがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止

することがある。 

０．５ 

１．５ 

２．５ 

３．５ 

４．５ 

５．０ 

５．５ 

６．０ 

６．５ 

４ 気象庁震度階級関連解説表 
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    ５ 千葉県石油コンビナート等防災アセスメント 

      調査結果報告書（概要版）（平成２２年１０月） 
 
第１章 調査の進め方  
 

1.1 調査の目的等 

1.1.1 調査の目的 

消防庁「石油コンビナートの防災アセスメント指針（平成 13 年）」に示された手法に基

づいて、千葉県石油コンビナート等防災計画の修正を目的に基礎となる災害想定（防災ア

セスメント調査）を行い、以下の事項を把握する。  

①  短周期地震動（強震動）による被害  

②  長周期地震動による危険物タンクのスロッシング被害  

③  人為ミスや施設の老朽化などにより発生する操業時等の事故  
 

1.1.2 調査の対象 

（1）対象地域  

県内にある３つの石油コンビナート等特別防災区域  

①  京葉臨海北部地区  

②  京葉臨海中部地区  

③  京葉臨海南部地区  
 

（2）対象施設  

対象地域内の特定事業所（第 1 種・第 2 種事業所）が所有する下記施設で潜在的危険性

の大きいものを抽出する。  

①  危険物タンク（屋外タンク貯蔵所）  

②  高圧ガスタンク  

③  毒性液体タンク  

④  プラント（危険物製造所、高圧ガス製造設備、発電設備）  

⑤  海上入出荷施設（石油、LPG、LNG を取扱うタンカー桟橋）  

⑥  パイプライン（事業所間を結ぶ石油または高圧ガスの地上配管）  

 

（3）対象とする災害  

危険物の流出・火災、可燃性ガスの流出・火災・爆発、毒性ガスの流出・拡散  

①  平常時（通常操業時）の事故 

②  地震による被害 

・短周期地震動（強震動）による被害 

・長周期地震動による危険物タンクのスロッシング被害 
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1.1.3 調査の項目 

（1）基礎データの収集・整理  

防災アセスメントを実施するために必要な基礎データの収集・整理を行う。  

① 地区、事業所の状況 

② 対象施設の位置、諸元、防災設備等 

③ 地震データ（地震被害想定調査結果、長周期地震動予測結果） 

④ 気象データ（風向、風速、日射量） 

 

（2）平常時の事故を対象とした評価  

平常時（通常操業時）における可燃性液体の流出･火災、可燃性ガスの流出･火災･

爆発、毒性ガスの流出･拡散といった事故を対象とした以下の評価を行う。  

①  災害拡大シナリオの想定  

②  災害の発生危険度（頻度）の推定  

③  災害の影響度の推定  

④  災害の発生危険度と影響度に基づいた総合的な災害危険性の評価  

 

（3）地震による被害を対象とした評価  

ア．短周期地震動（強震動）による被害  

既存の地震動予測結果を前提に、短周期地震動及び液状化による被害を対象とした以下

の評価を行う。  

①  災害の拡大シナリオの想定  

②  災害の発生危険度（確率）の推定  

③  災害の影響度の推定  

④  災害の発生危険度と影響度に基づいた総合的な災害危険性の評価  

 

イ．長周期地震動による危険物タンクのスロッシング被害  

長周期地震動による危険物タンクのスロッシング被害を対象として、以下の評価を行う。 

①  長周期地震動の特性とタンクの固有周期に基づいた災害危険性の評価  

②  災害の想定・影響評価  

 

（4）防災対策の基本的事項の検討  

上記の評価結果より、必要と考えられる防災対策の基本的事項について検討する。  
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1.2 評価の手法 

本調査は、原則として消防庁の石油コンビナートの防災アセスメント指針 (平成 13 年 )に

基づいて実施する。この指針に基づく手法の概要は以下のとおりである。  

 

1.2.1 基本的な考え方 

リスク (Ｒ )は、好ましくない事象 (例えば事故 )の発生危険度と発生したときの影響度の積

として表わされ、一般的に次のように定義される。  

 

 

ここで、Pi は事象 i の発生危険度、Ei は事象 i が発生したときの影響度である。あるい

は、より広義に災害の発生危険度と影響度の関数として表されることもある。事象の発生

危険度は頻度や確率によって定量化される。一方、事象が発生したときの影響度について

は、評価の目的に応じて災害の物理的作用により被害を受ける範囲の大きさ、死者数や負

傷者数などの人的被害、あるいは損害額などの経済的損失が用いられる。  

石油コンビナートの防災アセスメントにおいても、このようなリスクの概念を導入して

評価を行う。評価にあたっては、まずコンビナートに存在する非常に多くの施設 (危険物タ

ンク、高圧ガスタンク、プラント等 )の中から、評価対象とする施設を選定することになる。

選定にあたって考慮すべき要因は主に次のとおりである。  

①  取扱う危険物質の量 (貯蔵量または滞留量 ) 

②  取扱う危険物質の性状 (引火点、爆発性、毒性等 ) 

③  コンビナート区域外の一般地域･施設との距離  

選定した施設に対して、一般的なリスク評価手順に従って災害の発生危険度 (頻度または

確率 )と影響度を推定し、これらをもとに個々の施設やコンビナート全体に関するリスクの

評価を行う。この場合、災害の発生危険度と影響度の積としてのリスク表現を用いるので

はなく、両者をもとに災害の危険性を総合評価し、想定災害や講ずるべき防災対策の検討

を行うことになる。概ねの実施手順を次項に示す。  

図 1.2.1 防災アセスメントの実施手順  

 

 
災害の発生危

険度の推定 
(確率的手法) 

災害の影響度

の推定 
(確定的手法) 

総合的な災害

危険性(リスク)
の評価 

 
災害の想定･ 
防災対策の検討 

 
災害の拡大シ

ナリオの想定 

i
EiPiR ･＝
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1.2.2 平常時の事故及び短周期地震動による被害の評価 

（1）災害の拡大シナリオの想定 

災害の拡大シナリオの想定及び発生危険度の推定には、確率的な安全性評価手法の 1 つ

であるイベントツリー解析（ETA）を適用する。ETA は、事故の発端となる「初期事象」

を出発点として設定し、防災設備や防災活動の成否、火災や爆発などの現象の有無によっ

て災害が拡大していく過程を、枝分かれ式に展開（事象分岐）したイベントツリー（ET）

として表す手法である（図 1.2.2）。  

災害想定においては、まず評価対象施設を災害の発生と拡大の様相が共通と見なせる何

種類かに区分し、それぞれについて初期事象と事象分岐を設定し、ET 図を作成する。  

 

（2）災害の発生危険度の推定 

ET に初期事象の発生頻度（確率）と事象の分岐確率を与えることにより、中間あるい

は末端に現れる各種災害事象がどの程度の頻度で起こりうるかを算出することができる。 

平常時の初期事象の発生頻度は、過去の事故データに基づき推定する。地震時の場合は、

地震が発生した時（ある大きさの地震動が施設に作用した時）の被害発生確率として推定

することになり、工学的な解析結果が必要となる。  

一方、事象の分岐確率の推定には、フォールトツリー解析（FTA）を適用する。FTA は、

ある設備の故障といった事象を先頭に置き（頂上事象）、この原因となる事象を次々にト

ップダウン式に展開していく手法である（図 1.2.3）。末端事象の発生確率が与えられると、

これをゲートの種類に応じて足し合わせるか掛け合わせて次々と上位事象の発生確率を

算出していき、最後に頂上事象の発生確率が求められる。  

図 1.2.2 イベントツリー（ET）の概念図  

 

事象 A 
発生頻度：PA=P0P1P2 

事象 B 
発生頻度：PB=P0P1(1-P2) 

事象 C 
発生頻度：PC=P0(1-P1)P3P4 

事象 D 
発生頻度：PD=P0(1-P1)P3(1-P4) 

事象 E 
発生頻度：PE=P0(1-P1)(1-P3) 

初期事象  

発生頻度：P0 

分岐確率  

P1 

P2 

1-P2 

P3 

P4 

1-P3 

1-P4 
1-P1 
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図 1.2.3 フォールトツリー (FT)の概念  

 

（3）災害の影響度の推定 

可燃性物質や毒性物質を取り扱う施設で流出などの事故が発生した場合、液面火災、ガ

ス爆発、フラッシュ火災、毒性ガス拡散などの災害現象が生じる可能性がある。災害の影

響度は、これらの災害事象が発生した場合の輻射熱（消防庁指針では「放射熱」という用

語を用いているが、同義であり本報告書では「輻射熱」を用いる）や爆風圧の大きさ、拡

散ガス濃度が、しきい値（人体に対する許容限界）を超える範囲の大きさにより判断する。 

算定手法は、比較的簡易なものが消防庁指針に示してある。また、しきい値についても、

コンビナート区域外の第三者に対する目安として同指針に示されている。  

 

（4）総合的な災害危険性の評価 

災害の発生危険度と影響度の双方から、例えば図 1.2.4 に示すようなリスクマトリック

スにより災害の危険性を総合的に評価し、想定すべき災害と防災対策を実施するに当たっ

ての優先度を検討する。どの程度の災害を想定すべきか、防災対策の優先度をどのように

設定するかは、評価を行う自治体がコンビナート地区及び周辺地域の状況を勘案して決定

することになる。  

また、このような評価は個々のコンビナート施設に対するものであるが、コンビナート

には種々の施設が数多く存在する。従って、コンビナート全体や事業所レベルで見たとき

の災害の発生危険度は保有施設数に依存し、施設種別ごとに個々の施設の災害発生頻度

（確率）を足し合わせることにより得られる。このような評価により、事業所やコンビナ

ート地区において備えるべき防災体制や資機材の検討が可能になる。  
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図 1.2.4 リスクマトリックスによる評価例  

 

1.2.3 長周期地震動による危険物タンクのスロッシング被害の評価 

スロッシングとは、地震波と容器内の液体が共振して液面が大きく揺れる現象である。

これにより、特に浮き屋根式の危険物タンクでは、浮き屋根の損傷、液体の溢流、屋根部

での火災といった被害が生じる危険性がある。  

スロッシングによる被害の発生は、スロッシングによる液面の上昇量（最大波高）に依

存すると考えられるが、スロッシング最大波高は、タンクのスロッシング固有周期とその

周期帯における地震動の強さによって推定できる。  

従って、前述のような ETA による確率的評価はなじまないことから、以下に示すよう

な、長周期地震動の特性とタンクの固有周期に基づいた災害危険性評価を行う。  

 

（1）長周期地震動の特性とタンクの固有周期に基づいた災害危険性評価 

長周期地震動の予測波形または観測波形を収集し、コンビナートにおける長周期地震動

の大きさ（速度応答スペクトル）を推定する。また、速度応答スペクトルと危険物タンク

のスロッシング固有周期からスロッシング最大波高を推定し、スロッシングによる災害の

発生危険性について検討する。  

 

（2）災害の想定・影響評価 

スロッシングが発生し、内容物の溢流や浮き屋根等の設備の損傷が生じると、防油堤内

での溢流火災や、タンク火災が発生する可能性がある。  

そこで、スロッシングに起因する火災の危険性について定性的な評価を行うと共に、発

生した場合に影響が大きくなると考えられるタンク火災及び防油堤火災について、全面火

災による輻射熱の影響を算定・評価する。  
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1.3 評価の実施手順 

調査の実施に当たっては、まず特定事業所に対して施設調査を実施し、評価対象とする施

設の配置、形状・型式、規模、貯蔵・取扱物質、貯蔵・取扱条件、防災設備の設置状況等に

関するデータの収集を行う。  

また、地震時の評価にあたって前提となる、コンビナートの地震動予測結果、液状化危険

度の予測結果、長周期地震動の予測または観測波形の収集、災害影響の評価に必要な気象デ

ータの収集を行う。  

これらの基礎データに基づき、消防庁指針に従って平常時の事故、短周期地震動による被

害を対象とした評価を行う。さらに、長周期地震動の予測または観測波形に基づいた危険物

タンクのスロッシング被害について評価を行い、これらの評価結果をもとに防災対策の要点

について検討する。  

このような調査の流れを図 1.3.1 に示す。  
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図 1.3.1 調査の実施手順 
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1.4 特別防災区域と評価対象施設 

(1) 特別防災区域 i 

本調査の対象となる千葉県石油コンビナート等特別防災区域の範囲は以下のとおりであ

る（平成 21 年 4 月現在、図 1.4.1 参照）。  

 

①京葉臨海北部地区 

市川市及び船橋市に位置し、面積 2.86km2、総事業所数 102 社、そのうち 7 の特定事業

所（第一種事業所 6、第二種事業所 1）で形成されており、油槽所主体の地区である。  

②京葉臨海中部地区 

千葉市、市原市及び袖ケ浦市に位置し、面積 45.20km2、総事業所数 171 社、そのうち

62 の特定事業所（第一種事業所 30（レイアウト事業所 23）、第二種事業所 32）で形成さ

れており、全国 85 の特別防災区域のなかで、面積、石油貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理

量がいずれも最大であり、石油精製、石油化学業を主体とする地区である。  

③京葉臨海南部地区 

木更津市及び君津市に位置し、面積 12.51 km2、総事業所数 93 社、そのうち 3 の特定事

業所（第一種事業所 2（レイアウト事業所 2）、第二種事業所 1）で形成されており、鉄鋼業

主体の地区である。  

 

                                                   
i 千葉県石油コンビナート等防災計画（平成 20 年度修正），千葉県石油コンビナート等防災本部  
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図 1.4.1 千葉県内の石油コンビナート等特別防災区域 i 

                                                   
i 千葉県石油コンビナート等防災計画（平成 20 年度修正），千葉県石油コンビナート等防災本部  
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(2) 評価対象施設 

本調査においては、千葉県の各石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所に存在する

以下の施設を対象とし、施設構造、危険物や高圧ガス等の貯蔵･取扱状況、防災設備の設置

状況に関するデータ収集を行った。  

 

○危険物タンク(屋外タンク貯蔵所) 
①第 4 類危険物を貯蔵した容量 1,000kl 以上のタンク（特定タンク）  

②第 4 類危険物を貯蔵した容量 1,000kl 未満の小容量タンク（準特定及び特定外タンク） 

③表 1.4.1 に該当する毒性危険物を貯蔵したすべてのタンク  

○高圧ガスタンク  
①可燃性ガスを貯蔵したすべてのタンク（高圧ガス保安法に係る貯槽、電気事業法及びガ

ス事業法に係る貯槽またはガスホルダー）  

②表 1.4.1 に該当する毒性ガスを貯蔵したすべてのタンク  

○毒性液体タンク  
表 1.4.1 に該当する毒性物質で、危険物、高圧ガスのいずれにも該当しない毒性液体を貯

蔵したすべてのタンク（プラント内の貯槽、小容量の容器等は除く）  

○プラント  
①すべての危険物製造所  

②すべての高圧ガス製造設備  

③火力発電所の発電設備 (自家発用の発電設備は除く ) 

○海上入出荷施設(桟橋) 
石油（第 1、2、3、4 石油類）、LPG、LNG を取扱うタンカー桟橋  

○パイプライン  
事業所間を結ぶ地上配管で、石油（第 1、2、3、4 石油類）または高圧ガス（可燃性）

を移送するもの  

 

表 1.4.1 毒性物質（石油コンビナート等災害防止法で指定された毒物･劇物） 

毒物 四アルキル鉛、シアン化水素、フッ化水素 

劇物 

アクリロニトリル、アクロレイン、アセトンシアンヒドリン、

液体アンモニア、エチレンクロルヒドリン、塩素、クロルスル

ホン酸、硅フッ化水素酸、臭素、発煙硝酸、発煙硫酸 

 

注）小容量危険物タンク、海上入出荷施設、パイプラインについては、個々の施設のリス

クマトリックスによる評価は行わず、地区レベルの災害危険性に関する評価を行う。  
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評価に当たっては、上記施設の中から潜在的に危険性の高い施設を抽出し、評価対象施設

とした。表 1.4.2 に各地区の評価対象施設を示す。  

 

表 1.4.2 評価対象施設(1) 

固定屋根 内部浮き蓋 浮き屋根 計 固定屋根・内部浮き蓋 浮き屋根 固定屋根・内部浮き蓋 浮き屋根
北部 16 10 0 26 58 0 112 0 170
中部 448(6) 108(2) 265 821 282 10 1878 36 2206
南部 8 2 0 10 1 0 51 0 52
計 472 120 265 857 341 10 2041 36 2428

特定タンク（容量1千kl以上）
計

準特定タンク
（容量500kl以上1千kl未満）

特定外タンク
（容量500kl未満）

小容量危険物タンク

地区

危険物タンク

 
注 1）可燃性の影響については特定タンクを個別施設の評価対象とし、毒性の影響については小容量タ

ンクも含めて個別施設の評価対象としている。  
注 2）特定タンク数の括弧内は毒性の危険物を貯蔵するタンク数 (内数 )で、小容量タンク 3 基を含む。  
注 3）毒性の危険物は可燃性及び毒性の影響について評価を行う。  

 

表 1.4.2 評価対象施設(2) 

危険物製造所 高圧ガス製造設備 発電施設 計
北部 5 6 1 0 7 9 0
中部 312(49) 226 74 30 330 136 146
南部 14(9) 6 0 4 10 4 1
計 389 238 75 34 347 149 147

地区 高圧ガスタンク
プラント

パイプライン
海上入出荷

施設

 

注 1）高圧ガスタンクは施設調査で収集した施設のうち、可燃性のものについては容量 10t 以上、毒性

のものについては容量 1t 以上のタンクを評価対象とした。  
注 2）高圧ガスタンクには、高圧ガス保安法に該当しない加圧ガスタンク (電気事業法及びガス事業法に

係るもの )を若干数含むが、全て「高圧ガスタンク」として表記した。  
注 3）高圧ガスタンクには、高圧ガス保安法に該当しない常圧 (0PaG)の毒性液体タンクを若干数含み、

便宜的に全て「高圧ガスタンク」として表記し評価した。  
注 4）高圧ガスタンク数の括弧内は毒性の危険物を貯蔵するタンク数 (外数 )。  
注 5）可燃性の高圧ガスは可燃性の影響について、毒性の高圧ガスは毒性の影響について評価を行う。  
注 6）プラントの危険物製造所には、高危混在施設を含む。  

 

また、表 1.4.2 に示す評価対象施設のうち、毒性物質を取扱う施設の内訳は表 1.4.3 のと

おりである。  
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表 1.4.3 毒性物質取扱一覧 

施設種別 地区 物質名 区分 施設数 計
特定タンク（容量1千kl以上） 5
準特定タンク（容量500kl以上1千kl未満） 1
特定外タンク（容量500kl未満） 2
球形タンク 4
円筒横置タンク 20
円筒平底タンク 3

フッ化水素 円筒横置タンク 8
塩素 円筒横置タンク 14

球形タンク 2
円筒横置タンク 6
円筒平底タンク 1
危険物製造所(高危混在施設) 4
高圧ガス製造設備 3
発電施設 2
危険物製造所(高危混在施設) 1
高圧ガス製造設備 1

アンモニア

塩素

8

49

9

11

アクリロニトリル

アンモニア

アンモニア

危険物
タンク

高圧ガス
タンク

プラント

中部

中部

南部

中部
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第２章 平常時の事故を対象とした評価  

2.1 起こり得る災害事象 

平常時 (通常操業時 )において、対象施設で考えられる初期事象及び事象分岐を設定し、イ

ベントツリー (ET)を展開して起こり得る災害事象を抽出した。表 2.1.1～2.1.6 に抽出した

災害事象を示す。  

 

表 2.1.1 危険物タンクで起こり得る災害事象 

小量流出･火災 可燃性液体が流出しタンク周辺で着火して火災となる。緊急遮断により

短時間で停止する。 

中量流出･火災 可燃性液体が流出しタンク周辺で着火して火災となる。緊急遮断に失敗

し流出はしばらく継続して停止する。 

仕切堤内流出･火災 流出停止が遅れ、または流出を停止することができず、流出が仕切堤内

に拡大し、仕切堤内で火災となる。 

防油堤内流出･火災 流出油が仕切堤を超えて拡大し防油堤内で火災となる(仕切堤がない場

合も含む)。 

流
出
火
災 

防油堤外流出･火災 流出油が防油堤外に流れて火災となる。 

タンク小火災 タンク屋根で火災が発生し、消火設備により短時間で消火される。 

リング火災 火災の消火に失敗し、浮屋根シール部でリング状に拡大する（浮屋根式

タンクの場合）。 

タ
ン
ク
火
災 

タンク全面火災 火災がタンクのほぼ全面に拡大する。 

小量流出･拡散 毒性の危険物が流出し緊急遮断により短時間で停止する。タンク周辺で

形成したプールから毒性ガスが拡散する。 

中量流出･拡散 毒性の危険物が流出し流出停止が遅れ流出がしばらく継続する。タンク

周辺で形成したプールから毒性ガスが拡散する。 

仕切堤内流出･拡散 流出を停止することができず内容物移送により対処する。仕切堤内から

毒性ガスが拡散する。 

防油堤内流出･拡散 毒性の危険物が流出して仕切堤を超えて拡大し、防油堤内から毒性ガス

が拡散する（仕切堤がない場合も含む）。 

毒
性
ガ
ス
拡
散 

防油堤外流出･拡散 毒性の危険物が流出して防油堤外に拡大し、毒性ガスが拡散する。 

 

表 2.1.2 高圧ガスタンクで起こり得る災害事象 

小量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 
可燃性ガスが流出し、緊急遮断により短時間で停止する。タ

ンク周辺で着火して爆発するか、大気中に拡散してフラッシ

ュ火災となる。 

中量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 
緊急遮断に失敗し、流出はしばらく継続して停止する。タン

ク周辺で着火して爆発するか、大気中に拡散してフラッシュ

火災となる。 

大量流出(長時間)･爆発／ﾌﾗｯｼ

ｭ火災 

流出を停止できず内容物移送により対処。長時間にわたって

大量に流出する。タンク周辺で着火して爆発するか、大気中

に拡散してフラッシュ火災となる。 

爆
発
／
フ
ラ
ッ
シ
ュ
火
災 

全量流出(長時間)･爆発／ﾌﾗｯｼ

ｭ火災 
長時間にわたって全量が流出する。タンク周辺で着火して爆

発するか、大気中に拡散してフラッシュ火災となる。 
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小量流出･拡散 毒性ガスが流出して大気中に拡散する。緊急遮断により流出

は短時間で停止する。 

中量流出･拡散 毒性ガスが流出して大気中に拡散する。緊急遮断に失敗し流

出はしばらく継続して停止する。 

大量流出(長時間)･拡散 流出を停止できず内容物移送により対処する。毒性ガスが長

時間にわたって大量に流出して大気中に拡散する。 

毒
性
ガ
ス
拡
散 

全量流出(長時間)･拡散 長時間にわたってタンク全量の毒性ガスが流出して大気中に

拡散する。 
 

表 2.1.3 プラント(製造施設)で起こり得る災害事象 

小量流出･火災 小量の可燃性液体(ユニット内の一部)が流出し、プラントの周

辺で火災となる。 

ユニット全量流出･火災 ユニット内の全量の可燃性液体が流出し、プラントの周辺で

火災となる。 

流
出
火
災 

大量流出･火災 大量(複数のユニット)の可燃性液体が流出。プラントの周辺で

火災となり長時間継続する。 

小量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 
小量の可燃性ガス(ユニット内の一部)が流出し、プラントの周

辺で爆発するか、拡散した可燃性ガスに着火してフラッシュ

火災となる。 

ユニット全量流出･爆発／ﾌﾗｯ

ｼｭ火災 

ユニット内の全量の可燃性ガスが流出し、プラントの周辺で

爆発するか、拡散した可燃性ガスに着火してフラッシュ火災

となる。 

爆
発
／
フ
ラ
ッ
シ
ュ
火
災 大量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 

大量(複数のユニット)の可燃性ガスが流出。プラントの周辺で

爆発するか、拡散した可燃性ガスに着火してフラッシュ火災

となる。 

小量流出･ガス拡散 小量の毒性ガス(ユニット内の一部)が流出し、大気中に拡散す

る。 
ユニット全量流出･ガス拡散 ユニット内の全量の毒性ガスが流出し、大気中に拡散する。 

毒
性
ガ
ス
拡
散 大量流出･ガス拡散 大量(複数のユニット)の毒性ガスが流出し、大気中に拡散す

る。 
 

表 2.1.4 プラント(発電施設)で起こり得る災害事象 

小量流出･火災 可燃性液体(燃料･潤滑油)が流出し、プラントの周辺で火災と

なる。緊急遮断により流出は短時間で停止する。 

中量流出･火災 可燃性液体(燃料･潤滑油)が流出し、プラントの周辺で火災と

なる。緊急遮断に失敗し流出はしばらく継続して停止する。 

流
出
火
災 

大量流出･火災 可燃性液体(燃料･潤滑油)が流出し、プラントの周辺で火災と

なる。流出を停止できず火災は長時間継続する。 
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表 2.1.5 海上入出荷施設で起こり得る災害事象 

小量流出･火災 可燃性液体が流出し、桟橋周辺で火災となる。緊急遮断によ

り流出は短時間で停止する。 流
出
火
災 大量流出･火災 可燃性液体が流出し、桟橋周辺で火災となる。流出を停止で

きず火災は長時間継続する。 

小量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 
可燃性ガスが流出･拡散し、桟橋周辺で爆発するか、拡散した

可燃性ガスに着火してフラッシュ火災となる。緊急遮断によ

り流出は短時間で停止する。 爆
発
／ 

フ
ラ
ッ
シ
ュ
火
災 

大量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 
流出を停止できず、可燃性ガスの拡散が長時間継続する。桟

橋周辺で爆発するか、拡散した可燃性ガスに着火してフラッ

シュ火災となる。 
 

表 2.1.6 パイプラインで起こり得る災害事象 

小量流出･火災 可燃性液体が流出し、周辺で火災となる。緊急遮断により流

出は短時間で停止する。 

中量流出･火災 可燃性液体が流出し、周辺で火災となる。緊急遮断に失敗し

流出はしばらく継続して停止する。 

流
出
火
災 

大量流出･火災 可燃性液体が流出し、周辺で火災となる。流出を停止できず

火災は長時間継続する。 

小量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 
可燃性ガスが流出し、周辺で爆発するか、拡散した可燃性ガ

スに着火してフラッシュ火災となる。緊急遮断により流出は

短時間で停止する。 

中量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 
可燃性液体が流出し、周辺で爆発するか、拡散した可燃性ガ

スに着火してフラッシュ火災となる。緊急遮断に失敗し流出

はしばらく継続して停止する。 

爆
発
／
フ
ラ
ッ
シ
ュ
火
災 大量流出･爆発／ﾌﾗｯｼｭ火災 

流出を停止できず、可燃性ガスの拡散が長時間継続する。周

辺で爆発するか、拡散した可燃性ガスに着火してフラッシュ

火災となる。 
 

2.2 災害危険性の評価と想定災害の抽出 

前項で示した災害事象について発生危険度と影響度を推定し、両者をもとにリスクマト

リックスを作成した。さらに、次のような考え方で防災対策上想定すべき災害を抽出した。  

 

〇第１段階の想定災害：災害発生危険度 B ランク以上  

⇒現実的に起こりうると考えて対策を検討しておくべき災害 (影響度が大きいものは対

策上の優先度が高い ) 

〇第２段階の想定災害：災害発生危険度 C ランク  

⇒発生する可能性が相当に小さい災害を含むが、万一に備え対策を検討しておくべき災

害 (影響度が大きいものは要注意 ) 
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災害の発生危険度と影響度のランクは以下のとおりである。ただし発生危険度の AA レ

ベルはプラントのみ設定している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.1～2.2.3 に、平常時において想定される災害事象と該当施設数を示す。  

 

表 2.2.1 平常時の想定災害（京葉臨海北部地区） 

 第 1 段階の災害 第 2 段階の災害 

特
定
タ
ン
ク 

小 量 流 出 火 災 (8)、中 量 流 出 火 災 (2)。

影響は小さくタンク周辺にとどまる。 

小量流出火災(15)、中量流出火災(9)、タンク

小火災(10)。影響は第 1 段階の災害よりもや

や大きいタンクがあるが、おおむねタンク周辺

にとどまる。 
危
険
物
タ
ン
ク 

小
容
量
タ
ン
ク 

中 量 流 出 火 災 (59)、タンク小 火 災 (59)。

個々のタンクの影響は特定タンクよりも小

さい。 

中 量 流 出 火 災 (111) 、 防 油 堤 内 流 出 火 災

(59) 、 タ ン ク 小 火 災 (111) 、 タ ン ク 全 面 火 災

(59)。面積の大きい防油堤内に、多くのタンク

が近 接 して設 置 されているようなところでは、

火災拡大に注意が必要である。 

高
圧
ガ
ス
タ
ン
ク 

小 量 流 出 爆 発 (5) 、 小 量 流 出 フ ラ ッ シ ュ 火 災

(5)。影響はおおむねタンク周辺にとどまるが、フ

ラッシュ火 災 の影 響 は爆 発 と比べてやや大きく

なる。 

中 量 流 出 爆 発 (5)、中 量 流 出 フラッシュ火 災

(5)。フラッシュ火災の影響は小量流出よりもや

や大きくなる。 

＜災害影響度のランク＞  

〇影響度Ⅰ：200m 以上  

〇影響度Ⅱ：100m 以上 200m 未満  

〇影響度Ⅲ：  50m 以上 100m 未満  

〇影響度Ⅳ：  20m 以上   50m 未満  

〇影響度Ⅴ：  20m 未満  

＜災害発生危険度のランク＞  

〇危険度 AA：10-3/年程度以上   (5×10-4/年以上 )  

○危険度Ａ  ：10-4/年程度       (5×10-5/年以上  5×10-4/年未満 ) 

〇危険度Ｂ  ：10-5/年程度       (5×10-6/年以上  5×10-5/年未満 ) 

〇危険度Ｃ  ：10-6/年程度       (5×10-7/年以上  5×10-6/年未満 ) 

〇危険度Ｄ  ：10-7/年程度       (5×10-8/年以上  5×10-7/年未満 ) 

〇危険度Ｅ  ：10-8/年程度以下   (5×10-8/年未満 ) 
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プ
ラ
ン
ト
（
製
造
施
設
） 

小量流出、ユニット内全量流出、大量流出に伴

う火 災 (いずれも 6)。影 響 は施 設 周 辺 にとどま

る。 

小量流出、ユニット内全量流出、大量流出に伴

う爆発(いずれも 1)。ユニット内全量流出、大量

流 出 に伴 う爆 発 の影 響 は小 量 流 出 の場 合 より

もやや大きくなる。 

小量流出、ユニット内全量流出に伴うフラッシュ

火災(いずれも 1)。影響は爆発と比べてやや大

きく、特 にユニット内 全 量 流 出 に伴 うフラッシュ

火災の影響は大きく最大レベルとなる。 

大 量 流 出 フラッシュ火 災(1)。影 響 は大きく最

大レベルとなる。 

海
上
入
出
荷
施
設 

小 量 流 出 火 災 (8)、小 量 流 出 爆 発 (1)、小 量 流

出フラッシュ火 災(1)。影 響は施設 周 辺にとどま

る。 

該当なし 

注 1）各災害事象の定義については第 2 章第 1 項参照。 

注 2）括弧内の数値は該当施設数である。 

注 3）小容量危険物タンク、海上入出荷施設については、影響度の評価は行っていない。また、災害の発

生危険度は、防災設備の設置状況など個別施設の特性を反映したものではなく、設備の平均的な発生

危険度を表す。 

 

表 2.2.2 平常時の想定災害（京葉臨海中部地区） 

 第 1 段階の災害 第 2 段階の災害 

特
定
タ
ン
ク 

小 量 流 出 火 災 (288) 、 中 量 流 出 火 災

(123)、タンク小火災(35)、小量流出毒性

ガス拡 散 (2)。火 災 の影 響 はおおむねタ

ンク周 辺 にとどまるが、毒 性 ガス拡 散 の

影響はやや大きくなる。 

小 量 流 出 火 災 (294)、中 量 流 出 火 災 (410)、

仕 切 堤 内 流 出 火 災 (1)、防 油 堤 内 流 出 火 災

(34)。小 量 流 出 及び中 量 流 出 火 災の影 響 は

おおむねタンク周 辺 にとどまるが、仕 切 堤 内

及び防油堤内流出火災の影響は大きくなり、

防 油 堤 面 積 が大 きい場 合 には最 大 レベルと

なる。 

タンク小 火 災 (404)、リング火 災 (16)、タンク全

面 火 災 (19)。影 響 はおおむねタンク周 辺 にと

どまるが、タンク全 面 火 災 ではやや大きくなる

ものもある。 

中量流出毒性ガス拡散(1)、防油堤内流出毒

性ガス拡散(3)。防油堤内流出の場合の影響

は大きく、防油堤面積が大きい場合には最大

レベルとなり、風向によってはコンビナート外へ

の影響が懸念される。 

危
険
物
タ
ン
ク 

小
容
量
タ
ン
ク 

中 量 流 出 火 災 (740) 、 タ ン ク 小 火 災

(740)。個々のタンクの影響は特定タンク

よりも小さい。 

中 量 流 出 火 災 (1466) 、 防 油 堤 内 流 出 火 災

(740)、タンク小 火 災 (1466)、タンク全 面 火 災

(740)。面 積の大きい防 油 堤 内に、多 くのタン

クが近接して設置されているようなところでは、

火災拡大に注意が必要である。 
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高
圧
ガ
ス
タ
ン
ク 

小 量 流 出 爆 発 (310)、中 量 流 出 爆 発 (2)。影 響

はおおむねタンク周 辺 にとどまるが、貯 蔵 圧 力

の高いタンクではやや大きくなる。 

小量流出フラッシュ火災(310)、中量流出フラッ

シュ火災(2)。影響は爆発と比べてやや大きくな

り、特に貯蔵 圧 力の高いタンクでは最大レベル

となる。 

小量 流出 毒 性ガス拡散(33)、中量 流出 毒 性ガ

ス拡散(2)。影響は大きく、物質や貯蔵圧力によ

っては最大レベルとなる。 

中量流出爆発(310)。影響はタンク周辺にとど

まるものが多いが、貯蔵圧力の高いタンクでは

やや大きくなる。 

中量流出フラッシュ火災(310)。影響は爆発と

比べて大きくなり、貯蔵圧力の高いタンクで最

大レベルとなる。 

小 量 流 出 毒 性 ガス拡 散 (14)、中 量 流 出 毒 性

ガス拡 散 (33)。影 響 は大 きく、物 質 や貯 蔵 圧

力 によっては最 大 レベルとなり、コンビナート

外に近い一部の施設では、風向によっては影

響が懸念される。 

製
造
施
設 

小量流出、ユニット内全量流出、大量流

出に伴う火災(いずれも 234)。影響は施

設 周 辺にとどまるものが多 いが、処 理 圧

力や配管径の大きいものではやや大きく

なる。 

小量流出、ユニット内全量流出、大量流

出に伴う爆発(いずれも 151)。ユニット内

全量 流出、大 量流 出に伴う爆発の影響

は小量流出の場合よりも大きくなり、特に

滞留量が多い場合は最大レベルとなる。 

小量 流出、ユニット内全 量流 出に伴うフ

ラッシュ火災(いずれも 151)。影響は爆発

と比べてやや大きく、処理圧力や配管径

の大きいものは最大レベルとなる。 

小量流出毒性ガス拡散(7)。影響は大き

く、処 理 圧 力 によっては最 大 レベルとな

る。 

大量流出フラッシュ火災(151)。影響はやや大

きく、処理 圧力や配 管 径 の大きいものは最大

レベルとなる。 

小量流出毒性ガス拡散(2)、ユニット内全量流

出毒性ガス拡散(7)。影響は大きく、物質や処

理圧力によっては最大レベルとなる。 

プ
ラ
ン
ト 

発
電
施
設 

小 量 流 出 火 災 (30) 、 中 量 流 出 火 災

(30)。影 響 は施 設 周 辺 にとどまるものが

多いが、処理圧力の大きいものではやや

大きくなる。 

該当なし 

海
上
入
出
荷
施
設 

小量流出火災(102)、小量流出爆発(34)、小量

流 出 フラッシュ火 災 (34)。影 響 は施 設 周 辺 にと

どまる。 

該当なし 

パ
イ
プ
ラ
イ
ン 

小 量 流 出 火 災 (80)、小 量 流 出 爆 発 (66)、小 量

流 出 フラッシュ火 災 (66)。影 響 は施 設 周 辺 にと

どまると考えられるが、発生箇所によっては注意

が必要となる。 

中 量 流 出 火 災 (80)。影 響 は小 量 流 出 と比 べ

て大きくなるが、おおむね施設周辺にとどまる

と考 えられる。発 生 箇 所 によっては注 意 が必

要となる。 

注 1）各災害事象の定義については第 2 章第 1 項参照。 

注 2）括弧内の数値は該当施設数である。 

注 3）小容量危険物タンク、海上入出荷施設、パイプラインについては、影響度の評価は行っていない。

また、災害の発生危険度は、防災設備の設置状況など個別施設の特性を反映したものではなく、設備

の平均的な発生危険度を表す。 
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表 2.2.3 平常時の想定災害（京葉臨海南部地区） 

 第 1 段階の災害 第 2 段階の災害 

特
定
タ
ン
ク 

該当なし 
小量流出火災(10)。影響はタンク周辺にとど

まる。 危
険
物
タ
ン
ク 

小
容
量
タ
ン
ク 

中 量 流 出 火 災 (1)、タンク小 火 災 (1)。

個 々のタンクの影 響 は特 定 タンクよりも

小さい。 

中 量 流 出 火 災 (51) 、 防 油 堤 内 流 出 火 災

(1)、タンク小 火 災(51)、タンク全 面 火 災(1)。

面積の大きい防油堤内に、多くのタンクが近

接 して設 置 されている場 合 には、火 災 拡 大

に注意が必要である。 

高
圧
ガ
ス
タ
ン
ク 

小 量 流 出 爆 発 (14)、小 量 流 出 フラッシュ火 災

(14)、小 量流 出 毒 性ガス拡散(7)。爆 発の影響

はおおむねタンク周 辺 にとどまる。フラッシュ火

災の影響は爆発と比べてやや大きくなり、貯蔵

圧力の高いタンクではやや大きい。毒性ガス拡

散 の影 響 は大 きく、最 大 レベルとなるが、事 業

所敷地内にとどまる。 

中 量 流 出 爆 発 (14)、中 量 流 出 フラッシュ火

災(14)、小量流出毒性ガス拡散(2)、中量流

出 毒 性 ガス拡 散 (7)。爆 発 の影 響 はおおむ

ねタンク周辺にとどまる。フラッシュ火災の影

響は爆発と比べてやや大きくなり、貯蔵圧力

の高いタンクではやや大きい。毒性ガス拡散

の影 響 は大 きく、最 大 レベルとなるが、事 業

所敷地内にとどまる。 

製
造
施
設 

小 量流 出 火 災(6)、ユニット内全 量 流 出

火 災 (6)、大 量 流 出 火 災 (6)。影 響 は施

設周辺にとどまる。 

該当なし 

プ
ラ
ン
ト 発

電
施
設 

小 量 流 出 火 災 (4)、中 量 流 出 火 災 (4)。

影響は施設周辺にとどまる。 
該当なし 

海
上
入
出

荷
施
設 

小 量 流 出 火 災 (4)。影 響 は施 設 周 辺 にとどま

る。 
該当なし 

パ
イ
プ
ラ
イ
ン 

小 量 流 出 火 災 (1)。影 響 は施 設 周 辺 にとどま

る。 

中 量 流 出 火 災 (1)。流 出 がしばらく継 続する

ことから注意が必用であるが、石油配管の敷

設 状 況 から、火 災 となった場 合 でも周 辺 地

域へ影響を及ぼす危険性は低いと考えられ

る。 

注 1）各災害事象の定義については第 2 章第 1 項参照。 

注 2）括弧内の数値は該当施設数である。 

注 3）小容量危険物タンク、海上入出荷施設、パイプラインについては、影響度の評価は行っていない。

また、災害の発生危険度は、防災設備の設置状況など個別施設の特性を反映したものではなく、設備

の平均的な発生危険度を表す。 
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第３章 地震(強震動)による被害を対象とした評価  
 
3.1 前提となる地震の想定  

平成 19 年度に千葉県が実施した地震被害想定調査に基づき、次の 3 つの地震の最大震度

及び液状化危険度を想定してコンビナート施設の被害に関する評価を行った。  

○東京湾北部地震 (Mw=7.3) 

○千葉県東方沖地震 (Mw=6.8) 

○三浦半島断層群による地震 (Mw=6.9) 

震度及び液状化危険度は、京葉臨海南部地区の一部では三浦半島断層群による地震が最大

となるが、ほとんどの地域では東京湾北部地震が最大となる。図 3.1.1 に、東京湾北部地震

の震度及び液状化危険度分布を示す。  

コンビナートにおいて想定される震度は、京葉臨海北部地区では震度６強の区域が多くな

っているが、計測震度は概ね 5.9～6.1 で、６弱と６強の境界付近といえる。京葉臨海中部地

区は、ほとんどの区域で震度６強となり、計測震度が 6.2 を超える極めて強い地震動を受け

るところもある。京葉臨海南部地区は、概ね震度６弱 (計測震度 5.7～5.9)であり、北部や中

部地区と比べると地震動はやや弱くなる。  

 

図 3.1.1 東京湾北部地震の震度分布及び液状化危険度 

 

3.2 起こり得る災害事象 

強震動による施設被害を対象とした場合、初期事象の発生原因は平常時とは異なるが、事

象の種類や発生後の拡大プロセス (事象分岐 )は平常時と同様と考えられることから、平常時

の災害拡大シナリオ (イベントツリー )をそのまま適用する。従って、起こり得る災害事象は



 

- 219 - 

表 2.1.1～2.1.4 に示した通りである。ただし、危険物タンクの屋根での火災は、強震動を

起因として発生することはほとんど考えられないため、ここでは除外した。  

 

3.3 災害危険性の評価と想定災害の抽出 

地震時に起こり得る災害事象について発生危険度と影響度を推定し、両者をもとにリス

クマトリックスを作成した。ただし、災害の発生危険度は、平常時の場合 1 年あたりの災

害発生頻度 (/年 )として評価したが、地震時においては、地震が起こったときの災害の発生

確率として評価する。また、災害の影響度については、算定手法、算定条件はすべて平常

時と同じであるため、算定結果 (各災害事象の影響範囲 )も平常時と同じになる。  

このようにして作成したリスクマトリックスから、次のような考え方で防災対策上想定

すべき災害を抽出した。  

 

〇第１段階の想定災害：災害発生危険度 B ランク以上  

⇒現実的に起こりうると考えて対策を検討しておくべき災害 (影響度が大きいものは対

策上の優先度が高い ) 

〇第２段階の想定災害：災害発生危険度 C ランク  

⇒発生する可能性が相当に小さい災害を含むが、万一に備え対策を検討しておくべき災

害 (影響度が大きいものは要注意 ) 

 

災害の発生危険度と影響度のランクは以下のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3.1～3.3.3 に、地震時において想定される災害事象と該当施設数を示す。  

 

＜災害影響度のランク＞  

〇影響度Ⅰ：200m 以上  

〇影響度Ⅱ：100m 以上 200m 未満  

〇影響度Ⅲ：  50m 以上 100m 未満  

〇影響度Ⅳ：  20m 以上   50m 未満  

〇影響度Ⅴ：  20m 未満  

＜災害発生危険度のランク＞  

○危険度Ａ：10-2 程度     (5×10-3 以上 ) 

〇危険度Ｂ：10-3 程度     (5×10-4 以上  5×10-3 未満 ) 

〇危険度Ｃ：10-4 程度     (5×10-5 以上  5×10-4 未満 ) 

〇危険度Ｄ：10-5 程度     (5×10-6 以上  5×10-5 未満 ) 

〇危険度Ｅ：10-6 程度以下 (5×10-6 未満 ) 
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表 3.3.1 地震時の想定災害（京葉臨海北部地区） 

 第 1 段階の災害 第 2 段階の災害 

特
定
タ
ン
ク 

小 量 流 出 火 災(8)、中 量 流 出 火 災(2)。

影響は小さくタンク周辺にとどまる。 

小量流出火災(14)、中量流出火災(1)。影響

は小さくタンク周辺にとどまる。 

危
険
物
タ
ン
ク 

小
容
量
タ
ン
ク 

中量流出火災(156)、防油堤内流出火

災(20)。個々のタンクの影響は特定タン

クよりも小さいが、面積の大きい防油 堤

内に、多 くのタンクが近 接 して設 置され

ているようなところでは、火 災 拡 大 に注

意が必要である。 

中 量 流 出 火 災 (14) 、 防 油 堤 内 流 出 火 災

(108)。個 々のタンクの影 響 は特 定 タンクより

も小さいが、面積の大きい防油 堤内に、多く

のタンクが近 接して設 置されているようなとこ

ろでは、火災拡大に注意が必要である。 

高
圧
ガ
ス
タ
ン
ク 

小 量 流 出 爆 発 (5)、小 量 流 出 フラッシュ火 災

(5)。影 響 はおおむねタンク周 辺にとどまるが、

フラッシュ火災の影響は爆発と比べてやや大き

くなる。 

該当なし 

プ
ラ
ン
ト
（
製

造
施
設
） 

小量流出、ユニット内全量 流出に伴う火災(い

ずれも 6)。影響は施設周辺にとどまる。 

大 量 流 出 火 災 (6)、小 量 流 出 爆 発 (1)、小 量

流出フラッシュ火災(1)。影響はおおむねタン

ク周辺にとどまるが、フラッシュ火災の影響は

流出火災や爆発と比べてやや大きくなる。 

注 1）各災害事象の定義については第 2 章第 1 項参照。 

注 2）括弧内の数値は該当施設数である。 

注 3）小容量危険物タンクについては、影響度の評価は行っていない。また、災害の発生危険度は、防災

設備の設置状況など個別施設の特性を反映したものではなく、設備の平均的な発生危険度を表す。 

注 4）海上入出荷施設、パイプラインについては、災害の発生危険度及び影響度の評価を行っていないこ

とから記載していない。 

 

表 3.3.2 地震時の想定災害（京葉臨海中部地区） 

 第 1 段階の災害 第 2 段階の災害 

特
定
タ
ン
ク 

小 量 流 出 火 災 (263) 、 中 量 流 出 火 災

(141)、小量流出毒性ガス拡散(2)、中量

流出毒性ガス拡散(6)。火災の影響はお

おむねタンク周辺にとどまるが、毒性ガス

拡散の影響はやや大きくなる。 

小 量 流 出 火 災 (286)、中 量 流 出 火 災 (306)、

仕切堤内流出火災(11)、防油堤内流出火災

(65)。小 量流 出 及び中 量 流出 火 災の影 響は

おおむねタンク周 辺 にとどまるが、仕 切 堤 内

及び防油堤内流出火災の影響は大きくなり、

防 油 堤 面 積 が大 きい場 合 には最 大 レベルと

なる。 

中量流出毒性ガス拡散(2)、防油堤内流出毒

性ガス拡散(3)。防油堤内流出の場合の影響

は大きく、防油堤面積が大きい場合には最大

レベルとなり、風 向 によってはコンビナート外

への影響が懸念される。 

危
険
物
タ
ン
ク 

小
容
量
タ
ン
ク 

中量流出火災(1942)、防油堤内流出火

災(558)。個々のタンクの影響は特定タン

クよりも小 さいが、面 積 の大 きい防 油 堤

内 に、多 くのタンクが近 接 して設 置 され

ているようなところでは、火災拡大に注意

が必要である。 

中 量 流 出 火 災 (264) 、 防 油 堤 内 流 出 火 災

(1269)。個々のタンクの影 響 は特 定 タンクより

も小 さいが、面 積 の大 きい防 油 堤 内 に、多 く

のタンクが近接して設置されているようなところ

では、火災拡大に注意が必要である。 
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高
圧
ガ
ス
タ
ン
ク 

小 量 流 出 爆 発 (292)、中 量 流 出 爆 発 (4)。影 響

はおおむねタンク周 辺 にとどまるが、貯 蔵 圧 力

の高いタンクではやや大きくなる。 

小量流出フラッシュ火災(287)、中量流出フラッ

シュ火災(4)。影響は爆発と比べてやや大きくな

り、特に貯蔵圧 力の高いタンクでは最大レベル

となる。 

小量流出毒 性ガス拡散(47)、中量流出毒性ガ

ス拡散(2)。影響は大きく、物質や貯蔵圧力によ

っては最大レベルとなる。 

小量 流 出爆 発(18)、中 量 流出 爆 発(210)。影

響はおおむねタンク周辺にとどまるが、貯蔵圧

力の高いタンクではやや大きくなる。 

小量流出フラッシュ火災(23)、中量流出フラッ

シュ火災(184)。影響は爆発と比べてやや大き

くなり、特に貯蔵圧力の高いタンクでは最大レ

ベルとなる。 

中 量 流 出 毒 性 ガス拡 散 (25)、大 量 流 出 毒 性

ガス拡 散 (2)、全 量 (長 時 間 )流 出 毒 性 ガス拡

散(1)。影響は大きく、物質や貯蔵圧力によっ

ては最 大レベルとなり、コンビナート外に近い

一 部 の施 設 では、風 向 によっては影 響 が懸

念される。 

製
造
施
設 

小 量 流 出 火 災 (234)、ユニット内 全 量 流

出 火 災 (172)。影 響 は施 設 周 辺 にとどま

るものが多 いが、処 理 圧 力 や配 管 径 の

大きいものではやや大きくなる。 

小 量 流 出 爆 発 (5)、ユニット内 全 量 流 出

爆発(151)。ユニット内全量流出に伴う爆

発の影響は小量流出の場合よりも大きく

なり、特 に滞 留 量 が多 い場 合 は最 大 レ

ベルとなる。 

小量流出フラッシュ火災(89)。影響は爆

発と比べてやや大きい。 

小量流出毒性ガス拡散(7)。影響は大き

く、処 理 圧 力 によっては最 大 レベルとな

る。 

ユニット内全量流出火災(62)、大量流出火災

(219)。影響は施 設周 辺にとどまるものが多い

が、処理圧力や配管径の大きいものではやや

大きくなる。 

小 量 流 出 爆 発 (83)、ユニット内 全 量 流 出 爆

発 、 大 量 流 出 爆 発 (79) 。 ユ ニ ッ ト 内 全 量 流

出、大 量 流 出に伴う爆 発 の影 響は小 量 流 出

の場合よりも大きくなり、特に滞留量が多い場

合は最大レベルとなる。 

小量流出フラッシュ火災(62)、ユニット内全量

流出フラッシュ火災(98)。影響はやや大きく、

処 理 圧 力 や配 管 径 の大 きいものは最 大 レベ

ルとなる。 

小 量 流 出 毒 性 ガス拡 散 (2)、ユニット内 全 量

流出毒性ガス拡散(7)。影響は大きく、物質や

処理圧力によっては最大レベルとなる。 

プ
ラ
ン
ト 

発
電
施
設 

小量流出火災(30)。影響は施設周辺に

とどまる。 

中 量 流 出 火 災 (21)。影 響 は少 量 流 出 と比 べ

てやや大きいが、おおむね施 設 周 辺にとどま

る。 

注 1）各災害事象の定義については第 2 章第 1 項参照。 

注 2）括弧内の数値は該当施設数である。 

注 3）小容量危険物タンクについては、影響度の評価は行っていない。また、災害の発生危険度は、防災

設備の設置状況など個別施設の特性を反映したものではなく、設備の平均的な発生危険度を表す。 

注 4）海上入出荷施設、パイプラインについては、災害の発生危険度及び影響度の評価を行っていないこ

とから記載していない。 
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表 3.3.3 地震時の想定災害（京葉臨海南部地区） 

 第 1 段階の災害 第 2 段階の災害 

特
定
タ
ン
ク 

該当なし 
小 量 流 出 火 災 (7)。影 響 は施 設 周 辺 にとどま

る。 危
険
物
タ
ン
ク 

小
容
量
タ
ン
ク 

中量流出火災(30)。個々のタンクの影

響は特定タンクよりも小さい。 

中量 流出 火災(51)、防油 堤内 流出 火災(1)。

個々のタンクの影 響は特 定タンクよりも小さい

が、面積の大きい防油堤内に、多くのタンクが

近 接 して設 置 されているようなところでは、火

災拡大に注意が必要である。 

高
圧
ガ
ス
タ
ン
ク 

小 量 流 出 爆 発 (8) 、 小 量 流 出 フ ラ ッ シ ュ 火 災

(5)、小量流出毒性ガス拡散(7)。 

爆 発 の 影 響 はおおむね タンク周 辺 にとど まる

が、フラッシュ火 災の影 響 は爆 発と比べてやや

大きくなる。毒性ガス拡散の影響は大きく、最大

レベルとなるが、事業所敷地内にとどまる。 

小 量 流 出 爆 発 (6)、小 量 流 出 フラッシュ火 災

(9)。 

爆 発 の影 響 はおおむねタンク周 辺 にとどまる

が、フラッシュ火 災 の影 響 は爆 発 と比 べてや

や大きくなる。 

製
造
施
設 

小量流出火災(6)。影響は施設周辺にと

どまる。 

ユニット内 全 量 流 出 火 災 (6)。影 響 は施 設 周

辺にとどまる。 プ
ラ
ン
ト 

発
電
施
設 

小量流出火災(4)。影響は施設周辺にと

どまる。 
該当なし 

注 1）各災害事象の定義については第 2 章第 1 項参照。 

注 2）括弧内の数値は該当施設数である。 

注 3）小容量危険物タンクについては、影響度の評価は行っていない。また、災害の発生危険度は、防災

設備の設置状況など個別施設の特性を反映したものではなく、設備の平均的な発生危険度を表す。 

注 4）海上入出荷施設、パイプラインについては、災害の発生危険度及び影響度の評価を行っていないこ

とから記載していない。 
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第４章 長周期地震動による被害（危険物タンクのスロッシング）を対象とした

評価 

 

本調査では、想定東海地震の予測波形を収集してスロッシング最大波高を推定し、その結

果に基づき想定される被害について定性的な評価を行った。  
 

4.1 前提となる長周期地震動 

コンビナートに最も影響を及ぼすと考えられる東海地震について、3 つの予測波形を収集

した。収集したデータの評価地点を図 4.1.1 に、各評価地点の速度応答スペクトルを、図 4.1.2

に示す。  

①地震本部（地震調査研究推進本部 地震調査委員会） (2009)による想定東海地震の予測

波形 i 

②土方･他 (2005,2006)による想定東海地震の予測波形 ii,iii 

③山中 (2008)による想定東海地震の予測波形 iv 

これらの予測波形から求められる速度応答スペクトルは、それぞれにその形状や大きさが

異なる。これは評価地点の差によるもののほか、震源モデルや地盤モデルの設定方法、評価

方法の違いなどによるが、防災対策上想定する地震動について、現時点ではどれを用いるこ

とが妥当であるかを評価することは困難である。従って、危険物タンクのスロッシング被害

の評価にあたっては、このような不確定要素があることを念頭に置いて検討を行った。  
 

4.2 スロッシング最大波高及び溢流量の推定 

3 つの予測波形から求められる速度応答スペクトルを用い、スロッシング最大波高を推定

した (満液時 )。その結果から、スロッシング最大波高は地点ごと及び適用する予測波形によ

り大きく異なる結果となった。表 4.2.1 に、固有周期 4 秒以上の浮き屋根式タンク 262 基に

ついて（全て京葉臨海中部地区に所在）、予測波形ごとのスロッシング最大波高とタンク余裕

空間高さを比較した結果を示す（ただし、山中については予測波形のあるエリアのタンク 103

基を対象とした）。スロッシング最大波高が余裕空間高さを超えるタンクは、満液時に想定す

る強さの地震動が生じた場合には溢流する可能性がある。  

また、これらの浮き屋根式タンク 262 基を対象として、スロッシングの非線形性を考慮し

た溢流量の算定を行った。その結果、適用する予測波形が地震本部、土方･他 (2005,2006)、

山中 (2008)の順に、最大溢流量が大きくなる結果となった（地震本部の予測波形を基にした

場合には、溢流量は最大約７kl であった）。  

                                                   
i 地震調査研究推進本部  地震調査委員会：長周期地震動予測地図 2009 年試作版，2009 年 9 月 17 日，

http://www.jishin.go.jp/main/chousa/09_choshuki/index.htm 
ii 土方勝一郎･他 :東海地震の関東平野における長周期地震動予測 ,海溝型巨大地震を考える -広帯域強震動

の予測 -シンポジウム論文集 ,pp.61-64,2005.2.19 
iii 土方勝一郎･他 :東海地震の関東平野における長周期地震動予測 ,海溝型巨大地震を考える -広帯域強震動

の予測 2-シンポジウム論文集 ,pp.83-90,2006.2.18 
iv 東京工業大学  山中浩明氏  提供  
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図 4.1.1 長周期地震動の評価地点（東海地震） 

①：地震本部（地震調査研究推進本部 地震調査委員会）(2009)による評価地点（千

葉県庁及びコンビナート近隣のいくつかの計算地点を抽出） 

②：土方・他(2005,2006)による評価地点（コンビナート事業所内） 

③：山中(2008) による評価地点（k-net 観測点） 

 

①(千葉県庁) 

③(千葉) 

③(姉崎) 

③(富津) 

②(姉崎) 

②(袖ヶ浦) 

②(富津) 

②(五井) 

②(千葉) 

①(市川) 

①(千葉)A 

①(五井) 

①(富津)A 

①(姉崎)A 

①(袖ヶ浦) 

①(富津)B 

①(姉崎)B 

①(千葉)B 



 

- 225 - 

 

1 

10 

100 

1000 

0 5 10 15 

速
度

(c
m

/
s)

周期(s)

速度応答スペクトル(h=0.5%)

地震本部(2009)

 

1 

10 

100 

1000 

0 5 10 15 

速
度

(c
m

/
s)

周期(s)

速度応答スペクトル(h=0.5%)

地震本部(2009),千葉県庁

地震本部(2009),千葉A

地震本部(2009),千葉B

土方･他(2005,2006)

山中(2008)

 
（市川）  （千葉）  

1 

10 

100 

1000 

0 5 10 15 

速
度

(c
m

/
s)

周期(s)

速度応答スペクトル(h=0.5%)

地震本部(2009)

土方･他(2005,2006)

 

1 

10 

100 

1000 

0 5 10 15 

速
度

(c
m

/
s)

周期(s)

速度応答スペクトル(h=0.5%)

地震本部(2009)A

地震本部(2009) B

土方･他(2005,2006)

山中(2008)

 
（五井）  （姉崎）  

1 

10 

100 

1000 

0 5 10 15 

速
度

(c
m

/
s)

周期(s)

速度応答スペクトル(h=0.5%)

地震本部(2009)

土方･他(2005,2006)

 

1 

10 

100 

1000 

0 5 10 15 

速
度

(c
m

/
s)

周期(s)

速度応答スペクトル(h=0.5%)

地震本部(2009)A

地震本部(2009)B

土方･他(2005,2006)

山中(2008)

 
（袖ヶ浦）  （富津）  

図 4.1.2 想定東海地震の速度応答スペクトル（h=0.5%） 
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表 4.2.1 スロッシング最大波高とタンク余裕空間高さの比較（浮き屋根式タンク） 

シングルデッキ ダブルデッキ 基にした 

予測波形 超える 超えない 小計 超える 超えない 小計 

合  計 

（評価対象） 

地震本部  0( 0%) 244(100%) 244  0( 0%) 18(100%) 18 262 

土方、他 74(30%) 170(70%) 244  2(11%) 16(89%) 18 262 

山  中 40(47%)  46(53%) 86 14(82%)  3(18%) 17 103 

注）評価対象タンクは、危険性が高いとされる固有周期４秒以上の浮き屋根式タンク２６２基  
（山中については、予測波形のあるエリアのタンク１０３基のみを対象）。  

 

 

4.3 スロッシングによる災害の危険性 

スロッシングによる危険物タンクの被害形態としては、屋根部からの危険物の溢流、浮

き屋根やタンク付属設備等の破損、浮き屋根の沈降、溢流に伴うタンク周辺での流出火災、

屋根部でのリング火災やタンク全面火災が考えられる。  

スロッシングに起因する火災の影響に関しては、発生した場合の影響が大きいと考えら

れるタンク全面火災及び防油提内全面火災について、影響度の推定を行った結果、輻射熱

の影響範囲はコンビナート内にとどまることがわかった。  

 

【非線形性を考慮したスロッシング最大波高の推定について】 

現行の消防法におけるスロッシング規制では、速度応答スペクトル法に基づき石油タンクの余裕

空間高さが定められている。速度応答スペクトル法では微小波高を仮定し、線形解としてスロッシ

ング最大波高を算出しているが、内容物の溢流を想定する場合には微小波高の仮定が成り立た

ないため、スロッシングによる非線形液面増分（液面上昇側の最大波高は線形解より上昇する）を

考慮する必要がある i )。 

本調査では消防法に基づき、スロッシング最大波高の推定に速度応答スペクトル法を適用して

いるが、溢流量の推定にあたっては非線形液面増分の影響が大きくなるため、スロッシングの非線

形性を考慮した手法 i )  により最大波高を求め、これに基づき溢流量を算出している。従って、両者

のスロッシング最大波高の推定結果は異なることに注意が必要である。 

i) 西晴樹･他：石油タンクのスロッシングによる溢流量の算定，圧力技術，第 46 巻第 5 号(2008),276-284 
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第５章 防災対策の基本的事項の検討  
 

5.1 検討にあたっての前提 

(1) 各地区における対策の重点事項 

第 2 章～第 4 章に示した想定災害に対して必要な防災対策は、各々の事業所や地区に所在

する施設の種類や取扱物質、想定される地震の震度などの違いによって異なる。各地区にお

いては次に示すような特徴があり、それに応じた対策事項が特に重要と考えられる。  

京葉臨海北部地区については、小規模なコンビナートであり比較的危険性が低い。平常時

においてはプラント (製造施設 )における災害の発生危険度が大きいことから、事故防止対策

が重要となる。また、地震時においては小容量タンクの被害防止対策が重要となる。  

京葉臨海中部地区は大規模なコンビナートであり、数多くの施設が所在する。毒性危険物

や毒性ガスの取扱いがあり、風向きによってはコンビナート外への影響が懸念されることか

ら、毒性物質に関する事故防止が重要である。平常時においてはプラント (製造施設 )におけ

る災害の発生危険度が大きいことから、事故防止対策が重要となる。地震時においては、小

容量タンクの被害防止対策のほか、浮き屋根式の危険物タンクがあることからスロッシング

対策が重要となる。  

京葉臨海南部地区は小規模なコンビナートであり、比較的危険性が低い。毒性ガスタンク

があることから、災害が発生した場合の影響度は大きいものの、コンビナート外の地域へ影

響が及ぶ危険性は低い。平常時においては、プラント (製造施設 )における災害の発生危険度

が大きいが影響度は小さい。また、地震時においては小容量タンクの被害防止対策が重要と

なる。  

 

(2) アセスメント結果の位置付け 

本調査で示したアセスメント結果は相対的評価の意味合いが強く、防災対策実施にあたっ

ての各施設の優先度を表すものと位置付けられる。実際には、アセスメントで想定している

条件以外での災害が起こり得ることから、アセスメントの結果危険性が高いとされた施設に

ついては、各々の事業所における状況を反映した、より詳細な検討を行い、改めて当該施設

の災害の危険性を確認する必要がある。  

ただし、以降ではアセスメント結果に基づく想定災害を前提として、防災対策の基本的事

項の検討を行った。  

 

(3) アセスメント結果に基づく防災対策の検討 

一般的に言って、第１段階では、事故発生の危険性が高い施設において、小量あるいは中

量流出に伴う比較的小規模な火災、爆発、拡散などの災害が想定される。第２段階では、事

故発生の危険性がそれほど高くない施設においても小規模な災害が想定されるほか、危険性

が高い施設においては大規模な火災や爆発、あるいは長時間継続する拡散などの災害が想定
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される。したがって、対策としては、まず第１段階で想定される災害の該当施設において、

災害の発生危険度を低減させることが最も重要になる。これにより必然的に第２段階で想定

される大規模災害も減少し、これによる周囲への影響も抑えることができる。  

次に第２段階の想定災害に対しては、発生危険は小さいものの万一の事態に備えて、発災

時の緊急対応や応援体制、隣接事業所への連絡体制、周辺地域に対する広報や避難対策など

の検討･整備が必要になる。なお、地区の立地条件や保有施設などによっては、第１段階にお

いて一部の施設で大規模な火災や爆発などが想定されるところもあり、このような地区では、

想定される災害の形態にあわせた発生防止や緊急対応等の防災対策が急務となる。  

また、長周期地震動に関しては、タンクにどのような地震動が作用するかにより被害程度

が異なることから、長周期地震動の予測が極めて重要になるが、現時点では地震動予測の精

度は十分とは言えない。本調査で収集した 3 つの想定東海地震の予測波形による検討結果か

らは、スロッシングによる被害程度に大きな差があるが、予測精度に関する判断は困難であ

る。従って、現時点では長周期地震動の予測結果には大きなばらつきがあることを踏まえた

上で、防災対策を検討していく必要がある。  

その際の対策の実施方針としては、まず従来の法規制に基づく予防対策 (液面低下、浮き屋

根の耐震補強等 )を進めることが最も重要となる。その上で、想定以上の被害の発生に備え、

発災時の被害の局所化や、限られた対応力の中での効果的･効率的な災害対応、広域的な防災

体制の確立など、応急対策の充実を図っていく必要がある。  

 

(4) 防災対策の整理方法 

アセスメントの評価結果からは、危険物や可燃性ガスなどの比較的長時間の流出を伴う災

害や、毒性ガスの拡散による広範囲の影響を伴う災害が想定されている。このような災害に

対する防災対策としては、例えば、当該施設に緊急遮断設備が設置されていないような場合

には、設置することにより災害の長期化を防ぐことが可能となる。また、流出物が毒性物質

の場合には、流出範囲を局所化することにより影響の拡大防止を図るといったことが考えら

れる。  

しかし、コンビナートにおける防災対策は、このような個別施設についての対策という観

点以外にも、人的要因による事故防止などの従業員についての対策、事業所の安全管理体制

や広域的な防災体制といった防災体制の確立までを含む、総合的な対策が重要となる。そこ

で、本調査では、このような個別施設の防災対策だけでなく、安全管理において重要と考え

られるいくつかの事項を表 5.1.1 のように分類し、それぞれについて防災対策の基本的事項

を示すこととした。  

次項に、具体的な対策項目の要点を示す。  
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表 5.1.1 防災対策の分類 

【平常時の防災対策】 

■災害の発生危険度を低減させるための対策 

○災害の発生防止(初期事象の発生に関わる事項) 

 ア.安全管理体制の充実 

 イ.物的要因による事故防止 

 ウ.人的要因による事故防止 

 エ.具体的な災害の想定 

○災害の拡大防止(事象の分岐に関わる事項) 

 オ.防災設備の設置促進 

 カ.防災設備の保守点検 

 キ.事故の早期検知 

 ク.災害の局所化 

■災害の影響を低減させるための対策 

 ケ.災害拡大時の対応 

 コ.周辺住民に対する広報活動 

【地震時の防災対策(強震動による被害)】 

■災害の発生危険度を低減させるための対策 

○災害の発生防止(初期事象の発生に関わる事項) 

 サ.施設の耐震性強化 

○災害の拡大防止(事象の分岐に関わる事項) 

 シ.防災設備の信頼性向上 

 ス.発災時の応急対応 

■災害の影響を低減させるための対策 

 セ.広域的な防災体制 

 ソ.周辺住民の避難対策 

【地震時の防災対策(危険物タンクのスロッシング被害)】 

■災害の発生危険度を低減させるための対策 

○災害の発生防止 

 タ.浮き屋根の技術基準の適合促進 

 チ.スロッシングによる被害の想定 

 ツ.防災対応力の把握 

 テ.今後の研究・技術開発の必要性 

○災害の拡大防止 

 ト.浮き屋根の被害状況の把握 

■災害の影響を低減させるための対策 

 ナ.同時多発災害への対応方策 

 ニ.周辺住民に対する広報活動 

【その他の防災対策】 

 ヌ.津波対策 

 ネ.海上流出対策 

注 1）災害の発生危険度の低減対策事項には、災害の影響の低減対策につながる事項もあり、両者は厳密

に切り分けられるものではない。 

注 2）「その他の防災対策」はアセスメントの評価対象外の事項であるが、補足として追記している。 
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5.2 防災対策の要点  

千葉県内のコンビナートにおける想定災害を踏まえて、表 5.1.1 に対応した防災対策の要

点を以下にまとめる。  

 

【平常時の防災対策】 

平常時において想定される事故に対しては、事業所における総合的な安全管理体制を確立

することが重要であり、そのためには以降に示すような防災対策を充実することが望ましい。 

 

ア.安全管理体制の充実 

危険物施設における事故発生件数は、昭和 50 年代中頃より緩やかな減少傾向を示してい

たが、平成 6 年を境に増加傾向に転じている。平成 20 年中の全国の危険物施設における事

故発生件数は 563 件 (火災 177 件・流出 386 件 )であり、前年の 612 件に比べて 49 件減少し

たが、依然として高い水準にある。  

また、高圧ガスの製造事業所 (コンビナート )における事故発生件数は、昭和 50 年代中頃か

ら平成 13 年頃まで年間 10 件未満と横ばいであったが、平成 14 年以降増加傾向にあり、平

成 20 年中の事故発生件数は 43 件 (火災 5 件・流出 35 件・破裂等 3 件 )となっている。  

近年事故件数が多くなっていることの理由としては、設置から数十年が経過した施設が多

くなり老朽化が進んでいること、従業員の安全に対する意識の低下、組織における知識・技

術の継承が不十分であることなどが指摘されているが、事故の発生防止を図る上では、事業

所における総合的な安全管理体制を確立することが重要であり、各事業所では以降に示す事

項について不足する部分がないか再度確認する必要がある。  

 

イ.物的要因による事故防止 

平成 20 年中の危険物施設における事故の発生状況によると、流出事故の発生原因は「腐

食等劣化」などの物的要因が 54%、「管理不十分」、「確認不十分」などの人的要因が 37%と

なっている。個別には、「腐食等劣化」によるものが 40%と最も多く、特に「腐食等劣化」

による事故の防止対策が必要であることがわかる。  

近年では、危険物施設における危険物流出等の事故の原因調査に関する消防法の改正が行

われ、必要な調査を行うための体制が整備されたところである。このような事故の防止のた

めには、今後の事故原因調査結果を踏まえて適切な対応を進めることはもちろんのこと、各

事業所においては、日常及び定期的な施設の点検方法や点検箇所の見直し、施設･設備の更新

スケジュールの見直しなど、保全管理を改めて見直してゆくことが極めて重要である。  

 

ウ.人的要因による事故防止 

近年の流出･火災をあわせた全事故の発生原因について見ると、人的要因は物的要因と同程

度あるいはそれ以上の割合を占めている。このことから、人的要因による事故防止は、物的
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要因による事故防止以上に重要といえる。人的要因による事故防止のためには、運転･操作に

関する知識･技術の習熟を図るとともに、安全運転に関わる広範な内容を要領よくまとめた安

全管理マニュアルを作成し、従業員に徹底しておくことが不可欠である。すでにマニュアル

を作成している事業所では、これを再度見直すことにより、安全意識の高揚とあわせた二重

の効果が期待できる。  

 

エ.具体的な災害の想定 

各事業所においては、本調査の結果等を参考に、施設の具体的な状況を反映した災害の発

生危険性について検討し、危険性があると考えられる場合には災害が発生した場合の影響を

想定しておく必要がある。  

想定される災害に対しては、具体的な活動マニュアルを作成し、発災時の応急措置を迅速･

的確に行えるように訓練を実施しておくことが必要である。事業所外あるいはコンビナート

区域外への影響が懸念される場合には、周囲の状況を把握したうえで、事業所間の情報連絡、

周辺地域に対する広報なども訓練に取り入れることが望ましい。  

 

オ.防災設備の設置促進 

容量 1 万 kl 以上の特定タンクには、遠隔操作が可能で停電時においても作動可能な緊急遮

断弁の設置が義務付けられている。このような緊急遮断弁は災害の拡大防止に有効であり、

1 万 kl 未満のタンクについても自主的な整備を進めることが望ましい。  

また、毒性物質を取扱う施設では、災害が発生した場合の影響が極めて大きいことから、

万一に備えて散水設備等の除害設備を設置しておくことが望ましい。  

 

カ.防災設備の保守点検 

危険物タンクや高圧ガスタンクに設置された緊急遮断設備、移送設備、散水設備、消火設

備等の防災設備は、事故が発生したときの拡大防止に重要な役割を果たすものである。本調

査では、これらの設備に関する平均的な故障率を用いて災害の頻度推定を行ったが、個々の

設備が正常に作動するかどうかは日常のメンテナンスの程度に大きく依存する。これらの防

災設備は、通常は使用せずに待機しているものが多く、災害時に支障なく使用できるように

定期的に保守･点検を行うとともに、訓練により操作に習熟しておく必要がある。  

 

キ.事故の早期検知 

災害の拡大を防止するには、まず流出、火災、爆発等の事故 (異常現象を含む )を早期に検

知して、事業所内外の関係者･関係機関に通報するとともに、状況に応じた緊急対応を行う必

要がある。そのためには、事業所における防災監視システムと情報伝達システムの機能性が

重要になる。防災監視システムの基本的な機能要件としては、主に次のような事項が挙げら

れ、これらの要件が満たされているかを改めて確認する必要がある。  
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○夜間･休日等の人員が少ないときにおいても運転監視が支障なく行えること。  

○異常の早期検知が可能で、かつ検知の信頼性が高いこと。  

○検知情報の判断･判定に対する支援機能を有すること。  

○誤操作の防止措置がとられていること。  

 

ク.災害の局所化 

流出の発生箇所などによっては、遠隔操作による緊急遮断が機能せず、主に災害現場で拡

大防止のための活動を行うことも想定される。例えば危険物タンクの場合には、「内容物を空

タンクに移送する」、「流出箇所を土嚢などで囲んで流出拡大を防ぎ、漏油の回収をする」と

いった措置がとられることになり、このような活動を想定した防災体制を整えておくことが

必要である。  

また、危険物の防油堤内流出が想定される場合には、防油堤内に仕切堤を設けて流出面積

を縮小することも影響の低減策となる。  

 

ケ.災害拡大時の対応 

地区によっては、ある程度の時間災害が継続する事態や災害が広範囲に及ぶ事態が想定さ

れる。このような場合、発災事業所や共同防災組織の消防隊だけで対応することは困難であ

り、公設消防機関と協力して消火活動を行うことになる。したがって、発災事業所は直ちに

消防機関に通報するとともに、早期に終息できない場合には逐次状況を報告し、災害の拡大

に備える必要がある。また、石油コンビナート等防災本部では、発災事業所や消防機関等か

ら迅速に情報収集を行うとともに、災害の拡大状況に応じて防災資機材の調達や国への応援

要請の必要性など、総合的な応急活動体制を検討し、迅速に対応措置を講ずる必要がある。  

 

コ.周辺住民に対する広報活動 

毒性ガスを扱うタンクやプラントで災害が発生した場合、影響範囲は火災や爆発に比べて

かなり大きくなり、周辺地域の住民などに何らかの影響を与える可能性は否定できない。し

たがって、災害が早期に終息できない場合には、状況に応じて交通規制を行い、周辺地域の

住民等に対して避難を呼びかける必要がある。  

また、石油類の火災の場合、輻射熱による直接的な影響はほぼないにしても、走行中の車

両に対して煙による視界不良により交通事故を引き起こすことも懸念される。可燃性ガスが

拡散した場合には、近くを走行中の車が着火源となることも考えられる。したがって、事業

所や防災関係機関では、災害の拡大状況、気象状況 (風速･風向 )を常時把握し、影響が広域に

及ぶと予想される場合には迅速に影響が予想される地域の住民への避難指示や交通規制が行

えるような情報伝達体制を整備しておくことが重要である。  
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【地震時の防災対策(強震動による被害)】 

地震時において想定される強震動による被害に対しては、まず施設被害の発生防止を図る

ことが最も重要である。さらに、発生した被害が大規模災害に発展することのないよう拡大

防止対策を充実することも重要であり、そのためには以降に示すような防災対策の実施が望

ましい。 

 

サ.施設の耐震性強化 

消防法では、危険物タンクの耐震改修に関し、昭和 52 年以前に設置された旧法タンクのう

ち旧基準の特定タンク (容量 1,000kl 以上 )及び、平成 11 年以前に設置された旧基準の準特定

タンク (容量 500kl 以上 1,000kl 未満 )について技術上の基準が制定されており、以下のように

新基準適合への改修期限が設けられている。  
〇旧法･旧基準タンク  
・容量 10,000kl 以上                      ：平成 21 年 12 月 31 日  
・容量 1,000kl 以上 10,000kl 未満          ：平成 25 年 12 月 31 日  

〇準特定タンク (容量 500kl 以上 1,000kl 未満 )：平成 29 年 3 月 31 日  

容量 10,000kl 以上の旧法･旧基準タンクについては、ひととおりの耐震改修は完了してお

り、これにより大量流出のリスクは以前に比べて低減したと考えられる。10,000kl 未満の旧

法･旧基準タンクや準特定タンクについては、まだ未改修のものも残存しており、早急に耐震

改修を進めていく必要がある。その場合、火災になりやすい第１石油類、あるいは流出した

ときに影響が大きい毒性の危険物を貯蔵したタンクを優先的に実施していくことが望ましい。

また、平成 10 年の政令改正においては、タンク本体とあわせて防油堤や配管の耐震強化が

規定されており、これらについてもあわせて実施していく必要がある。このような措置を施

すことによって、地震時の危険物流出に伴う火災のリスクがさらに軽減される。  

また、高圧ガス施設については、国の耐震告示に基づく耐震設計を行う必要があるが、「千

葉県高圧ガス事業所地震対策指針Ⅰ・Ⅱ」を積極的に取入れ、総合的な耐震対策を実施する

ことが望ましい。  
 

シ.防災設備の信頼性向上 

地震により施設が損傷して石油類やガス類が流出したとしても、遮断設備、移送設備、散

水設備、消火設備など付設された防災設備が正常に稼働すれば、大規模災害に至る危険性は

かなり小さくなる。地震時にこれらの設備が稼働しなくなる主な原因としては、地震による

直接的被害も起こりうるが、可能性としては駆動源 (特に電力 )の喪失の方が高いと考えられ

る。したがって、事業所においては、できるだけバックアップ用の駆動源を整備し、常用電

源が停止した場合でも正常に稼働するようにメンテナンスを行っておくことが望ましい。ま

た、停電時に安全側に作動する設備 (例えば緊急遮断設備 )、非常電源等で正常に作動する設

備、作動不能になる設備等を確認しておき、停電時においてもできるだけ災害を局所化する

ための対応マニュアルを作成して訓練を行っておく必要がある。  
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ス.発災時の応急対応 

大規模地震が発生した場合には、コンビナート地区において流出や火災等が多発すること

も予想される。したがって、危険物タンクなどの施設の耐震強化を講じて被害の発生を減少

させるとともに、各事業所において被害の多発を念頭に置いた次のような緊急対応を具体化

し、十分に訓練を行っておく必要がある。  

〇地震発生直後の監視体制 (職員による目視や監視カメラの設置等 ) 

〇施設ごとの災害の発生危険、拡大危険を踏まえた効率的な点検･パトロールの実施  

〇職員の非常参集 (特に休日･夜間の対応 ) 

〇人員･消防力の効率的な運用  

なお、人員･消防力の運用に関しては、共同防災組織ごとに早期に各事業所の被害状況を把

握･集約し、被害の重大性に応じて効率的に配分できるような計画を定めておく必要がある。 

 

セ.広域的な防災体制 

地震時には、個々の事業所、共同防災組織内だけでなく、コンビナート地区全体、あるい

は市街地なども含めた被災地域全体を見渡した応急対応が必要になってくる。  

コンビナート地区に関しては、被害の少ない事業所は被害の多い事業所に応援に駆けつけ

るなどの事業所間の連携が必要になり、共同防災組織間においても、それぞれが把握した被

害情報を共有して被害の程度に応じた協力体制をとることが必要になる。  

また、大規模地震が発生した場合、市街地などの一般地域においても多くの被害が発生す

ることから、県や関係市では一般地域とコンビナート地域を含めた被災地全体を見据えた効

率的･効果的な災害対応を進めるとともに、コンビナート災害の拡大に備えた県内外の応援体

制についても十分に検討しておく必要がある。  

 

ソ.周辺住民の避難対策 

地震時において、コンビナート災害の影響回避のために住民避難を行う場合には、市街地

での火災発生状況、道路や橋梁の被害状況、津波の危険性なども考慮すべきであり、被災地

域全体の避難の一環として計画を策定しておく必要がある。  

 

【地震時の防災対策(危険物タンクのスロッシング被害)】 

消防法告示では、タンク内の液面上部に一定の高さの余裕空間を確保することや、浮き屋

根の耐震基準等のスロッシング対策が定められている。余裕空間高さについては、長周期地

震動の地域特性に応じた補正係数により最低限の値が示されている。 

本調査で収集した 3 つの想定東海地震の予測波形を用いた評価では、速度応答スペクトル

の値が告示の基準を上回る部分がある。しかしながら、これらの速度応答スペクトルの大き

さや周期特性には大きな差が見られ、適用にあたってはこれらの妥当性について確認する必

要がある。スロッシング被害は、タンクにどのような地震動が作用するかによって被害程度
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が異なり、速度応答スペクトルの予測が極めて重要になるが、現時点ではタンク周辺の地下

構造等不明確な部分が多く、予測精度についての判断は困難である。 

従って、長周期地震動(速度応答スペクトル)の予測結果には大きなばらつきがあることを

踏まえた上で、次のような防災体制を確立することが望まれる。 

まず、従来の法規制に基づく予防対策(浮き屋根の耐震補強等)をできる限り早期に進める

とともに、最新の成果で、かつ公的機関である地震本部(地震調査研究推進本部)が示す予測

波形を用いて評価した速度応答スペクトルの値に対応した防災体制を確立することが重要で

ある。 

さらに、想定レベルを超えるスロッシングの発生に備え、発災時の被害の局所化や、限ら

れた対応力の中での効果的･効率的な災害対応、広域的な防災体制の確立など、応急対策の充

実を図っていく必要があり、以降に示すような防災対策を実施することが望ましい。また、

国等による今後の地震動予測や被害予測に関する成果等を踏まえ、事業所における対策を見

直してゆくことも重要である。 

 

タ.浮き屋根の技術基準の適合促進 

2003 年十勝沖地震を契機として、危険物タンクのスロッシング対策が見直され、管理液面

の低下や浮き屋根の耐震基準への適合などが進められている。千葉県内のコンビナートはス

ロッシングの影響を受けやすい地域に分類されていることから、スロッシング被害の予防対

策は重要である。次の基準への適合に関しては適合期限 (平成 29 年 3 月 31 日 )が設けられて

いるが、該当タンクについては早急な対応が望ましい。  

○浮き屋根の耐震基準への適合  

○その他の構造基準 (浮き機能の強化、雨水排水配管への遮断弁の設置 )への適合  

 

チ.スロッシングによる被害の想定 

スロッシングによる被害の発生は、タンクのスロッシング固有周期及びその周期帯におけ

る地震波の強度にある程度依存するが、スロッシング固有周期はタンクの液高に応じて変わ

ることから、施設の運転状況を考慮することが望ましい。また、地震波の強度については将

来発生する地震の予測が困難であることから、現段階では具体的な対策を立てるためには十

分な想定となっていない。今後、地震動評価手法の改良などにより予測結果が改善された場

合には、被害想定についても最新の成果を取り込み見直してゆく必要があることから、公的

機関は地震動予測や被害予測に関する情報を提供していくことが重要である。  

 

ツ.防災対応力の把握 

東海地震などの巨大地震が発生した場合には、想定を超えるスロッシングや同時多発災害

が発生する可能性もあり、今後はそのような場合の応急対応についても検討していく必要が

ある。事業所では、現計画の防災対応力によりどこまで対応が可能かを明確にし、その際に
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は個別のタンクの特性 (貯蔵物質、屋根型式、設置場所等 )を考慮して、できる限り具体的に

検討することが重要である。  

 

テ.今後の研究・技術開発の必要性 

数 m を超える大きなスロッシングが生じた場合には、タンク破損の危険性が高く、液面の

低下措置だけで被害を予防することは困難である。このような大きなスロッシングに対して

は、スロッシング制振技術の開発などの新たな研究・技術開発、実用化が望まれる。  

 

ト.浮き屋根の被害状況の把握 

地震発生時には迅速に被害状況を点検し、危険性の高い施設を把握する必要があるが、タ

ンク屋根部の確認にはある程度の時間がかかることや、2003 年十勝沖地震で見られたように、

浮き屋根の損傷状況が十分に確認できない場合もあり得る。リアルタイム被害予測システム

(地震特性と施設特性から、地震発生時に被害を受ける可能性が大きいタンクを予測するため

のシステムで、最近ではいくつかの導入事例が見受けられる )では、強震動やスロッシングに

よるタンク被害を予測し、地震の発生時に損傷危険性の高いタンクを把握することができる

ことから、その導入について検討することも有用と考えられる。  

 

ナ.同時多発災害への対応方策 

本調査の結果からは、想定を超えるスロッシングにより複数のタンクで被害が発生し、現

計画の防災対応力を超える可能性が示唆されている (ただし、火災となった場合でもコンビナ

ート外に影響が及ぶ危険性は低い )。万一複数タンクで発災した場合には、危険性の高い施設

について優先的に対応していくことで、災害の影響を最小化する必要がある。危険性の評価

指標としては、タンクの被害程度、貯蔵物質 (引火性の高い第 1 石油類や毒性を有する危険物

及びボイルオーバー等の二次災害が予想される油種 )、立地条件 (他の施設や一般地域に近接

するタンク等 )といったことが考えられるが、事業所の具体的状況に基づき判断基準を整理し

ておく必要がある。また、今後は広域的な防災体制についても、一層の充実を図っていく必

要がある。  

 

ニ.周辺住民に対する広報活動 

平常時（コ .参照）と同様に、交通規制や周辺住民の避難などの広報体制を整備しておくこ

とが必要である。  

 

【その他の防災対策】 

以降は本調査の評価対象外の事項であるが、実施することが望ましい対策事項である。 

 

ヌ.津波対策 



 

- 237 - 

南海トラフでの巨大地震 (東海･東南海･南海地震 )が発生した場合、当該コンビナート地区

に津波が来襲することが懸念される。ただし、中央防災会議の予測によると、津波高は最大

でも 1.5ｍ程度であり (参考資料 9 参照 )、浸水したとしても一部の区域に限られる。しかしな

がら、津波高の予測にはある程度の不確実性があり、各地区では津波来襲に備えた災害対応

を検討しておく必要がある。南海トラフでの巨大地震の場合、県内のコンビナート地区の地

震動は震度４程度であり、強震動により流出や火災などが発生する可能性はほとんどないと

いえる。ただし、第４章で述べたように、長周期地震動に伴うスロッシングによりかなりの

被害が発生することが懸念され、スロッシングによる流出や火災と津波による浸水とが重な

れば被害が拡大する可能性もある。従って、海岸近くのタンクについては津波の来襲を前提

とした災害対応を検討しておく必要がある (台風接近時の高潮についても同様に検討してお

く必要がある )。  

 

ネ.海上流出対策 

本調査では陸域における流出･火災などの事故を対象として評価を行ったが、コンビナート

地区は沿岸部に立地しているところが多く、石油類が海上に流出することを想定した防災対

策についても検討しておく必要がある。  

石油類が海上に流出する事故としては、地上のタンクから流出して海上に流出するケース

と、タンカーからの受入中 (あるいは出荷中 )に流出して海上に流出するケースが考えられ、

このような事故は全国的に見ると平常時にときおり発生している。前者のケースは漏油が地

中に浸透して海上に滲出するもの、防油堤内の排水溝を通って海上に流れ出るものが多く、

ほとんどの場合流出量は微量である。後者のケースは、突風等によりローディングアームが

破損するもの及び受入中に配管の損傷により海上に流出するもので、近年の事故では流出量

は多くても数 kl にとどまっている (タンカーの海難事故は除く )。この他、近年では腐食劣化

による流出や人為的ミス（確認不十分）による流出事故が見られるが、流出量はわずかであ

る。  

以上のことから、平常時における海上流出事故の場合には、流出量は数 kl～10kl 程度と予

想される。このような災害の発生･拡大防止のために次のような防災対策を徹底・強化する必

要がある。  

〇気象条件 (風速 )が急変したときの入出荷の停止  

〇入出荷中の監視体制の強化  

〇入出荷時のオイルフェンスの展張  

また、地震時においては、危険物タンクの破損により大量の石油類が海上に流出するよう

な事態が考えられる。1978 年の宮城県沖地震では、3 基のタンクの側板から大量の油が噴出

し、排水溝を通ってガードベースンに流れ、緊急遮断ゲートを完全に閉鎖することができず

海上に流出している。その後消防法の政令等の改正により、危険物施設の定期点検に関する

事項、流出油防止提の配水系統の基準等が強化されてからこのような大量流出事故は発生し
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ていないが、直下で強い地震が発生した場合には一部の脆弱なタンクでは大量の流出が想定

され、状況によっては海上に流出する可能性も考えられる。  

したがって、特に地震により大量流出が懸念される事業所では、タンクの立地条件、流出

油防止提の状況や周囲の地形条件を詳細に調べ、海上流出の危険性がある場合には、防油堤

や流出油防止提の耐震強化とあわせて、発災時のガードベースンのゲート閉止、オイルフェ

ンスの展張等の緊急措置についてよく検討しておく必要がある。また、万一、大量の危険物

が海上に流出・拡大した場合は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき、事

業所、海上保安本部、公設消防機関などが協力して防除を行う必要があることから、災害拡

大時の対応や関係機関の連携体制について再度確認し、円滑な対応が可能となるよう備えて

おく必要がある。  
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６ 東海地震に係る警戒宣言発令時の 

特定事業所の対応について 
 

１ 経  過 

  千葉県石油コンビナート等特別防災区域の防災対策は、石油コンビナート等災害防止法（昭和51年６

月施行）の規定による千葉県石油コンビナート等防災計画により対処している。 

  その後、大規模地震対策特別措置法が昭和53年に施行されたことにより、静岡県を中心とする170市

町村が、地震防災対策強化地域として指定され強化地域内に存在する特定事業所等については、「地震

防災応急計画」の作成が義務付けられた。 

  千葉県は強化地域に指定されていないが、強化地域に隣接しており、また千葉県石油コンビナート等

特別防災区域においては、大量の危険物を貯蔵・取扱っていることから、地震災害の未然防止に対し

て積極的な防災対策を講ずる必要があるため、昭和56年度に千葉県石油コンビナート等防災計画の一

部修正を実施し、東海地震に関する地震防災対策について、強化地域に準じた対策を講ずる旨を規定

し、特定事業所に対し地震防災応急対策の策定を義務付けた。 

  また、応急対策の起点であった東海地震に係る判定会召集については、平成15年12月25日付気象庁通

達により東海地震注意情報に改めた。 

  その結果、特定事業所が策定した地震防災応急対策の概要は、次のとおりである。 

 

 

２ 警戒宣言発令に伴う特定事業所の地震防災応急対策の概要について 

  特定事業所の策定している地震防災応急対策の内容は次のとおりである。 

  (1) 警戒宣言発令時の操業方針 

   ア 操業を停止する事業所         

       （内訳）(ｱ) 油 槽 所     (ｲ) 石油化学業      

           (ｳ) 鉄 鋼 業      (ｴ) そ の 他      

   イ 操業を継続する事業所         

       （内訳）(ｱ) 電 気 業     (ｲ) ガ ス 業       

 （2）業種別対応措置の概要 

   ア 油 槽 所 

     （船舶から受入れた石油・高圧ガス等を屋外貯蔵タンクに備蓄し、ローリー等で出荷する業

種） 

     (ｱ) 操業はすべて停止する。（操業停止に要する時間10分） 

     (ｲ) 船舶からの入出荷作業は、中止し港長等の指示により離桟する。 

     (ｳ) ローリーの入出荷作業は中止し、構内、その他の安全な場所に待機させる。 

     (ｴ) 同品種でかつ近接する屋外貯蔵タンクの間においては、バルブ操作等によりタンク液面レ

ベルの均等化を図る。 

     (ｵ) 夜間は操業していないが、東海地震注意情報覚知後は、地震警戒を強化するため、保安要

員を確保する。 

   イ 石油化学業 

     （石油精製業、石油化学業、無機化学業、油脂製造業等の業態であり、主にプラントにより危

険物を取扱う業種。） 

     (ｱ) 製造施設は操業を停止する。 

     (ｲ) 入出荷作業は、油槽所と同じく、必要な安全措置を実施後、中止する。 

     (ｳ) 防災上必要な用役設備は、可能な限り、運転を継続する。 

   ウ 鉄 鋼 業 

     （炉等により、鉄鋼、コークス及び非鉄金属を形成、加工する業種。） 

     (ｱ) 操業は停止する。ただし、高炉、コークス炉及び電解炉は休止状態とする。 
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     (ｲ) 製品、原料及び危険物の入出荷作業は停止する。 

     (ｳ) 従業員が多いため、停止措置を完了しだい段階的に帰宅させ、最終的には、地震発生時に

必要な従業員により警戒体制をとる。 

   エ 電 気 業 

     （電力を供給する業種） 

     電力は、民生安定、地震災害予防及び災害復旧対策をはじめとするすべての活動の基礎となる

ため、警戒宣言発令時においても、操業を継続し電力の供給確保を基本とする。 

     (ｱ) 東海地震注意情報覚知後、ただちに地震防災組織を設置し、防災体制下で操業を継続する。 

     (ｲ) 船舶からの揚油、揚ガス作業は、原則として中止する。 

     (ｳ) 発電以外の作業はすべて中止する。 

   オ ガ ス 業 

     （都市ガス、発電用燃料ガス及び保安用ガスを製造、供給する業種） 

     都市ガス、発電用燃料ガス及び保安用ガスは民生安定、発電用及び保安用に必要となるため警

戒宣言発令時においても操業を継続し、供給確保を基本とする。 

     (ｱ) 東海地震注意情報覚知後、直ちに地震防災組織を設置し、防災体制下で操業を継続する。 

     (ｲ) ＬＮＧ、ＬＰＧの船舶及びローリー車での出荷作業は中止する。 

   カ そ の 他 

     （上記５業種以外の業種。電気機器製造業、土石製造業等） 

     (ｱ) 操業はすべて停止する。 
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７ 東海地震に係る地震防災対策強化地域 

（平成２３年４月１日現在の市町村一覧） 

東 京 都 新島村、神津島村、三宅村 

神奈川県 

平塚市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、  

寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、   

真鶴町、湯河原町 

山 梨 県 

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、  

甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、

富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町 

長 野 県 

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、 

辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、  

阿智村、下條村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村 

岐 阜 県 中津川市 

静 岡 県 

( 全 域 ) 

静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、  

磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、  

伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、 

松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町 

愛 知 県 

名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、  

安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、   

高浜市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、あま市、東郷町、  

長久手町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、

幸田町、設楽町、東栄町 

三 重 県 
伊勢市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、大紀町、南伊勢町、 

紀北町 
 
※ 平成２３年４月１日現在 １都７県１５７市町村 
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９
 

東
北

地
方

太
平

洋
沖

地
震

で
の

石
油

タ
ン

ク
被

害
に

係
る

調
査

結
果

に
つ

い
て

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
消

防
庁
消

防
研
究

セ
ン
タ

ー
 

 1
．

は
じ

め
に

 

20
11

年
3月

11
日
に
発
生
し
た

東
北
地

方
太
平
洋
沖
を

震
源

と
す

る
地

震
(M

9.
0)
で

は
、

宮
城

県
で

最
大

震
度

７

が
観
測

さ
れ
た

ほ
か

、
宮

城
県

、
福

島
県

、
茨
城

県
及

び

栃
木
県
の
広
い
範
囲
で
震
度

6
強
が
観
測
さ
れ
る
な
ど
、

非
常
に

広
い
範

囲
に

わ
た

っ
て

強
い

揺
れ

に
よ
る

被
害

、

さ
ら
に

東
北
地

方
太

平
洋

沿
岸

部
を

中
心

に
広
い

範
囲

で

の
津
波
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。

 

石
油

タ
ン
ク

な
ど

の
消

防
法
上

の
危

険
物

施
設

や
石

油

コ
ン
ビ

ナ
ー
ト

施
設

に
お

い
て

も
今

回
の

地
震
動

や
津

波

に
よ
る

被
害
が

発
生

し
て

お
り

、
一

部
の

危
険
物

施
設

等

で
は
火
災
も
発
生
し
て
い
る
。

 
 2
．
調

査
地
域

 

調
査

地
域
は

、
太

平
洋

沿
岸
、

東
京

湾
岸

、
日

本
海

沿

岸
に
わ
た
る
広
い
地
域
で
あ
る
。
調
査
し
た
の
は

 ①
気
仙

沼
市
、
②

仙
台
地
区
（
仙
台
市
、
多
賀
城
市
、
七
ケ

浜
町
）
、

③
い
わ
き
市
、
④
鹿
島
地
区
（
鹿
嶋

市
、
神
栖

市
）、

⑤
酒

田
市
、
⑥
新

発
田
市
、
⑦

 新
潟
市
、
⑧
市
原
市
、
⑨
川
崎

市
、
⑩
久
慈
市
の

10
箇
所
で
あ
る

。
 

調
査

地
域
の

中
で

危
険

物
施
設

等
の

火
災

が
発

生
し

た

の
は
、
図

1
に
示
す
と
お
り
仙
台

地
区
及
び
市
原

市
で
あ

る
。

 
 3
. 
地
域
ご
と

の
被
害
状
況

 

今
回

の
調
査

に
お

い
て

は
、
以

下
に

示
す

視
点

で
危

険

物
施
設
の
被
害
を
調
査
し
た
。

 
 タ

ン
ク

側
板

、
底
板
、
浮

き
屋

根
が

受
け
た
被
害

状

況
は
消

防
法

令
の
技
術
上

の
基

準
を

見
直
す
必
要

の

あ
る
も
の
で
あ

る
か

 
 仙

台
地
区
で
発

生
し
た
火
災
の

原
因

 
 市

原
市
の
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
火
災

の
原
因

 
 巨

大
な

津
波

が
来
襲
し
た

地
区

に
お

け
る
危
険
物

施

設
の
被
害
の
状

況
は
ど
う
で
あ

る
か

 
調
査

し
た
地

域
で

の
危

険
物
施

設
の

被
害

は
、

地
域

ご

と
に
異

な
っ
た

様
相

を
呈

し
て

い
る

よ
う

に
見
受

け
ら

れ

る
。
地

域
を

太
平
洋

側
、

日
本

海
側

、
東

京
湾
岸

と
大

き

く
三
つ

に
分

け
、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

で
の

被
害
の

特
徴

を

記
す
。
ま
た
、
図

1
に
は
各
調
査
地
域
で
の
被
害
の
特
徴

を
示
す
。

 
(1

)太
平
洋
側
の
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
被

害
の
特
徴

 
a)
タ

ン
ク

・
配

管
の
浮

上
、
移

動
、

地
盤

・
基

礎
の
洗

掘
（
タ
ン

ク
底
板
の
破

断
）
な
ど

、
津
波
に
よ

る
被

害
が
多
く
見
ら

れ
る
。

 
b)
や
や
長
周
期

地
震
動
（
周
期

1
秒
か
ら

20
秒
程
度
の

地
震
動
）

に
よ
る
ス
ロ

ッ
シ
ン
グ

（
液
面
揺
動

）
は

小
さ
く
、
浮
き
屋
根
の
顕
著
な
被
害
は
見
ら
れ
な
い
。
 

c)
短

周
期

地
震

動
に

よ
る

側
板

座
屈

、
浮

き
上

が
り

な

ど
の
被
害
は
見
ら
れ
な
い
。

 
d)
地
盤
の
液
状
化
が
発
生
し
て
い
る
。

 
(2

)日
本
海
側
の
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
被

害
の
特
徴

 
 

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

に
よ

る
浮

き
屋

根
の

ポ
ン

ツ
ー

ン

（
浮
き
室
）
破

損
、
デ
ッ
キ
上
へ
の

溢
流
被
害
が

多
く

発
生
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

 
(3

)東
京
湾
岸
の
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
被

害
の
特
徴

 
ス
ロ
ッ
シ

ン
グ
に
よ
る

浮
き
屋
根

沈
没
、
デ
ッ

キ
の

割
れ

な
ど

地
震

動
に

よ
る

被
害

が
多

く
発

生
し

て
い

る
よ

う
で
あ
る
。

 
 

 
図

1 
調
査
地
域
と
主
な
危
険
物

施
設
等
の
被
害

 
 4
. 
調
査
結
果
の
概

要
 

調
査
地

域
で

確
認

さ
れ

た
危

険
物

施
設
等

の
被

害
の

概

要
を
以
下
に
示
す
。

 

酒
田

 

新
潟

 

新
発

田
 

い
わ

き
 

仙
台

 

(火
災

) 

川
崎

 
市

原
 

(火
災

) 

鹿
嶋

 

塩
釜

 

長 周 期 地 震 動 （ ス ロ ッ シ ン グ ） 被 害 

気
仙

沼
 

短 周 期 地 震 動 被 害 

津 波 被 害 

4
.1
仙
台
地
区
に
お
け
る
危
険
物

漏
洩
の
被
害

 

 
写
真

1 
危
険

物
が
防
油
堤
内

に
漏
洩
し
た
状
況

 

 

写
真

1
の
①
の

タ
ン
ク
で
は
津

波
は
タ

ン
ク
底
板
か
ら

約
3.

5m
ま
で
到

達
し
た
。
当
該
タ

ン
ク
は
空
で
あ

っ
た
が

浮
上
や

移
動
の

現
象

は
見

ら
れ

な
い

。
②

で
は
多

数
の

配

管
が
折

れ
曲

が
り
、

③
の

よ
う

に
危

険
物

が
防
油

堤
内

に

大
量
に

漏
洩

し
て
い

る
。

こ
れ

ら
の

配
管

は
津
波

で
流

さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
写
真

2
に
示
す
よ
う
に

防
油
堤

直
下
の

土
砂
が

流
出

し
、

防
油

堤
内

と
構

内
道
路

と
が

つ

な
が
っ

て
し
ま

っ
て

い
る

。
よ

っ
て

漏
洩

し
た
油

が
構

内

道
路
ま
で
広
が
っ
た

も
の
で
あ
る
。

 

 

 
写

真
2 

防
油
堤
直

下
の
基
礎
の
洗
掘

 

 

写
真

3
に
は
破
断
し
た
重
油
配

管
を
写
真

4
に

は
破
断

し
た
ガ

ソ
リ
ン

配
管

を
示

す
。

重
油

配
管

の
破
断

部
は

、

長
さ

10
cm

、
開
口
幅
最
大

3c
m

で
あ
る
。
ま
た
、
ガ
ソ
リ

ン
配
管
は

Z
字
の
様
に
折
れ
曲
が

り
、
矢
印
部
分

に
亀
裂

が
発
生
し
て
い
る
。

 

 

 
写
真

3 
重
油
配
管
の
開
口
部

 

 

 

写
真

4 
ガ
ソ
リ
ン
配
管
（
直
径

14
イ
ン

チ
）
の
屈

曲
部

と
割
れ
（
矢
印
部

2
箇
所
）

 

 

写
真

5
は
防
油
堤
内
に
大
量
の
油
が
漏
洩
し

た
タ
ン
ク

を
示
し

た
も

の
で
あ

る
。

タ
ン

ク
側

板
に

は
重
油

が
付

着

し
て
い

る
こ

と
が
分

か
る

。
当

該
タ

ン
ク
の

破
断

部
は

写

真
6
中
の

D
1
の
位

置
で
示
し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
配

管
の
溶
接
線
が
破
断
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

  

写
真

5 
重
油
が
漏

洩
し

た
タ
ン

ク
（
側
板

に
は

漏
洩
し

た
際
に
飛
散
し
た
油
が
付
着
し
て

い
る
）
 

 

①
 

②
 

③
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写

真
6 

破
断
し
た

重
油
タ
ン
ク
の
配
管
 

  
写
真

7
は
津
波
に
よ
り
浮
上
、

移
動
し
た
タ
ン

ク
で
あ

る
。
地
震
時
は
空
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の

他
3
基
の
タ

ン
ク
が

移
動

し
て
お

り
、

い
ず

れ
も

地
震

時
は
空

の
状

態

で
あ
っ
た
。
写
真

8
は
津
波
に
よ

り
転
倒
し
た
劇

物
の
タ

ン
ク
で
あ
る
。

 

 

 
写

真
7 

津
波
に
よ

り
浮
上
・
移
動
し
た
タ

ン
ク

 

（
容
量

2
千

kL
、
地
震
時
は
空
）

 

 

 
写
真

8 
転
倒
し
た
劇
物
の
タ
ン

ク
（
地
震
時
は

空
）
 

 4
.2
油
槽
所
に

お
け
る
危
険
物
漏
洩
の
被
害

 

仙
台
地

区
の

油
槽

所
で

は
、

津
波

に
よ

り
配
管

に
取

り

付
け
ら

れ
て

い
た
バ

ル
ブ

が
破

断
し

、
破
断

部
か

ら
ガ

ソ

リ
ン
や
重
油
が
漏
洩
し
た
。
写
真

9
は
防
油
堤
内
に
ガ
ソ

リ
ン
や
重
油
が
漏
洩
し
た
状
況
で

あ
る
。

 

 

 
写

真
9 

防
油
堤
内
に
滞
留
し
た

重
油
と
ガ
ソ
リ
ン
 

（
国
土
地

理
院
提
供
）
 

 4
.3

津
波

に
よ

る
タ

ン
ク

流
出

 

気
仙
沼
で
は
、

4
事

業
所
の

10
基
の
屋
外
タ

ン
ク
貯
蔵

所
の
タ

ン
ク

本
体
が

津
波

に
よ

り
流

出
し

た
。
流

出
油

量

は
11

,5
21

kL
、
油
種

に
つ
い
て
は
重
油
、
灯
油
、
軽
油
及

び
ガ
ソ

リ
ン

で
あ
る

。
津

波
に

よ
り

移
動
、

倒
壊

し
た

タ

ン
ク
を
写
真

10
に
示
す
。
タ
ン
ク

基
礎
の
状
況
を

写
真

11

に
示
す
。
た
だ
し
、
写
真

10
の
タ
ン
ク
の
基
礎
で
あ
る
か

否
か
は

確
認

で
き
て

い
な

い
。

一
部

欠
け

て
い
る

以
外

は

ほ
ぼ
健
全
な
状
況
で
あ
る
。

 

ま
た
、
写
真

12
に
焼
損
し
た
タ

ン
ク
を
示
す
。
気
仙
沼

で
は
広

域
火

災
が
発

生
し

た
と

考
え

ら
れ
て

い
る

が
、

焼

損
し
た

状
態
で

発
見

さ
れ

て
い

る
タ

ン
ク

は
ほ
と

ん
ど

無

い
。

 

 

 
写

真
10

 
津

波
に
よ
り
移
動
、
倒
壊
し
た
タ

ン
ク
 

 

 
写

真
11

タ
ン
ク
基
礎
 

 

 
写
真

12
焼
損
し
た
タ
ン

ク
 

 

ま
た
、
写
真

13
、
写
真

14
に

示
す
よ

う
に
太
平
洋
側

の
鹿
島

地
区
で

は
護

岸
や

バ
ー

ス
が

大
き

く
損
傷

し
て

い

る
。
津
波
に
よ
り
損
傷
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

 
 

 

写
真

13
 
バ
ー
ス

の
被
害
 

 

 

写
真

14
 
護
岸
の
被
害
 

 4
.4

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

地
域

の
火

災
 

写
真

15
に
示

す
仙

台
地

区
の
コ

ン
ビ

ナ
ー
ト

で
は
ほ

ぼ
一
区
画
を
焼
損
す
る
火
災
が
発

生
し
て
い
る
。
写
真

16

は
火
災

が
発

生
し
た

ガ
ソ

リ
ン

タ
ン

ク
で
あ

る
。

当
該

タ

ン
ク
は
、
写
真

17
に

示
す
よ
う
に
火
災
の
影
響
で
倒
壊
し

て
い
る
。
写
真

18
に

示
す
よ
う
に
防
油
堤
や
タ
ン
ク
基
礎

の
周
辺
は
津
波
で
洗
掘
さ
れ
て
い

る
。
写
真

19
に
は
ガ
ソ

リ
ン
タ

ン
ク

の
底
板

と
側

板
と

の
溶

接
接
合

部
が

破
断

し

た
状
況
を
示
す
。
ま
た
、
写
真

20
に

示
す
よ
う
に
タ

ン
ク

が
倒
壊
し
、
流
出
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

が
広
が
っ
て
い

る
。
 

な
お
、
写
真

20
奥
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
タ
ン
ク

は
津
波
来

襲
後
に
傾
斜
し
た
も
の
で
あ
る
。
写
真

17
の
ガ
ソ
リ
ン
タ

ン
ク
に

つ
い

て
も
同

様
に

津
波

後
に

傾
斜
し

た
も

の
と

思

わ
れ
る
。
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写
真

15
 火

災
が
発
生
し
た
区

域
の
全
景

 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防

本
部
提
供
）
  

写
真

16
ガ

ソ
リ

ン
タ

ン
ク

火
災

（
矢

印
部

）
 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防

本
部
提
供
）

 

 

 
写
真

17
 焼

損
し
た
ガ

ソ
リ
ン

タ
ン
ク
 

 

 
写
真

18
タ
ン
ク
基
礎
は
人
が
隠
れ
る
ほ
ど
流
出
 

 

 
写
真

19
 
ガ
ソ
リ
ン
タ

ン
ク
破
断
部

 

 

 
写
真

20
 

倒
壊
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
タ
ン
ク
 

 
写
真

20
に
示

す
倒
壊
し
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
タ

ン
ク
の

屋
根
は
、
写
真

21
に
示
す
よ
う
に

11
6m

離
れ
た
ガ
ス
出

荷
場
の
柱
に
衝
突
し
て
止
ま
っ
て

い
た
。

 
 

 

写
真

21
 柱

に
衝

突
し
た
ア
ス
フ

ァ
ル
ト
タ
ン
ク

の
屋
根
 

  
写
真

22
は
配
管
で
火
災
が
発
生

し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。

火
災
は
ほ
ぼ

5
日
間
継
続
し
た
。
写
真

23
は
硫
黄

タ
ン
ク

の
火
災

の
状
況

で
あ

る
。

タ
ン

ク
周

辺
に

漏
洩
し

た
溶

融

硫
黄
が

固
ま
っ

て
い

る
の

が
見

て
取

れ
る

。
硫
黄

タ
ン

ク

の
底
板
が
破
断
し
た
状
況
を
写
真

24
に
示
す

。
側

板
と
底

板
の
溶

接
止
端

部
か

ら
底

板
の

板
厚

方
向

に
亀
裂

が
貫

通

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

 

 

写
真

22
 配

管
で

の
火
災

 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防

本
部
提
供
）
 

 

 

写
真

23
 硫

黄
タ

ン
ク

の
火

災
 

（
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部

提
供
）

 

 

 

写
真

24
 硫

黄
タ

ン
ク

の
底

板
の

破
断

部
 

 

 

写
真

25
 消

失
し

た
ポ

ン
プ

室
 

 

当
該
区

画
で

発
生

し
た

火
災

は
川

を
は
さ

ん
だ

対
岸

の

区
画
ま

で
類

焼
し
た

。
詳

細
は

不
明

で
あ
る

が
タ

ン
ク

か

ら
漏
洩

し
た

ア
ス
フ

ァ
ル

ト
に

着
火

し
た
も

の
が

川
に

浮

か
ん
で
お
り
、
写
真

25
に
示
す
対
岸
の
ポ
ン
プ
室
ま
で
類
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焼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 4
.5

ガ
ス

タ
ン

ク
の

火
災

 

写
真

26
に
示

す
よ

う
に

多
数

の
ガ
ス

タ
ン

ク
が

爆
発

す
る
火

災
が
東

京
湾

岸
の

市
原

で
発

生
し

、
鎮
火

ま
で

か

な
り
の

時
間
を

有
し

た
。

爆
発

の
際

に
発

生
し
た

フ
ァ

イ

ヤ
ー
ボ
ー
ル
を
写
真

27
に
示
す
。
ま

た
、
飛
散
し
た
ガ

ス

タ
ン
ク
の
破
片
を
写
真

28
に
示
す

。
爆

発
し
た
際
に
ガ

ス

タ
ン
ク
の
破
片
が
飛
散
し
た
た
め
、
写
真

29
の
ア

ス
フ
ァ

ル
ト
タ
ン
ク
も
損
傷
し
て
い
る
。
 

 

 
写
真

26
 
ガ
ス
タ
ン
ク
の
支
柱

が
座
屈
し
配
管
が
損
傷
 

 

 
写

真
27

 
ガ
ス
タ
ン
ク
の
爆
発
に
伴
い
発
生
し
た

 

フ
ァ
イ
ヤ
ー
ボ
ー
ル
（
推
定
直
径
は

60
0-

75
0m

）
 

 

 
写

真
28

 
飛

散
し
た
ガ
ス
タ
ン
ク
の
破
片
 

 

 
写
真

29
隣
接

区
画
の
ア
ス

フ
ァ

ル
ト
タ
ン
ク
の

側
板
が

損
傷
 

  
写
真

30
は
噴

破
し

た
ガ

ス
タ
ン

ク
を

示
し

た
も

の
で

あ
り
、
矢
印
部
で
ガ
ス
タ
ン
ク
の
球
殻

が
開
口
し
て
お

り
、

火
災
時
に
は
当
該
開
口
部
か
ら
炎

が
噴
出
し
て
い

た
。

 
 

 
写
真

30
噴
破

し
た
ガ
ス
タ

ン
ク

（
矢
印
の
箇
所

が
開
口

部
）

 

 4
.6

液
状

化
の

被
害

 

太
平

洋
岸
の

い
わ

き
で

は
短
周

期
地

震
動

に
よ

る
液

状

化
の
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。
写

真
31

に
示
す
よ

う
に
タ

ン
ク
沈

下
で
バ

ル
ブ

の
下

部
が

基
礎

に
接

触
し
て

い
る

。

写
真

32
に

示
す

よ
う

に
タ
ン

ク
付

近
の

液
状

化
も
発

生

し
て
い
る
。
写
真

33
は
タ
ン
ク
付
近
が
液
状
化
し
、
タ
ン

ク
が
沈

下
し

、
基
礎

が
著

し
く

変
形

し
た

状
況
を

示
し

た

も
の
で
あ
る
。
写
真

34
は
タ
ン
ク

周
辺
の
地
盤
に

亀
裂
が

生
じ
た

状
況
を

示
し

た
も

の
で

あ
り

、
軽

度
な
側

方
流

動

と
思
わ
れ
る
。

 

ま
た
、
鹿
島

地
区
で
は
、
写
真

35
に
示
す
よ
う

に
液
状

化
に
よ

り
、
防

油
堤

が
沈

下
、

傾
斜

し
て

い
る
。

沈
下

、

傾
斜
し

た
防
油

堤
の

目
地

部
に

ゴ
ム

シ
ー

ト
が
取

り
付

け

ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
写

真
36

に
示
す
よ

う
に
ゴ

ム
シ
ー

ト
が
破

断
せ

ず
に

防
油

堤
の

機
能

を
有
し

て
い

る

部
分
も
あ
れ
ば
、
写
真

37
に
示
す

よ
う
に
ゴ
ム
シ

ー
ト
が

破
断
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

 

 

 
写
真

31
 
タ
ン
ク

沈
下
で
バ
ル
ブ

の
下
部
が
基
礎

に
接
触
 

 

 

写
真

32
 
タ
ン
ク
付
近
が
液
状
化
、
タ
ン
ク
が
沈
下
 

 

 

写
真

33
 
タ
ン
ク
沈
下
、
基
礎
の
変
形

 

 

 

写
真

34
 
周

辺
地
盤
の
状
況
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写

真
35

 
液
状
化
に
よ
り
沈
下
・
傾
斜
し
た
防
油
堤
 

 

 

写
真

36
 
防
油
堤
の
破
断
状
況
（
ゴ
ム
シ
ー
ト
は
破
断
し

て
い
な
い
。
）

 

 

 
写

真
37

 
防
油
堤
の
破
断
状
況
（
ゴ
ム
シ
ー
ト
が
破
断
し
、

大
き
く
開
口
。
）

 

 4
.7

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

被
害

 

 
ス
ロ

ッ
シ

ン
グ
の

被
害

は
日

本
海

側
、

東
京
湾

岸
で

顕

著
に
見
ら
れ
た
。
写
真

38
は
日
本
海
側
の
新
潟
、
新
発
田

に
お
い

て
デ

ッ
キ
上

に
油

が
溢

流
し

た
状

況
の
一

例
を

示

し
た
も

の
で

あ
る
。

側
板

に
は

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ
に

よ
り

付

着
し
た
油
痕
が
残
っ
て
い
る
。
 

 
写
真

39
に
示
す
浮
き

屋
根
で
は
、
当
該
ポ

ン
ツ
ー
ン
を

含
め

3
室
で
破
損
が

発
生
し
て
い
た
。
な
お
、
当
該
タ
ン

ク
で
推

定
さ
れ

る
ス
ロ

ッ
シ

ン
グ
波

高
は
約

1.
9m

で
あ

る
。

 

 

 
写
真

38
 
ス
ロ
ッ

シ
ン
グ
に
よ
る

デ
ッ
キ
へ
の
溢

流
 

 

 
写
真

39
ポ

ン
ツ
ー

ン
内
へ
の
原
油

の
滞
油
 

 
 
東
京
湾
岸
の
川
崎
で
は
、
写
真

40
に
示
す
よ
う
に
、
浮

き
屋
根

が
沈

没
し
て

お
り

、
傾

斜
し

た
状
態

で
止

ま
っ

て

い
る
。
当
該
浮
き
屋
根
は
、
写
真

41
に
示
す
よ
う
に

浮
き

屋
根
の

ア
ウ

タ
ー
リ

ム
下

部
付

近
の

溶
接
線

近
傍

で
破

断

し
て
い
る
。

 

 
写
真

42
は
ポ
ン
ツ
ー

ン
4
室
が
破
損
し
、
油
が
流
入
し

た
軽
油
タ
ン
ク
の
浮
き
屋
根
で
あ

る
。
う

ち
2
室
に
つ
い

て
は
写

真
中

矢
印
で

示
し

て
い

る
。

当
該
浮

き
屋

根
の

ポ

ン
ツ
ー
ン
の
破
断
は
、
写
真

43
に
示
す
よ
う
に
ア
ウ
タ
ー

リ
ム
と

ロ
ー

ア
ー
デ

ッ
キ

の
溶

接
線

近
傍

で
発
生

し
て

い

る
。
他
の
タ
ン
ク
で
は
写
真

44
に

示
す
よ
う
に
、
ポ

ン
ツ

ー
ン
と
デ
ッ
キ
と
の
溶
接
線
が

20
cm

に
わ
た
り
破
断
し

た
鋼
製
の
内
部
浮
き
蓋
も
見
ら
れ

る
。

 

 

 
写
真

40
 
浮
き
屋
根
の
沈
没
 

 

 

写
真

41
 

浮
き
屋
根
下
部
の
破
断
状
況

 

 

 

写
真

42
 
ポ
ン
ツ
ー
ン

4
室
が
破

損
し
油
が
流
入

し
た
軽

油
タ
ン
ク
の
浮
き
屋
根

 

 

 

写
真

43
 
ポ
ン
ツ

ー
ン
の
破
断
部
（

ア
ウ
タ
ー
リ
ム

と
ロ

ー
ア
ー
デ
ッ
キ
の
溶
接
線
近
傍
）

 

 

 

写
真

44
 

ポ
ン

ツ
ー

ン
と

デ
ッ

キ
と

の
溶

接
線

の
割

れ

（
長
さ
約

20
cm

）
亀
裂
は
デ
ッ
キ
板
を
貫
通
し
て
い
る

 

 

日
本

海
側

の
酒

田
に

お
い

て
は

、
写
真

45
、

写
真

46

に
示
す

よ
う

に
ア
ル

ミ
製

の
内

部
浮

き
蓋

が
大
破

し
て

い

る
。
当
該
破
断
部
は
溶
接
接
合
部
で
は

無
い
部
分
で
あ

る
。

ま
た
、

浮
力

を
発
生

さ
せ

る
フ

ロ
ー

ト
チ
ュ

ー
ブ

も
写

真

47
、
写
真

48
に
示

す
よ
う
に
大
破

し
て
い
る
。
今
回

の
地

震
に
お
け
る
当
該
タ
ン
ク
（
ス
ロ

ッ
シ
ン

グ
1
次
固
有
周

期
は

4.
19

s）
の
速

度
応
答
は
約

20
0c

m
/s
で
あ
り

、
解
析

に
よ
る
と
ス
ロ
ッ
シ
ン
グ
最
大
波

高
は

20
2c

m
、
浮
き
蓋

の
傾
斜
角
と
し
て
は

15
度
と
な
る
。

 

 
写
真

49
、
写
真

50
に
示
す
よ
う
に
デ
ッ
キ
ス
キ
ン
を

押
さ
え

る
た

め
の
ク

ラ
ン

プ
ビ

ー
ム

（
ア
ル

ミ
製

）
も

破

断
し
て
い
る
。

 

 

チ
ュ
ー
ブ

シ
ー

ル
 

破
断
部

 

ア
ウ
タ
ー

リ
ム
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写
真

45
 
大
破
し
た
ア
ル
ミ
製
の
内
部
浮
き
蓋

 

 

 
写

真
46

 
破
断
し
た
デ
ッ
キ
ス
キ
ン
、
フ
ロ
ー
ト
チ
ュ
ー

ブ
 

 

 

写
真

47
 

破
断
し
た

フ
ロ
ー
ト
チ
ュ
ー
ブ（

直
径

25
.4

cm
、

長
さ

6.
70

56
m
）

 

 

 
写
真

48
 
破
断
し

た
フ
ロ
ー
ト
チ

ュ
ー
ブ

2 

 

 
写
真

49
 
破
断
し

た
ク
ラ
ン
プ
ビ

ー
ム

 

 

 
写
真

50
 
破
断
ク

ラ
ン
プ
ビ
ー
ム

先
端
部
拡
大
 

 4
.8

そ
の

他
の

被
害

 

 
久
慈
で
は
写
真

51
に
示
す
岩
盤
タ
ン
ク
が
あ
る
が
、
地

震
後
に

地
下

ト
ン
ネ

ル
へ

の
入

口
の

扉
を
閉

め
た

た
め

、

津
波
に

よ
る

被
害
は

受
け

て
い

な
い

。
し
か

し
な

が
ら

、

写
真

52
に

示
す

よ
う

に
地

上
施
設

は
津

波
に

よ
り

ほ
ぼ

全
壊
し
て
い
る
。
写
真

53
に
保
温

材
が
剥
離
し
、
側

板
が

座
屈
し
た
タ
ン
ク
を
示
す
。

 

 

 
写

真
51

 
岩
盤
タ
ン
ク
の
地
下
ト
ン
ネ
ル
の
入
り
口
 

 

 
写

真
52

 
地
上
施
設
の
損
傷
状
況

 

 

 
写

真
53

 
保
温
材
が
剥
離
、
消
失
し
、
側
板
が
座
屈
し
た

タ
ン
ク

 

 5
．

お
わ

り
に

 

  
危

険
物
施

設
等

が
受

け
た
被

害
と

し
て

、
各

部
位
毎

に

見
る
と

、
タ

ン
ク
本

体
に

つ
い

て
は

地
震

動
に
よ

る
損

傷

は
少
な

い
よ

う
に
見

受
け

ら
れ

る
。

ま
た
、

配
管

に
つ

い

て
は
、

地
震

時
の
停

電
に

よ
り

緊
急

遮
断

弁
及
び

電
動

弁

が
作
動

し
な

か
っ
た

た
め

、
津

波
に

よ
る
配

管
の

破
断

部

か
ら
危
険
物
が
大
量
漏
洩
し
た
と

推
測
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、

浮
き
屋

根
に

つ
い
て

は
、

ポ
ン

ツ
ー

ン
が
破

損
し

て
い

る

と
考
え

ら
れ

、
こ
の

破
損

原
因

を
探

り
、

現
行
の

浮
き

屋

根
の
基

準
に

よ
る
補

強
の

有
効

性
を

確
認
す

る
必

要
が

あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
次

に
、

津
波

に
よ

る
被

害
に

つ
い

て
で

あ
る
が

、
津

波

で
タ

ン
ク

が
流

さ
れ
、

底
部
が

大
き

く
破
断

し
て
い

る
。

た
だ

し
、

地
震

時
に
危

険
物
が

貯
蔵

さ
れ

て
い
な
い

空
の

タ
ン

ク
で

も
流

さ
れ
て

い
な
い

タ
ン

ク
も
あ

る
。
ま

た
、

津
波

に
よ

り
タ

ン
ク
や

防
油
堤

の
基

礎
や
地

盤
が
洗

掘
さ

れ
て

お
り

、
タ

ン
ク
の

傾
斜
、

破
損

に
至

る
も
の
も

見
受

け
ら
れ
る

。
 

 
危
険

物
施

設
等
の

被
害

は
甚

大
か

つ
広
範

囲
に

亘
っ

て

お
り
、

未
だ

全
容
が

判
明

し
て

い
な

い
。

今
回
調

査
し

た

内
容
に

つ
い

て
は
調

査
の

視
点

を
踏

ま
え

て
、
今

後
詳

細

な
分
析
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ

る
。

 
 謝
辞
 

現
地

調
査

に
あ

た
っ

て
は

、
所

轄
消

防
本

部
及

び
事

業

所
に

多
大

な
る

ご
協

力
を

い
た

だ
い

た
。
こ

こ
に

記
し

て

謝
意

を
表

す
る

次
第

で
あ

る
。
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                             資料：『消防防災年報』（千葉県）等 

年 月 日 地区 市 町 名 事  業  所  名  等 

54 11／ 8 中部 袖ケ浦町 千葉石油（仮名）（中袖） 

54 11／13 北部 市 川 市 船橋石油㈱市川油槽所（仮名）（東浜地理立地） 

中部 市 原 市 市原石油㈱養老製油所（仮名）（五井南海岸他） 
55 9／ 1 

その他４地区（船橋市、千葉市、袖ケ浦町、君津市）で実施 

56 

9／ 1 

9／ 1 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

菱油ターミナル㈱市川事業所 

川崎製鉄㈱化学事業部 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

57 

9／ 1 

9／ 1 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦町 

君 津 市 

日本石油㈱市川油槽所 

神崎製紙㈱所有地（中袖） 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

58 

9／ 1 

9／ 1 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

丸善㈱京葉油槽所 

千葉港湾事務所用地（五井南海岸） 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

59 

9／ 1 

8／31 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

千 葉 市 

君 津 市 

富士船橋製油㈱船橋工場 

川崎製鉄㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

新日鐵化学㈱君津製造所 

60 

9／ 2 

8／30 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

㈱三液市川ガスターミナル 

富士石油㈱中袖基地 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

61 

9／ 1 

9／ 2 

9／ 3 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

昭和シェル石油㈱市川油槽所 

コスモ石油㈱千葉製油所 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

62 

9／ 3 

9／ 2 

9／ 1 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

日本サン石油㈱市川工場   キグナス石油㈱市川油槽所 

丸紅石油基地㈱千葉ターミナル 新日本液化ガス株千葉製造所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

63 

9／ 5 

9／ 2 

8／30 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

共同石油㈱船橋油槽所 

住友化学工業㈱千葉工場袖ケ浦地区 

新日鐵化学㈱君津製造所 

元 

8／30 

8／31 

9／ 6 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

東洋合成工業㈱高浜油槽所 

三井石油化学工業㈱千葉工場 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

２ 

8／30 

9／ 4 

9／10 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

キグナス石油㈱市川油槽所 

東京電力㈱千葉火力発電所 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

３ 

8／30 

9／ 3 

9／ 5 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

菱油ターミナル㈱市川事業所 

東京電力㈱袖ケ浦火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

４ 

8／31 

9／ 3 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

市 原 市 

君 津 市 

富士興産㈱船橋基地 

出光興産㈱千葉製油所 

新日鐵化学㈱君津製造所 

５ 

8／31 

8／30 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

日本石油㈱市川油槽所 

川崎製鉄㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

６ 

8／30 

8／31 

9／ 2 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

丸善㈱京葉油槽所 

富士石油㈱中袖基地 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

１０ 千葉県石油コンビナート等防災本部主唱訓練の沿革 
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年 月 日 地区 市 町 名 事  業  所  名  等 

７ 

8／29 

8／31 

8／30 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

㈱三液市川ガスターミナル 

東京電力㈱五井火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

８ 

8／29 

8／26 

9／ 3 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

千 葉 市 

君 津 市 

㈱ジャパンエナジー船橋油槽所 

川崎製鉄㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

新日鐵化学㈱君津製造所 

９ 

8／26 

8／29 

8／28 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

昭和シェル石油㈱市川油槽所 

旭化成工業㈱千葉工場 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

10 

9／ 2 

8／27 

8／26 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

日本サン石油㈱市川工場 

日曹化成㈱千葉工場   丸善石油化学㈱千葉工場 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

11 

9／ 2 

8／10 

8／26 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

東洋合成工業㈱高浜油槽所 

日石三菱㈱千葉油槽所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

12 

9／ 5 

8／29 

8／30 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

ギグナス石油㈱市川油槽所 

住友化学工業㈱千葉工場（袖ケ浦地区） 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

13 

8／29 

8／28 

8／24 

北部 

中部 

南部 

船 橋 市 

市 原 市 

君 津 市 

㈱ジャパンエナジー船橋油槽所 

東京電力㈱東火力事業所姉崎火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

14 

9／ 5 

8／21 

8／22 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

新日本石油㈱市川油槽所 

川崎製鐵㈱化学事業部千葉工場生浜分工場 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

15 

8／27 

8／20 

8／28 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

㈱三液市川ガスターミナル 

東京電力㈱東火力事業所袖ケ浦火力発電所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所 

16 

8／27 

8／24 

8／26 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

市 原 市 

君 津 市 

丸善㈱京葉油槽所 

三井化学㈱市原工場 

新日鐵化学㈱君津製造所 

17 

8／23 

9／ 6 

8／24 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

千 葉 市 

君 津 市 

東洋合成工業㈱高浜油槽所 

エヌアイケミカル㈱千葉事業所 

新日本製鐵㈱君津製鐵所(台風接近のためリハーサルのみ実施) 

18 

8／30 

9／ 7 

8／25 

北部 

中部 

南部 

市 川 市 

袖ケ浦市 

君 津 市 

日本サン石油㈱市川工場 

㈱ＡＤＥＫＡ千葉工場 

君津共同火力㈱君津共同発電所 

19 9／ 1 中部 市 原 市 
コスモ石油㈱千葉製油所及び丸善石油化学㈱千葉工場 

（八都県市合同防災訓練の一環として実施） 

20 8／26 北部 船 橋 市 ㈱ジャパンエナジー船橋油槽所 

21 8／26 中部 袖ケ浦市 富士石油㈱中袖基地 

22 8／24 中部 市原市 極東石油工業㈱千葉製油所 
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１２ 防災関係機関一覧表 

（１）行政機関及びその出先機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

関東管区警察局 

関東管区警察局千葉県情報通

信部 

経済産業省資源エネルギー庁 

原子力安全・保安院 

関東東北産業保安監督部 

関東経済産業局 

東京航空局成田空港事務所 

関東地方整備局 

千葉国道事務所 

千葉港湾事務所 

千葉海上保安部 

 

木更津海上保安署 

 

銚子海上保安部 

 

勝浦海上保安署 

 

銚子地方気象台 

 

千葉労働局 

 

千葉労働基準監督署 

 

船橋労働基準監督署 

木更津労働基準監督署 

 

消防庁特殊災害室 

 

消防庁防災課 

330-9726 

260-8668 

 

100-8986 

 

330-9715 

〃 

282-8602 

330-9724 

263-0016 

260-0024 

260-0024 

 

292-0836 

 

288-0001 

 

299-5233 

 

288-0001 

 

260-8612 

 

260-0024 

 

273-0022 

292-0831 

 

100-8927 

 

〃 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市中央区長洲1-9-1 

 

東京都千代田区霞が関1-3-1 

 

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 

     〃 

成田市古込字込前133 

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 

千葉市稲毛区天台5-27-1 

千葉市中央区中央港1-11-2 

千葉市中央区中央港1-12-2 

   千葉港湾合同庁舎 

木更津市新港8-2 

   木更津港湾合同庁舎 

銚子市川口町2-6431 

 

勝浦市浜勝浦499 

 

銚子市川口町2-6431 

   銚子港湾合同庁舎 

千葉市中央区中央4-11-1 

   千葉第２地方合同庁舎 

千葉市中央区中央港1-11-3 

   千葉地方合同庁舎 

船橋市海神町2-3-13 

木更津市富士見2-4-14 

   木更津合同庁舎 

東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 

 

     〃 

048(600)6000 

043(201)0110 ㈹ 

 

03(3501)1706 

 

048(600)0294 

048(600)0215 

0476(32)0909 

048(601)3151 

043(287)0311 

043(243)9172 

043(242)7238 

043(242)7253(FAX) 

0438(30)0118 

0438(30)0120(FAX) 

0479(22)1359 

0479(22)1467(FAX) 

0470(73)3999 

0470(72)4999(FAX) 

0479(23)7705 

 

043(221)4312 

 

043(241)8383 

 

047(431)0181 

0438(22)6165 

 

03(5253)7528 

03(5253)7538 (FAX) 

03(5253)7525 
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（２）公共機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

東日本旅客鉄道㈱千葉支社 

東日本高速道路㈱千葉管理事

務所 

東日本電信電話㈱千葉支店 

 

日本赤十字社千葉県支部 

(社)千葉県医師会 

日本放送協会千葉放送局 

日本通運㈱千葉支店 

東京電力㈱千葉支店 

京葉臨海鉄道㈱（管理部） 

小湊鉄道㈱ 

東京ガス㈱千葉導管ネットワ

ークセンター 

京葉瓦斯㈱ 

(社)千葉県トラック協会 

260-8551 

263-0001 

 

261-0023 

 

260-8509 

260-0026 

260-8610 

260-0834 

260-8635 

260-0024 

290-0054 

260-0831 

 

272-8580 

261-0002 

千葉市中央区新千葉1-3-24 

千葉市稲毛区長沼原町177 

 

千葉市美浜区中瀬1-6 

   ＮＴＴ幕張ビル８Ｆ 

千葉市中央区千葉港5-7 

千葉市中央区千葉港5-25 

千葉市中央区千葉港5-1 

千葉市中央区今井1-14-22 

千葉市中央区富士見2-9-5 

千葉市中央区中央港1-2-21 

市原市五井中央東1-1-2 

千葉市中央区港町20-1 

 

市川市市川南2-8-8 

千葉市美浜区新港212-2 

043(225)9215 

043(259)5221 

 

043(211)8652 

 

043(241)7531 

043(242)4271 

043(203)1001 

043(226)7600 

043(224)3111 

043(302)7011 

0436(21)6771 

043(225)4071 

 

047(323)5283 

043(247)1131 

 

（３）県等の機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉県庁 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

(総務課) 

(医療整備課) 

(薬務課) 

(環境政策課) 

(大気保全課) 

(水質保全課) 

(保安課) 

(産業振興課) 

(水産局漁業資源課) 

(水産局水産課) 

(港湾課) 

(県土整備政策課) 

(防災危機管理課) 

(消防課) 

(消防課：災害対策本部併設時) 

葛南地域振興事務所 

南房総地域振興事務所 

西部防災センター 

260-8667 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

273-8560 

292-8520 

271-0092 

千葉市中央区市場町1-1 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

     〃 

 

船橋市本町1-3-1 フェイス７Ｆ 

木更津市貝渕3-13-34 

松戸市松戸558-3 

043(223)2036 

043(223)3883 

043(223)2618 

043(223)4665 

043(223)3804 

043(223)3816 

043(223)2729 

043(223)2719 

043(223)3039 

043(223)3051 

043(223)3836 

043(223)3378 

043(223)2175 

043(223)2173 

043(223)3381 

047(424)8281 

0438(23)1111 

047(331)5511 
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千葉市保健所 

 

船橋市保健所 

市川健康福祉センター 

君津健康福祉センター 

市原健康福祉センター 

千葉地域整備センター 

葛南地域整備センター 

市原整備事務所 

君津地域整備センター 

千葉港湾事務所 

葛南港湾事務所 

木更津港湾事務所 

水道局技術部計画課 

企業庁管理・工業用水部 

施設設備課 

企業庁地域整備部 

事業調整推進課 

企業庁千葉工業用水道事務所 

企業庁葛南工業用水道事務所 

企業庁君津工業用水道事務所 

261-8755 

 

273-0011 

272-0023 

292-0832 

290-0056 

260-0023 

273-0012 

290-0067 

292-0833 

260-0024 

273-0012 

292-0833 

262-8512 

261-8552 

 

〃 

 

260-0843 

272-0023 

299-1147 

千葉市美浜区幸町1-3-9 

   千葉市総合保健医療センター内 

船橋市湊町2-10-18 

市川市南八幡5-11-22 

木更津市新田3-4-34 

市原市五井1309 

千葉市中央区出洲港11-1 

船橋市浜町2-5-1 

市原市八幡海岸通1969 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市中央区中央港1-6-1 

船橋市浜町2-5-1 

木更津市貝渕3-13-34 

千葉市花見川区幕張町5-417-24 

千葉市美浜区中瀬1-3 

   幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝＤ棟 

     〃 

 

千葉市中央区末広3-4-16 

市川市南八幡2-23-1 

君津市人見5-7-31 

043(238)9920 

 

047(431)4191 

047(377)1101 

0438(22)3743 

0436(21)6391 

043(242)6101 

047(433)2421 

0436(41)1300 

0438(25)5131 

043(246)6201 

047(433)1895 

0438(25)5141 

043(211)8636 

043(296)9218 

 

043(296)8172 

 

043(264)7321 

047(378)4477 

0439(87)8184 

 

（４）警察 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

警察本部警備部警備課 

警察本部地域部地域課 

警察本部地域部水上警察隊 

千葉中央警察署 

千葉西警察署 

習志野警察署 

船橋警察署 

市川警察署 

行徳警察署 

市原警察署 

木更津警察署 

君津警察署 

富津警察署 

260-8668 

〃 

260-0026 

260-8510 

261-0011 

275-0015 

273-0001 

272-0015 

272-0127 

290-0067 

292-0834 

299-1152 

299-1616 

千葉市中央区長洲1-9-1 

     〃 

千葉市中央区中央港1-12-1 

千葉市中央区中央港1-13-1 

千葉市美浜区真砂2-1-1 

習志野市鷺沼台2-4-1 

船橋市市場4-18-1 

市川市鬼高4-4-1 

市川市塩浜3-10-18 

市原市八幡海岸通1965-17 

木更津市潮見1-1-5 

君津市久保4-1-1 

富津市海良121-1 

043(201)0110㈹ 

   〃 

043(241)1599 

043(244)0110 

043(277)0110 

047(474)0110 

047(435)0110 

047(370)0110 

047(397)0110 

0436(41)0110 

0438(22)0110 

0439(54)0110 

0439(66)0110 
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（５）自衛隊 

駐屯地･基地 (機関名) 郵便番号 所   在   地 電   話 

下志津駐屯地(高射学校) 

習志野駐屯地(第１空挺団) 

松戸駐屯地(需品学校) 

木更津駐屯地(第１ヘリコプター団) 

下総基地(下総教育航空群) 

館山基地(第21航空群) 

264-0021 

274-0077 

270-2288 

292-8510 

277-8661 

294-8501 

千葉市若葉区若松町902 

船橋市薬円台3-20-1 

松戸市五香六実17 

木更津市吾妻地先 

柏市藤ケ谷1614-1 

館山市宮城無番地 

043(422)0221 

047(466)2141 

047(387)2171 

0438(23)3411 

04(7191)2321 

0470(22)3191 

 

（６）市 

機 関 名 郵便番号 所   在   地 電   話 

千葉市 

市川市 

船橋市 

木更津市 

市原市 

君津市 

袖ケ浦市 

浦安市 

習志野市 

富津市 

260-8722 

272-8501 

273-8501 

292-8501 

290-8501 

299-1192 

299-0292 

279-8501 

275-8601 

293-8506 

千葉市中央区千葉港1-1 

市川市八幡1-1-1 

船橋市湊町2-10-25 

木更津市潮見1-1 

市原市国分寺台中央1-1-1 

君津市久保2-13-1 

袖ケ浦市坂戸市場1-1 

浦安市猫実1-1-1 

習志野市鷺沼1-1-1 

富津市下飯野2443 

危機管理課 

危機管理課 

防災課 

総務行革課 

防災課 

危機管理課 

総務課 

防災課 

安全対策課 

総務防災課 

043(245)5151 

047(334)1600 

047(436)2032 

0438(23)7094 

0436(23)9823 

0439(56)1290 

0438(62)2111 

047(351)1111 

047(453)9211 

0439(80)1222 

 

（７）消防機関 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

千葉市消防局 

 

市川市消防局 

船橋市消防局 

 

 

市原市消防局 

 

袖ケ浦市消防本部 

木更津市消防本部 

君津市消防本部 

 

浦安市消防本部 

習志野市消防本部 

富津市消防本部 

260-0854 

 

272-0021 

273-0011 

 

 

290-0073 

 

299-0261 

292-0834 

299-1163 

 

279-0004 

275-0014 

293-0042 

千葉市中央区長洲1-2-1 

 

市川市八幡1-8-1 

船橋市湊町2-6-10 

 

 

市原市国分寺台中央1-1-1 

 

袖ケ浦市福王台4-10-7 

木更津市潮見2-8 

君津市杢師3-1-25 

 

浦安市猫実1-19-22 

習志野市鷺沼2-1-43 

富津市小久保2109 

警防課 

指導課 

代 表 

代 表 

警防課 

予防課 

代 表 

火災予防課 

代表(総務課) 

代表(消防総務課) 

代 表 

予防課 

 

043(202)1653 

043(202)1667 

047(333)2111 

047(435)1111 

047(435)1190 

047(435)8639 

0436(23)0119 

0436(22)8119 

0438(64)0119 

0438(22)0119 

0439(53)0119 

0439(53)1905 

047(304)0119 

047(452)1212 

0439(65)0119 

043(202)1654 

043(202)1679 

047(333)8181 

 

047(435)7878 

047(435)8637 

 

0436(23)0085 

0438(62)9729 

0438(22)0151 

0439(54)8960 

 

047(355)7733 

047(454)8151 

0439(65)1835 
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（８）近隣関係機関 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

東京都 

茨城県 

神奈川県 

第三管区海上保安本部 

 

 

横浜海上保安部 

東京海上保安部 

東京消防庁 

川崎市消防局 

横浜市安全管理局 

163-8001 

310-8555 

231-8588 

231-8818 

 

 

231-0001 

135-0064 

100-8119 

210-0015 

240-0001 

東京都新宿区西新宿2-8-1 

茨城県水戸市笠原町978-6 

神奈川県横浜市中区日本大通1 

神奈川県横浜市中区北仲通5-57 

 

 

神奈川県横浜市中区新港1-2-1 

東京都江東区青海2-56 

東京都千代田区大手町1-3-5 

神奈川県川崎市川崎区南町20-7 

神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 

03(5321)1111 

029(301)1111 

045(210)1111 

045(211)1118 ㈹ 

045(212)2010(FAX) 

夜間休日(211)0773 

045(671)0118 

03(5564)1118 

03(3212)2111 

044(223)1199 

045(334)6789 

 

（９）災害拠点病院 

機 関 名 郵便番号 所 在 地 電  話 ＦＡＸ 

日本医科大学千葉北総病院 

総合病院国保旭中央病院 

千葉県循環器病センター 

千葉大学医学部附属病院 

千葉県救急医療センター 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

東京歯科大学市川総合病院 

国保松戸市立病院 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 

成田赤十字病院 

千葉県立佐原病院 

千葉県立東金病院 

医療法人鉄蕉会亀田総合病院 

社会福祉法人太陽会安房地域医

療センター 

国保直営総合病院君津中央病院 

帝京大学ちば総合医療センター 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

東京女子医科大学附属八千代医

療センター 

270-1694 

289-2511 

290-0512 

260-8677 

261-0012 

〃 

273-8588 

272-8511 

271-8511 

277-8567 

286-8523 

287-0003 

283-8588 

296-8602 

294-0014 

 

292-8535 

299-0111 

279-0021 

276-8524 

印西市鎌苅1715 

旭市イ1326 

市原市鶴舞575 

千葉市中央区亥鼻1-8-1 

千葉市美浜区磯辺3-32-1 

千葉市美浜区磯辺3-31-1 

船橋市金杉1-21-1 

市川市菅野5-11-13 

松戸市上本郷4005 

柏市柏下163-1 

成田市飯田町90-1 

香取市佐原イ2285 

東金市台方1229 

鴨川市東町929 

館山市山本1155 

 

木更津市桜井1010 

市原市姉崎3426-3 

浦安市富岡2-1-1 

八千代市大和田新田477-96 

0476(99)1111 

0479(63)8111 

0436(88)3111 

043(222)7171 

043(279)2211 

043(277)7711 

047(438)3321 

047(322)0151 

047(363)2171 

04(7164)1111 

0476(22)2311 

0478(54)1231 

0475(54)1531 

04(7099)2211 

0470(25)5111 

 

0438(36)1071 

0436(62)1211 

047(353)3111 

047(450)6000 

0476(99)1911 

0479(62)5132 

0436(88)3032 

043(226)2480 

043(279)0193 

043(278)7482 

047(438)7795 

047(325)4456 

047(363)2189 

04(7166)9374 

0476(22)1311 

0478(54)4497 

0475(54)1588 

04(7099)1105 

0470(25)5110 

 

0438(36)3867 

0436(62)0098 

047(353)3138 

047(458)7058 
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１３ 石油コンビナート等特別防災区域協議会 

名   称 代 表 会 社 事   務   局 
設立 

年月日 

京葉臨海北部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 

市川油槽所 

 

＊２年ごとに改選 

〒272-0013 

市川市高谷新町10 

市川船橋共同防災センター内 

TEL 047(328)1329 

FAX 047(328)1357 

S52. 6.20 

京葉臨海中部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

JFEスチール㈱ 

東日本製鉄所千葉地区 

 

＊２年ごとに、千葉・市原・ 

袖ケ浦地区輪番で選出 

〒260-0835 

千葉市中央区川崎町1 

     （代表会社内） 

TEL 043(262)2345 

S55.12.18 

 

千葉地区 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

JFEスチール㈱ 

東日本製鉄所千葉地区 

 

＊１年ごとに改選 

〒260-0835 

千葉市中央区川崎町1 

     （代表会社内） 

TEL 043(262)2345 

S53. 4.17 

 

市原市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

ＪＮＣ石油化学㈱市原製造所 

 

＊２年ごとに、姉崎・五井・ 

八幡地区輪番で選出 

〒290-8551 

市原市五井海岸5-1 

     （代表会社内） 

TEL 0436(23)1133 

S52. 3. 4  

 

袖ケ浦市 

石油コンビナート

等特別防災区域協

議会 

 

 

東京電力㈱東火力事業所 

袖ケ浦火力発電所 

 

＊２年ごとに、改選 

〒299-0267 

袖ケ浦市中袖2-1 

     （代表会社内） 

TEL 0438(55)5441 

S52. 6. 1 

 

京葉臨海南部地区 

石油コンビナート等 

特別防災区域協議会 

 

 

君津共同火力㈱ 

君津共同発電所 

 

＊２年ごとに、改選 

 

〒299-1141 

君津市君津1 

TEL 0439-20-7421 

S52.10.28 
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１４ 共 同 防 災 組 織 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電   話 

京葉臨海北部地区市川船橋共同防災組織 

 

市川･船橋地区海上共同防災協議会 

 

新港地区共同防災協議会 

 

JFE千葉地区陸上共同防災組織 

 

千葉地区海上共同防災組織 

 

五井共同防災協議会 

 

千種地区共同防災協議会 

 

袖ケ浦姉崎地区共同防災協議会 

 

市原･袖ケ浦地区海上共同防災協議会 

 

京葉臨海南部地区共同防災組織 

 

京葉臨海中部地区共同防災協議会 

272-0011 

 

272-0011 

 

261-0002 

 

260-0835 

 

〃 

 

290-0058 

 

299-0108 

 

299-0295 

 

290-0058 

 

299-1141 

 

299-0266 

 

市川市高谷新町10 

（市川船橋共同防災センター） 

市川市高谷新町10 

（市川船橋共同防災センター） 

千葉市美浜区新港231 

（新港地区共同防災センター） 

千葉市中央区川崎町1 

（JFEスチール㈱東日本製鉄所千葉地区内） 

      〃 

 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

市原市千種海岸3 

（三井化学㈱市原工場内） 

袖ケ浦市北袖9-1 

（住友化学㈱千葉工場袖ケ浦地区内) 

市原市五井海岸2 

（コスモ石油㈱千葉製油所内） 

君津市君津1 

（新日本製鐵(株)君津製鐵所内） 

袖ケ浦市北袖1 

（富士石油㈱袖ケ浦製油所内) 

047(328)1329 

 

047(328)1329 

 

043(247)4681 

 

043(262)2345 

 

〃 

 

0436(22)0658 

 

0436(62)3223 

 

0438(63)1212 

 

0436(22)0658 

 

0439(50)2042 

 

0438(63)7014 

 
 

１５ そ  の  他 

機  関  名 郵便番号 所   在   地 電 話 等 

千葉県高圧ガス地域防災協議会 

 

海上災害防止センター 

 

京葉シーバース㈱ 

 

㈱ダイトーコーポレーション

千葉支店 

石油連盟基盤整備・油濁対策部 

 

危険物保安技術協会 

 

260-0004 

 

220-8401 

 

299-0265 

 

260-8517 

 

100-0004 

 

105-0001 

千葉市中央区中央港1-13-1 

   千葉県ガス石油会館４階 

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 

   三菱重工横浜ビル内 

袖ケ浦市長浦拓1-1-18 

 

千葉市中央区中央港1-9-5 

 

東京都千代田区大手町1-3-2 

   経団連会館ビル 

東京都港区虎ノ門4-3-13 

043(246)0027 

 

045(224)4315 

045(224)4312(FAX) 

0438(62)1211 

0438(62)1216(FAX) 

043(238)5113 

043(238)5125(FAX) 

03(5218)2306 

03(5218)2320(FAX) 

03(3436)2353 

03(3436)2251(FAX) 
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